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平成28年３月８日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

・議案第１号 平成28年度宮崎県一般会計予算

・議案第14号 平成28年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算

・議案第15号 平成28年度宮崎県育英資金特別

会計予算

・議案第16号 平成28年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算

・議案第17号 平成28年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算

・議案第18号 平成28年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算

・議案第20号 地方警察職員の定員に関する条

例の一部を改正する条例

・議案第23号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

・議案第36号 風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行条例の

一部を改正する条例

・議案第37号 宮崎県暴力団排除条例の一部を

改正する条例

・請願第10号 公立高等学校授業料不徴収制度

の復活を求める請願

・請願第11号 正規教職員の増員を求める請願

・請願第12号 小・中・高の35人以下学級等の

実現について国に意見書の提出

を求める請願

・請願第13号 義務教育費国庫負担制度の拡充

・復元について、国に意見書の

提出を求める請願

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・検定申請中教科用図書の閲覧に関する調査報

告について

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野  明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 野 口 泰

警 務 部 長 新 島 健太郎

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 片 岡 秀 司

刑 事 部 長 黒 木 典 明

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
永 野 博 明

警 務 課 長

生活安全部参事官兼

地 域 課 長 兼 長 友 信 明

生活安全企画課長

生 活 環 境 課 長 児 島 孝 思

総 務 課 長 小 野 博

警務部参事官兼
廣 澤 康 介

会 計 課 長

少 年 課 長 藤 川 寿 治
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交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 鍋 倉 幸 次

企業局

企 業 局 長 四 本 孝

副 局 長
梅 原 裕 二

（ 総 括 ）

副 局 長
満 留 康 裕

（ 技 術 ）

総 務 課 長 沼 口 晴 彦

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 上 石 浩

電 気 課 長 喜 田 勝 彦

施 設 管 理 課 長 平 松 信 一

総 合 制 御 課 長 新 見 剛 介

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりで御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。お手元に配付しております資料、

委員会審査の進め方（案）をごらんください。

まず、１、審査方針についてであります。当

初予算の審査に当たっては、重点事業・新規事

業を中心に説明を求めることとし、あわせて平

成26年度決算における指摘要望事項に係る対応

状況についても説明を求めることとしておりま

す。

次に、当初予算関連議案の審査についてであ

ります。今回の委員会は、審査が長くなること

が予想されることから、教育委員会については

３グループに分けて審査を行い、総括質疑を行っ

た後、その他の報告について説明を受けたいと

存じます。

審査方法について、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

当初予算関連議案について、本部長の説明を

求めます。

○野口警察本部長 先日は、補正予算関係議案

を審査していただきまして、ありがとうござい

ました。

本日、御審査をお願いする案件は、「平成28年

度宮崎県一般会計予算」であります。

当初予算案は、平成28年の宮崎県警察運営方

針及び運営重点に沿った各種施策を具体的に実

現する予算として編成をしたところであり、歳

出予算額として、恩給及び退職年金を除きまし

て271億4,958万9,000円をお願いするものであり

ます。

条例に関しまして、「地方警察職員の定員に関

する条例の一部を改正する条例」「風俗営業等の

規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

の一部を改正する条例」「警察関係使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例」「宮崎県暴
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力団排除条例の一部を改正する条例」の４件に

つきまして御審査をお願いいたします。

また、昨年９月の決算特別委員会での指摘要

望事項に係る対応状況につきましても御報告を

いたします。

詳細につきましては、それぞれ担当部長から

説明をさせますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

私からは以上であります。

○重松委員長 本部長の概要説明が終了いたし

ました。

それでは、引き続き議案の審査を行いますが、

歳出予算の説明については、重点事業・新規事

業を中心に簡潔明瞭に行い、あわせて決算にお

ける指摘要望事項に係る対応状況についても説

明をお願いいたします。

それでは、議案に関する説明を求めます。

○新島警務部長 それでは、平成28年２月定例

県議会提出の議案第１号「平成28年度宮崎県一

般会計予算」の公安委員会関係につき御説明い

たします。

お手元に文教警察企業常任委員会資料という

題名の資料を準備させていただいておりますの

で、これと議会資料の平成28年度歳出予算説明

資料という冊子で御説明いたします。平成28年

度歳出予算説明資料では、491ページからの記載

となります。

それでは、お配りしております資料の２枚目、

資料１、平成28年度歳出予算についての１、平

成28年度歳出予算の概要をごらんください。

警察本部の歳出予算要求の基本的な考え方は、

県民の期待と信頼に応える力強い警察という平

成28年の宮崎県警察の運営方針のもと、事態対

処事案への迅速・的確な対応等７項目の運営重

点を中心とする治安維持に必要な経費を措置し、

警察力を確保しようとするものであります。

この基本的な考えのもとに、公安委員会関係

の平成28年度歳出予算額は、恩給及び退職年金

費を除きまして、271億4,958万9,000円をお願い

するものであります。

この予算額は、昨年度と比べますと、人件費

につきましては、勤勉手当の支給率が0.1カ月分

ふえたこと等により5,617万1,000円の増額、人

件費以外の物件費につきましては、平成28年度

予算において、道路交通法の改正に伴うシステ

ムの改修費等が多額になることなどから１

億6,393万4,000円の増額となり、総額では２

億2,010万5,000円の増額、率にしますと、対前

年度比0.8％の増となっております。

それでは、平成28年度公安委員会関係の歳出

予算の内容を科目、事項別に説明いたしますの

で、資料１の２、事項別歳出予算額と主な事業

をごらんください。歳出予算説明資料につきま

しては、495ページからになります。

まず、資料１の項目２の一覧表最上段左側に

記載しております会計、科目、事項の欄をごら

んください。

会計、一般会計、（款）警察費（項）警察管理

費（目）公安委員会費（事項）委員報酬681万6,000

円でございますが、これは公安委員３名の報酬

であります。

次に、（事項）委員会運営費704万円でござい

ますが、これは公安委員会運営に要する経費で

あります。

この中で主な事業につきましては、警察署協

議会運営費341万4,000円でありますが、これは

県下13警察署に置かれております地域住民の意

向を警察業務に反映するための警察署協議会の

運営に要する経費で、委員の報酬や旅費などに

要する経費であります。
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次に、（目）警察本部費（事項）職員費187

億2,960万6,000円でございますが、これは職員

の人件費であります。

次に、（事項）運営費30億6,497万4,000円でご

ざいますが、これは警察業務を行う上で、その

基盤となります通信指令システムやＯＡ機器、

その他職員が警察業務を処理するために必要な

事務費等のいわゆる職員を設置することにより

必要となる経費であります。

この中で主な事業につきましては、退職手当14

億6,644万6,000円、「警察業務電算化推進事業」

３億7,494万2,000円、「新たな時代に対応する警

察通信指令システム整備事業」２億8,228万3,000

円であります。

退職手当は、本年１月１日現在で、平成28年

度末の定年退職予定者数を58名と見込み、予想

される希望退職者等を含む合計81名分を計上し

ており、平成27年度と比較しますと１億9,254

万8,000円の減額となっております。

警察業務電算化推進事業は、現在の高度情報

化社会の広域・複雑・高度化する犯罪から県民

の安全な生活を守るため、情報技術、いわゆる

ＩＴを活用した警察業務の電算化を推進するた

めの経費であります。

新たな時代に対応する警察通信指令システム

整備事業は、110番の受理に当たり、多様化・ス

ピード化する犯罪等に的確に対応するためのシ

ステムのリース料であります。平成28年３月に

リースを更新するために入札を実施した結果、

より機能性が高く高機能なシステムを導入する

ことができたところであり、その年間分の経費

であります。

次に、（目）装備費（事項）装備費４億6,726

万2,000円でございますが、これは、警察機動力

及び警察装備の計画的整備充実強化と装備活動

に要する経費であります。

この中で主な事業につきましては、警察活動

用車両維持費２億7,473万8,000円、新規事業の

「警察航空機（ひむか）性能強化整備事業」5,530

万円であります。

警察活動用車両維持費は、警察が保有してお

ります全車両に係る修繕料、燃料費、自賠責保

険料、重量税及びその他維持に係る消耗品費等

に要する経費であります。

新規事業の警察航空機（ひむか）性能強化整

備事業につきましては、お手元の資料１─１を

あわせてごらんください。次のページになって

おります。

事業目的につきましては、警察航空機「ひむ

か」は警察のヘリコプターでありますが、空気

中に浮遊いたします火山灰を構成する物質であ

る二酸化ケイ素が、飛行中にエンジンの燃焼に

よる熱により溶けてしまい、エンジン内部に付

着して、その結果エンジンの性能が低下し、航

空法に基づく基準を満たさなくなることから、

先日の２月補正予算においてエンジンの交換を

実施する費用を要求しているところであります

が、平成28年度におきましては、同様の症状を

発生させないために、エンジンに流入する火山

灰等の異物を除去するためのフィルターを整備

するものであります。

事業の概要といたしましては、警察用航空機

は平成23年３月に警察庁から配備されて運用し

ておりますが、今後同様のふぐあいを生じさせ

ないために、機体・エンジンメーカーが推奨す

るＩＢＦと呼ばれる、いわゆるフィルターをエ

ンジンの吸気口付近に設置することにより、エ

ンジンの性能低下を防止するものであります。

事業効果といたしましては、警察用航空機は、

犯罪捜査や災害時の被害状況及び被災者の確認、
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また人命救助等で活躍しておりますが、フィル

ター設置後はさまざまな状況下でも飛行するこ

とが可能となり、新燃岳を管轄する当県におき

ましては、火山の爆発など災害時等の有事体制

強化が図られるものであります。

それでは、再度、１ページ前の資料１に戻っ

ていただきまして、次の（目）警察施設費（事

項）警察施設費ですが、これは８億7,492万1,000

円でございます。これは、警察施設の計画的整

備と適正な維持管理に要する経費であります。

この中での主な事業につきましては、交番、

駐在所庁舎新築費6,040万1,000円、職員住宅借

家料8,265万9,000円、「宮崎県総合自動車運転免

許センター建設整備事業」１億9,709万9,000円

であります。

交番、駐在所庁舎新築費につきましては、交

番、駐在所の建設に係る設計費や建設費等であ

ります。

なお、建設費につきましては、警察共済組合

の不動産投資事業を活用して建設することとし

ております。

平成28年度は、小林警察署の小林駅前交番、

高鍋警察署の川南交番の２カ所を木造により新

築する予定であります。

交番と駐在所は、地域住民の安全と安心の拠

点である生活安全センターとして、地域住民の

日常生活に密着した警察活動を行っております

が、ただいまの交番につきましては、老朽化に

加えまして、来訪者と対応するためのコミュニ

ティースペースや駐車スペースが狭いため、県

民が利用しやすい場所への移転新築や利用しや

すい配置とする計画としているところでありま

す。

職員住宅借家料は、警察共済組合の不動産投

資事業を活用して多くの職員住宅を建設してお

りますので、その償還金を支払うものでござい

ます。

宮崎県総合自動車運転免許センター建設整備

事業につきましても、運転免許センターを建設

した際と同様に警察共済組合の不動産投資事業

を活用しておりますので、その償還金を支払う

ものであります。

次に、（事項）警察署庁舎建設費5,289万円で

ございますが、「えびの警察署庁舎建設整備事業」

につきましては、築53年が経過し、また耐震性

能が低かったことから、平成27年度に事業費が

認められまして、平成28年度は建設工事の１年

目となります。平成28年度は、建設工事の入札

を行いまして、平成29年１月ごろに着工し、現

場事務所の設置や基礎工事を実施する予定で、

平成30年２月ごろの完成を目指しているところ

であります。

なお、警察署庁舎は鉄筋コンクリート３階建

てとなり、総事業費は約12億5,000万円程度を見

込んでおります。

次に、（目）運転免許費（事項）運転免許費９

億905万5,000円でございますが、これは運転免

許試験及び各種講習その他運転免許事務処理に

要する経費であります。

この中で主な事業につきましては、新規事業

の「運転免許保有者の認知症等対策推進事

業」1,317万8,000円、同じく新規事業の「道路

交通法の一部を改正する法律に伴う運転免許整

備事業」１億7,903万6,000円、既存事業であり

ます「運転免許証ＩＣカード化導入事業」１

億9,515万7,000円であります。

新規事業の運転免許保有者の認知症等対策推

進事業につきましては、お手元の資料１─２を

あわせてごらんください。

事業の目的につきましては、高齢社会の進展
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に伴い運転免許保有者も高齢化が進み、全国的

に加齢による認知機能及び身体機能の低下、ま

た脳梗塞、てんかん等一定の病気に起因する重

大事故が後を絶たない状況にあり、当県におい

ても、昨年10月に宮崎駅前におけるてんかんの

持病がある高齢運転者が歩道を暴走し、死傷者

７名を出す悲惨な事故が発生しております。よっ

て、病状によっては、免許の停止や取り消し、

または返納が必要となる場合もございます。

そこで、運転免許保有者の病気等による運転

への影響を判断するには、運転免許更新時の病

状の確認や運転適性相談への対応が重要ですの

で、認知症や一定の病気を抱えている方や加齢

により運転に不安を抱えている高齢者やその家

族等からの相談に、よりきめ細かに対応するた

めの体制を強化し、交通事故抑止対策の推進を

図るものであります。

事業の概要としましては、これまでも運転適

性相談業務につきましては警察職員が行ってお

りますが、本事業では、医療の専門的知識を有

する看護師４名を非常勤職員として採用し、宮

崎、都城、延岡の各免許センターに計４名を配

置して運転適性相談業務等を行ってもらい、相

談体制のさらなる強化を図るものであります。

事業効果としましては、看護師の配置により

まして、県民がより気軽に相談できる環境が整

い、相談者が増加するとともに、医療の専門的

な見地から的確な助言・指導を行うことで、医

療機関への早期受診や免許返納等がスムーズに

促されるなどの効果も見込まれ、結果的にさら

なる交通事故抑止が期待されるものと考えてお

ります。

続きまして、新規事業の道路交通法の一部を

改正する法律に伴う運転免許整備事業につきま

しては、次のページの資料１─３をあわせてご

らんください。

事業の目的につきましては、改正道路交通法

が来年３月に施行予定で、75歳以上の高齢運転

者対策及び準中型免許という車両総重量3.5トン

以上7.5トンまでの車両を運転できる免許種別が

新設されることにより、各種整備を行うもので

あります。

事業の概要としまして、新しく導入される準

中型自動車３台の購入、同免許の技能試験に対

応するための試験コースの立体障害物等改修

費、75歳以上の高齢運転者を対象とした臨時認

知機能検査及び臨時高齢者講習の導入に伴い、

その対応に多大な時間を要することから、非常

勤職員４名の増員、またこれらの改正に伴い、

運転免許に関する各種電算システムの改修等を

実施します。

事業効果としまして、高齢者につきましては、

安全運転に対する意識の醸成が図られるととも

に、準中型自動車に関する整備を行うことで、

同新規免許種別に対応した運転免許試験を適正

かつ円滑に実施することができるものと考えて

おります。

それでは、再度、資料１に戻っていただきま

して、既存事業であります運転免許証ＩＣカー

ド化導入事業につきましては、ＩＣカード免許

証を作成する装置のリース料やＩＣカードの購

入費に要する経費でございます。

次に、（項）警察活動費（目）警察活動費（事

項）一般活動費15億845万8,000円でございます

が、これは、生活安全、刑事及び交通等警察活

動全般に要する経費であります。

この中で主な新規事業につきまして説明いた

しますと、「交通鑑識強化のための機器整備事

業」359万7,000円、「ＧＩＳ（地理情報システム）

による交通事故総量抑止対策事業」2,722万8,000
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円、「証拠能力確保のための多機能カメラ整備事

業」1,191万2,000円であります。

交通鑑識強化のための機器整備事業につきま

しては、またお手元の資料の１─４をあわせて

ごらんいただければと思います。

事業目的につきましては、交通犯罪の解決を

求める県民の期待に応えるために、交通事故現

場における正確な速度鑑定や挙動解析を実施す

る必要がございます。また、車両の損傷状況か

ら判断する当事者間の過失割合の判定等、公平

で正確な実地検証が重要で、そのためには交通

鑑識の強化が求められるところであり、交通事

故現場において、高度・精密な交通鑑識を実施

するための三次元測定器である３Ｄレーザース

キャナーを整備するものであります。

事業概要としましては、交通鑑識の中心であ

る警察本部の交通事故鑑識係に３次元測定器、

３Ｄレーザースキャナーをリースにより配備し、

県内における交通死亡事故等の重大事故に対応

します。

現在使用しております既存の測定器は20メー

トル当たり約10センチの誤差が生じていました

が、３次元測定器は25メートルで約２ミリの誤

差しか生じないため、飛躍的に精度が向上し、

また現場の状況を測定後、最大でも６分程度で

図面作成をすることが可能となります。そのほ

か、曲線道路を計測し走行時の限界速度の分析、

車両のタイヤ痕などから車両挙動の解析、車両

の損傷状況から衝突速度を求めることが可能と

なるものであります。

事業効果としましては、正確な交通事故分析

が可能となり、加害者・被害者の区別なく事故

関係者にとって公平で公正な真相解明ができま

す。また、短時間で交通事故現場の計測が可能

であることから、長時間にわたり交通を遮断す

る必要もございません。加えて、警察官が道路

上で作成作業をする必要もないことから、受傷

事故防止も図られるものと考えております。

次に、ＧＩＳ（地理情報システム）による交

通事故総量抑止対策事業につきましては、次の

ページ、お手元の資料１─５をあわせてごらん

いただければと思います。

事業目的につきましては、県内において交通

事故は日常的に発生し、平成27年度中は、人身

事故が１日当たり約26件、物損事故を含めます

と１日当たり約90件発生しておりました。

交通事故を抑止する方法としては、交通事故

の発生箇所、発生路線、発生時間帯及び道路形

状等の詳細な分析に基づいた対策が有効とされ

ており、そのために、視覚的に分析できるＧＩ

Ｓ機能を有した最新のシステムを導入すること

により、交通事故の総量抑止対策を推進するも

のであります。

事業概要としましては、既存の交通事故事件

捜査支援システムは、これまでの交通事故に係

る各種情報を文字データで管理しているシステ

ムですが、このシステムにＧＩＳ機能を加え、

蓄積された事故データを地図上にマッピングし

て、視覚的に交通事故発生地点の密度、路線、

時間帯、エリア分析等を行うものであります。

事業効果としまして、交通事故の多発地点や

時間帯等を視覚的かつ精密に絞り込むことが可

能となることから、地点や時間帯を絞ったより

効果的な交通安全教育及び交通指導取り締まり

を実施することができます。地図上にマッピン

グした事故データを、県警ホームページを利用

して、県民に対しても交通事故実態を視覚で訴

えることができることから、よりわかりやすく

効果的な広報啓発が期待でき、交通事故の総量

抑止が図られるものと考えております。
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次に、証拠能力確保のための多機能カメラ整

備事業につきましては、同じくお手元の次のペ

ージの資料１─６をあわせてごらんください。

事業目的につきましては、全国で重要・凶悪

犯罪等の事件が報じられており、その検挙事例

において街頭カメラ等の映像が大きな役割を果

たしております。大阪の繁華街において、少年

と少女が連れ去られ、その犯人の特定に街頭カ

メラの映像を分析し車両を特定した事例など、

記憶に新しいところでございます。また、最近

の刑事裁判では視覚的立証が重要視され、特に

写真やビデオカメラの映像は立証効果も高いと

ころであります。また、否認事件が増加するな

ど、捜査を取り巻く環境も変化しており、これ

まで以上に客観的証拠によって事件を立証しな

ければならないことから、客観証拠を採証する

ための多機能カメラや画像解析装置を整備する

ものであります。

事業概要としましては、犯罪現場などで鑑識

係や捜査員が使用するデジタルカメラとコンパ

クトカメラを計85台、夜間でもカラー撮影が可

能な夜間高感度カメラを１台、コンビニ等の防

犯カメラの映像を鮮明化でき、また持ち運びが

可能なモバイル型画像鮮明化処理装置１台を整

備するものであります。

事業効果としましては、最新の機器の導入に

より、客観証拠の採取、分析がより高度化され、

立証措置への有効活用が図られることから、事

件の検挙及び早期解決が図られるものと考えて

おります。

それでは、再び１枚目の資料１にお戻りくだ

さい。

続きまして、（事項）交通安全施設維持費４

億8,255万円でございますが、これは交通安全施

設の維持管理及び電気・通信料等に要する経費

であります。

最後に、（事項）交通安全施設整備事業費10

億4,601万7,000円でございますが、これは交通

管制センターの機器の更新、信号機の新設や改

良、道路標識等の整備等に要する経費でござい

ます。

この中での主な事業につきましては、交通管

制及び信号機改良等整備費３億2,354万8,000円、

円滑化対策事業費２億37万2,000円であります。

交通管制及び信号機改良等整備費は、交通管

制、信号機改良、信号機新設、道路標識の整備

に係る経費であり、国庫補助対象事業でござい

ます。

円滑化対策事業費は、交通渋滞を解消し、地

域における交通の円滑化を図る必要がある場所

を円滑化対象地区として指定し、指定された場

所について、信号機新設や道路標識等の設置を

行うための経費であり、国庫補助対象事業でご

ざいます。

なお、平成28年度予算におきましては、交通

安全施設に係る補助金が削減されたことに伴い

まして、国庫補助対象事業費が前年度対比でマ

イナス約１億2,000万円となったことから、県単

独事業費につきましては、プラス約１億2,000万

円増額し、交通安全施設の整備費を確保したと

ころであります。

なお、信号機の新設数は16基とし、昨年度と

比較して４基ふやしております。

交通安全施設につきましては、交通事故防止

に大きく影響するものであり、交通事故の発生

や交通量の実態に即し、さらに地域住民や道路

利用者などからの要望や意見に配意しつつ、計

画的な整備を図ることとしております。

以上でございます。

次に、議案第20号「地方警察職員の定員に関
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する条例の一部を改正する条例」について御説

明いたします。

本県警察官につきましては、平成28年度予算

政府案におきまして、９人の増員が認められた

ところであります。

常任委員会資料の、資料の２でございます。

地方警察官の定員及び階級別定員につきまし

ては、警察法施行令に定めている基準に基づき

条例で定めることとなっておりますことから、

今回の増員に伴う必要な改正を行うものでござ

います。

具体的には、警察官定員が９人ふえて2,026人

となり、階級別定員につきましては、各階級ご

との上限を、警視の階級の定員が１人ふえ91人、

警部補の階級の定員が３人ふえ565人、巡査部長

の階級の定員が３人ふえ584人、巡査の階級の定

員が２人ふえ602人にそれぞれ改正するものであ

ります。

なお、人員につきましては、各階級の上限内

で運用している現在の体制に、今回の増員とな

る９人を新たに巡査として採用しますので、一

時的には巡査の人数がふえることとなります。

今回の警察官の増員につきましては、厳しい

治安情勢に対応するため、緊急に対応が必要で

あり、かつ増員によらなければ有効に対処しが

たい治安情勢について地方警察官の増員が認め

られたものであり、その内容は、人身安全関連

事案対策の強化、特殊詐欺対策の強化のために

配分された経緯がございますので、これらの業

務に人員を配置し、県民生活の安全・安心のた

めに運用してまいります。

最後に、本条例案の施行期日は、平成28年４

月１日を予定しております。

説明は以上でございます。

○片岡生活安全部長 それでは、議案第36号「風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律施行条例の一部を改正する条例」、議案第23号

「警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例」につきまして、お手元の資料に

基づいて御説明いたします。資料は、資料の３、

３─１、資料４、資料４─１の計４枚でござい

ます。

なお、風俗営業等の規制に関する内容であり

ます議案第36号を先に御説明いたします。

また、法令の呼び方を整理いたしまして、風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律は風営法、風営法施行令は政令、風営法施行

条例は条例、警察関係使用料及び手数料徴収条

例は手数料条例とさせていただきます。

それでは、資料の３をごらんください。

項目１、風営法の改正の柱でありますが、客

にダンスをさせる営業に係る規制の見直し、新

しい営業形態である特定遊興飲食店営業に関す

る規定の整備、良好な風俗環境の保全を図るた

めの規定の整備、ゲームセンターへの立ち入ら

せ制限に関する見直しなどが大きな柱であり、

昨年６月24日に公布されております。

もう少し具体的に申し上げますと、これまで

の風営法は、ダンスそのものに着目して、ダン

スを規制の対象としておりました。原則として、

深夜においてこれを営んではならないとすると

ともに、風俗営業以外の飲食店営業にあっても、

深夜に客に遊興させてはならないこととしてお

りました。

しかし、近年、国民生活様式の多様化が進み、

ナイトライフの充実を求める国民の声が高まっ

ていることや、ダンスそのものに対する国民の

意識が変化してきたことなどを踏まえ、ダンス

自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせ

る営業の一部を風俗営業から除外するとともに、
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特定遊興飲食店営業という新たな制度をつくり

まして、深夜に客に遊興と酒類、アルコールの

提供を伴う飲食をさせる営業を許可制のもとで

認めるというのが大きな変更点であります。

次に、項目２、政令及び条例の改正でありま

す。

（１）政令の公布として、風営法の改正に伴

う改正政令が昨年11月13日に公布され、新たに

設けられた特定遊興飲食店営業の営業所の設置

を許容する地域などの基準が示されました。こ

れを受けて、（２）の条例の改正案に至ったもの

であります。

項目３の条例の具体的改正点であります。

（１）に新たに設ける６項目、（２）に一部を

改正する６項目を挙げております。

資料の３の─１をごらんください。Ａ３横の

カラー刷りであります。この資料で御説明いた

します。

資料左側の上に、（１）新設するものと書かれ

てあります。新設するものは、①から⑤の特定

遊興飲食店営業に係る規定、それから右上に上

がりまして、⑥風俗環境保全協議会に係る規定

の２つであります。

まず、特定遊興飲食店営業に係る規定であり

ます。

特定遊興飲食店営業とは、深夜において、客

に遊興をさせ、かつ客に酒類、アルコールの提

供を伴う飲食をさせる営業をいい、公安委員会

の許可を受けて営むものであります。これまで、

風営法に基づく公安委員会の許可対象は風俗営

業でありましたが、これと異なる特定遊興飲食

店営業が新たな許可対象となったということで

あります。

ここでいう「深夜」とは、午前零時から午前

６時までの時間帯のこと、また「客に遊興をさ

せる」とは、営業者側の積極的な行為により客

に遊び興じさせることとされております。

具体的にいえば、不特定の客に、ショー、ダ

ンス、演芸等を見せる行為や、歌手がその場で

歌う歌、バンドの生演奏等を聞かせる行為ある

いは客にダンスをさせる場所を設けるとともに、

音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダン

スをさせる行為などがこれに当たります。

特定遊興飲食店営業に関し、条例で定める規

定は、①から⑤の５点であります。順に御説明

いたします。

①営業所の設置を許容する地域についてであ

ります。

政令では、営業所の設置を許容する地域の基

準として、一定地域に風俗営業等が集中してい

る風俗営業等密集地域及び一定地域内の人口が

少ない人口閑散地域を示しております。

本県におきましては、風俗営業等の営業所が

集中しております宮崎市の通称西橘通り一帯、

都城市の牟田町一帯、延岡市の船倉町一帯の３

地域を、この特定遊興飲食店営業の営業所設置

許容地域として指定することとしております。

この３地域は、現行の条例におきましても、風

俗営業の営業時間、原則午前零時までのところ、

午前１時まで認める営業延長許容地域として指

定されているところであります。

なお、風営法の規定により、営業所がホテル

または旅館の施設内にあり、かつ国家公安委員

会規則の基準に適合する場合は、指定する３地

域以外であっても営業を許可することができま

す。

また、保全対象施設として定める児童福祉施

設や病院等の敷地の周囲50メートルの区域内は、

先ほど申し上げました指定する３地域内であっ

ても営業所を設置することはできません。
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次に、②営業時間の制限についてであります。

特定遊興飲食店営業は、深夜において営業で

きることから、朝からも引き続き営業すれば24

時間営業も想定されますが、風営法において、

善良な風俗環境を害する行為を防止するため、

条例で定めるところにより、地域を定めて営業

時間を制限することができると規定されており

ます。

そして、政令で営業時間を制限する時間帯の

基準を午前５時から午前６時までの間、または

午前６時から午前10時までの間としております。

本県の条例案では、良好な風俗環境の保全及

び日常生活や、特に通勤、通学の時間帯を考慮

しまして営業時間を制限することとし、県内全

域を対象に、午前５時から午前６時までの間を、

営業を営んではならない時間と規定することと

しております。

次に、③騒音及び振動の規制についてであり

ます。

騒音及び振動の規制とは、③の表にあります

とおり、深夜の時間帯において、用途地域ごと

に超えてはならない数値を定めたものでありま

す。

この数値につきましては、政令の基準に基づ

き、周辺の静穏な風俗環境等を考慮しまして、

現行条例で定めている風俗営業の深夜の欄に係

る規制数値と同一としております。

次に、④営業者の遵守事項についてでありま

す。

この遵守事項のアからカまでは、現行条例で

定めている風俗営業の遵守事項と同じでありま

す。

キは、18歳未満の者に対する営業所への立ち

入らせ制限の規定であります。

18歳未満の者の営業所への立ち入らせにつき

ましては、風営法では、午後10時以後午前零時

前の時間は保護者の同伴が必要であるとし、午

前零時から午前６時までの時間は立ち入らせを

禁止しております。この規制に加え、本県にお

いては、少年の健全育成に障害を及ぼす行為を

防止するため、午後７時後午後10時前の時間に

おいて、18歳未満の者を営業所に客として立ち

入らせるときは、保護者の同伴を求めることと

定めております。

次に、⑤営業所への年少者の立入禁止の表示

であります。

この規定は、④のキの遵守事項に関しまして、

立ち入らせ禁止の規定を利用者に明らかにする

ため、営業者は公安委員会規則で定めるところ

により、午後７時後午後10時前の時間において、

保護者が同伴しない18歳未満の者が営業所に立

ち入ってはならない旨を営業所の入り口に表示

しなければならないと規定しております。

次に、⑥風俗環境保全協議会を置く地域であ

ります。

風俗環境保全協議会は、深夜営業に伴う問題、

例えば営業に伴う騒音、営業所周辺での酔客の

蝟集、年少者の立ち入りなどが考えられますが、

これらのうち、個々の事業者のみでは解決でき

ないものにつきまして、地域住民等の声を反映

させながら、その防止と速やかな解決に向けた

協議を行うものであります。この協議会を置く

地域は、風俗営業等密集地域であり、特定遊興

飲食店営業の営業所の設置を許容する地域とし

て指定しました３地域としております。

次に、（２）一部を改正するものについて御説

明いたします。

まず、①風俗営業の営業時間の特例でありま

す。

風俗営業の営業時間は原則午前零時までとさ
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れておりますけれども、年末年始、盆、特定の

祭礼の日及び先ほど申し上げました３地域にお

きましては、午前１時までの営業が認められて

いるところであります。現行の条例であります。

今回の風営法の改正により、この「午前１時

まで」という規定が、「条例で定める時まで」と

改められたことを受けて検討いたしました結果、

やはり条例案では、良好な風俗環境の保全や県

民の平穏な生活の保持等を勘案し、現在の規制

時間と同じ午前１時までとしたところでありま

す。

次に、②営業時間の制限、③騒音及び振動の

規制、④の遵守事項の規定につきましては、条

例の内容そのものに変更はありませんが、風営

法の改正により、条ずれや時間の制限に関する

表記が改正されたこと及び文字表記等の語句の

修正を行うものであります。

次に、⑤の法第２条第１項第５号の営業にお

ける年少者の立入制限であります。

これは、ゲームセンター等に係る規定であり

ますけれども、現行の条例では、ゲームセンタ

ー等の営業者は、16歳未満の者について、保護

者同伴であっても午後７時以降に客として立ち

入らせることができません。これは、改正前の

法律の規定を受けて定めているところでありま

すが、法改正により、新たに保護者同伴であれ

ば立ち入らせを認めるなどの規制を条例で定め

ることができるようになりました。

そこで、条例案におきましては、ゲームセン

ターの営業者は、午後７時後午後10時前の時間

において、16歳未満の者を営業所に客として立

ち入らせるときは保護者の同伴を求めなければ

ならないとし、16歳未満の者は保護者同伴であ

れば午後10時まで客として立ち入らせることが

できることとしております。

次に、⑥の店舗型性風俗特殊営業の禁止区域

の規定に係る部分の一部削除であります。

ここでいう店舗型性風俗特殊営業は、いわゆ

る出会い系喫茶営業のことであります。現行条

例では、当該営業は県内全域において営業が禁

止されております。また、この削除する部分に

つきましては、平成23年１月１日施行の改正条

例において、いわゆる既得権として、それまで

出会い系喫茶を営業していた出会い系喫茶に対

する特例の規定でありました。

しかし、現在県内に出会い系喫茶はゼロであ

り、特例の規定の対象が存在しないことから不

要となり、削除することとしたものであります。

改正案の説明については以上であります。

なお、条例の施行日は、風営法改正の施行日

である本年６月23日を予定しております。

議案第36号の説明については以上であります。

引き続き、議案第23号の「警察関係使用料及

び手数料徴収条例の一部を改正する条例」につ

いて御説明いたします。

最後、資料の４をごらんください。

項目２、条例の改正理由につきましては、先

ほど御説明したとおりであります。特定遊興飲

食店営業が新たに公安委員会の許可の対象と

なったため、当該営業の許可申請等に係る手数

料を制定する必要が生じたものであります。

項目３、根拠となる法令は、地方公共団体の

手数料の標準に関する政令であります。この政

令は、一部改正され、昨年11月13日に公布され

ております。同政令におきまして、各項目ごと

に手数料の標準額が示されており、条例案でも

その金額を採用しております。

具体的な金額につきましては、資料４─１に

一覧表で示しているとおり、営業の許可や許可

証の再交付等に係る申請に必要な金額でありま
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す。

項目５、施行日でありますが、改正風営法の

全面施行日である本年６月23日を予定しており

ますが、ただし、特定遊興飲食店営業の許可申

請に係る風営法の規定は、本年３月23日に施行

されますので、手数料条例におきます当該営業

の許可申請に係る部分の手数料の規定も、本年

３月23日の施行を予定しているところでありま

す。

以上であります。

○黒木刑事部長 それでは、平成28年２月定例

県議会提出議案の議案第37号「宮崎県暴力団排

除条例の一部を改正する条例」につきまして御

説明いたします。

資料につきましては、お手元の提出議案201ペ

ージをお開きください。

条例改正の理由につきましては、学校教育法

の一部改正に伴い、引用条文の改正を行うもの

でございます。

改正の内容は、青少年に対する教育等のため

の措置の条文にあります学校の種別に、学校教

育法で新たな学校の種別として規定された義務

教育学校を追加規定したものであります。

なお、この条例の施行日につきましては、本

年４月１日を予定しているところでございます。

以上でございます。

○鳥井交通部長 それでは、昨年９月の決算特

別委員会におきまして、指摘要望事項が２点ご

ざいましたので、それぞれの対応について説明

させていただきます。

１点目は、高齢者の交通安全対策についてで

ありました。

内容につきましては、今後、高齢者ドライバ

ーの増加も見込まれることから、引き続き、交

通安全教室等において指導を行うなど、交通事

故防止対策をより一層推進することでありまし

た。

資料はございません。

その具体的内容につきまして説明いたします。

これまで高齢者対策につきましては、警察官

もしくは交通安全協会の交通安全指導員等によ

る交通安全教育を実施してきたところですけれ

ども、平成27年度からは、予算措置をしていた

だきまして、高齢者に対する交通安全教育を専

従で行う交通安全教育隊を発足させていただい

たところであります。これに、ドライビングシ

ミュレーター等の機材を搭載した交通安全教育

車を20年ぶりに更新しまして、県内全域でこの

安全教育隊による参加・体験・実践型の交通安

全教育を推進しておるところであります。また、

高齢運転者の皆さんに身体機能の低下を認識し

ていただくとともに、交通安全意識と技能の向

上を図るため、県内10カ所において、運転技能

を競うシルバードライバーズコンテスト等も開

催させていただきました。このほかに、医師会、

薬剤師会等と連携をとった広報啓発、さらには

乳酸菌飲料の販売会社の販売員などと連携した

広報啓発等を行っておるところであります。

また、今年度におきましては、これらの事業

のほかに、先ほど警務部長からも報告のありま

したＧＩＳ（地理情報システム）をお願いして

るところであります。交通事故の発生地点等が

詳細に地図上に瞬時にあらわせられるというこ

とで、これらの資料を活用しての交通事故抑止

効果が期待できるところであります。

また、認知症等一定の病気、さらには高齢等

で運転に不安を抱えている高齢者等からの相談

に的確に対応するために、運転免許センターの

相談窓口、ここに看護師を配置する事業等もお

願いしてるところであり、これらの事業と相まっ
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て、きめ細かな対策、これが推進できるものと

考えております。

今後とも、関係機関、団体としっかりとした

連携を図りながら、高齢者の交通安全対策をよ

り一層推進してまいりたいと考えております。

あと、２点目は、交通安全施設整備事業につ

いてでした。県民の命を守るために、必要な箇

所については、重大な事故が発生する前に積極

的に信号機を設置することという意見でござい

ました。

信号機の設置につきましては、これまでも必

要な箇所に必要な信号機を設置するという方針

のもと、設置を進めてきたところであります。

平成27年度中は、繰り越し分を含め、13基を設

置いたしました。平成28年度につきましては、16

基分の設置をお願いしてるところであります。

いずれにしましても、今後も信号機の設置に

つきましては、交通の安全と円滑という点に配

意しながら、警察庁の定める信号機設置の指針

等に従って、真に必要性の高い場所、これを選

定して設置してまいる所存であります。

以上です。

○重松委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。質疑はございませんか。

○図師委員 委員会資料の１─１ですけれど、

ひむかに関することなんですが、ひむかの導入

費用は幾らだったんですか。

○長友生活安全企画課長 落札価格であります

けれども、約４億3,000万でございます。

○図師委員 また、今回、このフィルターを設

置するということでの追加の予算なんですが、

これは何で補正で一緒に上げなかったんですか。

○新島警務部長 補正につきましては、エンジ

ンをまずかえる必要があるということで上げさ

せていただきまして、新年度でそのエンジンを

今度は守るということでフィルターをつけると

いうことで、改めて当初で要求させていただき

ました。

○図師委員 エンジンをかえるときにフィルタ

ーも設置すると思うんですけれど、それは何で

時期がずれた予算要求になってるんでしょうか。

○片岡生活安全部長 このフィルターの取りつ

けでありますけれども、海外のメーカーであり

まして、発注してから到着するまでに最大で10

カ月ほどかかるということで、平成27年度まで

に終わらないということで、最初はエンジンを、

エンジンがついた後に、今度は新年度でフィル

ターをという流れであります。

○図師委員 じゃあ、10カ月間はフィルターな

しで飛ぶということですか。

○片岡生活安全部長 10カ月間はフィルターな

しで、いわゆる制限つき飛行になります。緊急

時のときは飛ばせますけれども、通常やってお

ります、警ら、パトロールというのはやらない

予定にしております。

○図師委員 それでは、最初に説明がありまし

たが、警察力の低下につながるんじゃないです

か。

○片岡生活安全部長 確かにヘリがなかなか通

常の警らはできないという面では、警察力の低

下につながると思います。

ただ、緊急時の場合にはもちろん飛ばせます

し、あるいはどうしても足りない、必要である

という場合には、警察法に基づく援助の要求、

隣接県、鹿児島、熊本、大分等のヘリの要請を

考えております。

○図師委員 そもそもなんですが、こういう高

額な機器を導入する際に、我々も車を買う際と

か、保険とかをかけて故障とか機器の変換とか

に対応すると思うんですが、そういうものはか
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けてらっしゃらなかったんですか。

○新島警務部長 委員御指摘のとおりではある

んですけれども、そもそもヘリコプターという

のは国費で整備されます。今回、当県に配備に

なっている型のヘリコプターはヨーロッパ製の

ものなんですが、更新する前のものはアメリカ

のヘリコプターだったそうでございます。それ

につきましては、標準装備としてエンジンにフィ

ルターがついておりました。したがいまして、

その時点では、そういったものがトラブルにな

るということが実は想定されておりませんでし

た。新たにヨーロッパのヘリコプターを導入す

るのは当県だけではなくて、ほかにも、たしか

全部で当県を含めて４県だったと思うんですが、

あわせて購入するということでヘリコプターの

単価が低く購入できたと。ただし、そのときに、

ヨーロッパの型のヘリコプターはフィルターが

ついてるというのが標準装備ではなくて、それ

が当県のほうに配分として回ってきて、飛ばし

てみたら、実はそういう問題が生じたというこ

とが初めてわかったということでございます。

○図師委員 全然かみ合ってないんですが、ア

メリカ製、前のひむかは標準装備でフィルター

があり、今回はなかったということで、もう国

が導入の決定はしてるわけですよね。２月の補

正予算のときもおっしゃいましたが、ランニン

グコストとか維持経費については国、県で折半

しなきゃいけないということで、今回も県単で

出てるんでしょうけれども、本部長、やはりもっ

と国の責任をしっかりと特に追求していくべき

だと思うんです。こういうことで、県単で予算

がまた出ていってしまうということは、県民が

不利益をこうむることになりますし、先ほどお

話があったとおり、警察力の低下がもう明らか

なわけですので、導入責任は国にあるというこ

とであれば、しっかりと国にはこういう現状を

意見申し上げていくべきだと思いますが、本部

長、いかがですか。

○野口警察本部長 委員の御指摘を踏まえまし

て、我々も検討いたしたいと思いますが、いず

れにしましても、現行の体制では、やはり維持

管理というのは県の負担といいますか、役割分

担になっておりまして、そこは警察力が低下し

ないよう、しっかりと対応していきたいと思っ

ておりますし、今回の件について、我々もここ

まで火山灰の影響があるということを事前に

しっかりと見積もってなかったというか、想定

外、ここまでの影響があるとは思ってなかった

というのが正直なところでありまして、こうし

た教訓というのは、今後の整備の観点からも留

意していきたいと考えております。

○図師委員 他県にも４県、同様の機械が入っ

てるということですから、そことも連携をしつ

つ、ぜひ、このように飛ばしてみてわかったと

いうようなことが今後ないように、国ともしっ

かり連携をしていただきたいと思います。

次、委員会資料の１─２なんですが、運転免

許保有者の認知症対策なんですけれども、看護

師４名を非常勤で配置することはよくなったと

思うんですけれども、認知症判定に対してどう

いうテストを導入される予定でしょうか。

○鳥井交通部長 認知症判定につきましては、

警察庁の示したものを従来どおり判定について

はやっておるところです。百点満点で、中身は

試験当日の曜日、日にち、時間等を記載してい

ただくと。それと、十数種類のイラストを何分

間か見ていただいて、その後、一回伏せさせて

いただいて、じゃあ、今見たイラストにはどん

なものがありましたかというのを抽出するもの、

さらには、例えばきょうは午後３時30分ですけ
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れども、それを長針と短針を用いて時計で記し

てみてくださいという、こういった内容の判定

になっております。

ただ、49点以下が認知機能が著しく低下して

おるということで、法の改正によってこの１分

類に該当した人、もちろんこれが全てじゃござ

いませんので、これをもって専門医もしくはか

かりつけの先生から診断書を出していただく。

ですから、１分類になった方が全て認知症で免

許を失われるという性質のものではございませ

ん。

○図師委員 今までもそのようなテストをされ

てきて、さらに今回看護師を配置されて、より

相談しやすい体制をとられたということですけ

れども、そのような重厚な体制をとられるのは

いいんですが、やはり認知症という判断に関し

ては専門医の診断と診断書提出が必要で、どの

段階でもう運転免許を返納しなさいという、あ

る程度指導的な、強制的な介入っていうのはさ

れてるものなんでしょうか。それとも、今後、

看護師を配置することによって、そういう返納

の促しっていうのがさらに強化されていくとい

うふうになっていくもんなんでしょうか。

○鳥井交通部長 現在でも自主返納というのは

お願いしておるところです。相談に乗ると、非

常に危なっかしい方もおられる。ただ、これは、

強制としては一切できません。看護師を配置い

たしますけれども、今までも警察職員、女性職

員が対応してるところですけれども、この事業

の効果に一番期待してるのは、やはり専門的知

識を有している、白衣を着ていただいて、それ

から親身になりながら話を聞いて、そういう危

ない状態であれば、スマートにといいますか、

ソフトに返納の手続が進められるものと。

また、なかなか認知症といいましても、本人

は認めない、家族の方が非常に心配して来られ

るケースもふえております。そういった方に対

しても、これまで警察職員もそれなりに教養等

は受けた者が対応してたところですけれども、

そういった経験を生かしたきめ細かな対応がで

きるのじゃないかということで、この事業は、

いわゆる高齢者対策を進める上で非常に大きな

ウエイトを占めてるというふうに我々は判断し

てるところであります。

○図師委員 強制力はないということですが、

やはり事故が多発している現状もありますので、

看護師を配置したということで、返納の促しが

今まで以上に、より効果を上げられることを期

待しております。

続けて、次のページの資料１─３なんですが、

これは私も一般質問で取り上げさせていただい

たんですけれども、準中型の免許取得というこ

とに関して私が一般質問で取り上げたのは、消

防団員が今後消防車両を運転するときに、今持っ

てる免許では、ここで出てくる準中型の運転は

できるんですが、新規に運転免許を取る消防団

員が免許を取らないと消防車両を運転できない

という、そういうふうな状況になりますので、

ぜひここは速やかに取得ができるような指導体

制をとっていただくのがいいと思うんですが。

ちょっと余談にもなりますけれど、準中型自

動車を３台購入される予定になっておりますけ

れども、どのような車両を購入される予定なの

か。やはり新たに消防団員が免許を取りにくる

ことが多いと思うんですが、例えばその１台を

消防車両で免許の講習ができるとか、そういう

体制はとれないものかなと思って。いかがでしょ

う。

○鍋倉運転免許課長 準中型が新たに導入され

ますけれども、車両総重量3.5トン以上7.5トン
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未満ということでございます。あと細かなもの

がございますので、後ほど説明いたします。

あと、※持ち込みでの試験は、基本的にできな

いことはございませんけれども、我々としては、

準備しておる車両があればそちらをお勧めする

ことになるかと思います。

○鳥井交通部長 確かに消防団の皆さんからの

需要、非常に結構なことかなと思うんですけれ

ども、これは、これまで普通免許では５トン未

満までしか運転できなかった。中型免許を取る

となると、普通免許を２年間持ってなくちゃい

けないと、それも５トン以上ということで、こ

れだとなかなか18歳で高校を卒業する人がなか

なか乗れないと。例えば、最大積載量２トンの

トラックは普通免許で運転できるのに、これに

同じ大きさでも保冷装置をつけてしまったら５

トンを超してしまう。だから、高校卒業した人

が乗れないという不公平感もあるということで、

トラック協会等からかなりそういう要望等も

あって、実施したところであります。

当然、用途そのものは幅広いんですけれども、

車両につきましては限られた予算の中で３台購

入ということで、やはり消防団だけではなく、

普通免許を受けるのは毎年２万人おられますの

で、準中型はことし5,000人弱ほど受けるのかな

という見込みをしてるところなんですけれども、

とりあえずは普通の規格に合った準中型車３台

でいろんな対策は進めてまいりたいというふう

に思います。

○鍋倉運転免許課長 準中型免許取得の車両の

基準ですけれども、車体の大きさが現在決定し

ておりますけれども、基本的には普通免許の大

きさと変わらず、長さが4.4以上4.9以下、幅

は1.69以上1.8以下、軸距といいますけれども、

これは2.5以上2.8以下、いずれも普通免許と同

じ大きさの車両であります。

最大積載量については、まだ現在検討中とい

うことでございます。

以上です。

○図師委員 私もまだ現役の消防団員をしてる

もんですから、地元の若手に声かけるときに、

やはり特に高卒の子たちは新たな免許取らない

かんということが消防団に入団することの障壁

になってくるもんですから。もちろん速やかに

こういう整備をしていただくのはありがたいこ

とだと思いますけれど。

済みません、もう一つ。最後に、予算説明資

料の499ページなんですけれども、一番下の説明

項目で、その他の警察活動経費等で４億6,000万

以上上がっておるんですが、これの主なものを

二つ、三つ教えていただければと思いますが。

○廣澤会計課長 各種警察活動を行うに当たっ

て必要となる経費でございますが、少年補導員

等の警察活動上必要な部外委嘱に係る経費であ

るとか、警察官の職務に協力・援助した方に対

する災害給付金、交通取り締まりや犯罪捜査等

の各種警察活動に係る旅費、これらを含めた事

項でござまして、全部で19の事業で構成されて

おりまして、総額が４億6,000万余りとなってお

ります。

○図師委員 額が大きかったもんですから。内

容は今の説明で理解できました。

○中野委員 認知症の看護師４名の配置です。

今まで、60歳までなら試験がありましたが、あ

そこ行くと、大体目の検査と遠距離の検査、そ

れぐらいかな、あと講習があったでしょ。今、

検査の方法は変わったんでしょうか。県民がよ

り気軽に相談できる環境で、相談者の増加が見

込まれると。今まで試験場に行って、そんな相

※25ページに訂正発言あり
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談をしているとか、そんなのがあったんですか。

○鳥井交通部長 これは、高齢者の皆さん、も

ちろん高齢者講習等は自動車学校で、免許更新

等で来られる際に、相談というのは免許更新の

ときもそうですし、それ以外での相談、看護師

が免許センターにおると、専門的な看護師が配

置されてるんですよということが広くＰＲでき

ることによって、更新時以外でも……。いや、

質問はそういう意味じゃないんですか。（「今ま

で。新しい中身ですよ」と発言する者あり）

中身はほとんど変わっておりません。

○中野委員 70歳以上は、試験員じゃなくて民

間委託じゃないんですか。認知症というのは、70

歳以上の人が皆かかるというわけじゃない。50

歳くらいの人から出てくるけれど、実際、今ま

でこういう相談業務があったのかなと。

○鳥井交通部長 認知症に限らず、てんかん、

脳梗塞、こういった相談は、高齢者以外にも、

先ほど委員のほうから御指摘のとおり、50歳代

の方、こういった方が免許更新の際にも相談に

見えておりましたし、警察署にも相談に来て、

専門的なことを要する場合は、宮崎なり都城の

運転免許センターのほうにつないでおきますか

ら相談してくださいと、そのような相談も多々

ございました。

年間でいえば、2,000件まではいきませんけれ

ども、1,700件程度の相談はあっております。

○鍋倉運転免許課長 相談件数の具体的な数字

を申し上げます。

平成27年中、相談の総数で1,637件、うち認知

症に関する相談98件、ちなみに前年、平成26年

中が総数1,445件、認知症に関する相談36件、認

知症に関する相談がかなりふえております。

○中野委員 それは、免許を受けるところでの

相談ですか。警察での相談ですか。

○鍋倉運転免許課長 これは、警察です。警察

署を含めて、運転免許センター全てで受理して

る件数です。

○中野委員 免許証受けにいって、そんな相談

するところはどこにもなかったがな。警察署な

らわかりませんけど。

○鍋倉運転免許課長 今の御指摘のとおり、相

談室がございましたけれど、余り県民に周知で

きていなかったということもございます。今回、

こうやって看護師を採用することが決まること

で、適性相談室の広報にも大きく役立つという

一つの狙いでもございます。

○中野委員 さっき、不動産投資事業の中から

と言われたけど、不動産投資事業ってのは別会

計ですか。

○永野警務課長 この不動産投資事業は、警察

共済組合が県からの要請に応じまして、その建

物譲渡契約を締約いたしまして、譲渡代金の支

払い完了まで共済組合のほうが当該不動産を所

有いたしまして、支払い完了後に県のほうに譲

渡するという。具体的に言いますと、県のほう

から警察共済組合東京の本部に対しまして、不

動産投資による土地の購入とか建物の建設等の

申請を行いまして、主務大臣の承認をまず得て

計画を実行します。その後、この不動産投資資

金によりまして、土地の取得、建物の建設を行

いまして、警察共済組合で登記いたします。そ

の後ですけれども、不動産投資に関する経費に

一定の年率によって算定した利息を加えた額

を、25年以内に償還するという仕組みでありま

す。

なお、固定資産税とか火災保険料、修繕料等

の維持費につきましては、県が負担するという

ことであります。最終的にこの償還が終了した

場合は、その建物を県へ無償で譲渡するという
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ことでございます。

○中野委員 警察の職員寮の、二、三年前かな、

４年前か、これを適用したんですか、あそこの

場合。

○廣澤会計課長 この不動産投資を利用しての

建設ですが、交番、駐在所はもとより、職員住

宅あるいは免許センター等に利用されておりま

す。日向のどの宿舎がこれに当たっておるかど

うか、ちょっと手元にございませんが、職員宿

舎にも利用されておる制度でございます。

○中野委員 いや、以前、この委員会で行った

ことがある日向の職員寮の中に、何か共済制度

が入っているんですか、全国警察職員の出資で

成り立ってる不動産投資事業ですか。

○廣澤会計課長 御指摘のとおりでございます。

全国の組合のほうから出ております。

○中野委員 組合もいわゆる金を出してるとい

うことは、それでもってやっぱり一つの投資だ

から、組合に対する利益がないと意味がないで

すわね。組合としては、互助会員として職員が

金を積み立てたもので、それを投資してるとい

うこと。

○廣澤会計課長 当然、低利ではございますが、

利率をつけてお借りをしておるところでござい

ます。

○中野委員 だから公務員の共済がそういうふ

うにやっとるのと一緒で、国単位でそんなもの

をつくるっていうのは私も初めて。前回、そう

いう説明がなかったんです。日向、職員寮つく

るときには。これは、ちょっと向学のために後

でもいいです。後でどういう仕組みになってる

のか、ちょっと教えてください。

○廣澤会計課長 延岡の緑ヶ丘のほうに、ＰＦ

Ｉ的手法による宿舎というのは建設をしており

ますが、ひょっとすると議員御指摘のはこちら

のほうをお尋ねでございますか。

○中野委員 それは違う。

○廣澤会計課長 これは、不動産投資事業では

ございません。

○中野委員 あれはコストが高くついてるんで

す。空き家補修まで入れたりしてるから。トー

タルでは私は絶対コストは高くなってると思う。

そこら辺を含めて、不動産投資事業というのは、

組合で、地方公共団体だから絶対損することは

ないんでしょうけれど、ちょっと中身はまた後

で、後日でも教えてください。

○廣澤会計課長 かしこまりました。

○井本委員 先ほどのヘリコプターの件なんだ

けれど、補修するより、これはもう欠陥品だと

いう気がするんです。それで、アメリカ製のも

のは、完全なものがあるわけでしょう。その欠

陥品のふぐあいについて半分負担するっていう

のは、理屈から、私は合わんような気がするん

だけど、どうなんですか。

○新島警務部長 ヘリコプターの専門的な知識

はそれほど持ってるわけではないので、聞き及

んでる範囲でございますが、ヨーロッパ製の当

県に配備されましたヘリコプターが、そのもの

が欠陥品ということではないのですが、宮崎県

の置かれた地形的な事情と申しますか、先ほど

当県を含めて４機同じ型が入札で導入されたと

いうお話をいたしましたが、その他の３県につ

きましては、実はこういう問題が発生しており

ません。聞いておりません。当県が２つの火山

帯と申しますか、上の阿蘇山、下の桜島、これ

に挟まれてるために、空気中に二酸化ケイ素が

多数含まれてるという状況下で恐らく発生した

のではないかと思われます。

ただ、委員御指摘のとおり、そういった当県

の置かれている地形的なものがあるにもかかわ
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らず、そういった形のヘリコプターが当県に配

備になったということは、非常にその後のこと

を考えますと、もう少し導入に当たってよく検

討するべきであったのではないかと考えており

ます。

○井本委員 わざわざ2,800万円も負担しないと

いけないというのは解せんなという感じがする。

もう一回、検討し直してもいいんじゃないか。

交通鑑識強化のための機器整備事業、過失割

合を出すということですが、民事にいくときも、

警察のあれを証拠として出すということになる

んですか。

○鳥井交通部長 交通事故捜査、200分の１、300

分の１の縮尺で図面等をつくっておるところで

ございます。今回、３Ｄスキャナー、１秒間に100

万個のレーザーを発して、距離の違いで返って

くる時間が違うもんですから、それで正確には

かれるというもので、これでいわゆる交通事故

捜査をスムーズに進めるというものであって、

過失割合を民事に出すとか、そういうものでは

ございません。

○井本委員 過失割合を警察内部で、一応証拠

として持っとくか何か、そういうことですね。

わかりました。

それから、カメラですが、このカメラという

のは、よくつけてあるカメラですか。

○黒木刑事部長 つけてあるカメラではござい

ません。現場に持参するカメラというか、携帯

カメラでございます。ですから、一眼レフカメ

ラとコンパクトカメラを、今度は老朽化のため

に整備していただくというものでございます。

○井本委員 もう一つ、条例の新設する特定遊

興飲食店営業に係る規定、それについて、16歳

未満の者が午後７時から午後10時まで保護者と

一緒だったらいいと。今、例えば、映画館なん

かでも、たとえ保護者が一緒でもだめですわ

な、11時過ぎか、何時か過ぎか。あれとは全然

これは関係ないわけですか。

○片岡生活安全部長 今回、ゲームセンターの

立ち入りを保護者同伴であればよいとしたのは、

いわゆる深夜の連れ回し、23時から４時までは

保護者がいないと連れ回しはできませんし、従

来のカラオケボックスとかこういうところが、

条例で23時、午後11時までは入れると、単独で、

なっているのに、なぜゲームセンターはいけな

いのかというゲームセンター側からのお話もあ

りまして、さらに、少年補導の件数等も、調査

したところ、少年補導の件数のうちのゲームセ

ンターでの少年の非行の補導というのが2.3％と

非常に低いと。昔と違って、今は大分、ゲーム

センターにいわゆる非行少年が蝟集して何かや

るというのはかなり低くなって、ゲームセンタ

ーの業界側も、カラオケボックスとかああいう

とこには入れるのに、うちだけが午後７時以降

だめというのは非常に苦しいと、客からもそう

いう苦情も来るということで、今回、保護者同

伴であればということで条例につくったところ

であります。

○井本委員 映画館はどうなんですか。11時過

ぎとか。

○藤川少年課長 県の青少年育成条例で深夜の

入場を制限しておりまして、深夜、いわゆる午

後11時から４時まで、この中の興業というのが、

映画館であったり、演芸、演劇、見せ物という

ことです。それともう一つ、遊技業ということ

で規定してるのが、カラオケボックス、漫画喫

茶、インターネットカフェ、これは入場の制限

をしております。ゲームセンターにつきまして

は、もともと風営適正化法によって制限されて

おりますので、育成条例には該当しないという
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ことです。

○井本委員 要するに、育成条例と風営法とい

うか、今度のあれとでは基準が違うというとい

うことですか。

○藤川少年課長 ゲームセンターは、あくまで

も風営適正化法で時間制限等を設けて立入制限

はありましたけれど、育成条例には映画館とか

漫画喫茶とかそういうもので、ゲームセンター

は入ってないということです。

○井本委員 わかりました。

○緒嶋委員 先ほどのひむかですけれども、こ

れは補正予算で8,600万だから、今度と合わせれ

ば、経費が１億4,000万になるわけですよね。こ

れは、自動車ならリコールだろうと思うんです。

普通なら、トヨタとかどこそこならリコールだ

ろうと思う。これは、買ったものが４億どしこ

でも、１億、３分の１ぐらいがこれはある意味

では欠陥みたいなこと。これは、またフィルタ

ーはもう変えんでいいんですか。また何年かす

れば変えないといかんと。どうですか。

○片岡生活安全部長 フィルターを一旦つけま

すれば、県警の航空隊のほうで整備していけば、

お金は使わずにずっと使えるということであり

ます。

○緒嶋委員 それなら、買うときに、もう最初

からそれをつけてもらっとけば一番よかったわ

けですよね。それで、特にやはりこれは、警察

庁のほうに私はある意味では問題があると思う

んです。日本は、大体どこでも火山地帯です。

ほかの県はどこの県に配備されたのかわからん

けれど、九州は特に大きな活火山があるわけで

すので、こういうのでまさかと言われることだ

ろうと思うけれども、こういうことが起こると

いうのは、やっぱり事前にこういう研究という

か、そういう勉強をしておかんかったというこ

とであれば、警察庁のほうに私は責任があると

思うんです。県警がこの機種がいいですと言う

たわけでも何でもないわけだから。

また、そういうことを考えれば、２分の１負

担ということであっても、やはりこれは警察庁

には厳しく、これは補助金で100％見てくれとい

うことを強く私は言ってもいいんじゃないかな

と。ほかの県にとっちゃ、この負担はないわけ

ですよね。宮崎県だけが負担せんならんという

のは、ある意味では不公平な気もするわけです。

ほかの３機はこういうことにはなっていないわ

けでしょう。

○片岡生活安全部長 ほかの県は、このような

ふぐあいは生じておりません。

○緒嶋委員 そういうことであれば、特にやっ

ぱ警察庁には強く要請して私はいいと思うんで

すけれど、県警本部長、どう思われますか。

○野口警察本部長 委員の多くの先生から、ひ

むかの補正、それから来年度の予算について厳

しい御指摘をいただいたことを踏まえて、もち

ろんそういった声が非常に強かったというのは

警察庁のほうにも申し上げたいと思います。

ただ、これまでのやり取りからすると、なか

なか警察庁のほうで負担するというのが難しい

と思われますので、いずれにしても、宮崎県の

特殊事情というのを十分説明して、かつ、委員

の先生から非常にこの委員会で厳しい御指摘が

あったということをしっかりと伝えておきたい

と思います。

○緒嶋委員 ぜひ、またよろしく。次のまた更

新というのがいつか来るだろうと思うんです。

そういうときは、やはりこちらの宮崎県のよう

な地域性を考えた機種を選んでもらわんと、安

く入るから一緒に買いますだけでは納得できん

のじゃないかなという気がしますので。今度の
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ことは警察庁も十分わかっておられると思いま

すので、参考にしていただきたいというふうに

思います。

それと、交通鑑識強化のための機器整備事業、

これは、交通事故が起こって、一般の人は長時

間交通が遮断されるのが一番困るわけです。そ

れは、かなりこれで解消され─解消というこ

とにはなかなかならんと思いますが、そのあた

りはどうなるわけですか。

○鳥井交通部長 これまで死亡事故とか重大事

故が発生しますと、現場でトライスという装置

を使ってやっておりました。これは、地点地点

を計測することによって図面が作成できるとい

うものなんですけれども、御指摘のとおり、地

点地点を特定するのに、一つの現場に長いとき

は３時間かかっておりました。そのため、地点

を特定するために車両をとめることもございま

した。

ところが、今回の３Ｄレーザースキャナーに

つきましては、１秒間に100万個のレーザーを発

射するということで、動いておるものであれば、

あえてとめなくてもデータの中から削除してし

まうと、そういうすぐれ物でございますんで、

あえて交通を遮断する必要がなくなったという

のと、図面も６分ほどでできるということで、

非常に利便性の高い機器ということでございま

す。

○緒嶋委員 それと、運転免許保有者の認知症

対策ですけれども、これはどういう看護師を配

置するかというのが問題だと思うんです。やっ

ぱり看護師としての経験豊かな人じゃないと。

看護師なら誰でもいいというわけには、私はい

かんと思うんです。そういう意味じゃ、これは

人選が問題だと思う。やっぱりその看護師が、

そういう検査を受ける認知症の可能性のある人

にどう対応するかということで、免許をやはり

返納したほうがいいかなというふうに、ある意

味では思えるような説得力のある看護師でない

と、看護師を配置しましただけで効果が上がる

とも思えんわけです。だから、看護師の選定と

いうか、非常勤ということであるので、定年後

の人とかいろいろおられると思うんですけれど、

これは十分考えた上で配置する必要があると思

うんですが、その辺の考え方はどういうふうに

思っておられるか。

○永野警務課長 私のほうから、試験の方法で

すけれども、受験資格といたしまして、保健師

助産師看護師法による保健師、看護師等となっ

ております。

試験につきましては、作文試験を40分、面接

試験を10分、もちろん免許課も入れてですけれ

ども。プラス履歴書も提出していただきますの

で、総合的に判断して、適正な方を選ぶような

手続にしております。これも、ハローワークの

ほうに登載しておりまして、広く適性のある方

を募集したいということで考えておるとこです。

○緒嶋委員 逆に言えば、ほんとに看護師さん

のおかげで返納もできたし、交通事故にも遭わ

なかったというのが一番いいわけですので、ぜ

ひそういう人を選んでいただきたいと。なかな

か難しいと思いますけれども、お願いいたしま

す。

それから、この条例改正の中で、特定遊興飲

食店の営業時間の制限が午前５時から午前６時

までというのは、１時間なわけですよね。１時

間というのは、制限というか、もう完全に─

たった１時間って、もうちょっと広くするとい

うことはやっぱりできない、１時間が限界です

か。

○片岡生活安全部長 特定遊興飲食店営業につ
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きましては、政令で24時間できますけれども、

風俗環境上問題がある場合には、深夜において

は午前５時から６時まで、もし深夜から引き続

きやるような営業形態であれば、６時から10時

の間に区切って、営業できない時間を条例で決

めなさいというのでありまして、現実には、例

えば３時で終わる店もありますし、２時で終わ

る店もあるけれど、最低限24時間だらだらと続

けると風俗が害されますので、一旦全部客をは

かせる、それを５時から６時としたわけであり

ます。

○緒嶋委員 常識的に言えば、１時間だけの制

限というのは、もうちょっと制限は制限らしく

広くしないと、１時間じゃ制限したことになら

んのじゃないかと私は思う。

○児島生活環境課長 議員御指摘のとおりでご

ざいますが、まず、営業の制限をする時間、こ

の基準が政令で定められておるという前提がご

ざいます。その１つが、午前５時から午前６時

までの間ということ、または、朝まで続ける場

合には午前６時から10時の間の時間をという、

この二択という前提でございましたもんですか

ら、前者を選定したという状況でございます。

○緒嶋委員 宮崎らしく厳しくという、私はこ

ういうのが制限になるんじゃないかなという気

がしますので、ほかの地域のことも考えてだと

は思いますけれど、ちょっといかがなものかな

という気がいたします。

次、499ページの、この落とし物早期返還シス

テム構築事業というのかな、これは3,090万です

が、例の落とし物でいろいろ問題があったわけ

ですが、これはどういう構築事業ですか。

○新島警務部長 この落とし物早期返還システ

ム構築事業と申しますのは、平成19年12月に施

行されました改正遺失物法に伴って、遺失物、

拾得物を県警ホームページなどに公表するため

の遺失物管理システムのリースに要する経費で

ございます。ですので、予算額として3,090

万2,000円を計上させていただいております。

○緒嶋委員 これは、今度のいろいろなことと

は関係がないわけですね。

○新島警務部長 関係はありません。

○緒嶋委員 これは、その他でも言ってるけれ

ど、関係ないということは、まだ構築事業があ

る意味では不足しちょったから、ああいうこと

が起きたんじゃないですか。

○新島警務部長 言い方を訂正させていただき

ます。直接的に関係はありませんが、ただ、適

正にちゃんと行われるということを担保すると

いうことで、このシステム構築事業をやらせて

いただいております。

○緒嶋委員 だから、もうある意味では、こう

いうのに絡めてというとおかしいでしょうけれ

ど、やっぱり何かがあったからああいうことが

起こったわけですので、そういう点では、何か

対処事業というのが当然起こってなきゃいかん

わけです。県民から見れば、ああいうことがま

た起こるんじゃないじゃろうかという心配もし

ておる人もおるわけです。だから、そういうこ

とを含めたら、名前が構築事業ということにな

ると、これはそれを考えられて構築事業かなと

いうふうなちょっと印象があったもんだから。

ぜひそういうことがもう二度と起こらないよう

に。何かそこに隘路があったからああいう事件

が起こった、そういうこともあるので。やっぱ

り県民サイドから見れば、厳しい目線で見てお

られますので、そこ辺は、対策は対策として立

ててほしいと思います。

次に、交通安全施設、いろいろと金が要ると

いうことでありますけれども、ことしは16基つ
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くりたい、整備したいということで、大変あり

がたいと思うんですけれども、やはり県民の皆

さんから言うと、あそこに信号機があればなと

いう意見というのはかなり強いわけです。それ

は、もう十分御理解いただいておると思うんで

すけれども、やはり16基というのが、年度から

見れば、国の補助も必要だし、限界というか、

そういう感じですか。これは、県単でもやろう

と思えばできんことはないけれど、県の財政も

あろうことですので大変だろうと思うんですけ

れども、県民の交通安全という意味では、ぜひ

欲しいというふうに思うんですけれども、それ

は優先順位をつけてということでありますけれ

ども、そこのあたりはどうですか。

○鳥井交通部長 信号機の設置要望は、年間400

件近くの設置要望があるところです。

ただ、警察庁の示します設置基準等で行きま

すと、１時間に300台以上とか、近接する信号機

と150メートル以上あいてるとか、いろんな条件

等がございます。そういうのを加味すれば、400

件のうち１割に満たない程度が真に必要な箇所

かなというふうに見ておるところです。

我々も、必要箇所については、全て足を運ん

で現場を見た上で設置しておるところでありま

して、今年度の16基というのは、我々警察サイ

ドも頑張った結果であるというふうに考えてお

りますので、必要箇所には信号機を設置したい

と思いますし、もしできない場合は、道路管理

者あたりと連携をとって、その他にかわるもの

等で交通の安全確保を図っていきたいというふ

うに考えております。

○緒嶋委員 ぜひ努力していただきたいと思い

ますが。

それと、センターラインを、警察の規制区域

は黄色のラインを引いておられるんですけれど

も、やはり年数がたつとあれが薄くなって、特

に夜の雨のときなんかはセンターラインが見に

くいんです。特に雨で、対向車もあってライト

の関係で見えないとかあるので、できるだけや

はりセンターラインは明確にラインがあったほ

うがいいわけですので、これは予算も伴うけれ

ども、ぜひ県下、白バイ、パトカー等でいつも

道路を走っておるのは当たり前でありますので、

恐らくそれは運転する警察官の人も気づいてお

られると思うんですけれど。あとは、予算がな

いからという、そういう思いだろうと思うんで

すけれど。これは警察も、白いセンターライン

でもやはりかなり見にくいところも、警察の規

制のあるとこは特に明確にラインはあったほう

がいいわけですので、そのあたりの配慮は、信

号機はなかなか難しくても、ラインだけは明確

にはっきりわかるような状態で保全してほしい

なと思うんですけれども、このあたりはどうで

すか。

○鳥井交通部長 道路標示等が薄くなっておる

ということで、先般、新聞等の声の欄等にも上

がってきたところです。警察としましては、可

能な限り対応していきたいというふうに考えて

おります。

○廣澤会計課長 中央線を引くための予算でご

ざいますけれども、28年度、約1,083万円を計上

させてもらっております。

○緒嶋委員 それが多いか少ないかよくわかり

ませんけれども、少なくとも1,000万ぐらいなら、

ちょっとラインが薄くなっておりますし、言わ

れる前に引けるちゃないかと思うから、補正し

てでもラインだけはしっかり引いていただきた

いと思います。信号機を１基つくるよりも安い

ぐらいのあれじゃろうと思いますので。

全県下で、規制区域の延長はどのくらいある



- 25 -

平成28年３月８日(火)

わけですか。

○重松委員長 この時間、ちょっと委員の皆さ

んにお諮りします。少し時間を延長して、この

まま審議を、警察のほうを続けていきたいと思

います。

○大野交通規制課長 実線の表示の延長距離で

すけれども、県下で約1,700キロほどございます。

○緒嶋委員 1,700キロ、何年おきぐらいにライ

ンの更新はされておるわけですか。

○大野交通規制課長 例えば、横断歩道の場合

ですけれども、交通量の多いところ、交差点に

つきましては３年ぐらい、それより少ないとこ

ろにつきましては５年から７年で更新をしてい

るという状況でございます。

○緒嶋委員 これは規制線が見えればいいわけ

ですので、できるだけ県民からラインが見えに

くいよと言われんぐらいの予算は確保していた

だいて、それで交通安全対策にもなるわけです

ので、ぜひお願いしたいと思います。

○鍋倉運転免許課長 一部、答弁の訂正をさせ

ていただきます。

図師委員から御質問がございました、準中型

のところでの御質問でした。技能試験での持ち

込み車両での試験はということでのお尋ねがご

ざいましたけれども、基本的にうちの試験場に

ある車両を使っていただくということで、どう

してもない車両、準備できていない車両は、通

称農トラといって農耕用大型特殊自動車、農耕

用の牽引車等はございませんので、そういった

ものについては持ち込みを認めているというこ

とです。

理由は、やはり補助ブレーキ等、あと試験官

用のミラー等がないと事故のおそれもある。事

故防止の観点からそのようにしているというこ

とでございます。

以上、訂正しておきます。

○中野委員 さっきの認知症の相談、警察署に

かな。

○鳥井交通部長 警察署、免許センター、本部

等の相談全てをひっくるめて1,700件前後という

数字でございます。

○中野委員 いや、普通何かあったときには、

みんな警察署とか警察に電話するはずです。わ

ざわざ免許証切りかえ、電話番号調べるのも大

変です。ちょっと割合、どれぐらいあったんで

すか。認知症やらの相談をひっくるめてという

話だったけれど。警察署と免許センターとひっ

くるめてという話やったけれど。私は、警察署

のほうが大概多いっちゃないかなという気がし

ますが。

○鳥井交通部長 もちろん警察署のほうにも相

談があるわけですけれども、もちろん警察署の

ほうも警察職員が対応してるところですけれど

も、不なれな部分等もあるもんですから、そう

いう詳細な部分については、都城の免許センタ

ーで常時おりますよと、宮崎の免許センターで

も常時おりますよというような広報といいます

か、そういうお知らせをして、お見えになる場

合もあります。ですから、免許更新のときに全

て質問票を書いていただくわけですので、高齢

者に限らず、てんかんとかそういった発作を起

こした人なんかの相談等はあってるところです。

○中野委員 いや、最初の説明が、警察署の全

ての相談でという話かなと思ったから、多いと

こに置くのが普通じゃないかなと思っただけで

す。

○重松委員長 よろしいですか。

委員の皆さんにお諮りします。午後１時再開

ということでよろしいでしょうか。執行部の皆

様、よろしいでしょうか。１時10分に開会した
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いと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時６分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

議案に対する御質問はございませんでしょう

か。

○中野委員 ちょっと雑談でしましたけれど、

今考えると、ひむかというのは、宮崎にある最

初のヘリコプター導入だったと思いますけれど、

宮崎は桜島の噴火もある、阿蘇もある、新燃が

爆発した後に購入したものでしょう。

○片岡生活安全部長 初代のひむかは、平成２

年４月に入っております。これは、アメリカ製

のヘリで、初期の使用設定がそもそもフィルタ

ーのような装置がついているヘリでございまし

た。平成23年の３月に２台目の現ヘリが入って

きております。新燃岳の噴火が平成23年の年初

であったと思いますので、新燃岳の噴火直後の

３月末に納入されたということであります。

○中野委員 そういう状況があって、そういう

のがついてなかったというのは、何度考えても

解せんのです。一緒に４機買われたと言われま

したよね。あと３機はどこやったんですか。そ

ういう噴火の場合は。

○片岡生活安全部長 ４機同時に入札しており

ますが、宮崎のほかに、高知、徳島、福井に配

備になっております。

○中野委員 だから、県警で、通常でも、鹿児

島の桜島が爆発している、阿蘇もある、新燃も

あったという前提の中でそういう選定がされた

というのはすごく不思議に思うんだけれど、周

辺の地元の警察の意見というのは何もなかった

のかな。東京で４機一緒に入札してやったとい

う感じで決まったということですか。

○片岡生活安全部長 そのとおりでございます。

○中野委員 県警でやっぱりいろいろ回るわけ

ですから、僕はよくわかりませんけれど。そこ

から先はわかりません。

○田口委員 済みません、何点か、理解を深め

るために質問いたします。

予算資料の496ページ、警察官の被服購入費、

１億2,485万円という予算が組まれております

が、これは恐らく制服の支給じゃないかと思う

んですが、これはどのぐらいのローテーション

で渡してるんでしょうか。

○廣澤会計課長 支給品、貸与品については、

品目ごとに使用期間等が定められておるところ

でございます。例えば、警察官の制服でござい

ますけれども、これについては使用期間が３年

間、それから帽子については４年間、それから

夏場におきまして夏の制服がございますが、そ

れについては１年間、それから冬、コートを着

る場合もありますが、コートについては５年間

というふうに、使用期間がそれぞれ定められて

おるところでございます。

○田口委員 当然、制服ですから非常にいつも

使ってますんで、それは２着ずつということに

なるんですか。

それと、これは新しいのを支給した後には、

今まで着ていた制服は返却するのかどうするの

か、それは。いや、こういうの、出回っては困

りますからね。

○廣澤会計課長 それぞれ保有数については、

１着もしくは１個となっております。

ただし、普通の制服、それについては予備と

して２着は持てるようになっております。また、

そのほか、例えばネクタイ等については必要数

ということになっておりますので、古くなれば



- 27 -

平成28年３月８日(火)

交換とかについては臨機に対応できるように

なっております。

○田口委員 １着で回してるんですね。それは

大変ですね。洗濯忘れたら、もう２週間続けて

同じものを着ないといかんということですね。

○廣澤会計課長 先ほど申し上げましたように、

予備が２着ありますので、制服については都合

３着は最大持てるようになっております。

○田口委員 ちょっと答弁の漏れがありますけ

れど、支給した場合には今まで着ていた制服は

返すんですか。

○廣澤会計課長 そのとおりでございます。

○田口委員 それは、退官するときも、全部今

まで着てたものとか警察関連のものは、こうい

うマニアもおりますけれども、そういうのに渡

らないように返却はしてるんですか。

○廣澤会計課長 そのとおりでございます。

○田口委員 わかりました。

次に、警察官の健康診断手数料というのがあ

りますが、これは健康診断料と見ていいんでしょ

うか。手数料というふうに書いてるんですけれ

ど。

○永野警務課長 健康診断に係る費用というこ

とです。健康診断手数料、いわゆる単純に健康

診断に使用する費用ということです。

○田口委員 ですから、健康診断費ということ

でいいんですか。

○永野警務課長 そのとおりです。

○田口委員 いや、手数料って書いてあるから、

何だろうと。

それと、続けてですが、その下に健康管理支

援システム整備事業というのがございますが、

これは健康診断にいわばチェックが入って、い

ろんなものが要管理というふうになった人、治

療とかになった人を管理支援するシステムとい

うことでよろしいんでしょうか。

○永野警務課長 健康診断を行いまして、全職

員の結果を管理するシステムです。どこの数値

が悪いとか要精密とかを管理するシステムのこ

とです。

○田口委員 そのシステムに基づいて、ちゃん

と各人の健康状態を把握し続けているというこ

とでよろしいんですね。

○永野警務課長 そのとおりであります。要精

密等で診断を受けた者は、100％精密検査を受け

なさいというふうなことで、漏れがないように

してるところでございます。

○田口委員 わかりました。

今度は、その下にありますけれど、22番の職

員の健全な心身の保持のための健康管理対策事

業費337万、これは、今、モンスターもいれば、

職場のストレスとか、いろんなのもあるかと思

いますので、心身ともにまいっている人に対す

る事業ということでよろしいんでしょうか。

○廣澤会計課長 これについては、27年度の新

規事業で要求をいたしましたストレスチェック

システムについての事業でございます。

○田口委員 ちなみに、全員で2,300人近くいる

職員の中で、心身ともにちょっとダウンしてて

休養中という方はどれぐらいいらっしゃるんで

しょうか。

○新島警務部長 28年２月現在になりますけれ

ども、メンタルダウンで、かかってる方が４人、

あと病気療養中の方が１人となっております。

○田口委員 今、メンタルダウンしている方に、

健康管理の何かいろいろ、メディカルチェック

じゃない、何て言うんでしょう、ああいうの。

そういう心身をケアするような事業としても、

管理事業の中に入ってるんですか。

○新島警務部長 現在、病気にかかってる方と
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いうよりも、警察職員全部で二千二、三百人お

りますけれども、過度のストレス、あるいは心

身ともにいろいろとストレスだとか過重労働と

かあるので、そういったもののチェック体制を

しっかりするということであります。

まず、心に関しましては、心身の状況だとか、

あとストレス。先ほど申しましたストレス度

チェックというのは、心身の状況あるいはスト

レスの蓄積度合い、こういったものを管理する

ために活用させていただきますし、また不調の

兆しが見られるような職員につきましては、早

期に精神科医などへの相談ができるような環境

を整備して、未然にメンタルダウンまで行かな

いように職員の健康を見てあげると、そういう

環境をつくってあげると。仮にメンタルダウン

になった方にも、職場に戻るに当たって、いき

なりまた過度のストレスがあるような状況に置

いてはふつごうな点もあるので、少しずつ円滑

に職場復帰ができるような支援をあわせて図る

ということをやる事業でございます。

○田口委員 今、４人とお１人ということでご

ざいましたが、これは大体、最近の推移は。余

り上下はないんですか。

○新島警務部長 これは、減っております。右

肩下がりでございます。

○田口委員 わかりました。

○緒嶋委員 えびの警察署は、鉄筋コンクリー

トでないといけないっていうことになっており

ますか。

○新島警務部長 警察署に関しましては、防災

の拠点であるとか、あるいは留置場の施設、あ

るいはまた拳銃等を保管する金庫、こういった

ものを設置する必要がありますので、構造上、

やはり鉄筋コンクリートということが求められ

ます。

○緒嶋委員 ただ、我々宮崎県は、もう御案内

のとおり、杉生産日本一がもう24年間続いてお

るわけです。我々も建設予定地には視察に行っ

たわけですけれども、場所としてはいいとこだ

と思いますけれども、できるだけやはり宮崎県

の置かれてる立場を考えながら、また東京オリ

ンピックでも宮崎県の杉を使ってくださいとい

うＰＲをしとるわけです。そういう中で、でき

るだけ宮崎県の地産地消という意味もあって、

またそれが地域の活性化にもつながるわけで、

需要があって供給がありそこに経済が生まれる

わけですから、できるだけ木を使うような知恵

を出さなければいかんわけです。そういう配慮

というのはされておるわけですか。

○新島警務部長 委員御指摘のとおり、先般、

委員にも本部にいらしていただいて話を伺った

んですけれども、新しくできます署につきまし

ては、内装の部分とかに県産材木材を使用させ

ていただく予定でございます。先ほど申し上げ

ましたように、要は構造そのものは、やはりど

うしても警察施設として必要なものを備えると

いうことで鉄筋にせざるを得ない部分はあるん

ですが、例えば床ですとかあるいは壁の一部と

か、そういったところを木製のものにして、一

般の県民の方も来られるわけですので、環境に

優しいといいますか、そういったものに配意し

て建設していくという予定でございます。

○野口警察本部長 県議会の木材振興の議連の

方の御要望も受けてるとこでございまして、警

察署では内装で工夫するということ、それから

交番、駐在所については、基本的には木質化と

いいますか、木材を使うということです。先般、

えびのにできました五日市の駐在所とか、ある

いは延岡駅前交番とか、そういうとこでもしか

るべく県産材を使用させていただいてございま
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す。

○緒嶋委員 ありがとうございます。特にえび

のの場合は、かつてえびの地震という震度６く

らいなのかな、そういうかなり強い地震も局地

的にということでありますので、鉄筋でつくら

れるというのは、まあ、当然と言えば当然かな

というふうに思いますけれど、できるだけ使え

る範囲で、ぜひ木材の利用を考えていただきた

いということを要望しときます。この前も、そ

ういうことも含めて県警本部まで伺ったところ

でございますので、よろしくお願い申し上げま

す。

それと、ちょっとこの予算とも関係もあって

ですが、私たちは今年度に日之影の駐在所に行っ

たんですけれど、つくる場所は、やっぱり地域

の治安の一つの拠点になるわけですよね。安心

安全の一つの拠点であるわけで、あそこは駐在

所に行くのに、９カ所、道しるべがないと駐在

所がどこかわからん。地域の人、夜なんかは全

然わからん。だから、どこにつくるかというの

を真剣に考えんと。場所がないからここで仕方

がないというぐらいでつくるというのは。一回

つくったら、もう数十年はそこにあるわけです

よね。その場所が仕方なければ、対策をどう立

てるか、道路をどうするかというような、その

次のフォローがなきゃいかんと思うんです。あ

そこの場合は、現在のところ、つくったらそれ

はそのままで、道路のフォローもないまま。道

路をつくるというのは県の仕事になるとですか。

町の仕事になるとですか。道路整備をするなら

ば。

警察本部長は行かれたんですか、日之影の。

長くおられないだろうと思うから、早く行った

らいい。

○新島警務部長 私は、着任直後に行かせてい

ただきました。場所、済みません。ちょっと道

路、町道であれば町が、県、市が管理すればそ

れぞれがつくるんですけれども、あの場所に関

しまして、委員の御意見があるということで伺っ

ておりましたんで、私自身もすぐさま見させて

いただきましたが、前あった場所が非常に手狭

ということで、ちょっと奥まったところでもあ

るということもあったんですけれども、今回の

新しい場所につきましては、確かに表の通りか

ら坂を上がっていくということで、若干わかり

にくいところもあって、標識を、駐在所はこち

らというサインを幾つか新たに設置させていた

だきましたし、私が来たときはまだ小さいサイ

ンが多かったんですが、それをちょっとやや大

きめの青いはっきりわかるような形にしたのと、

あと、外国人の方が今後もふえるということも

ありましたので、全部の国の言葉はちょっとで

きませんけれども、英語で「ＰＯＬＩＣＥ」と

いうことであわせてつけさせていただきまして、

設置させていただきました。

災害時には、隣に町の施設もありますので、

それとあわせて、あそこの駐在所が緊急時の防

災拠点になるという意味合いもありまして、そ

ういった意味においては、設置場所としては利

便性があるというふうに考えております。

また、ちょっとうろ覚えで恐縮ではございま

すが、駐在所がここになくてわかりづらかった

という意見の方は、そこに住んでらっしゃらな

い方がなかなか駐在所を見つけることができな

かったという話は何かあったらしいんですけれ

ど、今現在は、地域にお住まいの方は皆様、駐

在所の場所もわかっていらっしゃいますし、あ

と、駐在所に訪れるお客さんとは言えないです

ね。要は、前の駐在所と今の駐在所で、駐在所

に相談とかいろんなことで来られる方に差が
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あったかというと、ほとんど変わりはないとい

う状況でございます。

○緒嶋委員 それにしても、やっぱり行きやす

いほうがいいわけです。ちょっと行くのに不便

性があると。ですから、道路をつくるならば、

県がつくるべきか、町がつくるべきか、どちら

がつくるべきか。

○新島警務部長 今の段階でちょっとこちらで

わからないので、済みません。

○緒嶋委員 そこ辺まで考えて、町とも相談し

て、やっぱりわかりませんというような形は、

私から見ればちょっとおかしいんじゃないかと。

利便性が悪いことはわかってるんだから、標識

があるだけでは、私は不十分だと思っておるの

で。いろいろ相談があって、どうしてもそこし

かないということならいいんだけど、もうちょっ

と検討すれば多少あったと、私は思うんです。

マイクロバスでも行けないわけですよ。我々は、

町の車に乗りかえて行くような感じです、その

場所に行くのに。そういうようなところで本当

にいいのかというような気がしてならんわけで

す。

つくったものは、もう何十年もそこにあるわ

けです。もうあれを動かすということはできな

いわけです。何かいい知恵はないかなというと

きに、県が道路整備をすべきか、町がすべきか。

町がすべきというなら、私のほうも町にも要請

をしたいと思うんだけれど、私はどちらかと言

えば県がやるべきじゃないかと思う。つくった

のは県の、それか町と相談して道路は町がつく

りますと言えば、もうそれはもちろんそれでい

いわけです。その辺の検討はなされなかったの

かなと。

○新島警務部長 大変失礼しました。ちょっと

熟慮しようと思います。

恐らく、道路のことまでは整備ということま

では検討には入っていなかったと思います。

ただ、場所につきましては幾つか候補があっ

て、より適した場所もあったんですが、諸般の

事情でそちらのほうはちょっとつくるのが困難

であったということで、決してあそこ一カ所だ

けということで決めたことではなく、幾つか候

補地がありました。その中で、さまざまな条件

を見る中でそこが残って、先ほど申し上げまし

たとおり、町の施設もその隣にあるということ

で、災害時に防災拠点になるということで利便

性もあるということで、あそこに落ち着いたと

理解しております。

○緒嶋委員 さまざまな条件を考えれば、ほか

にもあったんじゃないかということですよ。今

さらもう仕方ないけれど、ちょっと知恵を出さ

んと。特に、地元の近くの人はわかるんですけ

れども、夜なんかとてもじゃない、わかりませ

ん。カーブばっかりで、標識が、前のところで

はなく、ちょっと横に書いてありますので、見

えない。利便性、そういう配慮という意味から

は、私は適地であったとは理解しておりません。

もうこれ以上言いません。

○井本委員 この前も国会議員から電話がか

かってきて、県警の不祥事はいけないじゃない

かって。済みませんねと言ったんだけれど、こ

れに対しての対策のための予算とか、今度の予

算でそういうことは考えんかったのかな。

○野口警察本部長 予算要求の形でというのは

具体的には考えておりませんでしたが、例えば

１月の逮捕事案、これは拾得物の横領でござい

ましたけれども、逮捕された者は、ちょっと拾

得物の処理について非常に手抜きをしていたと

いうことが不正の温床になったもんですから、

特に権利を放棄したとか、そういったことが問
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題の発端になったということで、そういった事

案があったときは、直ちに署の責任者に報告を

するという形でチェック機能を強化するという

のを指示を出してる。拾われた方には、拾った

ときにはちゃんと権利があるんだというのをよ

く説明して、さらにそれでも権利を放棄される

場合には、署の責任者に速やかに報告をすると

いう体制をつくることによって、チェック機能

を強化しているというところを具体的にはやっ

ております。

いずれにしても、不祥事案が発生しましてか

ら、署長会議を早速開催いたしまして、やはり

心にしみる教養、なかなか琴線に触れる教養が

できてなかったんじゃないかというふうな反省

がありますので、引き続き引き締めを図ってい

きたいと考えております。

○井本委員 やるにしても、教育的なものにな

らざるを得ないだろうという気がするんだけれ

ど、特別にこんなふうに言われると、何らか方

策のために予算でもとってやらないといかんと

きが来てるんじゃないのかなという気がするん

です。そんなことは考えなかったんですか。

○中野委員 関連でいいですか。例えば、私が

交番に届ける、警察官がそれを預かる。では、

預かった場合に、今言ったように、本人に何年

かして落とし主が出なかった場合はどうなると

かいうのは、それを何か書いたものでやってる

のか、単なる口頭なのか。

それと、それを届けた場合、じゃあ、警察官

がかわった場合、誰が届けたというのがわから

んじゃないですか。そういう一連の書類、手続っ

ていうのかな。そういう流れがどうなってたの

かなと、私はそれがちょっと不思議だったんで

す。それで、何か今度、例えばそういうのをパ

ソコンに入れれば、本庄の交番であったら高岡

警察署まで上がるとか、今はもうネットの時代

ですから。そういう手続の見直しとか、そうい

うのはなかったんですか。

○野口警察本部長 拾得物を処理するときは、

拾得者に対してそういった権利があるというこ

とですとか、あと、現金とか拾得したものにつ

いて、お互いに確認した上でそれを封にして本

署に送るという、そういった作業をすることに

なります。

当該事案については、そういったことを手抜

きをしていたということが発端の原因となりま

したので、そこら辺を徹底するという指示を改

めて交番にもしておりまして、今、交番には、

説明した、立てたものを目に見えるように書い

ておりまして、それによって、より拾得した人

がわかるような形で知らしめてるというところ

でございます。

○中野委員 私が聞きたいのは、届けた人には

単なる口頭だけで、何にも手続としてはないん

ですかと聞いてるんです。

○野口警察本部長 これについては、拾得を処

理した書類を拾得された方にお渡しして、それ

で拾得者の方はそれをもとに、たしか３カ月たっ

ても落とし主があらわれない場合にはその方に

権利が発生するという形で、そこについても徹

底をするようにいたします。

○中野委員 今度の事件は、本人はそういう手

続はとってたんですか。

○野口警察本部長 そこをとっていなかったと

いうところも原因であったと思います。

○重松委員長 それでは、議案の審議はよろ

しいでしょうか。

それでは、その他にまいりたいと思います。

その他で何かございませんでしょうか。

○緒嶋委員 山口組のこと、神戸山口組、この
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ことは全国的には大変心配されておるわけです

が、宮崎県の暴力団絡みの中で、山口組との関

係はどうなんですか。その対策をどう立ててお

られるのか。そのあたりはどうなんでしょうか。

○黒木刑事部長 宮崎県内の情勢ですけれども、

６代目山口組、既存の団体ですけれども、これ

が県内に９団体あります。今回の分裂によりま

して、９団体のうち、７団体が神戸山口組に分

裂をいたしました。残ったのが２団体。人員に

いたしますと、私どもが把握しておる暴力団

が180名でございますので、130名が分裂して神

戸山口組に移りました。残る50名が既存の６代

目山口組に残っております。

県内では、そういう小競り合い等は現在発生

しておりませんけれども、いつこういう小競り

合いが発生するかもわかりませんので、昨年の12

月に警察本部長を長とする対策本部をつくって、

情報の収集、それと取り締まりの強化、それと

各事務所がありますので、そこへの視察等の警

戒を実施して、とにかく県内で抗争が起こらな

いような対策を現在とっております。

○緒嶋委員 この山口組が分裂した原因という

のは把握されているんですか。２つに分かれた、

もっとも抗争があって分かれているわけですが、

何が原因でこれだけ分かれて大きなあれになっ

たのか。その辺の情報はとっておられますか。

○黒木刑事部長 私も新聞等でしか。きょう、

全国会議があってますので、またそこで詳細が

あろうかと思いますけれども、現在私が承知し

てる情報では、６代目山口組の上納金の吸い上

げが余りにもきつ過ぎるということで、各県に

下部組織がありますので、そこの組が、各組の

組員もですけれども、各組長がもう耐えられな

いということで、５代目山口組の組長ですけれ

ど、今、６代目ですから、そこの組織であれば

そういうことはなかったと、今の６代目になっ

ておかしいんじゃないかと、そういう不満がた

まって分裂したということを承知しております。

○緒嶋委員 問題は、全国的に北海道までいろ

いろ事件になっておるようですが、宮崎県で暴

力団がおること自体が心配なわけですけれども、

これは現実問題としてやむを得ないと思います

けれども、一般県民を巻き込んだ事件とか、そ

ういういろいろなことで県民が不安に陥れられ

るようなことがあってはいけないと思うので、

その対策というのは十分とっていただいて、監

視の目を含めて十分やっていただきたいと思い

ますけれども、そのあたりは十分考えておられ

るわけですね。

○黒木刑事部長 先ほども御報告いたしました

とおり、しっかり今、本部長を長として、各警

察署に取り締まり体制の強化と視察、情報収集

の強化を指示して、委員が今おっしゃるような

万全な体制をとっております。

以上でございます。

○中野委員 もう３月11日来ますよね。テレビ

見てますと、今、いろんな特番をやってます。

それから、今までもＮスペなんかでやってます。

もうあれを見ると、ほんと悲惨というか。一応

みんな登録して撮ってるけれども、２回は見た

くないなというのがやっぱり悲惨です。

このとき、東北で１万9,074人死者、行方不明

が2,633人なんです。それで、宮崎の防災計画で

は３万5,000人、まだ多いんですよ。それで、今、

まず防災等の話でありますけれど、これは市町

村の役割だということで、やっと県がちょっと

補助金出したりとか。

そういう中で、東日本大震災のときに、消防

団、警察官も亡くなっているわけです。ちょっ

と数字忘れたけれど、二百何人。今、県がやっ
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てるのは、要は津波が来た、災害が起こった後

のいわゆる食料とか運搬とか、そういう起こっ

た後のいろいろ、お互いに協定を結んだとか。

私に言わせてみれば、人命救助の話じゃないん

です。１週間でも、みんな生きている話で、そ

ういう中で、Ｎスペなんか見てますと、地震が

起こる前のビッグデータで車の動き、あれはも

うほんとすごい、車の動きまでができているわ

けです。そういう中で、私は警察としての津波

対策の使命、役割っていうのはどこにあるのか

なと思うんですけれど、そこ辺をちょっと教え

てもらえんですか。

○金井警備部長 警備部でございます。

警察としては、やはりいかに早く住民の方に

逃げていただくかという認識を持っておりまし

て、常日ごろから安全教育、地域ごとのそれに

対するところの駐在所、交番等において、いか

に逃げていただくか、この教育を徹底するとい

うことでやらせていただいているところであり

ます。

それと、県のほうにおきましても、防災士協

会等を持っておられまして、いろんな団体と協

力しながら、いかに早く逃げていただくか、こ

れが一番大きな問題かと思っております。

現在、３万余人の被害が出るという想定なん

ですけれども、この教育が徹底されれば9,000人

まで抑えられるんじゃないかという想定もござ

いますので、それに基づいて、県並びに市町村

と連携しながら、いかに早く逃げるか。それと、

避難場所、ここをどこにするか。それともう一

つ大きな問題は、やはり高齢者並びに災害時に

避難が困難な方、これをいかに早く逃がすか、

地域との連携をとっておるのが今の現実でござ

います。

装備的には、なかなかないんですけれども、

発生して15分から20分という短い時間でござい

ますので、いかに住民の方が自分で逃げていた

だくか、それが一番大きな問題ということで捉

えて対応してるところであります。

○中野委員 それは誰でも、我々素人でも考え

ることです。要はあのときのビッグデータを見

ると、交通渋滞なんです。みんな逃げろったっ

て、逃げられない。そこ辺を、地震が起こった、

これは一方通行でこっちは逃げる道ですよと。

例えばおまわりさんが交差点に立って交通整理

するにしても、そこに立ってても、はけなきゃ

どうしようもないでしょう。私は、せめてこれ

は一方通行で逃げる道ですよと、そういう検討

ぐらい警察の役割じゃないかなと。ただ交通整

理するにしても、道路が渋滞すれば、いないの

と一緒ですから。早くいかに避難するか。だけ

れど、避難道路が詰まってしまえば、要は避難

できんのです。県がやってるのは、そこ辺は全

然。終わった後の話。食料なんか１週間なくたっ

て、人間は生きてるんですよ。まず命を私は失

わんことを先に手がけるべきだと思ってるんで

す。

○金井警備部長 まさにそのとおりでございま

して、いかに避難路を確保するのかというのが

あります。

それと、今、国土交通省におきましては、く

しの歯作戦を当時からやってまして。くしの歯

作戦、高速道路をくしの幹と捉えまして、くし

が海に向かった直線の道路、これをいかに開発

するかということで、今、高速道路が延岡はしっ

かりでき上がってきてるというところでありま

す。ですから、その道路に基づきまして、緊急

交通路を警察としては指定しまして、いかに早

く逃げるか、一番先にその交通を確保するか、

この計画を立てておるところであります。
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○中野委員 いや、高速道路はいいんです。じゃ

あ、高速がないとこはどうするの。とりわけ宮

崎市の周辺を見ても、高速道路なんかこっちで

す。要は、津波は県庁までも、県警本部までも

来ないということですから。いわゆるあの海岸

線にずっと住んでる人たち、これをどうやって

逃がすかという、そこら辺の計画。これは、金

の要る話じゃないんです、本部長。

ちょっと長くなるけれど、やっぱりＮスペ見

ていたら、全国で一番津波が早く来るとこは５

分、千葉県の何とかっていうとこです。私は、

そのテレビを撮ってますけれど、いわゆる市が

防災塔を建てた、しかし、地域の人が５分じゃ

間に合わんのです。じゃあ、どうするかってい

うと、津波の高さが３メートルと想定されるか

ら、３階以上の鉄筋のとこをみんな避難場所に

して、そしてそれでしたら５分以内に逃げたっ

ていうのがあるんです。

だから、今、警備部長が言われたのは、みん

なそんなことは考えてるんです。じゃあ、具体

的に、港の人たちは逃げるときはこっちに逃げ

なさいよとか、こっちがこうですよ、そういう

のをある程度してないと、地元の警察官だって

どうやって誘導していいかわからないんじゃな

いんですか。私は、もう理屈じゃないって。早

くせめてそんなものつくってＰＲを流して、み

んなに周知する話だと思ってるんです。

○金井警備部長 そのとおりでございまして、

一応、県並びに自治体、市町村のほうで、避難

場所は高層なビルを指定してるとこであります。

ですから、そこのビルに集まる地区、避難する

地区、これは指定しまして、もし地震がありま

したら、このビルに避難してくださいというこ

とを指定してあります。ただ、一方通行とかい

ろんな交通の面がありますけれども、なかなか

そこの具体的なものにつきましては難しいとこ

ろがあろうかと思います。いろんなところから

集まってきますので。

ですから、今のところでは、地域の１カ所、

これを避難場所に指定して、ここに避難を早く

していただく。高い場所、ビルであれば、管理

者に対しましてその協力依頼をしておりますし、

警察だけではなくて、県、市町村等でも対応し

ておりますんで、そこにいかに早く逃げていた

だくかということを、県、市町村と警察と現場

で指導してると。これをもう繰り返し繰り返し

やっていくのが必要だと思ってます。ただ、す

ぐ忘れてしまいますんで、もう10年、20年たち

ますと全く昔のこととなってしまいますんで、

それが風化しないように、繰り返し繰り返しやっ

ていきたいと考えておるとこであります。

○中野委員 本部長、避難場所はそれでいいん

です。そこに行くでも、やっぱりどこから集ま

るか。いろいろあるじゃないですか。やっぱり

宮崎だったら、ここら辺の周辺まではないわけ

ですよ。車だったら、県庁がある町のほうまで

来れば逃れられるわけです。だから、そういう

道路をしっかり、今言われたそっから先の具体

的な話をしないと、私は何にもならないと思う

んです。警察官でも死んでるんですから。これ

は、いつ来るかわからんです。100年たっても来

んかもわからん。だけれど、やっぱり来たとき

には、ここまでしとって警察としてもよかった

よね、とにかくそういう教訓が残ってるんだか

らです。

私は、金の要る話じゃないと思うんです。私

は、もうちょっとここら辺の教訓を生かして、

どうやって逃がすか、行くか。全て交通、道路、

そこ辺についての大まかな計画を警察本部でつ

くって、あと、それにまた付随した逃げ道とか。
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何らかの形で、早い将来、そういうのは示せな

いんですか。

○金井警備部長 パターンによって変わると思

うんですけれど、現在やっておるのは、避難訓

練を実際やっておりまして、地域ごと、それと

海に来られた方、海周辺、この避難路を使用し

た避難場所への避難要領、これも警察と、交通

指導をしながら、案内誘導しながらやらせてい

ただいてるところでございます。これを反復し

ていただいて、しっかりそこは対応していきた

いと思います。

議員の言われるとおり、緊急交通路、しっか

りした道路が欲しいというのはもちろんでござ

いますけれども、いろんな面で企業も会社もご

ざいましてなかなか難しいとこもございますけ

れども、その中での交通混雑に対する防止、こ

れについては警察も全面的に警察官を配置した

いと思ってます。

私も宮城のほうに行かせていただきましたけ

れども、宮城の消防団の方の援助の方も、15分

ルールというのがございまして、発生して15分

たったら逃げろと。ただ、その15分の間にしっ

かり誘導するというのが消防団の鉄則であった

ように聞いております。それを過ぎて、一生懸

命避難をさせておったのが、間に合わずに亡く

なられた方も多数おられるというのは聞いてま

すけれども、やはり時間との勝負でございます

んで、そこはしっかり大量に警察官を投入して、

安全な交通路を確保するよう努めていきたい考

えておるところであります。

○中野委員 私が言ってるのは、誘導するにも、

どっちに誘導するのかわからんでしょう。どこ

が混むとか、避難場所をどこに確保するとか、

前もってこれは逃げ道ですよとか、そういうの

を決めとったら……。

○金井警備部長 先ほど言いましたとおり、そ

れを徹底するために訓練を繰り返しております。

地域と一緒に。

○中野委員 訓練ですか、じゃあ、そういう道

路は設定してあるんですね。

○金井警備部長 道路は、そのときの状況によ

ると思いますし、今のところ不特定です。震災

は津波だけではございませんし、地震もありま

すから。避難場所的なものは指定しております。

ですから、そこに最短な道路を確保したいと考

えております。ですから、まず指定してしまっ

て、そこが潰れたら、次の道路があるというこ

とはないと思いますんで、とにかくしっかり避

難場所だけは指定して、そこに避難していただ

く、誘導するという状況を確保すると考えてま

す。

○中野委員 いや、私は、津波と地震は別に検

討すべきだと思ってるんです。地震で壊れると

きはみんな一緒です。これはどうしようもない

ですよ。警察の車だって。要は、津波のときに、

防災の話が出たけれど、まず津波の来ないとこっ

てハザードマップで出てるじゃない。やっぱり

そういう逃げ道なんかをどうするかという検討

が私はまずあっていいんじゃないかな。そうい

う逃げ道で逃げられない人たちが、まずは防災

塔に行く人、車で逃げる人、なんかそういう道

路をしっかりどうするかというのを検討すべき

だと思うんですけれど、それはだめですか。本

部長、どうですか。

○野口警察本部長 そこまで具体的な検討とい

うのはまだ進んでないと思いますが、いずれに

しても、非常に中野議員が道路の逃げ道という

か、地震、津波の発生時にということを御指摘

されてるんで、例えば一つ、これは国土交通省

が中心になってやろうとしてるんですが、阪神
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淡路大震災の経験で、電柱が結構倒れて、それ

が交通の妨げになって大渋滞になったというふ

うな教訓がある中で、電柱の地中化というのを

積極的に進めるようにしてまして、そこを警察

も協力するようにしておりまして、それらも予

防的な措置としては考えられるかなとは思って

おります。

○中野委員 いや、本部長、そこまで言ったら

何もする価値がなくなるじゃないですか。電柱

が倒れて、建物もどこも逃げられん。避難場所

だって、道路が潰れた、行けないよという話に

なって、元も子もない話じゃないですか、まず

は前提としては。だって、あの東北を実際に見

ても、かなりその後、車がみんな通ってますよ。

国土交通省なんか、どこ見てそんなことを言っ

てるか知らんけれど、あのビッグデータのデー

タ見てごらんなさい。地震が来た後に、そんな

通れんような道路はどこもなかった。交通部長、

どうですか。ああいうときには、もう交通部長

としては現場に任せるより仕方ないですか。あ

る程度、道路がそのような確保してないと。

○鳥井交通部長 交通部としては、先ほどから

委員の御指摘のとおり、発生後の緊急交通路と

か、そういった対策はとってるところです。確

かに言われるように、津波が発生してきて、恐

らく当然、宮城、あの三陸沖の状況を見まして

も、避難場所まで行くのに大渋滞を来したとい

う実態があるわけで、ですから、日ごろから、

例えば津波、緊急時の場合は、これ一方通行、

一方通行という、そういった取り決めが事前に

できてれば、まだスムーズに行くのかなとは思っ

てるところです。ですから、こういう取り組み

については、やはり県の関係部局、市町村あた

りともう少し連携強化して、そういうのをやっ

ていかないと対応できないのかなと考えており

ます。

○中野委員 だから、そういう取り決めをしっ

かりどこが中心になってやるのか。警察がこう

すれば、市町村はそりゃだめだという話じゃな

いと思うんです。どこがそれを責任持って提案

するかということで、私は地震は自分の責任と

いうのがあると思う。津波は逃げるのは、これ

は自分の責任じゃないんです。やっぱり公が、

あれだけの教訓があるわけだから対応すべきで。

ぜひ、警察っていうのはそういう道路をどう確

保するか。無理なら無理でいいんです。今言っ

たように、電信柱が倒れたからだめだというん

だったら、もう何もしませんよという話と一緒

で、そこ辺をどうするか、ぜひ早急に、検討し

てください。

○重松委員長 その他、ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、以上をもって警察本

部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午後１時59分休憩

午後２時10分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

について、局長の説明を求めます。

○四本企業局長 企業局でございます。よろし

くお願いいたします。

それでは、企業局の提出議案につきまして、

簡潔に説明をさせていただきます。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料（当初分）の表紙をめくっていただ

きまして、目次をごらんください。

３の提出議案でありますが、今回、３件の議
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案を提出しております。議案第16号「平成28年

度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算」、議案

第17号「平成28年度宮崎県公営企業会計（工業

用水道事業）予算」、議案第18号「平成28年度宮

崎県公営企業会計（地域振興事業）予算」であ

ります。

それでは、資料の１ページをお開きください。

１の平成28年度宮崎県公営企業会計当初予算

（案）のポイントであります。大きく２点掲げ

てございまして、まず１点目は、（１）の電力シ

ステム改革への着実な対応であります。これは、

電力システム改革が進展する電力市場において、

水力発電は引き続き重要な役割が期待をされて

いることから、発電設備の維持・改良など、電

力の安定供給に資する取り組みを推進し、健全

経営を維持するものであります。

２点目は、（２）の地域貢献に資する取組の拡

充であります。これは、産業経済の振興と住民

福祉の増進という局設置の理念に基づき、地域

貢献に資する取り組みを拡充するとともに、本

県の豊かな自然を生かした水力発電など、企業

局の取り組みについて広く県民にアピールする

ものであります。

次に、２ページをごらんください。

２の平成28年度宮崎県公営企業会計当初予算

（案）の概要であります。（１）の電気事業であ

ります。来年度の業務の予定量といたしまして

は、５億159万1,000キロワットアワーの供給電

力量を予定しておりまして、事業収益から事業

費を差し引いた収支残は、黒い太枠で囲んでい

るところでありますが、２億8,492万円としてお

ります。

（２）の工業用水道事業であります。来年度

の業務の予定量といたしましては、3,610万1,420

立方メートルの総給水量を予定しておりまして、

事業収益から事業費を引いた収支残は、1,357

万1,000円としております。

（３）の地域振興事業であります。来年度の

業務の予定量といたしましては、３万3,500人の

施設利用者数を予定しておりまして、事業収益

から事業費を引いた収支残は、211万8,000円と

しております。

概要の説明は以上でありますが、今回の予算

案では、特に企業局の新たな地域貢献といたし

まして、知事部局において新たに創設されます

県営電気事業みやざき創生基金の財源として、

一般会計に今後３年間で30億円の繰り出しを行

うこととしております。

この繰り出しに至った経緯についての代表質

問及び一般質問における答弁につきましては、

説明が足りない点があり、御迷惑をおかけしま

したことを改めて委員の皆様におわびを申し上

げます。

後ほど担当課長から詳しく説明させますが、

私といたしましては、地域振興に寄与すること

を目的に、企業局が長年にわたって積み立てて

きた資金がみやざき創生に向けて展開するさま

ざまな事業に活用され、本県の振興が図られる

といったことを切に願うものであります。

企業局といたしましては、今後とも、電力シ

ステム改革の進展などの状況の変化に的確に対

応しながら健全経営の維持に努め、県民福祉の

増進に寄与していく所存でございますので、委

員の皆様におかれましては、引き続き、御指導、

御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げます。

なお、経営企画監の森本につきましては、イ

ンフルエンザ罹患のため、本日の委員会を欠席

させていただいております。

私からは以上でございます。
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○重松委員長 局長の概要説明が終了いたしま

した。

それでは、引き続き議案の審査を行いますが、

歳出予算の説明については、重点事業・新規事

業を中心に簡潔明瞭に説明をお願いいたします。

それでは、議案に関する説明を求めます。

○沼口総務課長 それでは、私からは今回提出

しております予算議案の詳細を御説明をいたし

ます。

委員会資料の３ページをお願い申し上げます。

議案第16号「平成28年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。年間供給

電力量は、過去30年間の平均をもとに、５億159

万1,000キロワットアワーとしております。

（２）の収益的収入及び支出であります。

事業収益は50億8,147万3,000円としておりま

す。このうち、営業収益は46億5,024万7,000円

で、主なものは電力料であります。この電力料

は、現在、九州電力との料金交渉を行っている

ところでありますが、増収を見込み、27年度に

比べ、２億2,322万円余の増としております。

附帯事業収益は3,547万5,000円で、主なもの

は固定価格買取制度を活用した小水力発電と太

陽光発電の電力料であります。

財務収益は２億4,091万6,000円で、主なもの

は受取利息であります。

営業外収益は１億5,483万5,000円で、長期前

受金戻入等であります。

事業費は47億9,655万3,000円としております。

このうち、営業費用は43億7,730万9,000円で、

主なものは職員給与費や減価償却費であります。

附帯事業費用は3,955万9,000円で、小水力発

電や太陽光発電に係る費用であります。

財務費用は9,197万8,000円で、企業債の支払

利息等であります。

営業外費用は２億3,770万7,000円で、消費税

及び地方消費税納付額等であります。

２つ下の予備費は5,000万円で、この結果、事

業収益から事業費を差し引いた収支残は２

億8,492万円となり、27年度に比べ4,093万円余

の減となっております。

４ページをごらんいただきたいと思います。

（３）の資本的収入及び支出であります。こ

れは、施設の建設改良工事のように、支出の効

果が長期間にわたるものなどについての収支を

あらわしております。

資本的収入は７億2,607万2,000円としており

ます。このうち、３つ下の貸付金返還金７億2,607

万1,000円は、一般会計等からの返還金でありま

す。

資本的支出は23億6,185万1,000円としており

ます。このうち、建設改良費は７億2,748万5,000

円で、「渡川発電所大規模改良事業」等でありま

す。

企業債償還金は５億3,435万2,000円、２つ下

の繰出金は10億円で、一般会計への繰出金であ

りますが、後ほど御説明をさせていただきます。

この結果、資本的収入から資本的支出を差し

引いた収支残は16億3,577万9,000円の収支不足

となりますが、米印のとおり、２つ目のポツの

ところでございますが、地方振興積立金10億円

などを財源として補塡することとしております。

（４）の継続費であります。継続費は、単一

の工事で工期が１年を超えることが明らかなも

のについて設定しておりますが、企業局では、

改良工事に伴い固定資産の除却費等が発生する

場合、当該費用は営業費用となるため、アの営

業費用とイの建設改良費に分けて計上をいたし

ております。
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綾第一発電所発電機自動制御装置更新工事は、

平成28年度からの３カ年事業で、アの営業費用

として総額232万6,000円、イの建設改良費とし

て総額３億899万6,000円の継続費の設定をお願

いしております。

５ページをお開きいただきます。

議案第17号「平成28年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。

年間総給水量は、14社との契約水量を踏ま

え、3,610万1,420立方メートルとしております。

（２）の収益的収入及び支出であります。

事業収益は４億97万2,000円としております。

このうち、営業収益は３億3,452万円で、主なも

のは給水収益でありますが、一部ユーザーの常

時使用水量が減となることから、前年度に比

べ110万円余の減としております。

営業外収益は6,645万2,000円で、主なものは

受取利息であります。

事業費は３億8,740万1,000円としております。

このうち、営業費用は３億6,545万4,000円で、

主なものは減価償却費や修繕費であります。

営業外費用は1,194万7,000円で、主なものは

消費税等であります。

２つ下の予備費は1,000万円で、この結果、事

業収益から事業費を差し引いた収支残は1,357

万1,000円となり、27年度に比べ967万円の増と

なっております。

６ページをごらんいただきたいと思います。

（３）の資本的収入及び支出であります。

資本的収入はございません。

資本的支出は２億457万6,000円としておりま

す。このうち、建設改良費は2,413万3,000円、

２つ下の借入金償還金は１億6,010万4,000円で、

一般会計及び電気事業会計への元金償還であり

ます。

予備費は1,000万円で、この結果、資本的収入

から資本的支出を差し引いた収支残は２億457

万6,000円の収支不足となりますが、米印のとお

り、２つ目のポツのところでございますが、借

入金償還積立金１億1,610万4,000円などを財源

として補塡することとしております。

７ページをお開きいただきたいと思います。

議案第18号「平成28年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。年間施設

利用者数は、第３期指定管理期間の設定目標で

ある３万3,500人としております。

（２）の収益的収入及び支出であります。

事業収益は2,746万7,000円としております。

このうち、営業収益は2,172万5,000円で、主な

ものは施設利用料であります。営業外収益は574

万2,000円で、主なものは受取利息であります。

事業費は2,534万9,000円としております。こ

のうち、営業費用は2,411万5,000円で、主なも

のは減価償却費であります。営業外費用は23

万4,000円で、主なものは支払利息であります。

２つ下の予備費は100万円で、この結果、事業

収益から事業費を引いた収支残は211万8,000円

となり、27年度に比べ105万円余の減となってお

ります。

８ページをごらんください。

（３）の資本的収入及び支出であります。

資本的収入は、出資金返還金70万円で、一ツ

瀬川県民スポーツセンターの一般財団法人移行

による返還金であります。

資本的支出は4,599万9,000円としております。

このうち、建設改良費は3,302万1,000円、借入

金償還金は996万8,000円で、電気事業会計への

元金償還であります。
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１つ下の予備費は300万円で、この結果、資本

的収入から資本的支出を差し引いた収支残

は4,529万9,000円の収支不足となりますが、米

印のとおり、２つ目のポツのところでございま

すが、過年度分損益勘定留保資金3,407万5,000

円などを財源として補塡することとしておりま

す。

９ページをお開きください。

４の主な新規・重点事業であります。

まず、渡川発電所大規模改良事業であります。

（１）の事業の目的ですが、昭和30年の運用

開始から60年を経過し、発電機や水車等の主要

機器などに老朽化が見られることから、最新の

機器を導入するものであります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は１億6,000

万円余とし、事業期間は平成27年度から32年度

までを予定しており、28年度につきましては取

りつけ道路工事を実施するとともに、発電設備

一括更新工事の実施設計を行うものであります。

（３）の事業効果ですが、最新機器の導入及

び基礎部の改良により、発電所の総合的な運転

信頼性の向上と発生電力量の増加が見込まれる

ものであります。

10ページをごらんください。

新規事業「綾第一発電所発電機自動制御装置

更新工事」であります。

（１）の事業の目的ですが、設置後20年以上

が経過した発電機の自動制御装置を最新機器に

更新するものであります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は3,900万

円余、３年間の継続事業としております。

（３）の事業効果ですが、機器の信頼性が向

上し、電力の安定供給が図られるものでありま

す。

次に、新規事業「無人航空機を活用した送電

線等の点検調査事業」であります。

（１）の事業の目的ですが、送電線設備等に

関する点検調査業務の効率化を図るため、無人

航空機、いわゆるドローンを導入するものであ

ります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は200万円

余としております。

（３）の事業効果ですが、作業効率や安全性

が向上するとともに、異常箇所の早期発見や状

況把握の迅速化が図られるものであります。

11ページをお開きください。

新規事業「企業局地域貢献事業」であります。

事業の内容を御説明いたします。

（１）の事業の目的ですが、公営企業会計に

おける地方振興積立金を原資として繰り出しを

行い、一般会計において県営電気事業みやざき

創生基金を設置し、地域振興のための取り組み

の財源として活用してもらうことによりまして、

企業局の地域貢献に資する取り組みを拡充する

ものであります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は10億円

とし、平成28年度から30年度までの３年間で30

億円を支出する予定であります。四角囲みの事

業スキームにありますように、一般会計におき

ましては、この繰出金により基金を造成し、み

やざき創生の加速化やみやざき新時代のチャレ

ンジに資する事業に活用していくこととされて

おります。繰り出しの原資となる地方振興積立

金につきましては、米印に記載しておりますが、

地域振興のための財源として、昭和55年度の決

算から運用益の一部を積み立ててきたものであ

ります。

（３）の事業効果ですが、一般会計への繰り

出しによる新たな地域貢献により、企業局設置

の理念である産業経済の振興と県民福祉の増進
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に資するものであります。

ここで、今回、電気事業会計から一般会計に

繰り出すこととした経緯について御説明をさせ

ていただきたいと思います。

これまでの電気事業法のいわゆる総括原価方

式のもとでも、他会計へ繰り出すことは制度上

は可能ではありましたが、繰り出すためには売

電料金の引き下げが前提とされておりましたこ

とから、売電料金の引き下げを行った上で繰り

出しを行うという判断は経営上困難でありまし

た。

先日の一般質問におきまして、「これまでの法

律のもとでも、売電料金を引き下げることを電

力会社に説明して繰り出しを行うことができた

のではないか」との質問がございましたが、こ

のことにつきましては、当時の企業局における

中長期の経営見通しの中で、人員削減や投資の

抑制などの経費節減による平成14年度以降の料

金引き下げを想定しており、そのタイミングで

繰り出しを行うことは可能であったと思われま

すので、そのような答弁を局長のほうが申し上

げたところでございます。

ただ、その当時は、平成12年度から実施され

た電気事業制度改革により、公営電気事業者の

位置づけが見直され、他の公営電気事業者や民

間事業者との競争も想定されるなど、将来の経

営に予断を許さない状況にあり、企業局におい

ては、競争力を高めるとともに経営基盤の強化

を第一に考えておりましたことから、繰り出し

を行うという判断はしてこなかったものであり

ます。

こうした経緯もあり、これまで一般会計への

貸し付けという形で地域振興への貢献を続けて

きたところですが、電力システム改革に伴う今

回の法改正で、本年４月から卸供給が廃止され、

繰り出しについての制約がなくなることを踏ま

え、今後の経営への影響も含め総合的に検討し

た結果、今回繰り出しを行うこととしたもので

あります。

以上が繰り出しに至った経緯でありますので、

御理解いただきますようお願い申し上げます。

それでは、資料の説明を続けさせていただき

ます。

12ページをごらんください。

改善事業「企業局施設活用促進・ＰＲ事業」

であります。

（１）の事業の目的ですが、発電所やゴルフ

場など局施設を活用したイベント等を通じて、

企業局の各事業をアピールするものであります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は700万円

余としております。

（３）の事業効果ですが、各種コンペや若者

世代ゴルフ交流イベントを通じたＰＲ等を行う

ことで、企業局の各事業について県民の理解が

深まるとともに、一ツ瀬川県民ゴルフ場の利用

拡大などが見込まれるものであります。

13ページをお開きください。

その他の主要事業といたしまして、（１）立花

発電所落石防止網設置工事3,305万2,000円、

（２）三財発電所直流電源装置取替工事2,918

万3,000円、（３）猿瀬発電所水車発電機精密点

検工事6,213万6,000円、（４）水力発電所等施設

の整備10億881万8,000円、（５）小水力発電推進

事業5,702万4,000円、（６）緑のダム造成事業１

億11万1,000円を計上しております。

最後に参考といたしまして、知事部局等への

経費支出予定額を記載しておりますが、先ほど

御説明いたしました繰出金10億円のほか、多目

的ダム管理費用等により、支出予定額の合計は21

億2,100万円余としております。
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28年度当初予算についての説明は以上であり

ます。

○重松委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。質疑はございませんか。

○中野委員 ３ページの、資金運用っていうの

は何で運用しとるわけですか。資金運用上、受

取利息は。

○沼口総務課長 資金の運用につきましては、

企業局で、まだ当座、使わないお金につきまし

て、国債とかあるいは定期預金で運用をしてお

るということでございます。

○中野委員 配当金は、九電だけですか。

○沼口総務課長 九電の配当金は、今、九電が

赤字ということで無配になっておりまして、こ

ちらのほうは、企業局が持っておりますお金を

運用して、それを国債、企業局がまだ将来─

株式については配当金をいただいております。

失礼しました。宮銀と、それから太陽銀行でご

ざいます。

○中野委員 それと、いわゆる留保金は、トー

タルで今何ぼあるんですか。どっかで前は明細

が出てきてたけれど。何ぼ手元に現金、預金が

あるか。

○沼口総務課長 株式におけます評価、これは

簿価ということでお答えさせていただきたいと

思いますが、九州電力株式のほうが15億1,900万

円程度、それから宮崎銀行のほうが727万1,000

円、それから太陽銀行が1,980万円、簿価でござ

います。時価ではございません。

○中野委員 今、九電は、ちょっと上がったけ

れど、簿価というと今の単価、それとも最初の

額面のもの。簿価というのは今の金額か。

○沼口総務課長 御指摘のとおり、簿価という

のは取得価格というようなことで、現在の時価

は相当上がってるものと思っております。

○中野委員 簿価何ぼですか。もともとのいわ

ゆる１株の額面は。

○沼口総務課長 九電のほうが、１株390円とい

うことになっております。

○中野委員 それと、今、株式以外の保留金、

内部留保っていうか、剰余金の合計は。積立金

のトータル。

○沼口総務課長 １株当たり、これも……。（「株

式じゃなくて、積立、剰余金」と発言する者あ

り）

○中野委員 株がどこでとか、前、明細出てた

ですよね。いろいろやっていく中で、資産とし

て現金、預金があって、トータルで何ぼ残って

るかというのはどっかで出さないとわからない。

それともう一つ、今回の設備はみんなそうい

う借入金はなしでやるわけでしょう。

○沼口総務課長 損益勘定留保資金というよう

なものがございまして、それが88億ございます。

○中野委員 今、この新年度の時点でか。

○重松委員長 新年度、期首における在価です

ね。

○沼口総務課長 27年度末の予想値なんですが、

損益勘定留保資金で88億9,000万円程度というこ

とになっております。

○中野委員 もう一回。株式のトータルは、今、

簿価で幾らになってるんですか。

○沼口総務課長 九電のほうが（「トータルで」

と呼ぶ者あり）トータルでですか。

九州電力、それから宮崎銀行、太陽銀行、こ

ちらを全て合わせました簿価での価格は、15

億4,600万円余ということになっております。

○中野委員 これは27年度残ということであれ

ば（「27年度末ですね」と呼ぶ者あり）28年度に、

この予定をすると、どれぐらい出るのかな、新

年度でこれから引き出す分というのが。



- 43 -

平成28年３月８日(火)

○沼口総務課長 今のは簿価でお話をしており

ます。

○中野委員 今、88億のほうが何ぼぐらい出る

わけ。

○沼口総務課長 損益勘定留保資金というよう

なレベルでいいますと、88億が、28年度では91

億をちょっと超えるということになります。プ

ラスになります。

○中野委員 それで、とりあえず、今、金利が

かなり安くなってますよね。ここ辺は、従来の

─借金はないわけか、企業局は。

○沼口総務課長 借金はございません。

○中野委員 わかりました。

○沼口総務課長 失礼しました。企業債が。こ

れが、27年末で27億だったかな。

○中野委員 ことしはもう起債せんで、内部留

保でやるわけか。28年度は。

○沼口総務課長 それは、今後ということです

か。28年度の起債は、企業債が残っておりまし

て、それが25億。新たには借金はいたしません。

○中野委員 利息が安くなった起債の借りか

えっていうのはないのかな。大体何年で借りて

るとか。

○沼口総務課長 企業局のほうには、かなり内

部留保金がありますので、新たな借金は必要な

いのかなと考えております。

○中野委員 だから、これは設備資金だろうけ

れど、起債の借りかえっていうのは、方法はな

いかなと。

○沼口総務課長 借りかえになりますと、いろ

いろ保証金とかいうのがございますので、予定

はしていないというようなことでございます。

○中野委員 どうせ銀行からの起債でしょう。

○沼口総務課長 銀行というのはございません

で、企業債は財務省と金融機構、そういった公

的団体のほうから企業債は借りておるというよ

うな状況でございます。銀行はございません。

○緒嶋委員 返済積立金とか借入金償還積立金

とかは、積立金の場合、それぞれの会計ごとに

分けておるわけですか。

○沼口総務課長 これはバランスシート、貸借

対照表の中でそれぞれの科目に分かれて上げて

おるということでございます。

○緒嶋委員 会計ごとに分けておると、そのト

ータルしたものが88億だということですね。

○沼口総務課長 これは電気事業会計だけとい

うことでございまして、工水と地域振興のほう

は除かれておるということになります。

○緒嶋委員 今言う88億は、電気事業だけので

すか。

○沼口総務課長 電気事業だけのものであると

いうことでございます。

○緒嶋委員 そうすると、ほかの工業用水とか

地域振興の積立金というのは、それはまだ別に

あるということになるわけですか。

○沼口総務課長 工業用水道が約10億ございま

す。それから、地域振興のほうが約１億6,000万

ほどあるというようなことでございます。

○緒嶋委員 これは、トータルすれば、大体100

億くらいあるということですね。

○沼口総務課長 大体100億を超えるということ

でございます。

○緒嶋委員 そうなれば、今度の10億円の当面

３年間で30億にするということだけれど、将来

的にはこの基金は３年間だけじゃなくて、それ

以降も経営がこういう状況であれば、金利とか

何とかいろいろ変動性はあるけれども、今後と

も、経営的には、一応10億円の繰り出しはやろ

うと思えばできんことはないということですか

ね。
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○沼口総務課長 ちょっと経営企画監が休んで

おりますので、かわって答えさせていただきま

すが、こういった資金につきましては、将来的

には建設改良積立金とかそういうのにも使わな

くてはいけないということで、全額を地方振興

のほうにはもっていかないと。

○緒嶋委員 もちろんそれはわかるけれども、

一遍に50億も出せとかでなく、毎年10億ぐらい

は。この経営の安定を欠くようなことではいか

んわけだけれど、基金としてそういうふうに出

そうということは可能ではないかということを

聞いておるわけです。

○四本企業局長 実は、そういう意味では資金

に、委員御指摘のように余裕はあります。ただ、

電力システム改革の進展、これで、売り先が現

在九州電力ですけれども、これがまた新電力と

かというのがかわってくる、あるいは電気料金

そのものが一体上がるのか下がるのか、実は今

のところちょっと非常に不透明なところがござ

います。その辺の、ここ何年かの経営状況を見

ながら、またあるいはひょっとしたら、例えば

来年度、雨があんまり降らんかったとかという

渇水みたいなことでまた収入が減ったり、逆に

ふえるかもしれない。その辺の不確定要素がか

なりあるもんですから、その辺を見きわめた上

で、おっしゃるような繰り出しについてはやっ

ていくことを検討していくということになると

思います。ただ、今の時点で、毎年10億は大丈

夫ですとはちょっと申し上げられないところで

ございます。

○緒嶋委員 それはそうだろう。特に、今度の10

億を出すというのは、企業局独自の発想だった

のか、財政当局の何とかならんかという、一般

会計が苦しいからとかいう、そのどちらだった

んですか。

○四本企業局長 どちらもというところが正解

かと思います。制度改正があって、出しやすく

なるということがありまして、また、それ以外

にも、企業局ということは基本的に地域貢献を

しなければいけないという中で、一体、何をし

たらいいのかということを企業局の内部の中で

も検討しつつ、また知事部局といいますか、財

政当局から何か貢献ができないのかというお話

もあり、その辺を議論した形がああいうことに

なったということでございます。

○緒嶋委員 今までも、緑のダムとかを毎年やっ

て、これはもう水源涵養という意味でも貢献は

しておったんですけれど、今度は特に教育に特

化してこの基金を使うといいんじゃないかな。

○四本企業局長 人事案件が先であったれば恐

らくそういう話になったと思いますが、一応、

企業局として余りこれに使ってくださいという

ことは言わないほうがいいかなと、そのときは

思っておりました。

○緒嶋委員 まあ、それ以上は言いませんけれ

ど、県民のため、やっぱり人をつくるというこ

とが大変重要なわけだから、そういう意味では、

今後ともそういう思いで努力することは重要だ

と思います。

いずれにしましても、経営的には、言われた

とおり、これはもう優良企業であることには間

違いないわけだから、県民の今言われたような

ことのためには、企業局は、今までも何で早く

使わなかったかというような指摘も逆に受けた

ようなことだから。今度の10億というのは大金

であるので。

特に一般会計から見れば、今度企業局の10億

の繰出金があったから、一般会計の予算のめり

張りができたと。この10億がなければ、一般会

計のほうも充実した予算とは見られないぐらい
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だったけれど、めり張りをつけるためには、こ

の10億というのはものすごく効果があったと思

うんです。であれば、今後とも、できるだけ、

企業努力しながら繰り出しができるような経営

をやってもらうというのが私は大変重要だと思

うので、やはり企業局の皆さん方はそういうつ

もりで、県民のための企業局であるという認識

のもとに、使命感を持って頑張っていただきた

いということを強く要望しておきます。

特に、そういう制度的なものもやりやすくなっ

たということも含めて、やはり電気料金を下げ

ながらやるということはとてもじゃないができ

ないことでありますので、電気料金もできるだ

け有利に売買できるように知恵を出してもらわ

ないといけないし、自由化に今度４月からなる

とはいったものの、九電との関係を切るわけに

はいかないと思うんです。だから、そこの辺の、

お互い相互理解というものをとりながら、企業

局は健全経営を目指して頑張っていただきたい

ということを強く要望しておきます。

○中野委員 先ほど、利息の話をしたけれど、

今、借り入れてる利息というのは大体どれくら

いですか。

○沼口総務課長 現在は非常にマイナス金利が

騒がれて、長期金利が下がってるんですけれど

も、企業局は、たしか記憶によりますと21ぐら

い、国債、地方債等を買っておりまして。借入

利息につきましては、高いものは1.5以上で借り

入れております。

○中野委員 1.5じゃったら、３もあるのかね。

○沼口総務課長 長期金利は、大体20年物、10

年物を買っているわけなんですが、利息はその

都度違っておりまして。起債のことですか。

失礼しました。これも、借り入れの時期によっ

て若干違いますが、5.5％、6.3％、低いとき

は2.25％というような形でなっております。

○中野委員 公営企業法では一般公募債も多分

できると思う。銀行からの借り入れも可能だと

思ってるけれど、それは間違いないよね。一般

公募債もできると思った、方法論として。

○沼口総務課長 一般の金融機関から借りるこ

とも可能だろうと思いますけれども、企業局で

は実績がないというようなことで、公的企業債

で借りておるというような状況です。

○中野委員 公営企業ってのは、これは借りら

れるわけ。借りてるところも、例えば林業公社

とか、農林中金が借りかえを認めんかったから

５％、６％って払ってきたわけです。だから、

今の借金も、借りかえようと思えば、借りかえ

られるんじゃないの、そのためには、一般市中

から借り入れられるでしょうっていうこと。

○四本企業局長 企業局が現在借り入れており

ます企業債というのは、一番最後が平成11年度、

田代八重ダムの関係でございまして、そのとき

はちょっと詳しい状況はわかりません、申しわ

けありませんが。その後は、企業債を借りてま

でやるような、実は大きい事業が現実ございま

せんでしたので、そういう状況になっておりま

す。

そして、その当時は、当然、借り入れの金利

も高いわけですが、これを今安いからってなか

なか繰り上げ償還とか、そうすると、向こうの

ほうがいわば利子収入の計画が狂いますので、

そう簡単にはそうさせてくれないというような

こともあって、この金利で今残ってるというこ

とかと思います。

○中野委員 分析してれば、こういうのが出て

こないとおかしいんじゃない。トータルで、今、

利息がそれぞれの部門で幾らになるのか。それ

だけあれば、やっぱり借り入れの努力はすべき
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やと思う。５、６％というのは、もうほんと10

年以上前の話よ。

○緒嶋委員 今の話ですが、やはり借りかえが

できんかという相談をしてやらないと、それは

相当な金額になっている。企業債の残額はどの

くらいですか。今借りておる企業債の償還残額

は。

○中野委員 こういうものを出すときには、自

分の財布の中身からは全然出てないわけだから、

そこまでやっぱりつけないと。次からそういう

ことは、引き継いでおいてください、新しい局

長に。

○四本企業局長 委員の御意見を踏まえ、なる

べくわかりやすい資料に今後改正してまいるこ

とを検討していきたいと思っております。

○中野委員 トータルが見えないとね。

○沼口総務課長 企業債の残高ということでよ

ろしいですか。

電気事業会計におきましては、27年度末で31

億1,900万円余ということになっております。も

う一つ、工業用水道事業会計がございまして、

こちらのほうでは3,754万何がしというような、

まだ残が残っておるというような状況でござい

ます。

企業債については、電気事業と、それから工

業用水道会計事業、この２つだけということに

なっております。

○緒嶋委員 いずれにしましても、これだけま

だ31億余りあるということは、１％借りかえし

ただけでも償還額が相当な金額になってくると

思うから。だから、約束があるからといっても、

国そのものが金利を下げてきてるわけだから、

国の公的な機関であれば、そこ辺はある程度努

力で、借りかえというなら市中銀行から借りて、

２％とか１％とかの金利でやれば、市中銀行も、

宮銀やら喜びますよ。もう預金利子は、日銀に

預ければ、逆に金利を出さないといかん時代、

マイナス金利だから。それがプラス金利になる

わけだから。法的な制約があったかもしれんけ

れど、やっぱりそこは。日本全国どこでも同じ

ことだろう。宮崎県だけが遠慮する必要はない。

これは、ほかの県も、企業局なんかは借りかえ

を何とかしないといけないんじゃないかという

議論が恐らく今度の議会では出ているだろうと

思うんです。全国的なそういう動きも捉えなが

ら、これは何とか対策を立てるということ。特

に、電気も売電価格が、今は、自由化されてい

るときだから。そこら辺の努力は、企業局全体

がそういう努力をする必要があると思うんです。

頑張ってください。

○日高副委員長 この株の配当金に影響が出る

わけじゃないですよね、この金利関係は。さっ

きの利息が高い、借りかえができないっていう

のだけれど、宮銀とか太陽銀行はかんでないん

ですか。

○沼口総務課長 株の配当金につきましては、

その金利が云々というのは関係はないかなと

思っております。これは銀行でございますんで、

定期預金に時々預けるわけなんですが、これは

複数の金融機関に入札をかけまして、一番有利

なところを選んでおるというようなことでやら

せていただいておるということです。

○図師委員 委員会資料の12ページなんですが、

昨年度も取り組まれてる、この各種グループコ

ンペとか若者世代ゴルフ交流イベントＰＲとか、

このＰＲ効果は十分評価するところなんですが、

昨年度の事業で、ちょっと単価が高いんじゃな

いかなという指摘があったかと思うんですが、

今年度に関して、改善していくポイントがあっ

たら教えてください。
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○沼口総務課長 この中では、いろんな事業が

あるわけなんですが、例えば②の若者世代ゴル

フ交流イベントを通じたＰＲ事業につきまして

は、昨年度の280万何がしから、今年度は200万

に下げたというようなことはございます。

○図師委員 下げればいいんじゃなくて、やっ

ぱりこのＰＲ効果が発揮できなくては意味がな

いわけで、さらに効率的な事業として何か取り

組まれたのか。結局、予算を下げたから参加者

が減ったでは意味がないと思いますので、昨年

度は多分ポスターつくったり、広報活動に多く

予算をかけられてたと思うんですが、今年度、

そういう何か改善したところがあればというこ

とです。単なる予算が削られただけなんでしょ

うか。

○沼口総務課長 昨年は、私がちょっと一つ思

い出したのは、年齢なんですけれども、20代の

ビギナー、若い方男女20名ずつというように考

えておったんですが、いろいろと要望がござい

まして、30代まで伸ばしてもらいたいというこ

ともありました。ことしは20代から30代までと

いうことで枠は広げております。

○緒嶋委員 無人航空機、ドローンはもう購入

して、リースでそこの会社に頼んで点検するわ

けですね。職員が直接やるわけですか。

○喜田電気課長 ドローンにつきましては、機

体を購入いたしまして、職員がその機体を利用

して点検をするものでございまして、外部に委

託するものではございません。

○緒嶋委員 それは、一定のところで、どの程

度そこで調査というのはできるわけですか。検

査というのは、自分がここにおって、何キロ先

もできるわけですか。

○喜田電気課長 ドローンは、航空法によりま

して、見えてる範囲でないと動かしてはいけな

いということになっておりますので、せいぜい

１キロとか、そういうような範囲内でしかちょっ

と操縦はできません。また、見通しがどのくら

いとれるかっていうところもございまして、明

確にはちょっとお答えできないところでござい

ます。

○緒嶋委員 はっきり言って技術がないと、ド

ローンが落ちてしまえば、調査ができないこと

になるわけです。だから、技術的なことは大丈

夫なんですか。

○喜田電気課長 現時点では、私ども職員、全

く素人でございますが、来年度は導入にあわせ

まして研修に派遣いたしまして、そういう技術

も取得した者が操縦するようにしたいと考えて

おります。

○緒嶋委員 その他の主要事業の中で、精密点

検だけで、猿瀬ですか、３番目、13ページ、6,213

万、これだけ点検だけで要るわけですか。

○平松施設管理課長 この点検は、この猿瀬発

電所の場合は、12年に１回行う点検で、16年に

できまして、それから12年目に初めて行う点検

で、その間、ずっと回転する部分とかが消耗し

てまいります。そういうことがありますので、

分解しまして、そういう消耗的な部分を取りか

えて、また次の12年間を健全に運転できるよう

にやる工事になりますので、お金が少し高いと

いうことになります。

○緒嶋委員 これは、ただ点検だけでなく、交

換しなきゃいけないようなものも含めた点検と

いうことですね。

○平松施設管理課長 そういうことでございま

す。

○緒嶋委員 わかりました。

○中野委員 さっきの起債の借り入れ先、聞い

たこともないようなとこだったが、どこだった
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ですか。大体、起債というのは一応、かんぽと

か決まってるでしょう。公営企業だけでなかっ

たかな。

○梅原副局長（総括） 運用部資金と、あと地

方公共団体金融機構、これは昔の公営企業金融

公庫でございます。そこから借りてるというこ

とでございます。

○中野委員 例えば、だから林務の話もしたけ

れど、いわゆる借りかえできるようになったわ

けでしょう。それだけ。名前聞いたことないな

と思って。

○喜田電気課長 済みません。借りかえについ

てでございますが、電気事業は大変経営がよろ

しいものですから、電気事業で借りかえたもの

は、現在、借りかえを認めていないところでご

ざいまして、全国的にも公営電気の連合体で経

営者会議というのがございますが、そこで要望

はしているんですが、なかなか認めていただけ

ないというとこでございまして、先ほど緒嶋委

員のほうからもございましたように、総括原価

がなくなったわけですから、来年度以降、また

強く要望はしてまいりたいと考えてるとこでご

ざいます。

○重松委員長 皆さん、議案はございませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 では、その他は何かございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、以上をもって企業局

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午後３時19分休憩

午後３時20分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

あすの委員会は午前10時に再開をし、教育委

員会の審査を行うことといたします。

以上で、本日の委員会を終了いたします。

午後３時20分散会
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午後２時10分再開

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野  明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
川井田 和 人

（教育政策担当）

教 育 次 長
川 﨑 辰 巳

（教育振興担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 永 山 良 宣

特別支援教育室長 坂 元 厳

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 恵 利 修 二

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

県 立 図 書 館 長 福 田 裕 幸

県立美術館副館長 川 越 雅 彦

総 合 博 物 館 長 冨 髙 敏 明

県 立 西 都 原
入 倉 俊 一

考 古 博 物 館 長

埋 蔵 文 化 財
岩 切 隆 志

セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

について、教育長の説明を求めます。

○飛田教育長 おはようございます。教育委員

会でございます。よろしくお願いいたします。

去る３月６日に実施いたしました博物館民家

園にある国指定重要文化財、旧藤田家住宅及び

旧黒木家住宅の保存修理完成披露会には、重松

委員長に御臨席をいただきました。本当にあり

がとうございました。お礼申し上げます。

それでは、28年度当初予算案等について御説

明させていただきます。

お手元の文教警察企業常任委員会資料をお願

いいたします。目次をごらんください。

今回、御審議いただく議案は、議案第１号「平

成28年度宮崎県一般会計予算」など、３件でご

ざいます。また、その他の報告事項といたしま

しては、検定申請中教科用図書の閲覧に関する

調査報告について、報告をさせていただきます。

それでは、資料右側にあります１ページをご

らんください。

教育委員会に係る「平成28年度宮崎県一般会

計予算」、「平成28年度宮崎県立学校実習事業特

別会計予算」並びに「平成28年度宮崎県育英資

金特別会計予算」について、各課室別に一覧に

平成28年３月９日(水)
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いたしております。

平成28年度の当初予算額についてであります

が、表の下から５段目の太線で囲んであります

合計の欄をごらんください。

一般会計の合計は1,072億8,525万9,000円でご

ざいます。

また、下から２段目の太線で囲んであります

合計の欄をごらんください。

特別会計の合計は14億8,391万9,000円であり、

よって、総計は、一番下の欄に記載しておりま

すように、1,087億6,917万8,000円であります。

２つ右の欄になりますが、これは、平成27年

度６月補正後の予算額に対しまして２億2,358

万7,000円の増、率にいたしまして対前年度

比100.2％となっております。

次に、２ページ、３ページをお開きください。

第二次宮崎県教育振興基本計画の施策の体系に

沿いまして、平成28年度の県教育委員会の主な

事業をお示しさせていただきました。資料の上

のほうをごらんください。

昨年９月に改定いたしました第二次宮崎県教

育振興基本計画は、宮崎県総合計画、未来みや

ざき創造プランの分野別施策、人づくりの部門

別計画として位置づけております。この計画は、

５つの施策の目標で構成いたしております。平

成28年度予算でお願いしております関連事業に

つきまして、簡単に説明をさせていただきます。

資料の上のほうに、第二次宮崎県教育振興基

本計画と書いてあります四角枠の下をごらんく

ださい。

まず、施策の目標１、県民総ぐるみによる教

育の推進につきましては、右側の事業名の上か

ら２番目の事業、新規事業「『日本一の読書県』

を目指した総合推進事業」などをお願いいたし

ております。

次に、施策の目標２、社会を生き抜く基盤を

育む教育の推進につきましては、右側の事業名

の上から１番目の事業、新規事業「子どもの学

びを高める“ひむか”の授業づくり推進事業」

などをお願いしております。

次に、施策の目標３、宮崎や日本、世界の将

来を担う人財を育む教育の推進につきましては、

右側の事業名の上から３番目の事業、新規事業

「見る、知る、体験する！高校生の県内企業理

解推進事業」などをお願いしております。

次に、施策の目標４、魅力ある教育を支える

体制や環境の整備・充実につきましては、右側

の事業名の２番目の事業、新規事業「宮崎県育

英資金返還促進・回収強化事業」などをお願い

しております。

次に、施策の目標５、生涯を通じて学び、文

化・スポーツに親しむ社会づくりの推進につき

ましては、右側の事業名の４番目の事業、新規

事業「国体準備スタートアップ事業」などをお

願いしております。

私からの説明は以上でございますが、平成28

年度当初予算における、新規、重点事業の詳細

につきましては、担当課室長から説明をさせて

いただきます。御審議のほど、どうぞよろしく

お願いいたします。

○重松委員長 教育長の概要説明が終了いたし

ました。

引き続き説明をお願いいたしますが、３班に

分けて議案の説明と質疑、その後、総括質疑の

時間を設け、最後に、その他報告事項の説明と

質疑を行うことといたしますので、御協力をお

願いいたします。

また、歳出予算の説明については、重点事業

・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、あわせて

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ
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いても説明をお願いします。

それでは、まず初めに、補正予算関連議案審

査時に当委員会から資料要求をしておりました、

性質別に区分した当初予算の概要と教育事務所

に係る当初予算の概要について、総務課の説明

を求め、引き続き、総務課、財務福利課、学校

政策課の議案に関する説明を求めます。

○大西総務課長 総務課でございます。

それでは、まず、先日の常任委員会におきま

して御指示のありました件について御説明をい

たします。

文教警察企業常任委員会追加資料の１ページ

をごらんください。

初めに、平成28年度教育委員会一般会計歳出

予算の性質別区分についてであります。網かけ

部分をごらんください。

歳出合計1,072億円余のうち、その下になりま

すが、人件費などの義務的経費、これが974億円

余りで、構成比が90.8％となっております。

次に、普通建設事業費などの投資的経費が11

億円余で1.0％、物件費などのその他一般行政経

費、これが87億円余で8.2％となっております。

その他一般行政経費の内訳としまして、物件

費が46億円余でございまして、その主なものは、

県立学校の光熱水費等一般運営費17億円余を初

め、旅費やスポーツ施設、県立学校、文化施設

の管理運営費であります。また、維持補修費９

億円余のうち、県立学校老朽化対策事業が７億

円余、そして、補助費等31億円余のうち、高等

学校等就学支援金が23億円余というふうになっ

ております。

２ページをごらんください。政策的な経費の

主な内容であります。

平成28年度当初予算における教育委員会の新

規事業、改善事業、既定事業につきまして、学

力向上など、10の区分で整理をしたものであり

ます。

１の学力向上関係予算２億4,000万円余から、

以下10の文化の振興関係予算１億8,000万円余ま

で、これを合計いたしますと、政策的な経費と

しましては10億円余ということで計上させてい

ただいております。

３ページをお願いします。

次に、平成28年度教育事務所の業務内容及び

歳出予算についてであります。

教育事務所につきましては、１の業務内容に

ありますとおり、市町村教育委員会に対しまし

て、必要な指導、助言または援助を行うことを

主たる目的とする機関でございます。

本県におきましては、３つの教育事務所を置

きまして、それぞれに総務課と教育推進課とい

うものを設置いたしております。

総務課におきましては、小中学校職員の給与

・旅費支給事務、また、教育推進課におきまし

ては、学校訪問などを中心に、そこに記載して

おりますような種々業務を行っているところで

ございます。

これらの業務を遂行する上で必要な予算とい

たしまして、平成28年度当初予算におきまして

は、２の（１）にあります人件費６億2,923

万9,000円、また、（２）にあります運営費2,074

万6,000円をお願いしております。

その運営費の内訳としましては、庁舎の維持

管理に要する経費679万7,000円、そして、職員

の活動に要する経費としまして1,394万9,000円

でございます。

これらの説明につきましては以上でございま

す。

次に、総務課関係の当初予算につきまして御

説明を申し上げます。
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お手元の歳出予算説明資料、総務課のインデッ

クスのところ、433ページをお願いいたします。

総務課の当初予算額は、一般会計32億5,008

万1,000円を計上いたしております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

435ページをお願いいたします。

上から６段目、（事項）委員報酬の946万8,000

円であります。これは、教育委員５人の報酬で

あります。

次に、中ほどの（目）事務局費の（事項）職

員費の16億552万2,000円であります。これは教

育委員会事務局職員の人件費であります。

次に、下から２段目、（事項）一般運営費

の5,760万4,000円であります。これは、本庁及

び教育事務所の運営に要する経費であります。

次に、436ページをお願いいたします。

下のほうから４段目、（事項）教育広報費

の2,534万9,000円であります。これは、テレビ

教育広報などに要する経費であります。

次に、437ページをお願いいたします。

上から２段目、（事項）教育研修センター費の

２億3,777万円であります。これは、教育研修セ

ンターの管理運営等に要する経費であります。

このうち、説明欄４の教育研修センター施設改

修事業１億4,294万1,000円につきましては、旧

本館の解体工事及び外構工事などに要する経費

であります。

次に、中ほどの（目）社会教育総務費の（事

項）職員費10億6,353万5,000円であります。こ

れは、生涯学習課などの社会教育関係職員の人

件費であります。

次に、その下の（目）保健体育総務費の（事

項）職員費２億4,328万7,000円であります。こ

れは、スポーツ振興課などの保健体育関係職員

の人件費であります。

総務課関係は以上でございます。

○田方財務福利課長 財務福利課関係について

御説明を申し上げます。

同じ資料の歳出予算説明資料、財務福利課の

インデックスのところ、439ページをお願いいた

します。

平成28年度の当初予算としまして、総額86

億6,943万5,000円をお願いしております。

その内訳につきましては、１段下にあります

一般会計が71億8,551万6,000円、ページの中ほ

どにあります特別会計が14億8,391万9,000円で

あります。

以下、その主なものにつきまして御説明をい

たします。

441ページをお願いいたします。

ページの中ほどの（事項）維持管理費につき

まして、11億1,339万8,000円を計上しておりま

す。これは、県立学校の営繕、環境整備、防災

対策等に要する経費でございます。

維持管理費のうち、説明欄の２、（１）の環境

整備費、エレベーター設置に5,130万円を計上し

ております。これは、延岡高校にエレベーター、

渡り廊下及び多目的トイレを設置するものであ

ります。これにより、同校に在籍する障がいの

ある生徒が円滑に学校生活を送ることが可能と

なります。

次に、442ページをお願いいたします。

上から５段目の（事項）育英事業費につきま

して、2,455万3,000円を計上しております。こ

れは、育英資金特別会計の事業に係る経費の繰

出金等であります。

次に、その４段下にあります（事項）教職員

住宅費につきまして、２億748万3,000円を計上

しております。これは、教職員住宅の維持修繕
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に要する経費及び建設費用の償還等に要する経

費であります。

次に、下から２段目、（事項）高等学校等就学

支援事業費につきまして、28億1,251万8,000円

を計上しております。これは、高校生等の教育

費負担軽減のため、授業料相当額の就学支援金

等を支給する経費であります。平成27年度は高

校１年生と２年生が対象でございましたが、平

成28年度は高校３年生までが対象となることか

ら、予算が増額をしております。

次に、443ページをお願いいたします。

一番上の説明欄の１の就学支援金につきまし

ては、保護者等の市町村民税所得割額が※30

万4,000円、年収で申し上げますと、約910万円

程度未満の生徒に対し、授業料相当額を支給す

るものであります。

説明欄の３の奨学のための給付金につきまし

ては、授業料以外の教育費負担を軽減するため

に、低所得世帯の生徒に対し支給するものであ

ります。

説明欄の４の学び直しへの支援につきまして

は、高等学校等を中途退学した者が再び学び直

す場合に、授業料相当額を支給するものであり

ます。

次に、４段下の（事項）教職員福利厚生費に

つきまして、7,030万6,000円を計上しておりま

す。これは、教職員の健康診断やストレスチェッ

ク、各種研修、相談事業などを実施するもので

あります。

次に、（事項）学力向上推進費につきまして、

２億2,982万5,000円を計上しております。これ

は、県立学校の生徒用コンピューター5,058台の

リース費用等でありまして、平成28年度は1,105

台の更新を予定しております。

次に、444ページをお願いいたします。

上から５段目、（事項）一般運営費、高等学校

費につきまして、14億5,087万円を計上しており

ます。これは、高等学校における光熱水費、警

備等各種業務委託及び教材・教具の整備などの

経費であります。

次の（事項）海洋高校実習船費につきまして、

１億9,788万5,000円を計上しております。これ

は、宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」の実習航

海等に要する経費であります。

次に、445ページをお願いいたします。

ページ中ほどの（事項）一般運営費、特別支

援学校につきまして、３億2,461万9,000円を計

上しております。これは、特別支援学校におけ

る光熱水費、警備等各種業務委託及び教材・教

具の整備などの経費であります。

次に、（事項）就学奨励費、特別支援学校につ

きまして、１億7,619万6,000円を計上しており

ます。これは、特別支援学校に在学する児童生

徒の学用品や給食費などの経費を支給するもの

であります。

次に、446ページをお願いいたします。

上から３段目、（事項）学校給食運営管理費に

つきまして、１億4,817万円を計上しております。

これは、特別支援学校等の給食調理業務委託に

要する経費や給食調理施設の整備に要する経費

であります。

次に、一番下の段にあります（事項）文教施

設災害復旧費につきまして、9,270万円を計上し

ております。これは、県立学校施設等の災害復

旧に備えるための経費であります。

一般会計の主な事項につきましては、以上で

ございます。

続きまして、特別会計についてであります。

448ページをお願いいたします。

※59ページに訂正発言あり
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県立学校実習事業特別会計であります。（事項）

高等学校実習費につきまして、２億836万9,000

円を計上しております。これは、農業系の学科

を有する高校７校における農業実習に要する経

費でありまして、生産実習に必要な備品や材料

の購入等に要する経費であります。

次に、449ページをお願いいたします。

育英資金特別会計であります。（事項）育英事

業費につきまして、12億7,555万円を計上してお

ります。これは、高校生及び大学生等への奨学

金の貸し付けや、返還金の収納等の業務を行う

ものであります。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明を申し上げます。

資料がかわりまして、決算特別委員会の指摘

要望事項に係る対応状況と表紙に書かれている

資料をお願いします。10ページをお願いいたし

ます。

10ページの下のほうの四角囲み、15番、「教育

委員会に係る監査結果報告書指摘事項等につい

て、指摘事項等が合計34件と多いことを真摯に

受け止め、学校事務職員等への指導やチェック

体制の見直しを行うなど、再発防止策を徹底す

ること。」との指摘要望事項に係る対応状況につ

いてであります。

学校における財務事務の改善につきましては、

教育委員会事務局職員が直接学校を訪問し、書

類を確認しながら実地指導を行うとともに、事

務長や担当者が出席する会議において、前年度

の監査指摘内容を具体的に説明し、注意を促す

などの取り組みを実施してきたところでありま

す。

近年、監査結果報告書指摘事項が増加傾向に

あることから、今年度は従前の取り組みに加え、

実地指導の強化策として、対象校及び訪問職員

をふやしたほか、校長、事務長が参加する会議

において、チェック体制の見直しを徹底して行

うように指導をいたしました。

さらに、事務処理の際に前例踏襲によらない

ことや過去の監査指摘等の内容確認を行い、今

後、事務処理に生かすように通知したところで

あります。

あわせて、担当者が実務に活用できるよう、

過去５年間で監査指摘が多かった10項目の内容

について、注意点や根拠法令等をまとめたチェッ

クシートを作成し、配付したところであります。

今後も、引き続きさまざまな場面において学

校事務職員等の指導を行い、再発防止に努めて

まいります。

続きまして、11ページをお願いいたします。

11ページの上のほうの四角囲み、16番、「高等

学校地区生徒寮について、寮生が心身ともに健

康で、充実した学校生活を送れるよう、関係機

関と連携して環境整備に取り組むこと。」との指

摘要望事項に係る対応状況についてであります。

地区生徒寮におきましては、事務局職員が寮

を訪問して、施設・運営面の課題等を聞き取る

調査を実施し、寮生の生活環境の改善につなげ

る取り組みを行ってきております。

今年度は、この聞き取り調査を年２回から３

回にふやし、より詳細な実態把握に努め、寮生

の個人空間が十分確保されるような部屋割りや、

食事や入浴時間、病気やけがなどが発生した際

などにおける柔軟な対応などについて、改めて

寮に依頼したところであります。

また、老朽化が進んでいる寮もあることから、

要望も踏まえながら、他の学校施設と同様に、

安全・安心な環境づくりのための改善を行って

いるところであります。

さらに、平成28年２月からは、寮生が寮生活
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について疑問や不安等を感じたとき、寮だけで

なく事務局の職員にも相談できるよう、相談窓

口を設置し、より迅速に対応できる体制を構築

したところであり、今後とも、引き続き関係機

関との連携を図りながら、寮生が気持ちよく過

ごせる環境整備に取り組んでまいります。

説明は以上でございます。

○川越学校政策課長 学校政策課関係の当初予

算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の学校政策課のインデック

スのところ、451ページをお開きください。

学校政策課の当初予算額は、５億6,762万2,000

円を計上しております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

453ページをお開きください。

中ほどの（事項）学力向上推進費１億186

万5,000円であります。このうち、説明欄の１の

新規事業「子どもの学びを高める“ひむか”の

授業づくり推進事業」、２の新規事業「“確かな

学力”を育む高校授業改革推進事業」、５の新規

事業「将来の社会的・職業的自立へ向けた宮崎

県キャリア教育推進事業」につきましては、後

ほど、委員会資料で説明いたします。

８の改善事業「小中一貫・中高連携教育推進

事業」76万円であります。主な取り組みといた

しましては、本県初の連携型中高一貫教育校を

串間市に開設するための準備を進めるものであ

ります。

９の改善事業「新教科『道徳科』の普及・啓

発推進事業」250万円であります。学習指導要領

の一部改定により、新教科として新設される道

徳科について、その趣旨や内容の周知等を図る

ものでございます。

10の新規事業「ホップ・ステップ・世界にジャ

ンプ！～海外留学支援事業～」436万円でありま

す。本県のグローバル化を促進するためには、

将来を担う若者の海外経験が重要でありますの

で、高校生の海外留学を促進する取り組みを行

うものであります。

454ページをお開きください。

中段の（事項）生徒健全育成費7,612万3,000

円にあります３の改善事業「スクールソーシャ

ルワーカー活用事業」と、次の455ページ、上か

ら２つ目の（事項）就職支援活動促進費にあり

ます１の新規事業「見る、知る、体験する！高

校生の県内企業理解推進事業」につきましては、

後ほど委員会資料で説明いたします。

同じページの一番下の（事項）産業教育振興

費1,617万2,000円であります。

456ページをお開きください。

３の新規事業「次世代アグリリーダー育成事

業」1,068万4,000円であります。文部科学省の

事業でありますスーパー・プロフェッショナル

・ハイスクール事業を活用し、農業のトップリ

ーダーの育成に取り組むものであります。

457ページをごらんください。

（事項）学校安全推進費818万2,000円であり

ます。４の改善事業「子どもの未来を守る学校

安全教育推進事業」500万4,000円であります。

防災士などの専門家の活用や地域や関係機関等

と連携した実践研究等を行うことにより、学校

における安全教育や安全管理の充実を図るもの

であります。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

次に、委員会資料によりまして、新規、改善

事業を御説明いたします。

それでは、文教警察企業常任委員会資料の５

ページをごらんください。
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新規事業、「子どもの学びを高める“ひむか”

の授業づくり推進事業」であります。

１の事業目的・背景でありますが、我が国や

県の将来を担う人材を育むためには、子供たち

にしっかりとした学力を身につけさせることが

重要であります。このため、子供たち一人一人

が、わかる、できる授業づくりに向けた取り組

みを進め、確実な学力の向上を目指してまいり

ます。

２の事業の内容でありますが、（１）の学力に

ついて確実な実態把握と分析及び情報提供の推

進では、①にあります県独自の学力テスト、み

やざき小中学校学習状況調査において、対象学

年を拡大します。また、②、③にありますとお

り、調査結果の集計システムの改修や各学校で

学力分析ができるプログラムを開発してまいり

ます。

（２）教職員の意識改革の推進では、①から

④にあります各学校の課題等に柔軟に対応する

支援体制の整備等により、各教科の指導力や学

力向上対策の普及・啓発を図ってまいります。

最後に、（３）の市町村の連携強化の推進では、

県と市町村職員等による学力向上推進委員会を

設置し、課題や効果的な取り組みの共有など、

県と市町村が一体となって学力向上を推進して

まいります。

３の事業費は、1,534万6,000円であります。

４の事業期間は、平成28年度から平成30年度

までの３カ年であります。

５の事業効果でありますが、学力の確実な実

態把握や分析が可能となる調査等の改善や市町

村の教育委員会と一体となって、教職員の意識

改革や支援、指導体制の整備を図ることにより、

児童生徒の学力の確実な向上が期待できると考

えております。

次に、６ページをごらんください。

新規事業、「“確かな学力”を育む高校授業改

革推進事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、急速な

社会の変化に対応するため、生徒には基礎・基

本の確実な定着に加え、課題の本質を捉え、解

決、発信する力が求められております。そこで、

生徒がみずから課題解決に取り組み、その成果

を発信できる力を身につける授業を推進するこ

とで、確かな学力の育成を図ります。

２の事業内容でありますが、まず、（１）学校

が変わるでは、各県立高校が授業改革に取り組

み、校内研修会や公開授業等を実施したり、授

業改革体制づくりの核となる教員の養成を図り

ます。

（２）の教員が変わるでは、教科指導の核と

なる授業改革推進リーダーを任命した公開授業

の実施や、教科別の授業改革に係る研修会等を

実施して、教員の意識や教科指導力の向上を図

る取り組みを行います。

（３）生徒が変わるでは、探求型の学習活動

に取り組む学校が研究成果の発表会を実施した

り、授業改革推進リーダーが講師となり、大学

進学を希望する生徒に対する合同学習会を実施

し、これからの入試に対応できる力を育成しま

す。

３の事業費は、554万円であります。

４の事業期間は、平成28年度から30年度まで

の３カ年であります。

５の事業効果でありますが、各学校、各教科

における授業改革が推進され、主体的・協働的

な学習指導方法が充実することで、確かな学力

を育むための教師の授業力の向上が図られます。

また、探求型学習を通して課題を設定し、他

者と協働し、解決していく力を育成するととも
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に、思考力、判断力、表現力等を育成すること

ができるものと考えております。

次に、７ページをごらんください。

新規事業、「将来の社会的・職業的自立へ向け

た宮崎県キャリア教育推進事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、若者が

働く上でさまざまな課題がある現在、本県の子

供たちが、社会的、職業的自立に向けて、必要

な基盤となる能力や態度を育むことで、将来、

社会の一員として人生を豊かに生き抜き、社会

貢献を果たすことができることを目指すもので

あります。

２の事業内容でありますが、（１）の子どもた

ちが働くうえで必要となる基礎力をつける取組

では、ライフプランナーによる授業を実施し、

自分将来設計をシミュレーションして、将来の

目標を実現する手段を学ばせます。

また、労働局の職員による講習会を行い、労

働基準法など、社会において必要な基礎知識を

身につける取り組みを推進します。

（２）の産学官が連携したキャリア教育の推

進では、まず、産学官代表によるキャリア教育

推進のための会議を開催します。

また、学校と地域社会、企業が一体となって

社会人が講話を行う「よのなか教室」の実施や、

学校や地域や企業が一体となった研修会などを

行い、キャリア教育の推進に取り組みます。さ

らに、キャリア教育の先進モデル地区の取り組

みを全県的に広げてまいります。

３の事業費は、766万8,000円であります。

４の事業期間は、平成28年度から30年度まで

の３カ年であります。

５の事業効果でありますが、キャリア教育を

深めることで、望ましい勤労観、職業観を育成

できるとともに、生徒の進路意識や目的意識が

高まり、学習意欲の向上につながります。

また、学校、家庭、地域社会、企業が連携す

ることで、本県キャリア教育のさらなる充実を

図るとともに、本県の課題でもある若者の県外

流出や早期離職の防止も期待できます。

次に、８ページをごらんください。

改善事業、「スクールソーシャルワーカー活用

事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、児童生

徒のさまざまな問題に対応するため、社会福祉

等の専門的な知識や技術を有するスクールソー

シャルワーカーの役割は大きいものがあります。

本県では、年々、スクールソーシャルワーカ

ーの派遣要請がふえており、現在の配置数では

十分な対応が難しい状況になっておりますので、

スクールソーシャルワーカーの増員とともに、

資質の向上を図ることにより、学校の教育相談

体制の充実を図るものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）にありま

すように、スクールソーシャルワーカーの配置

人数を４名ふやし12名とします。あわせて、総

稼働日数を本年度の800日から約２倍の1,500日

とし、小中学校に加え、高校生の問題にも対応

できる体制をつくります。

また、（２）にありますように、スクールソー

シャルワーカーの資質向上と人材確保のため、

協議会の増加や大学など関係機関との連携を強

化していきます。

３の事業費は、2,026万7,000円であります。

４の事業期間は、平成28年度から30年度まで

の３カ年であります。

５の事業効果でありますが、いじめや不登校

などの諸問題について、ＳＳＷ、スクールソー

シャルワーカーが児童生徒の置かれた環境へ働

きかけたり、関係機関等とのネットワークを活
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用したりすることで、問題の解決につながるこ

とが期待できます。

また、児童生徒が抱える課題は貧困を原因と

するものもあり、貧困問題への対策にもつなが

ることが期待できます。

次に、９ページをごらんください。

新規事業、「見る、知る、体験する！高校生の

県内企業理解推進事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、本県が

活力ある社会を維持していくためには、人口減

少の要因の一つである社会減を防ぐ必要があり

ます。昨年度の本県高卒者の県内就職率は54％

と全国的に見ても低い水準であり、若者の地元

定着が喫緊の課題となっております。

そこで、本事業は、生徒や保護者、教職員に

県内企業の魅力を理解させ、県内就職率の向上

とミスマッチによる早期離職防止を図ることを

目的としております。

２の事業の内容でありますが、（１）では、産

業関係団体と学校をつなぐ就職支援エリアコー

ディネーターを配置し、企業側から学校へ、継

続的かつ積極的に情報発信できるネットワーク

の構築を行います。

（２）では、生徒や保護者、教職員を対象と

した企業見学会や、企業が直接技術指導を行う

外部講師派遣など、県内企業が自社のよさをア

ピールできるシステムを構築するために、産業

関係団体と連携しながら取り組んでまいります。

３の事業費は、2,556万3,000円であります。

４の事業期間は、平成28年度、１年間であり

ます。

５の事業効果でありますが、企業側から学校

への積極的な情報発信により、高校生の県内就

職への関心が高まるとともに、生徒の希望に合

致したインターンシップや企業見学等の県内企

業理解の取り組みを実施することで、県内就職

率の向上と早期離職防止が期待できます。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況の冊子、12ページをお開きください。

⑱の「学力向上のための取組について、全国

学力・学習状況調査の結果を詳細に分析し、学

力向上のための指導体制を整え、第二次宮崎県

教育振興基本計画で掲げられている学力全国上

位を目指した取組を進めること。」との指摘要望

事項に係る対応状況についてであります。

学力向上のための取り組みにつきましては、

これまで、全国学力・学習状況調査やみやざき

小中学校学習状況調査の結果を詳細に分析し、

指導方法の工夫改善に取り組んでまいりました。

具体的には、市町村教育委員会や学校ごとの

平成19年度から27年度までの学力調査の結果が、

全国や県の平均と比較してどのレベルで推移し

ているのか、また、各教科ごとにどの分野に課

題があるのかを明確にして、全市町村で説明会

を開催したところであります。

その際、各学校での学力分析につきましても、

従来行っていた平均による全体の状況把握のみ

でなく、子供たち一人一人の状況変化について

の視点も示すなど、学力向上に向けた学校現場

の意識を高める取り組みを推進してきたところ

であります。

また、教職員の授業力向上を目的として、授

業改善を図るための具体的なポイントを全ての

学校に配布するなど、市町村教育委員会と県教

育委員会が一体となった取り組みの推進に努め

てまいりました。

平成28年度当初予算案におきましては、子供

たちの学力をより詳細に分析するため、みやざ
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き小中学校学習状況調査の対象学年を拡大し、

小学校４年から中３までの全学年の課題等を経

年で把握できるよう、本調査集計システムを改

修するとともに、各市町村や学校の課題に対応

したきめ細かな支援を実施する「市町村支援チ

ーム」を新たに編成するなど、これまでの取り

組みに加え、より一層積極的に学力向上に取り

組んでまいります。

学校政策課は以上でございます。

○田方財務福利課長 １点、訂正をさせていた

だきたいと思います。

私、就学支援金の説明の中で、保護者等の市

町村民税所得割額を30万4,200円と申し上げると

ころ、30万4,000円と申し上げましたので、おわ

びして訂正を申し上げます。

○重松委員長 それでは、議案に関する執行部

の説明が終了しました。質疑はございませんか。

○図師委員 まず、予算説明資料の444ページ、

海洋高校の実習船の費用が計上されておるんで

すが、前年度としますと2,300万円強増額となっ

ておりますが、これは、今年度発生しましたい

じめに関して何か対策をとられたということで

の増額なのか、その増額の理由を教えてくださ

い。

○田方財務福利課長 この実習船の金額がふえ

ておりますのは、実習船自体は、毎年度検査を

実施しております。この検査の中で、定期検査、

第２種中間検査、第３種中間検査というのがあ

るんですけれども、その中間検査の中で、悪い

ところが非常に多いということで、冷凍庫だと

か、そういうところの修理費が多くなっている

ため、この金額がふえているということであり

まして、前年度の事件が起きた後には防犯カメ

ラの増設とかは今年度の予算で実施しておりま

すので、その金額がふえているということでは

ございません。

○図師委員 了解しました。

それでは、委員会資料のほうに移りまして、

６ページの確かな学力を育む高校授業改革推進

事業なんですが、授業改革推進リーダーを任命

しとありますけれども、これは県内で何人ぐら

い任命されて、また、どこの高校に配置されて、

どういう取り組みになるのか、もうちょっと詳

しく教えてください。

○川越学校政策課長 今、委員がおっしゃった

授業改革推進リーダーということですが、これ

につきましては、今まで教科指導力向上支援教

員というのを任命しておりました。その教科指

導力向上支援教員というのは、大学入試の対応

をするために、高校３年生、それと高校２年生

を中心に、夏休み等に教科の指導をするために

指名した先生方ですが、今回、学力向上の意味

をさらに深めまして、新たな課題解決、学習も

できる先生方にしていただくということを願っ

たところであります。

現在、教科指導力向上支援教員が57名任命さ

れております。主に、普通科、普通科系専門学

科の先生方が主でございますが、基本は57名を

中心に、各教科満遍なく、今度も任命をしたい

と考えております。

○図師委員 今の教科向上支援教員さんをその

まま推進リーダーのほうにということで、増員

はないんですね。

○川越学校政策課長 現在のところ、はっきり

と57名というふうに明確にはしておりませんけ

れども、教科の状況に応じて増減というのは出

てきますので、トータル的な部分について、今

のところ検討している状況でございます。

○図師委員 これは個人的な意見ですが、普通

科、普通科系のところに配置されていることが
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多いということなんですが、やはり、今回の学

校の再編計画が表面化しまして、統廃合の対象

となっている学校と、また、そこは普通科がな

く総合学科のところもあろうかと思いますが、

そういうところの学力向上というのはやはり喫

緊の課題であり、市内中心部の普通科高校とい

うのは、もう放っておいてもいい、学力の高い

子たちが集まってくるわけですから、その地域

性を把握して、傾斜配置をされていくというの

が必要かと思いますが、いかがですか。

○川越学校政策課長 ちょっとこの資料自体が

誤解を招くようなところがあって申しわけござ

いません。

教員が変わるというところの事業改革推進リ

ーダーというのは、今さっき私が申し上げまし

た大学進学を目指した教科指導力向上支援教

員57名に関係するところですが、委員がおっ

しゃった部分のところは、どちらかといいます

と、１番の学校が変わる、この中の各学校の授

業改革の核となる教員に対する研修会で、実は、

先ほど言った授業改革推進リーダーというのと

はまた別に、各学校にそういった核となる先生

たちを配置する状況を持っていますので、今おっ

しゃった、普通科だけではない産業系、総合学

科系、そういった学校にも授業改革の核となる

先生たちを置くというような状況を考えており

ます。

○図師委員 繰り返しになりますが、そういう

指導力の高い先生を郡部の小規模校に傾斜配置

されていくと理解してよろしいんですか。

○川越学校政策課長 その点も含めまして、新

たに、産業系も含めて、新しい学力観に根差し

た指導ができる先生たちを研修で育成していく

ということを考えております。

○図師委員 大いに期待しております。

それでは、続けまして、同じ委員会資料の８

ページ、スクールソーシャルワーカー活用事業、

非常に拡充していただいて、その成果も上がっ

てきておるところだと思いますし、一旦、なく

なっておったのがまた再度復活したのかどうか。

要は、事業規模が大きくなっているのもいいし、

人がふえている、活動日数もふえているんです

が、一つは、教育事務所に配置になるというこ

とだと思うんですけれども、このスクールソー

シャルワーカーの方々と意見交換をしたことが

ありまして、やはり学校から教育事務所のほう

になかなか情報が上がってくる体制に一貫性が

ないと。

ある教育事務所では、非常に小中学校との連

携もとれておって、校長先生も協力的なところ

もあるけれども、逆を返すと、協力的でない、

情報が上がってこないところもあるというとこ

ろで、問題を早期解決していくためには早期介

入が必要であって、そういう情報伝達がスムー

ズに行われるような体制整備というのは絶対的

に必要だと思うんですが、各教育事務所に配置

されて、学校との連携をとるための体制整備に

ついては今年度拡充されるところがあるんで

しょうか。

○永山学校支援監 まさしく、このスクールソ

ーシャルワーカーというのは、早期に対応して

こそ意味があることかなと思っているところで

す。

各事務所におきましては、定期的にスクール

ソーシャルワーカーと指導主事との情報を共有

していくという体制も徹底していくように、今

までもやっていましたけれども、そういうとこ

ろをさらに徹底していくということと、各市町

村それから各学校に、このスクールソーシャル

ワーカーのよさなどを周知徹底を図っていくと
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いうところで取り組んでいきたいと思っていま

す。

○図師委員 せっかくの予算拡充ですから、ぜ

ひ風通しがいい体制の整備も含めて拡充を行っ

ていただきたいと思います。

あわせて、公安委員会のほうにもスクールサ

ポーターという制度がありまして、ここのとこ

ろでも話はしたんですが、ぜひ地域の合同協議

会等あるときは、各分野の専門家にも声をかけ

ていただくことと、事件性があるような場合も

ありますので、公安委員会のスクールサポータ

ー、こことの連携もぜひ密にとっていただきた

いと思います。

○永山学校支援監 各生徒指導連絡協議会とか、

そういう会も開催しておりますので、スクール

サポーターの方であるとか、こういうスクール

ソーシャルワーカーも含めていきながら、各関

係機関そして学校が一体となって、そういうと

ころの意識の形成と指導の向上という観点で取

り組んでまいりたいと思っております。

○図師委員 スクールソーシャルワーカー、12

名に拡充になって予算も大きくなっているんで

すが、正直申しまして、この方々が幾ら報酬を

もらえるのか。単純に割ってみますと、16万5,000

円ぐらいなんです。多分、そこからまた差し引

かれる分もあるでしょうから、やはり、現役の

例えば社会福祉士とか、精神保健福祉士とか、

この方々が就職として、職として仕事をするに

は低過ぎるんですね。

ですから、今の現役のスクールソーシャルワ

ーカーの方もＯＢの方が中心ですし、現場から

離れている方にもう１回現場に来ていただく、

それは悪いことではないんですが、できれば、30

代、40代、50代の現役世代がここに配置されて

いくような配慮といいますか、さらなる予算の

拡充というのが必要かと思いますが、今後の見

通しはいかがですか。

○永山学校支援監 まさしくスクールソーシャ

ルワーカーは、今後の方向性においても重要視

されているところであります。

委員がおっしゃいますように、時給単価とい

うことについて、次年度については、1,700円だっ

たものを2,000円というところと、実働稼働数と

いうのを伸ばすということで、そういうところ

も検討はしていったところですけれども、やは

り、人材の育成というところは非常に大事な点

であると考えておりますので、いろんな福祉関

係の部署とか、精神福祉士とか、そういうとこ

ろとも、あるいは大学とも連携をしていきなが

ら、人材の育成という観点から、また今後、検

討していきたいと思っております。

○図師委員 言いたかったのは、もう少し報酬

を上げて、常雇用、パートではなくてというと

ころも今後視野に入れていただきたいと思いま

す。

○井本委員 ５ページの学力なんですけれど、

ここでは学力と書いてあって、次のページでは

確かな学力となっておるんだけれども、学力に

確かな学力と普通の学力というのがあるのか、

それを聞かせてください。

○川越学校政策課長 一般的に学力という定義

が非常に難しいところがございますけれども、

知識、技能をただ習得していく学習力、育てら

れる学習ではなくて、その知識や技能をいろん

な意味で活用していく、そして、思考力や判断

力や表現力を高めていく。そして、やはり最終

的にはみずから進んで学習に取り組む態度、こ

れを含めたものを確かな学力と、文科省も我々

も定義づけております。

一応、３要素というふうに言っております。
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○井本委員 普通の学力とどう違うかと私は

言っているんだけれども。

○川越学校政策課長 一般的に、普通の学力と

いう言い方はあれかもしれませんけれども、基

礎的、基本的な知識、技能の習得を重視した学

力と捉えております。

○井本委員 それじゃいかんと、今までずっと

言ってきたんじゃないの。知的な学習だけ、能

力だけを高めるんじゃいかんってずっと言いっ

放しだったじゃないの。それをまたここで言い

よるわけじゃない。「学力の経済学」でもわかる

ように、そうじゃない。

単に頭だけの知的な教育じゃ、本当の学力に

なっていませんと。忍耐力とか、いろいろあっ

たじゃないですか。非認知能力というものが本

当に大切ですと。そういうものを含めて学力と

言っておるわけだから、確かな学力も普通の学

力も本当はないはずです。私はそう思います。

だから、最初の学力のときも、学力って、こ

れは恐らく知的な能力のことを、あなたが言う

ように考えているんだろうと思うけれども、こ

れじゃ、やっぱりいかんと私はそう思います。

本当に学力といえば、あなたが言うように、確

かな学力、自分で考えて、自分で切り開いてい

く、そういう学力でないと私はいかんと思いま

す。

特に小さいとき、知情意というものが人間に

あるとするなら、若い、小さいときの忍耐力と

か、今言った頑張る力とか、そういうものは、

どちらかというと情の世界です。そういうもの

は、小さいときに醸成したほうがやりやすい。

年をとるにつれて、だんだん情は知に変わって

いって。

もちろん情も知も、「学んで思わざれば罔し思

うて学ばざれば則ち殆し」、これは単に知だけ入

れるんじゃなくて、自分で考えて行動しなかっ

たら暗い道になります、単に自分で考えて知識

を入れなければひとりよがりになりますと、こ

うやって言っておるわけでしょう。結局は、学

問はそこに尽きるわけだと思うんです。

だから、せっかくこの前、「学力の経済学」の

ほうもああやって勉強したわけなんだから、特

に小さいときは知的なそういう能力だけじゃな

くて、情的な頑張る力、そういうものがもっと

醸成されなきゃいかんと思います。どうですか。

○川越学校政策課長 本当に委員がおっしゃる

とおりでございます。

高校生で言っている確かな学力の新しい事業

につきましては、いわゆる知識習得型の学力を

追い求めていた、例えば、大学入試に対応する

ことから、先ほど委員がおっしゃったように、

思考力や表現力、判断力を目指せる授業改革を

推進するための取り組みであります。

ですから、大もとは前も昔もほとんど、根底

の部分では、確かな学力というのは、小学校も

中学校も高校もずっと流れている精神だと、我

々はしっかりと考えております。

○井本委員 気をつけて、心がけて。それだっ

たら、結局、また同じことじゃない。

次に、キャリア教育の件ですが、日向地区が

一応成功したと見ているわけですね。どうなん

ですか。効果としては、数字は上がっているん

ですか。それこそ、しっかりしたエビデンスは

あるんですか。効果がはっきりわかっていない

ものを、またほかのところに広めようとしてい

るんじゃないですか。そこを心配しているんで

す。

○川越学校政策課長 いわゆる日向のキャリア

教育の推進のはっきりしたデータという点につ

きましては、基本、今のところはございません
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が、日向の取り組みそのものが、今まで学校と

社会との段差の部分をしっかりとつなげる役割

をした取り組みを日向の取り組みとしてやって

いるということです。

日向の取り組みの中で、よのなか教室という

のがございます。日向市内の産業界の方々に、

各小学校、中学校、高校に来ていただいて実施

をしていますが、現段階で平成27年度が小学校、

中学校、高校、全て合わせて35件、よのなか教

室を開催しております。26年度が29件というこ

とですので、１年間の中ですが五、六件ふえて

おります。

数字的には、非常に各学校がよのなか教室の

実施についてやっているということです。

○井本委員 それをエビデンスというんじゃな

いんだわ。やっぱり、それがどんな効果をあら

わしたか、子供たちがキャリア教育を学ぶこと

によって、数字的にどういうふうな成功をおさ

めたか、はかるというのはどういうことを言え

ばいいのか、私もわからんけれども、やっぱり、

ぴしっと効果が出ているからこれを広めてとい

うことにならんと、やってみて、また、これは

何だという話になりかねんから、私は言ってお

るわけ。

その辺をぴしっと定めて、そして、そのキャ

リア教育のどこがよかったのかということもあ

るだろうし、もう一回ちょっと考える必要があ

るんじゃないでしょうか。

○日高副委員長 今、井本委員の言われたキャ

リア教育、本当にまだ道半ばって、私はこの委

員会でも相当言ってきたはずなんです。ホップ

・ステップ・ジャンプのまだホップの段階だと。

だから、じっくりいかないと失敗しますってこ

の委員会でも私は言ったと思うんです。いきな

り全県的に広めるということに対する危惧はか

なり感じております。

やっぱり、じわりと広げていかないと、先ほ

ど言ったエビデンスも何もないままで、ただ、

今さっき、よのなか教室の回数を言いました。

手段と目的が違うと思うんです。回数で評価す

るということではいけないと思うんです。まず

は、今やっているところをじわりと広げていく、

こつこつ積み上げていくことが重要だと、私は

正直思っているんですが、それについて、どう

考えているのかお伺いします。

○川越学校政策課長 全県下に広げるというこ

とで、ことしの当初予算の中に入れております

けれども、今、委員がおっしゃったように、一

遍に全県下に広げるという動きではなくて、年

々、徐々に広げていくということを含めた言い

方で、現段階では、今、日向と日南、それから

県北の延岡、このあたりを来年度は徐々にそう

いった方向でつくっていこうという構想を立て

ております。

○日高副委員長 そういった構想でいいんです

が、この間も言いましたけれども、例えば、そ

うであれば、拠点を宮崎市に絶対置かないとい

けないものでもないじゃないですか。その辺か

ら抜本的に、このキャリア教育の推進について

は、成果、評価もしっかりと見ながらやってい

く必要があると思いますので、その辺をもう一

回、新しくやり方を議論してほしいと思います。

○川越学校政策課長 議論、検討していきます

けれども、この前、ちょっとお話ししました基

本は、研修センターにそういう機能を持たせる

といったときの理由の１つに、やはり小中高教

職員の講座、または研修の場という意味もござ

います。それから、キャリア教育全般にわたっ

ての調査研究等を総括的に研修センターが担う

ということがございますし、今後、研修センタ
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ーが学校支援、例えば、学校のニーズにおいた

研修の支援であるとか、先ほど日向の取り組み

を広げるというキャリア教育支援の視点とか、

それから生涯学習もございますけれども、この

３つの支援を１つにまとめた構想を、今、研修

センターの中でつくっているところもございま

す。

そういったところを含めながら、キャリア教

育のあり方も含めて、また検討をしていきたい

と考えております。

○日高副委員長 ですから、研修センターでしょ

う。研修センターっていったら、また、宮崎の

人たちしか来ないじゃないですか。全県的に宮

崎に集まらないといかん。また料金払ってくる

みたいな感じです。

そうであれば、やっぱり発祥したところから

やるべきだと正直思うんです。センター長がか

わるか、かわらんかわかりませんけれど、延岡

から来るのを考えたら、宮崎までわざわざ通勤

してきたら大変です。そこら辺も考えると、日

向が３年やったらいい方向にいったから、全県

的に広めていこうっていう、段階が抜けている

ような感じなんです。結局、センターに行くわ

けでしょう。拠点をつくるわけです。形として

そうあらわれているわけですから、その辺は改

めたほうがいいと思います。

○川越学校政策課長 拠点校っていいますか、

日向だけではなくて宮崎市、それから、延岡市

等９地区の商工会議所等にそういう機能を持た

せていくという考え方がございます。そこを統

括するところの意味合いとして研修センターと

いうところの機能ということで、先ほど御説明

したところでありますけれども、センター長、

誰をどうするのかとか、いろんな問題点もある

と思いますので、ちょっとお時間をいただきな

がら研究をさせていただきたいと思います。

○飛田教育長 担当課長の説明にちょっと補足

をさせていただきますが、キャリア教育という

と何だろうっていうと非常に難しいです。

例えば、それに近い日本語で考えたとき、そ

れを言いかえるのは何だろうと。子供たちが人

生をどう生きていくか、その志を育む、あるい

は社会貢献をどうするか、そういう社会の中で

自分の居場所をつくってしっかりと貢献をする、

そういうことをする教育と言いかえて、大きな

言い方としては間違っていないと思うんです。

そのときに、キャリア教育を推進する意味で

は、家庭教育もしっかりすることが大事です。

学校教育をしっかりすることも大事です。もち

ろん、地域は第３の先生ですから、地域の企業、

地域の方々と一緒にやることも必要です。そう

いう意味で、生涯学習の支援機能とか、キャリ

ア教育の支援機能というのを、当然、研修セン

ターには持たせたいというふうに構想をいたし

ております。

その中の一つとして、今、その部分もやろう

ということで、それが日向であっても、延岡で

あっても、どこでもいいでしょうけれども、家

庭教育とか、学校教育とかなりのリンクをして

いくことが大切だと考えておりますので、今の

形を考えているところでありまして、それは、

教育センターには全県下から教員が研修に参り

ます。それから、生涯学習、社会教育の指導者

研修等も行います。そのときに、いろんな資料

とか、実践例とか、そこの拠点で見ていただく

という便利さはあります。

ですから、そういうことを総合的に考えなが

ら、今はそういう検討をしているところですが、

いろんな考え方がありますので、それが日向で

あったらいかんかということも含めて、担当課
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は今考えているから、また検討しますという答

えを言ったんでしょうけれども、全体像として

キャリア教育をどう推進していくか、いわゆる

産業界と連携したキャリア教育という視点だけ

じゃなくて、そういう意味もございますという

ことを補足をさせていただきます。

○日高副委員長 日向じゃなくても別にいいん

です。

県央、県南、県北とか、うまく調整がとれる

範囲に、ある程度教育事務所に機能を持たせる

かとか、そっちのほうです。

ただ、諸塚付近はないですよね。諸塚の人は、

例えば、近くで日向、延岡に行って、旭化成と

かいろんなところに行って、どうですかとか、

そういったことも、もっと山間部のところに行

けば、しないといかんわけです。

この事業だけじゃないです、ほかのまた違う

ものもあるんですが、機能は、最低でも県北、

県央、県南、県西っていうのは、そこで取り組

んでいる人たちと行政側がいつでもやりとりが

できる拠点っていうのは、私は必要だし、その

部分についても、競争力とか、情報交換もそれ

ぞれができるので、一発ぼんと置くと、それで

終わる可能性があるんです。

そこが心配なもんですから、そういうことを

話しました。済みません。

○重松委員長 関連ございますか。この件はよ

ろしいですか。よろしいですね。

○井本委員 見る、知る、体験するっていうと

ころの県内就職率の向上というところが、えら

い至上命題に言われてるんだけれども、私の勉

強不足かもしれんけれども、これは、県内の就

職率が上がることは、宮崎県の人口がふえるこ

とに本当につながるのかと。

岩手とか、向こうのほうは確かに就職率はい

いんだけれども、じゃ、人口はふえておるのか

という話で。その辺は、そのことは一応わかっ

ていて言っているのか、ちょっとお聞かせ願え

たらと思って。

○川越学校政策課長 県内の就職率ということ

でいろいろ考えると、例えば、地方創生という

視点で今言われているところがあるかもしれま

せんけれども、地域に企業がたくさんあるにも

かかわらず、その地方にどういう企業があるかっ

ていうことをやはり学校側が知らないという状

況があってはならないという意味での取り組み

が一つと、今までは学校側がどうにかして企業

を知るための努力をしていた部分もありますけ

れども、今度は、企業側の方々も自分たちのＰ

Ｒを学校側に言ってもらう。

そうすることによって、全国で一番県内就職

率が低かったということで汚名はあるかもしれ

ませんけれども、そういった視点よりも、県内

に残ってもいいような生徒が県外に行ってし

まっているかもしれない。そういった部分での

地域の企業、または宮崎県内の企業そのものを

企業サイドからアピールをしてもらう、または、

学校側からもしっかりと認識してもらうという

ような、この事業の取り組みであります。

○井本委員 問題は、人口減をとめたいという

のが目的なんでしょう。社会減を。これが目的

じゃないの。本当にそれと関連しているのかと

私は言いたいわけです。

○川越学校政策課長 直接的に人口減につなが

るかどうかっていうことはあるかもしれません

けれども、基本、県内に就職をふやすことで、

人口減の一つの解決の要因にはなるのかと思っ

ています。

○井本委員 いや、証拠はあるわけ。ほかの県

はそうなっているの。
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例えば、就職率が岩手とか、あの辺に行った

とき、えらい高いという話を聞きましたけれど、

本当に人口はぴたっととまっているわけ。調べ

たことはあるの。

○川越学校政策課長 申しわけありません。そ

こまでは検討しておりません。

○井本委員 だから、何のためにやるかという

目的がしっかりせんで、行く先がわからんで、

やるようなもんじゃないですか。

私もそうだけど、この中におる人で、ほとん

どの人が県外に出てから帰ってきた人ばかりだ

と思う。県外に出ていったら悪いという、何か

そのような発想は、私はどうもちょっとおかし

いんじゃないかと昔から思っているんだけど。

○川越学校政策課長 県外に行くことが悪だと

とられるのは、県外に行きたいという生徒たち

にとっても非常に避けるべきだろうと思います。

もう一点、県内の就職に関して、離職をして

いる生徒たちが非常に多いと。この離職につい

ても、これも全国平均の離職率をオーバーして

います。県内に就職している生徒たちがなぜ離

職をしている率が多いのか、そういったことも

含めて、県内の企業を知る、または県内の企業

の方々がしっかりとＰＲしていく。学校現場の

生徒たち、先生たちもつないでいく、そういっ

た就職支援エリアコーディネーターというのは

そういう役目を果たすということで、今回、事

業化を図ったところであります。

○井本委員 能力のある人が県外に出ていって

活躍して、そして、日本をよくするということ

になれば、私はそれでいいんじゃないのかと。

ある意味じゃ、自分の県だけよくしたいとい

うのはエゴイズムだと私は思うんです。自分さ

えよければいいというのと発想は変わらんわけ

です。私はそう思う。

だから、そんな小さなエゴイスティックな考

えじゃなくて、もっと日本がよくなればいいじゃ

ないですかと、こういう発想でどうしてできん

もんかと、私は不思議でしょうがないんだけれ

ど。私はこう思っています。私の考えです。

○中野委員 だから、やっぱり考え方があるん

です。井本先生の広い考え方がね。

ああいう数字が出ると、宮崎県の産業、働く

場所が少ないじゃないかというのが一般的な見

方で、人口減少ということは死ぬ人もおるわけ

で。

だから、昔は、大体、６、４です。６、４が

相場で、本当に焼酎のお湯割りと一緒で６、４

という数字が物すごい宮崎は多い。６、４でき

ておったのが、５、５になって、最下位になっ

たんだから、やっぱり分析をしないといかん。

職場に関係なく、一回県外に出たいとか、都

会に出たいという人は必ずおるわけ。そういう

中で、あの数字だけがぼんと出る前に、県外に

行って、自分の働ける分野がなかったとか、そ

ういう分析を私はしてほしいわけ。

企業なんて要らん人間はとりませんよ。企業

がどういうのがあるか、ないか。そんなに新し

い企業っていうのはふえていないんです。学校

の校長先生、就職担当は知らないというのがお

かしい。周りを見て、いつも企業を回れ、どん

な企業があるかという言葉が、私は不思議でた

まらん。就職するような企業というのは、そん

なにふえていない。ふえているのは、コールセ

ンターとか、ＩＴ関連。製造業なんて、どんど

ん減っていますよ。

だから、しっかり分析してください。そうし

て物を言わないと。何が原因でなったかという

のが、はっきり言えんでしょう。これ、しっか

り分析をしてください。あんたたちの分析が足
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らんの。

○川越学校政策課長 今、おっしゃったように、

確かに県内に自分の好む製造業がないというこ

とで、工業系の生徒たちが結構県外に行ってお

るのは事実です。

就職希望の県外を選んだ理由というので、一

応、アンケートをかつてとったことがあります。

そのデータを見ますと、一つは大企業だからと

いうのが19.4％、希望する職種・業種が宮崎県

にはないので県外に行きたい、それと、給料・

ボーナスが高い、そして、信頼できる人の勧め

があった。こういったものが県外を希望してい

る理由であります。

その中でも、知らずに県外を選んでいる生徒

たちもいるということがありましたので、そう

いった意味では、県内企業と学校をつなぐ役割

の事業を図ったところです。

○中野委員 本当に心配しているのは、ここ10

年で製造業事業所が2,500あったのが1,500に

なっているわけ。俺はそういうのも関係してい

るのかと思いながら、そういう分析をせんとい

かん。

トータル的にもうちょっと分析してください。

そして、やっぱりそういうのを出さないといか

んと思う。

○飛田教育長 私も前、学校政策課長をしてい

ましたので、そのころから中野委員が言われる

ように、いろんな企業を回りましたし、教育長

になっても回ったんですが、全て分析ができて

いるわけじゃないけれども、幾つかのことを、

こんなことが感じられるというお話をしたいと

思います。

今さっき課長が言ったのは、800人、900人、

県立高校生にアンケートをとった結果なんです。

じゃ、大企業だから何で東京に行くのか。大企

業の待遇がいいからか、あるいは、大企業が資

格を取らせてくれるのか、キャリア形成をして

くれるのか。そこまではなかなか詰めていない

と。

それから、データ的なことでいうと、かつて

６、４、お湯割りだったという御指摘がござい

ましたが、今、ここ10年ぐらいは全て五十何％

です。ことし話題になっている直近が54％、そ

の前に低かったのが21年が53.9％というのがあ

るんです。このときは、直接因果関係があるか

どうかわかりませんが、リーマンショックのす

ぐ後なんです。そうすると、ひょっとすると、

これは仮説ですけど、やっぱり待遇等が随分景

気動向によって違ったのかと。

例えば、これによって、井本委員が指摘になっ

たように、幾ら人口がふえるんだとか、幾ら就

職を残すんだという御指摘も確かにあると思う

んですが、現実に、ことしの卒業生が10月末ぐ

らいでいうと、雑駁な数字ですけれども、大体、

県内企業が3,000ぐらい求人を出していたと思う

んですが、実際に県内に希望をしている生徒

は1,600人しかいない。それは、宮崎の子供じゃ

なくて、県外から宮崎にあこがれて来てくれる

子供がおってもいいんでしょうけれど、それで、

県内の企業がどうやって従業員を獲得するかっ

ていうのは、非常に厳しい状況になっている。

一方では、子供の人生を県が誘導していいの

か。その人生で大志を持って外国を相手にしよ

う、それを宮崎に全部残れと誘導しているのは

いいのか。ただ、我々ができることは、少なく

とも宮崎の企業をちゃんと高校の教師、生徒あ

るいは子供たちに知らせて、選択肢の中にきちっ

と入れさせる。それから、企業の方々にも、やっ

ぱりそういう視点でもって高校生にアピールを

しないと、そのよさは伝わりません。
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ばかな話をすれば、３Ｋというのがあって、

きつい、汚い、危険とか言いますが、あれは逆

３Ｋで、かっこいい、稼ぎがあるとか、そうい

うような逆の意味のような、うちは夢を持って

いる、だから感動もありますと社長がインター

ンシップで語るような取り組みをしたときには、

また、子供の人生観も大事にしながら、宮崎の

企業も大事にできる、そんな夢を持ちながら、

教育委員会ができることはそんなことかなと。

商工サイドができることはまた違うと思うんで

すけれども。

そんなことはやっぱり考えながら部下たちに

指示をしてきたところです。

○田口委員 最初から聞こうと思っていたこと

なんですが、私は反対の立場で話をします。

私はこの間もこの件で質問をさせていただい

ておりまして、県内就職、やっぱり全国ワース

トというのはどう見ても、南九州が非常に悪かっ

たわけですが、その対策として、今、いろいろ

教育長からもお話を伺いましたが、そのことで

ちょっと何点か伺います。

産業関係団体と学校をつなぐ就職支援エリア

コーディネーターの配置というのがありますが、

もう既に何人かいらっしゃいますが、これはい

つごろから配置して、今どれぐらいいるのか、

それも増加とかをするのか、そのあたりも教え

てください。

○川越学校政策課長 ことしはちょっと名前が

違いますけれども、就職戦略コーディネーター

を県内９カ所につけております。

今回は人数を減らしましたけれども、各地区

６カ所に就職支援コーディネーターを配置する

ことにしております。

○田口委員 ９カ所から６カ所になったという

ことは、コーディネーターが減ったということ

ですか。

○川越学校政策課長 今回、エリアという言葉

を入れておりますけれども、６カ所のエリアに

就職支援エリアコーディネーターというのを、

企業と学校の両方に精通している人材の方に

なっていただいていますが、今までは、９名の

方々は直接その学校に配置した人たちが企業の

ところと直接かかわるというようなニュアンス

が非常に強かったものを、６カ所のエリアに広

げた形で配置するというような形をとっており

ます。

○田口委員 それで、配置したのはいつごろか

らだったんですか。

○川越学校政策課長 後ほどお答えしたいと思

います。ちょっと時間がかかります。

○田口委員 この間もいろいろ就職に際しての

学校の取り組み等々、商工観光のほうにも伺っ

たんですが、ほとんど高校３年生が対象になっ

ているのが多かったもんですから、３年生じゃ

遅過ぎるんじゃないかと。ある程度方向性が固

まってしまっているのを変えるのは大変なんで、

もうちょっと、１年生や２年生、あるいは中学

生ぐらいのときから、いろんな、そういう接触

を持ったほうがいいということを申し上げたん

ですが、これは、学生のどのあたりを対象にし

ているんですか。

○川越学校政策課長 直接企業とかかわります

ので、３年生は当然でございますけれども、１、

２年生も含めて企業見学であるとか、保護者も

入れて企業見学に行って、１年生、２年生から

幅広く就職の活動の取り組みを行うというよう

な内容でございます。

○田口委員 いろんな事業が３カ年とか事業期

間があるのに、これは28年度だけというのは、

また来年度は新たにということを考えているん
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でしょうか。

○川越学校政策課長 １年という形で捉えざる

を得ないというところが一応あるんですが、就

職エリアコーディネーターは、そのネットワー

クづくりをとにかく１年ですると。データベー

ス化をして学校に置くということを１年間にし

ております。

例えば、来年、就職支援エリアコーディネー

ターが配置できなかった場合のことを想定して

ネットワークづくりをして、データ化して、各

学校にそのデータを、また、更新する場合には

学校の先生方ができるように、この１年間で構

築したいと考えております。

○田口委員 １年間でうまく構築できればいい

んですが。

○川越学校政策課長 先ほど委員がおっしゃい

ました、今回のエリアコーディネーター、一番

最初どこのあたりからかということでしたけれ

ども、就職支援教員、支援というような形で平

成15年から配置しております。

○田口委員 先ほど申し上げました、今のとこ

ろ１年の予定ですから、もうちょっと中学校と

か、大学、専門学校あたりまで広げていただい

て、県内の企業との接点を持ってもらえたらと、

思っているんですが。

実は、私は前に延岡にいるときは講師派遣事

業、俗に言う出前授業の担当をしておったんで

すけれども、工場に来た中学生にいろいろ教え

るんですが、工場の中に入って一番喜んでいた

のは、実は先生なんです。先生が、塀の中で何

をつくっているかわからんけれども、入っていっ

たらすごいもんですなという感じで、ビデオを

撮っていいところは先生が一生懸命ビデオを

撮ったりとか、そういう意味では、先生が子供

たちにいろいろアドバイスする、こんな企業も

あるよというのを本人が直に見るのもいいんで

すけれども、先生がじっくり県内の企業を見る。

例えば、この間、私があるところで教育委員会

で中島鉄工所の話を聞いたときに、島原さんが

こんなものをつくっておるんですと言ったとき

に、そんなものをつくっておるんだと。中に行っ

たことないからわかりませんので。実は、中島

鉄工所って聞いただけで鉄工関係のものをつ

くっているかと思ったら、意外と想定外のもの

をつくっているとか、そういう意味では、ぜひ

先生方も足を運んでいただきたい。

例えば、延岡にもミツワハガネという会社が

あるんですが、これなんか、エアバスの、飛行

機の車軸をつくっているんです。例えば、延岡

でもそんなのをつくっているというのを知って

いる人は、延岡の人でも余りいないんです。今

度、三菱のＭＲＪ、あれの車軸も全部つくって

いますので、そういう意味では、県内にもまだ

ほかにも飛行機関係のをやっている会社があり

ます。そういう意味では、そういうすごい技術

があるけれども、実際はほとんど知られていな

いというのがありますから、そういう接点はぜ

ひともふやしていただきたい。

それと、今は高速道路がつながって自動車関

連の会社もどんどんふえてきていますので、そ

ういうのも名前だけでは何をやっているのかわ

からんというのがいっぱいありますので、そう

いう接点をぜひつくっていただいて、早目に、

県内にもこういういい企業があるんだと、よそ

に行かなくても技術が高くなる会社もいっぱい

ありますので、そういうところをぜひとも接点

をふやしていただきたいと思っております。

先ほど、県外へ行く中に収入というのもあり

ましたけれども、それは、その分、こっちは物

価も安いということを考えればいいわけですの



- 70 -

平成28年３月９日(水)

で、そういう意味で、もうちょっと特に先生と

企業との接点等をふやしていただきたいと。

それから、この間、中島鉄工所の島原さんも

出たんですが、延岡で講演会があって、今話題

になっている大田区のダイヤ精機という、主婦

が突然社長になって一生懸命頑張っているとい

う、諏訪貴子さんという方の講演があって、先

ほど名前が出た水永さん、それから島原さん、

それから延岡の興電舎の社長等々で、後でいろ

いろ意見交換会もあったんですけれども、私は

そのときに諏訪さんのほうにもちょっと質問を

させていただいたんですが、実は大都会にあり

ますけれども、大田区は中小企業ばっかりです

ので、人員確保、従業員確保には非常に苦労し

ていると。その中で、いろんな取り組みを聞い

たんです。

そのときに、私が、今、県内就職率が悪いん

だと、それを何とかならんかと言ったときに、

工場に来て、製品を見るんじゃなくて、実はつ

くっている過程に物すごく子供たちが関心を持

ちましたと。ですから、製品だけを見せるんじゃ

なくて、その過程を見せたら、こんなふうにし

てつくっているんだというのがわかれば、非常

に関心が高まると。

ですから、危険なところはどうしようもなら

ないですけれども、安全が確保できるところで

あれば、ぜひ、企業の皆さんの御理解をいただ

いて、そういうところを見ていただけたらと思っ

ております。これは意見でいいですけれども。

できるだけ接点をふやしていただいて、特に

先生方がどういう企業があるかというのを見て

いただけたらと思いますので、御検討をお願い

します。

○川越学校政策課長 今回のエリアコーディネ

ーター、必ず教員も一緒に行動して、知識を深

めるということは大きな柱にしております。

そういったことも含めまして、今、委員から

おっしゃっていただきましたことを、今後、広

く周知徹底していきたいと思っています。

○中野委員 そういう就職に関して、今、いろ

んな新規事業でまた名前を変えるとか、コーディ

ネーターとか、もう中身は一緒なんです。

例えば、今度、県内で高校生が就職した名簿

一覧ぐらい、今あるんですか。

○川越学校政策課長 学校政策課のほうに一括

集約はしていませんけれども、各学校の進路指

導部の中にはあります。

○中野委員 だから、教育委員会もそういうこ

とは、データベース化とかなんとかいう前に、

エクセルに入れて、金をかけんでも本当にやろ

うと思えばやれるわけです。

それから、今言われたところは、工業クラブ

にはみんな入っています。冊子もあるし。デー

タベース化なんて、スキャンして詰め込めば幾

らでも資料はできる。

だから、今、学校ごとに持っていれば、大体、

同じような学校で、今までつき合いのあるとこ

ろに行きよる。

だから、教育委員会が、言わんとすることが

県内高校に伝わっているかというのを、私は思

うんです。

立派な新事業を立ち上げたというけれど、県

内に製造業は1,500社しかないんだから、そんな

のをまとめる担当がおるとですか。教育委員会

の中で就職に関する担当というのが。

○川越学校政策課長 担当は置いております。

教育委員会のほうで、そういった県内企業の情

報収集を今後も取り組んでいくべきだと考えま

した。

○中野委員 だから、私が言うのは、今ごろ情
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報収集というのはおかしいと。そんなに毎年新

しい企業はないんだから、ここ10年とか、５年

とか。そういう言い方が、もともと私に言わせ

ると、本当、どこまで一生懸命自治体でやると

かっていうのがわからんわけです。

人がかわるか知らないけど、それくらいつく

りなさいよ。県内の企業の1,500社ぐらいの、こ

としはここが何人とったとか、給料がどのくら

いとか、金を入れんでもそれくらいできるわけ。

だから、同じことを毎年言って、何しよるか

とか、いつもそう思ってる。

ぜひ、まず県内高校の就職先の一覧ぐらい、

つくってみたらいいです。

それで、コーディネーターとか、横文字の、

そんな新規事業の名前っていうのは、教育委員

会だけで通じる話よ。私は、格好つけんでいい

から、泥臭いやり方でいいと思う。

○川越学校政策課長 データの集約を、我々を

中心にしながら、各学校でもやっていきたいと

思います。

○中野委員 そんなこと、教育長、そこら辺の

わかり切った企業に行くぐらいになってしまう。

掘り起こしするために。

言うこととデータが全然違う。ベースが。

○飛田教育長 中野委員のおっしゃるとおりだ

と思います。

さっきの高校生にアンケートをとる一方で、

例えば、やってみたら変わるんです。求人票が

いつ出てくるかというようなことを実際に調べ

たんです。そして一覧にしたんです。

そうすると、例えば、７月１日から求人票閲

覧開始なんです。製造業関係の工業高校１校、

全部出せ、それから、商業高校に１校全部出せ

と。求人票はいつ出てきているかというのを調

べさせました。

そうすると、雑駁な数字ですが、県外の企業

は、10月末までに来る企業のうちの解禁の直後

に来ているのが７割以上来ていると。県内は４

割ぐらいしか来ていないとか、いろんなデータ

が、おっしゃったとおり動けば動くほど実像が

見えてくると。

やっぱり考えていますので、今後もさせたい

と思いますし、もう一つ考えたことは、うちサ

イドではだめなんじゃないかと、教育委員会だ

けではだめなんじゃないかということで、高校

の進路指導担当だったのを商工観光労働部の就

職窓口に１人送り込みました。そして、また違っ

た意味で連携をとろうと。

だから、委員がおっしゃるとおり、いろんな

ことをうちも、今までのやり方じゃなくてチャ

レンジをすることは本当に大事だと思っていま

す。

○日高副委員長 先ほども教育長が言ったよう

に、知事部局との連携というのは絶対にこれは

必要で、事、企業については、商工のほうがそ

れだけのつながりは持っておるわけです。

今回、一般質問でもありましたが、知事が企

業も訪問をしていますという答弁があったんで

す。私も訪問をして、県内就職をお願いします

という話もあって、その後に部長さんがフォロ

ーアップをしていますという話もございました。

ということは、予算が違う、縦割りが激しく

てどうにもならん状況を、これを突破しないと

いけないわけです。

そしたら、誰が一番動かないかんかというと、

総務課長がやっぱり中心になって、知事部局等

とはやらないといけないと思うんですけれども、

その辺がちょっと見えないんですけれども。見

える範囲で答弁を。

○大西総務課長 知事部局と教育委員会の交流
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につきましては、今、教育長が答弁されたよう

に、特に教育委員会とかかわりの深い分野、つ

まり、今申し上げたような就職支援ですとか、

あるいはこども政策ですとか、あるいは最近で

は総合政策課、県庁全体の施策を知るというこ

とで、そういったところに、実は教員を交流人

事として派遣をしております。

今後も、その線はできるだけふやしていきた

いし、維持をしていきたいし、一方、知事部局

から教育委員会の交流というものも今ますます

進んでおりますので、今後、今、日高副委員長

がおっしゃったところを肝に銘じて、しっかり

と交流の実が上がるように取り組んでいきたい

と思います。

○日高副委員長 逆に、知事部局に総合政策課

から交流人事をしているというのは、正直、初

めて聞きまして、すごくいいことだと思うんで

す。だけど、見えてこないのが残念だと。

ということは、やっぱりそこのつなぎ役の総

務課長が、この辺はアピールをするべきだと思

うんです。ですから、その辺で壁はないんだと、

教育委員会も一体でやっているんだというとこ

ろを今後とも見せていきながら、予算に反映し

ていってほしい。

特に、この商工のみやざきで働く高校生、県

内就職促進事業と、見る、知る、体験！高校生

県内企業理解推進事業というのは、これはもう

確実にマッチングしたいわけですよね。中身で

いくと、つながっていないといけないはずです

よね。理解して就職を促進するわけですから。

この辺を、ぜひ一体的にやって、知事をも動

かしてやってほしいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

○緒嶋委員 子どもの学びを高める“ひむか”

の事業づくり推進、高校での確かな学力という

のも、やっぱり、小中学校でいかに学力をつけ

て高校につなぐかということが基本じゃないか

と思うんです。高校になってやろうというても、

これは言えば、手おくれと言うとちょっと言葉

が悪いけど、やっぱり問題があると思うんです。

そういう中では、やはり、ここでもいろいろ

集計システムを改修するとか言われましたが、

結果が出たものをどう生かすかということが必

要だと思うんです。

ところが、この前の議会なんかでは、結果は、

教育事務所単位で集計して報告しますとかいう

ことがあったと思うんです。やっぱり、これを

少なくとも市町村あるいは学校には、当然、言

うわけでしょう。やっぱり公表して、みんなが

それぞれの地域がどれだけの学力があるかとい

うのがわからなければ、密室の中で改革すると

いうことは何でも限界があるということ。みん

なに事実を知らせると、そういうことじゃない

と、私は前に進まんと思うんですが、このあた

りをどう考えているか。これは政策ですか。

○永山学校支援監 私は、今度の事業というの

は、まさしく学校現場の子供たちがいかに力を

つけるかということで、市町村教育委員会との

連携強化というところを中心にしていきながら、

一体となって取り組んでいこうという視点で構

築している状況にあります。

子供たちの成績の状況、学校の状況というと

ころの公表につきましては、数字だけを公表す

るのでは、やっぱりいろんな弊害がある。だか

ら、数字だけではなくて、あくまで、どんなと

ころに課題があるのかとかいうところをきちん

と整理した上で、公表する場合には公表してい

く必要があると思います。

今、市町村の教育委員会においても、全国学

力状況調査については、そういう各市町村の課
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題というものを公表予定とか、公表するところ

がふえてきておりますので、そういうところも

含めて、一体となって取り組んでいきたいと思

いますし、やっぱり、実際に学校政策課も研修

センターも、教育事務所が中心になって学校現

場の課題をしっかり把握できる、子供たちの状

況を把握できるということを積極的に取り組ん

でいきたいと思っております。

○緒嶋委員 その中では、私は市町村の教育委

員会の組織体制、人員を含めたそのあたりが、

相当差があると思うんです。小さな町村は、教

育委員会に人的にも張りつけることがなかなか

できない。それが、その市町村の教育の学力に

も関係したらいけないわけですけれども、結果

としては、そういう市町村の教育委員会の取り

組みが、それぞれの学校の施設を含め、運営に

も影響してくるんじゃないかという気がするん

ですけれども、そのあたりの懸念はどう考えて

おりますか。

○永山学校支援監 今回の事業の中にも、市町

村教育委員会等の事務局の方々も含めて、小さ

い規模、大きい規模ということにかかわらず、

連携推進会議というものを構成いたします。そ

して、市町村ごとに支援チームというものをつ

くりまして、どこに行っても支援ができるとい

う体制をしっかり構築して、市町村の取り組み

にも精いっぱい支援していけるような体制にし

ていきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 それと、市町村に先生たちを派遣

しておるのは、何町村ぐらいですか。全市町村

に県教委のほうから職員を派遣しておるわけで

すか。

○大西総務課長 市町村教育委員会には、自治

法の規定に基づく、いわゆる派遣指導主事とい

う形で、今、置いておりまして、今年度がトー

タルで61名になるんですが、９つの市、９の町、

それと１つの村というところに、今、派遣をい

たしております。

○緒嶋委員 それは、それだけでは全市町村に

行っていないと思うんですけれども、そのあた

りの県教委と市町村とのかかわりというのはど

う考えておられるんですか。

○大西総務課長 それぞれの市町村では、それ

ぞれのお考えのもとで派遣要請を我々が受けま

して、検討をし、要請があったものについては

全てお応えする形で派遣をさせていただいてい

るわけなんですけれども、やはり一番大きなネッ

クになっておりますのが、事情をお聞きします

と、給与費負担等につきまして、市町村の財源

持ち出しということになりますので、そのあた

りが少しネックになりまして、設置ができてい

ない町村もございます。

ただ、そういうところにつきましては、それ

ぞれの教育事務所からしっかりとフォローアッ

プをするようにしておりますので、抜かりがな

いような形で全県的に指導を行っているという

状況でございます。

○緒嶋委員 抜かりがないようにって言っても、

やっぱり、そこには課題もあるだろうと思うん

です。

教育というのは、人を育てるというのが一番

将来的にも大切なことだから、そのあたりの熱

意、これは首長の考え方もあると思うんですけ

れども、やっぱり、教育の大切さがわからんよ

うな首長ではおかしいわけですので、そういう

点は、財政のことを言えば何もできんわけです。

やる気があるか、ないかというのが一番であ

りますので、そういう点では、やっぱり、強く

教育委員会からも派遣については必要じゃない

かということを言いながら、学力向上を市町村
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の教育委員会が中心になって県の教育委員会と

も協調しながらやるじゃないと、県の教育委員

会が先導しますということは、格好はいいけど、

市町村がいかに熱意を持って教育行政に当たる

かというのが、やっぱり一番重要ではないかな

という気がするんです。どうですか。

○飛田教育長 市町村の首長さんとお話をする

とき、財源がなければ、役場の職員の席を１つ、

指導主事にかえていただけませんかって、私は

何人かの首長さんとお話をしました。

この事業を考えるに当たっても、そこあたり

の責任体制を明確にしなさいと。２点あるんで

すが、一つは、５ページの（２）の①ですが、

県教育委員会による市町村支援チームの新設、

もう担当を決めて、そこはすべて責任を持てと

いうことをやると。それと、もう一つは、市町

村と県が足並みがそろわないということになる

と、やっぱり市町村教育委員会というのは、役

場と県、その関係ですから、そこを何とかした

いということで、（３）に市町村との連携強化の

推進ということで、足並みをそろえる会議をや

ろうと。指導事項をそろえて一緒にやろうとい

うことを、この事業ではおっしゃるような懸念

を払しょくしたいと思って組み立てさせたとこ

ろです。

○緒嶋委員 特に、皆さん方、それぞれの自分

の働く職場を持っておられるわけですから、や

はり、その場で使命感を持って働かないと、何

でも時間を潰せばいいというようなことじゃな

くて、職場で自分は何をすべきか、何のために

自分がここにおるかということを考えながら職

務に当たるというのが、やっぱり基本だと思う

んです。

そうじゃないと、言われた質問もまともに答

えられないと、的外れなことを言う。何を聞か

れても、私は自分の仕事の範囲内は答えられま

すというぐらいの自負心を持ちながら、私は頑

張ってほしいと。

そりゃ、数字なことは明確にはわからんにし

ても、基本的なことは絶対答えられるんだとい

うのが、私は使命感であるし、責任感だと思っ

ているんです。また、そういう思いで頑張って

ほしいということを、特に思うところでござい

ます。

それと、いろいろ宮崎県で働くのがいいのか、

悪いのかというようなことにもなると言われた

けれど、それは、家庭の問題もあるし、いろい

ろ総合的に子供も判断して、県内にとどまった

ほうがいいのか、県外に自分は行ってもいいの

かという判断は、家庭を含めて、これは全体の

ことだから、どちらがいいというのはなかなか

明確なものは出ないと思います。

ただ、言われたとおり、宮崎県に、働く場所

と子供のニーズに合った職場がどれだけあるか。

やっぱり、石川とか、福井なんかは、90％県内

にとどまるわけです。それぐらい、子供のニー

ズに合った職場もあるし、やはり、教育委員会

と商工関係の連携もうまくいっておるという面

もあるわけで、これは全体で考えながら、子供

の将来については子供だけの責任でもないし、

親だけの責任でもない。やっぱり地域全体の責

任であるし、その地域が衰退することがいいと

思っている人は誰もいないわけですので、そう

いうことを考えて、どうするかというのは、宮

崎県全体の県政の大きな課題です。

一人一人違った思いもあるわけですので、な

かなか難しいと思いますけれども、やはり、今

は人口減少の中で、本当に宮崎県が絶滅危惧種

的になっていいのかということは、それは誰で

も反対ということは変わりないわけですので、
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我々もそういう意味で、政治の立場でどうある

べきかということを考えながら、頑張っていか

ないといかんと思っておるところでございます。

その中で、幾つか聞きたいと思うんですけれ

ども、436ページ、今度はちょっと言葉は悪いで

すけれども、教育長さんもかわられるという提

案がなされたわけですが、政策調整研究という

のがあるわけです。これは、各部に300万円ずつ

配布されておるわけですが、これをどのように、

今、新たな教育長がどう考えておるかわかりま

せんが、どういうふうに今のところ政策調整研

究費を考えておられるんですか。

○大西総務課長 政策調整研究費につきまして

は、先進的な調査研究をするために、年度途中

の突発的な事項等も含めまして、柔軟に対応で

きるように、各部、連絡調整課に配布されてい

るものでございますので、まさに、その教育課

題につきまして、今後１年間のうちに、いろい

ろまた事象が出てくると思いますから、これは

まだ、具体的に今、来年度何にどう充てていく

というのは決めておりませんけれども、効果的

に、効率的にやれるように使っていきたいとい

うふうに考えております。

○緒嶋委員 これは、各部にそれぞれ300万円と

いうのは、定額で大体配分されておると思うの

で。

ただ、少なくとも誰が教育長になろうとも、

教育委員会では、今のところ、こういうのを考

えておるというのもないというのも、ちょっと

おかしいんじゃないかという気もするんじゃけ

れど。そのあたりも何もないわけですか。

○大西総務課長 今年度の例でいきますと、中

室牧子先生の講演会、井本委員にも御出席いた

だきましたけれど、ああいった形で学力向上に

関するような政策について、これは年度当初計

画ができていなかったんですけれども、そういっ

たものに臨機応変に対応するとか、あるいは、

ユネスコの世界無形文化遺産、神楽等について、

今、教育委員会も一生懸命頑張っておるところ

なんですけれども、こういったものについての

補充的な調査研究、先進調査等に充てていくで

すとか、そういったことに使っていくことにな

ろうかと思います。

○緒嶋委員 ぜひ、有効に、将来の教育行政の

ためにも考えていただきたいと思います。

それから、441ページ、学校にエレベーターを

設置する、5,130万円。これは、今後においてエ

レベーターが必要な学校は高校でどのくらいあ

るわけですか。

○田方財務福利課長 今、高校では、普通科高

校に８校、それから、特別支援学校に６校設置

をしております。14校で16基設置をしておりま

す。

まず、特別支援学校につきましては、肢体不

自由の子供たちがいる学校は６校で、ほとんど

整備が終わったということであります。

普通科高校につきましては、今、８校と申し

ますのは、今年度、日南振徳高校につけており

まして、来年度は延岡高校につけます。振徳高

校は工業高校ですけれども、そこにつけており

ます。

それで、設置の方向性なんですけれども、例

えば、入学試験を受けまして、障がいのある子

供が入った場合に、１階で生活ができなくて２

階へ上がらないといけないとか、そういうこと

で、どうしても動線で動きができないというよ

うな生徒が入学した場合には、まず、バリアフ

リーとか、学校の環境を整えるわけですけれど

も、それでも移動が困難である場合には、エレ

ベーターを予算が許す限りは設置をしてきてい
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るということですから、入学を見て、それから、

当座はいろんなことで動けるようにはしますけ

れども、その後に設置を考えていくという方法

で今はやっております。

○緒嶋委員 であれば、今からどれだけ設置が

必要かというのは、明確にはわからないという

ことですか。必要性が今あるところが、まだはっ

きりしていないということですね。

○田方財務福利課長 今は障がいのある生徒さ

んが入られたときに、そういうことで設置をし

ておりますけれども、できましたら、全体とし

ては、あるにこしたことはないと思いますので、

そういう方向性も研究しながら考えていかない

といけないのかと思います。

○緒嶋委員 それは、教育環境の面からも必要

なところにはあったほうがいいわけですので、

努力していただきたいと思います。

442ページ、私、前から生徒寮のことを言って

おったんですが、これは、生徒寮の整備は、大

体、子供さんたち、生徒の学習環境には支障が

ないようには整備は終わっておるわけですか。

設備費なんかは66万5,000円でいいわけですか。

○田方財務福利課長 今、地区生徒寮につきま

しては、360名の定員に304名で84.4％っていう

入寮率になっております。

それで、延岡第二は100％という入寮率になっ

ておりまして、寮としての耐震化とか、そうい

うのはもう心配はありません。ただ、老朽化が

進んでおりますので、老朽化対策を今、校舎等

もやっておりますけれども、その老朽化対策の

中で寮の整備もやっていくということになろう

かと思います。

それと、先ほどの生徒寮の整備費66万5,000円

と申しますのは、これは備品とか、器具が壊れ

たりしたときに買いかえるとかいうこともあり

ますし、この金額でもし足りない場合には、い

ろんな工夫をしながら必要なものは整備をして

いくという方向でやっております。

○重松委員長 緒嶋委員、ちょっといいですか。

時間が今、参りまして、この３課、まだ継続し

たほうがよろしければ、延長してやるほうがい

いのか、まだ、ほかにもたくさんあるのであれ

ば、午後、仕切り直して。

あるのであれば、ここで休憩を入れまして、

また再開を１時から、この課の延長をするとい

うことで。執行部の皆さん、よろしいでしょう

か。

それでは、13時10分から始めたいと思います。

この課は継続でございます。よろしくお願いい

たします。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時６分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

○緒嶋委員 453ページ、ホップ・ステップ・世

界にジャンプ！～海外留学支援事業～、これは

もう少し具体的にどういうことを考えておられ

ますか。

○川越学校政策課長 まずは、各学校に留学支

援担当窓口の設置を考えてます。

この理由は、学校の先生が生徒たちにその情

報をなかなか伝え切れてない。そういった窓口

と担当者を設けるということでの研修会の実施、

それとワールドキャンプｉｎｈｉｎａｔａとい

う形で、高校１、２年生を対象に、30名ほどで

すが、県内在住の留学生とＡＬＴを活用した２

泊３日の英語の研修、キャンプを行う予定です。

それともう一つは、従来、国のほうがやって

おります長期派遣研修で、30万円で３名の助成
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金をもらっております。

それと、短期留学という派遣で10万円を10人

程度で、３プログラムで300万円という形のこの

３つの大きな事業でございます。

○緒嶋委員 具体的に海外に留学する人は、そ

うすると何人ぐらいを考えておられる。

○川越学校政策課長 できるだけ多くというこ

とになりますけれども、実は、平成26年から27

年にまたいで、留学している生徒の数を見ます

と、１年の留学生が２名、そして、短期の留学

生が４名が県立高校の数でございます。

平成27年度になりますと、27年度から今行っ

ている生徒ですが、長期がゼロ名、１人もいま

せん。短期につきましては、７名という形でや

はり六、七名の数しかいってないということで、

そういったところで改善をしたいなと考えてい

るところです。

○緒嶋委員 今、グローバルな世界ということ

であれば、やはり海外に、視野を広げるという

か、そういう若い人を育てるというのは大変重

要なことだと思うので、これはやっぱり支援事

業だから、そこ辺は十分各学校とも連携をとり

ながら、充実したものにしていただきますよう

に強く要望しておきたいと思います。

それと456ページの次世代アグリリーダー育成

事業、農業を企業として発展させなくてはＴＰ

Ｐを含めて宮崎県の今後はないと言われておる

わけですが、これもちょっと内容をお知らせく

ださい。

○川越学校政策課長 この次世代アグリリーダ

ーの中身でございますが、まず、スーパー・プ

ロフェッショナル・ハイスクールという文科省

の指定の学校の取り組みがございます。

これに、現在、高鍋農業高校が申請をしてお

ります。結果は、３月の下旬でないとわからな

いんですけれども、そのスーパー・プロフェッ

ショナル・ハイスクール、実は、これは次世代

農業を担う高度な知識技能、または企業家精神

を身につけるトップリーダーを育成しようとい

う形で、高鍋農業高校が名乗りを上げたところ

でございます。

非常に競争率は厳しいんですけれども、でき

たら申請がうまく通るといいなというのが１点

です。

もう一点は、担い手育成の取り組みとして、

県内の農業高校と大学が連携した実習や共同研

究を行ったり、また高校生を指導者とした農業

体験交流を幼稚園生、小学生あたりを呼んで交

流をさせるというような事業の内容になってお

ります。

○緒嶋委員 このスーパー・ハイスクールは、

ぜひそうなってほしいと思うんですけれど、問

題は今言われたその農大校とか、宮大農学部と

かとの連携をいかに深めていくか、その中で優

秀な農業人を育てるかというのが、スーパー・

ハイスクールという意味で、こうならないと意

味がないというか、そのあたりはどう考えてお

られますか。

○川越学校政策課長 当然、ＳＰＨといいます

けれど、スーパー・プロフェッショナル・ハイ

スクール、宮大、それから農業大学校等の連携

が入っております。それ以外の農業高校におき

ましても、例えば、都城農業高校では、宮大の

獣医学科と連携して、乳牛の雄、雌の産み分け

の研究を行ったり、日南振徳高校では、食品分

野では南九大学の健康栄養学部と連携して、ア

ルコール発酵による研究を行ったりと、農業高

校が大学と連携しながら専門的な知識をさらに

高めるという動きをやってるところでございま

す。
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○緒嶋委員 こういう農業専門の人材育成をす

るということが、宮崎県の産業を定着させる大

きな一つの要素にもなるわけです。

後継者もいないというのが農業分野でも言わ

れておるわけですので、ぜひこのあたりを強力

に進めていただきたいと思いますし、それぞれ

の大学との連携なんかも、それぞれ大学にして

もいろいろとあると思うんですけれど、密にす

ることは重要だと思いますので、強く要望して

おきます。

それともう一つ、これは、457ページの子ども

の未来を守る学校安全教育推進事業、学校安全

教育というのはどういう意味合いがあるわけで

すか。

○川越学校政策課長 まず、防災に関する安全

教育というものを考えております。

まず、高校生の防災リーダー養成というのが

１点です。

これは、高校生に防災士の資格取得の取り組

みの支援をしていくと。具体的に支援は、受験

料とか講座料が高いですけれども、そこの補助

ではなくて、受験をするための交通費等の支援

をするというのが１点でございます。

それと、各学校の先生方に、やはり防災士の

養成をしたいということで、防災教育の指導者

の養成、これが２点目でございます。

それから３点目が、学校を中心とした安全教

育という視点で、今、現在、どこの学校も危機

管理マニュアルを作成しておりますけれども、

見直す視点はないのかどうか、そういった視点

で防災教育アドバイザーの派遣を要請があれば

行くとか。

最後に、推進校、地域実践推進校を指定しま

して、高校の場合だと現在、日向高校、門川高

校、延岡商業、本庄高校、この４校を28年度に

は推進校として指定しまして、取り組んでいき

たいと考えています。

○緒嶋委員 特に、東日本大震災からこちら、

学校安全教育の中で防災士の育成というのは、

宮崎県は特に南海トラフの発生の影響を一番受

けやすい地域でもあり、宮崎県でもかなりの人

が防災士になっておるんですけれど、若い人か

らそういう教育をすることによって、できるだ

け人的な被害を少なくするというのが必要なこ

とだと思いますし、やはり自分の身は自分で守

るというのが大前提であるわけで、学校教育の

中でこれを進めるということは意義があること

だと思いますので、ぜひ、強力に推進事業を本

当に実のあるものにしていただきますようにお

願いしておきます。

○中野委員 私は教育に目覚めてるんですよ。

孫５人を観察しておると、親ってしつけはで

きるけれど、忍耐力などは、家庭と学校が一体

となって、しつけとか学力をあげないといけな

いかなと思って。

やっぱり親というのはみんな、中学校どこに

やるか、高校どこにやるか、大学どこにやるか、

そんなことを考えてます。

私は義務教育は、しっかり教科書の中でどれ

だけ把握したか、テストをしっかり覚えさせるっ

ていうのが基本かなと思って、今、学力にちょっ

とこだわっておるわけだけれど、そういう中で、

ことしかな、学力、全国テストなんかでいろい

ろ議論したと。この監査調書の12ページ、学力

向上のための取組についてという中で、上から

５段、平成19年度から平成27年度までの学力調

査の結果が、全国や県の平均としてどのような

レベルに推移しているのか、また各教科書ごと

にどのような分野に課題があるかを明確に、全

市町村を訪問して、説明会を開催したところで
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すという言い方。これある程度、そういう学力

調査を分析して、課題を把握しているというふ

うにとれるわけですよね。

それで、全国学力テストの結果のいろんな分

析結果がどうかっていうときは、はっきり言っ

て何も資料としては出てなかったですよね、答

えもなかった。

そのときと、これは、ちょっと時差があると

かなと。これを読むと、あれだけ学力テストの

議論をしたときに、何にも分析結果が出てなかっ

たっていうのは、分析してるのに委員会に資料

を提出しなかったのか。

そこのところを説明してくれんですか。

○永山学校支援監 ここに書いてあるものにつ

いては、本当に全国学力調査っていうのは、き

ちんと分析をして活用して意味があると思って

おります。

今回、ここに記載させていただきましたのは、

平成19年度から全国学力調査が始まりましたけ

れども、そのときの状況と、あるいはその27年

度の状況とか、そういうものを各市町村ごとに、

あるいは経年で、全国の平均とどう違いがある

のかっていうところをきちんと資料として学校

政策課のほうで作成いたしまして、各市町村、

それから各市町村の校長会等に説明をして、そ

して自分の学校の状況はどうであるのかってい

うところを具体的に話をした取り組みをしてき

たところであります。

○中野委員 だから、これ全国学力テストの議

論をするときに、私は、そんな説明は、全然聞

いた覚えがないんですよね。

○永山学校支援監 いろんな御意見をいただい

た状況も含めて、その後は資料もきちんとこち

らのほうで作成いたしまして、回ったという状

況、研修等も、意識啓発をしたというところの

状況を書いてあるということでございます。

○中野委員 これは我々と議論した後の話とい

うことですか。

いつ出てきた話。それは指摘をした後ですか。

○永山学校支援監 12月の常任委員会資料等で

御説明させていただいた状況もありますけれど

も、実際にそういうところも受けて、各市町村

も含めた中で説明をさせていただいたというこ

とになります。

○中野委員 それで、この５ページ、資料の新、

子どもの学びを高める“ひむか”の授業づくり

推進事業について、全国テストとは別に、県独

自でやったということ、本当は結果がどうで、

全国テストと県独自の調査でどんな分析の結果、

そごというか、課題が出たかとか、聞きたかっ

たんですけれど、聞いてないんですよ。

それで、小学校４年まで今度入れるのはいい

かなと思うんですけど、この全国テストと県の

テストの分析結果というのは、お互い一つ一つ

を全国と県独自のものを分析した結果について、

何か問題点というのはあったんですか。

○永山学校支援監 本年度実施している状況か

ら考えてみますと、全国の平均が県の場合出ま

せんので、県の平均に関して見た場合、やはり

若干その平均を下回っている学校とか、そうい

うところが課題として見えてきたりとか、もち

ろん成果を上げてるところもあるんですけれど

も、そういうところをきちんとこちらのほうで

把握していきながら、課題の上がってないとこ

ろに対して具体的な支援をしていかないといけ

ないというところで、分析は取り組んでいると

ころであります。

○中野委員 全国テストと県内テスト、単純に

言えば平均点数というのはどうやったんですか。

○永山学校支援監 これは、一概に比較できる
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わけではありませんけれども、平均の状況とし

ては、全国の状況がどうであったか、そして一

つは、６年生が対象として受けているのが全国

学習状況調査です。５年生が受けているのが、

小学校でいいますとその状況です。

実際に、対象の子供は違いますけれども、そ

ういうところも経年で見てみると、例えば小学

校５年生が中学校に行ったときはどうであるの

かとか、そういうのも見れるようになるという

ところで、今回、事業の中でもしっかりと子供

たちの学びの定着の状況を見ていこうと考えて

いるところではあります。

○中野委員 例えば、学年が全国と違ったとし

ても、県内の平均点数というのはどんな状況で

すか。

○永山学校支援監 少々お待ちください。

○中野委員 問題の出し方で違うでしょうから

ね。だけれど、教科書というのは全国、文科省

が指定したものですわね。それで、教職員１万

人おる中で、今ここで議論している教育長の考

えを聞いて、それがどれだけ各学校に浸透する

かなと思うんです。

恐らく教育委員長は、２人ぐらい先生上りが

してるかな、市町村でどういうことをしとるの

か、全く地元にいても見えないんですよ。教職

員の意識改革の推進という中で、今まで全体を

聞いてきて、校長がしっかりそういう意識とい

うか、考え方を持って、徹底しないことには、

こういう事業とかいろいろやったとしても、校

長はやっぱり、勝手にやってるわという話のよ

うな気がしたり、中にはそれはやるよという校

長がおったり、やっぱり私は校長の役割という

のか、校長の話は何にも出てこんかったですよ

ね。

だから、やっぱりいかにこういうことを校長

にまず最初にしっかりするかということを、何

か軍隊的、軍隊的という言葉を使うと悪いのか

な、司令官がいて、各地区が頑張らんことには、

何か、きれいごとを聞いとると。果たして学校

そのものはそういう気持ちでやってるかどうか

というのが、よくわからんのですよね。

○飛田教育長 全く同感です。

市町村教育委員会があって、県教育委員会が

あって、そこの温度を一緒にしないといかんと

いうこと、現場のリーダーである校長に向かっ

て、実はいろんな機会で話してますけど、直接

秋田の校長会で、学校の希望する校長に来ても

らって、研修会をやった後、最後に私がかなり

具体的な数字を上げながら、子供たちに人生の

ハンディーキャップを背負わせたまま、あのと

きの先生たちと接したから、俺たちの人生は壊

れたんじゃないかと、義務教育は大事だという

話をかなり強くしています。ここの学校はどう

いう課題があって、この校長だったらうまくい

くのかというようなことも吟味しながら、今、

人事をやってるとこです。おっしゃるとおりだ

と思います。

○中野委員 それと、さっき出た学校の件、い

い先生とはどういう先生か、定義としては、ク

ラスをかわって、新しいクラスの平均点数、そ

れもしかもいろんな遺伝子的な問題、親の財力

とかあるけど、そういうのをおしなべて平均点

数を上げるのがいい先生、そういういろんな状

況を克服して全体を上げる先生がいるわけです

よ。だから、そういう先生がどれぐらいおるか

ということを把握するための、最終的には学力

テストとか、県内のテストやって、やっぱり担

任ごとのクラスの点数を追いかけられるわけで

すよね。かわったとしても。

本当に一生懸命しようと思っても、子供の成
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績が上がらんという先生もおるわけで、だから

そういう先生もじゃあ担任をどこにするか、小

学校から中学校に受験を控える子供もおるし、

そういう先生を６年担当にするのかとか、異動

についてもやっぱりその先生の単なる客観的な

評価じゃなくして、しっかりとした教え方のデ

ータが出るわけじゃないですか。

いじめにしても学校が荒れとるにしても、私

はやっぱり校長の責任だと思う。そこら辺をこ

れでいくとまた同じようなスーパーティーチャ

ーとか、プロジェクトとか、プロジェクト組ま

んでも学校の校長先生が分析できる話ですよ。

みんな点数結果を比べればね。悪いけれど先生

横にずっと５年とか、10年くらいのその担任し

た学校のデータを追いかけていけばわかるわけ

じゃないですか。だから、少しはそこら辺くら

いまで、そこまでどう書くかというのは難しい

けれど、私はこれ見てると、また何かいろいろ

一般的な研修や講習やらするような感じで見と

るんですけれど。

○永山学校支援監 議員がおっしゃるとおり、

まさしく学校の校長先生の意識っていうのがも

のすごく大きく係る部分があるということで、

この事業をまず推進していく上で、来年度の４

月については、義務教育学校の小学校、中学校

の校長先生に関しましては、まず年度初めに特

設の時間を設けまして、校長先生方の意識と取

り組みということをしっかりと伝えていくとい

うようなところの時間も設定しているところで

ありまして、中身のある学校支援っていうか、

校長先生方のリーダーシップを発揮していきな

がらという観点での取り組みを具体的に展開し

ていきたいと思っております。

○中野委員 やっぱり先生ごとの評価というの

はいろいろあるけれども、まず子供に好かれる

先生もいるし、教え方で点数が上がる先生、い

ろんなチームをつくったって、逆にいい人と悪

い人と一緒にする必要はないわけですよ。

本当、これ宮崎県の教育のためにもうちょっ

とめり張りを、ぜひしてください。

それから、推進リーダーの57名とか、この推

進リーダーが学校によって普通の主任とか、ど

こまでできるとかなと思ったり、みんな先生は

自信持ってやってる中で、たまたま推進リーダ

ーが入ってきて、よそからちょっかいじゃない

けれど、教え方がどうのこうのって言えません。

推進リーダーがどうのこうのとか現実に言えん

でしょう。

ぜひ、そういう学力調査を基本にして、先生

の教え方がうまいか下手か、ちょっとそこら辺、

考えてやってください。

○日高副委員長 学力向上について、12ページ

なんですが、うまく書かれてるなと思うんです

よ。川越課長にしましても、また永山さんにし

ても、本当性格も真面目というのはすごく出て

るなと思うんですよ。本来なら、教員としての

それぞれの教育論も持って、耳にしたところで

はすばらしい先生だっていう評価も周りのほう

から聞こえてくる方だと思うんですね。

するとこれを見て、なかなかこの議場、今の

役柄で個性は出せない部分はあると思うんです

けれど、結局学力っていうのは、学校の先生か

らいろんな教科を教えていただくじゃないです

か。私の経験上、授業でそれがしっかり頭に入っ

て、その授業だけで理解できる能力の持ち主も

いますね。

ところが、そこではまだ理解できずに、家に

帰って予習、復習っていうのの反復っていうも

ので、記憶とか、学力っていうか覚えますよね。

そういったものっていうのは、家庭での過ごし
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方が、学力向上には大きな影響があると思うん

ですが、ここには家庭のことは書かれていない

ので、家庭教育が大事だっていうことの一言で

も入れとけばいいのかなとちょっと思ったとこ

ろがまず一つ。

教育論みたいなのはそれぞれ違うと思う、中

野先生も違えば、井本先生も、いろんな先生も。

私はやっぱりやる気を出させる方法だと思うん

ですね。能力は、人それぞれ千差万別だと思う

んですよ。みんなが100点とれればいいですけれ

ど、それぞれの能力ってあると思うんですね。

その人に合った教育っていうのも出てきますよ

ね。

ちょっと課題を与えてこれ解いてくださいっ

て教えて、これで解き出したらおもしろくなる

んですよ。次に進もうかなってなるというのが

あるから、それをどう誘導してやる気を出させ

るかというのが、教員の役目なのかなって思い

ます。

それと、やはり学力というのは絶対必要な部

分があるし、本当に読み書きがぴしゃっとでき

て、社会人になるためには、ある程度の学力っ

てのは備えておかなくちゃいけないっていうの

と、やはり根気強さっていうのと、社会性を教

養するっていうのは、非常に小学、中学、高校

になったら十分、その辺のことはわかっておく

必要があると思います。

社会に出たらいいことしてても、一回過ちを

犯すともうゼロになる。今回の野球賭博の件も、

実際そうなんですよ。すばらしい人もいるんで

すよ。でも過ち、ちょっとした油断っていうや

つが、ああいう形で、もう人生をだめにしてし

まうんですね。人生自体をもうだめにしてしま

うんですね。

そういったことにならないっていうのを備え

つけさせる宮崎県ならではの教育っていうのは、

私は必要かなと思います。

やっぱりそれが最後には学力向上につながっ

ていくし。

だから、意欲ですね。勉強しようっていう意

欲を出させるっていうとこが、私は必要じゃな

いかなと思うんですが、川越課長、その辺は教

育論としてどう思っているのか。

○川越学校政策課長 学習意欲をいかに上げる

かが、やはり学力をつける一番の入り口であろ

うと思います。

先ほどから確かな学力ということを言ってお

りますけれども、その最後のほうに主体的に、

やはり学力ができるという生徒を育成するとい

う、一番大もとには、今、議員がおっしゃった

ように、いかにモチベーションを上げられる、

学習意欲を高めるかっていうことが、先生たち

の務めであると考えます。

○日高副委員長 そこを頑張ってください。お

願いします。

○川越学校政策課長 はい、わかりました。

○田口委員 県立の高校全てが耐震化100％に

なっているのですが、ここに非構造部材の耐震

改修事業というのがございます。これは何をつ

くってるんでしょうか。

○田方財務福利課長 非構造部材といいますの

は、天井高が６メーター、それと水平投影面積200

平米以上のつり天井のあるものを申します。

それと、体育館でいいますと、例えば水銀灯

がありますけれども、線で下がってるわけです

けれども、そういうのも非構造部材、あるいは

バスケットボールのリングがありますが、その

バスケットボールのリングなんかも非構造部材

ということで、もし地震があったときにそれが

落ちた場合に、避難所となってた場合は危険が
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あるということで、それを非構造部材といって

おります。

○田口委員 そんなのまだたくさんあって、耐

震化率は逆にどれくらいになってるんですか。

○田方財務福利課長 県立学校で例えばつり天

井のあるところっていいますのが、15校15棟あ

ります。

これは、体育館等がほとんどなんですけれど

も、体育館が今で５校ですかね。あとは武道場、

畳の敷いてある柔道とか、剣道をやる武道場が

ほとんどであります。

今年度ですけれども、27年度に五ヶ瀬中等教

育学校の体育館、それから高千穂高校の武道場

を改修をいたしました。これは、天井材が剥離

しまして、新たに設置をしたということになり

ます。

この予算は、28年度の予算でいきますと、高

鍋高校とか、大宮高校、それから宮崎東高校、

日南振徳、都城泉ヶ丘だったと思いますが、こ

の５校について、天井を撤去するという工事を

やって安全を確保するということになります。

あとの武道場につきましては、小規模な工事

で撤去ができますので、学校執行でやれるよう

に、来年度すぐにはいきませんけれども、早い

時期に撤去したいと考えております。

○田口委員 もう一つお願いいたします。

私は定時制高校の関係の役をしてるんですが、

それでいながら知らなかったもんですから

ちょっと教えていただきたいんですが、夜間定

時制高校の夜食費っていうのがありますけれど

も、これはどういう仕組みになっていますか。

○田方財務福利課長 夜間定時制高校の夜食費

と申しますのは、勤労青少年が夜間定時制高校

に通うわけですけれども、夜間に学校に来るも

んですから、夜食を出すということの補助を行

うということになりまして、これは、有職であ

る生徒っていうのが一応条件があるんですけれ

ども、定職についているか、年間90日以上のパ

ート、またはアルバイトしている子供たちに夜

間の夜食費を支給するというのが夜間定時制高

校の夜食費っていうことになります。

○田口委員 高校には給食施設はないですけれ

ど、どこか買ってきたものを出している。

○田方財務福利課長 この場合は、夜食として

は、対象校が宮崎東高校あるいは宮崎工業高校、

都城泉ヶ丘高校、延岡青朋高校、富島高校の５

校なんですけれども、東高校には一応、給食施

設があります。ただ、ほかは、補食給食と申し

まして、パンと牛乳を支給をするという形でやっ

ております。

○田口委員 最初の補正の審議分、60万減額す

るようになってますけども、利用者がかなりへっ

ているのですか。

○田方財務福利課長 27年度で申しますと、41

人に給付しまして金額が52万7,000円程度になっ

ております。

毎年度、大体、これぐらいの人数になります

ことから、予算はその見込みに合わせたという

ことになろうかと思います。

○田口委員 それは希望する人だけに出すんで

すか、それともどういう基準で出せるのかわか

らないんですけれども。

○田方財務福利課長 補助対象者としましては、

高等学校の夜間定時制に在学していること、そ

れと有職であること、仕事を持っているという

ことと、夜食補助を希望する者ということにな

ります。

○重松委員長 そのほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ないようですので、それでは、
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以上で総務課、財務福利課、学校政策課の審査

を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時43分休憩

午後１時44分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

特別支援教育室、教職員課、生涯学習課の審

査を行います。

議案に関する説明を求めます。

○坂元特別支援教育室長 特別支援教育室でご

ざいます。

特別支援教育室の当初予算について御説明申

し上げます。

歳出予算説明資料の特別支援教育室インデッ

クスのところ、459ページをお願いいたします。

予算額は、一般会計１億648万7,000円を計上

しております。

それでは、主なものを御説明いたします。

461ページをお願いいたします。

上から６段目の（事項）特別支援教育振興費

に１億648万7,000円を計上しております。

このうち、説明欄５の「特別支援学校医療的

ケア実施事業」に5,300万5,000円を計上してお

ります。

これは、特別支援学校において常時医療的ケ

アを必要とする児童生徒が、安全で安心な学校

生活を送るために看護師を配置するものでござ

います。

次に、説明欄９の「キャリア教育・就労支援

等の充実事業」に1,111万4,000円を計上してお

ります。

これは、国の委託事業でございますが、障が

いのある生徒の自立と、社会参加を目指したキャ

リア教育と就労支援を充実させる実践的な取り

組みを通して、企業等への就労を支援し、職業

的自立を促進するものでございます。

次に、説明欄10の「県立高等学校生活支援充

実事業」に2,447万2,000円を計上しております。

これは、県立高等学校に在籍する身体に障が

いのある生徒が教育課程を円滑に履修できるよ

う、授業準備等の介助を行う生活支援員を配置

するものでございます。

次に、説明欄11の「支援をつなぐ特別支援教

育エリアサポート充実事業」に192万5,000円を

計上しております。

これは、学校に在籍する障がいのある子供の

多様な学びに対応するため、校内支援体制の充

実とともに、支援をつなぐ一貫した地域支援体

制の構築を図るものでございます。

次に、説明欄12の「スポーツを通じた心のバ

リアフリー推進事業」に594万5,000円を計上し

ております。

これは国の委託事業でありますが、障がいの

ある生徒と、障がいのない生徒が一緒に障がい

者スポーツを行ったり、障がい者アスリートの

体験談を聞いたりすることなど、障がい者スポ

ーツを通じた交流及び共同学習を実施し、お互

いの個性や多様性を認め合える共生社会の形成

に向けた人づくりを行うものでございます。

次に、説明欄13の新規事業「キャリアアップ！

特別支援学校高等部生就労・自立支援事業」

に185万9,000円を計上しておりますが、これに

つきましては、後ほど委員会資料のほうで御説

明させていただきます。

続きまして、説明欄14の改善事業「共に学び

支え合う理解啓発充実事業」に139万3,000円を

計上しております。

これは、次世代を担う高校生を対象に、障が

いに対する理解を深める学習や、障がいのある
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人の交流などを通して、共生社会に向けた人づ

くりを行うとともに、保護者や県民を対象に、

特別支援教育や障がいについての理解啓発のた

めの活動を推進するものでございます。

歳出予算説明書につきましては、以上でござ

います。

続きまして、別冊委員会資料により御説明を

申し上げます。

委員会資料の10ページをお願いいたします。

新規事業、「キャリアアップ！特別支援学校高

等部生就労・自立支援事業」です。

１の事業の目的、背景をごらんください。

特別支援学校高等部において、就労につなが

る意欲や技術を育成する本県独自の技能検定で

ある特別支援学校流通サービスチャレンジ検定

の実施や、セミナー等の実施、企業等への就労

に向けた理解啓発を強化することで、特別支援

学校高等部制の就職率の向上と、自立支援を図

ることを目的としております。

次に、２の事業の内容ですが、まず（１）の

特別支援学校における自立支援体制の充実とい

たしまして、清掃業務のメンテナンス、接客業

務の喫茶サービス、文書の配送準備業務の事務

サービス、商品等の点検・補充業務の商品管理

の４つのチャレンジ検定を特別支援学校を会場

に、県内４カ所で行いますとともに、担当教諭

を対象に作業学習指導者養成研修を実施いたし

ます。

このチャレンジ検定でスキルアップを図る４

つの技能は、どの職場でも求められる職業スキ

ルの基礎力になると考えております。

また、キラリ！自分発見、夢実現セミナーで

は、特別支援学校の卒業生等を招き、仕事と余

暇について講演会を年１回、全特別支援学校13

校で実施いたします。

次に、（２）企業等への理解啓発といたしまし

て、特別支援学校自立支援推進員の配置を５校

５名で継続し、職業開拓や就労、離職防止、生

活に係る相談を実施いたします。

また、企業のための学校見学会では、企業関

係者に学校に来ていただき、技能検定や作業学

習の見学会を全特別支援学校13校で年１回実施

いたしまして、特別支援学校の取り組みを広く

知っていただき、雇用に結びつけてまいりたい

と考えております。

さらに、チャレンジ検定啓発プロジェクトと

いたしまして、毎年、県工業会が主催します、

みやざきテクノフェアに参加して、チャレンジ

検定上位者の生徒による清掃や接客などのデモ

ンストレーションを、また作業学習で製作した

作品を複数の支援学校が協力しながら、コラボ

展示や販売を行ってまいりたいと考えておりま

す。

３の事業は、185万9,000円を計上しておりま

す。

４の事業期間は、平成28年度から30年度まで

の３年間でございます。この事業効果は、障が

いのある多くの生徒が検定等を通して技術を身

につけ、意欲を高め、一般就労することにより

働く喜びや余暇の楽しみを実感し、生活の質を

向上させることができると考えております。

説明は以上であります。よろしくお願い申し

上げます。

○西田教職員課長 教職員課関係について御説

明いたします。

平成28年度歳出予算説明資料の教職員課のイ

ンデックスのところ、463ページをお開きくださ

い。

一般会計939億915万1,000円をお願いしており

ます。
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以下、主なものについて御説明いたします。

１枚おめくりいただきまして、465ページをお

願いいたします。

まず、上から５段目の（事項）教職員人事費

でありますが、10億7,772万2,000円を計上して

おります。

説明の欄をごらんください。

１ の教 職 員 人事 管 理 に要 す る 経費 と し

て、2,181万7,000円を計上しております。

これは、教職員の採用試験や職員表彰、資質

向上等に必要な経費であります。

内訳の（３）になりますが「やる気、元気、

自ら学び続ける教職員のキャリア形成推進事業」

は、教職員みずからがキャリアデザインを描き

ながら、主体的に資質向上を図るための取り組

みなどを推進することにより、学び続ける教職

員の育成を目指す事業であります。

次に、２の学校非常勤職員、賃金職員、学校

医等の配置に要する経費に、10億5,590万5,000

円を計上しております。

これは、非常勤職員及び講師、賃金職員、学

校医等の配置に必要となる報酬や賃金等の経費

であります。

１枚おめくりいただきまして、466ページをご

らんください。

一番上の（事項）退職手当費についてであり

ます。

説明欄でありますが、退職手当に要する経費

といたしまして、85億3,435万1,000円を計上し

ております。

次に、学校種ごとの教職員の職員費及び旅費

についてであります。

まず、中ほどの小学校費でありますが、（事項）

職員費に、344億5,197万9,000円を計上しており

ます。これは、教職員の給料や職員手当等及び

共済費であります。また、その下の段の（事項）

旅費に１億4,668万円を計上しております。

次のページに移りまして、467ページをごらん

ください。

同様に、中学校費でありますが、上から３段

目の（事項）職員費に231億5,939万円を、（事項）

旅費に１億4,934万4,000円を、中ほどの高等学

校費でありますが、（事項）職員費に181億3,633

万7,000円を、（事項）旅費に１億8,485万6,000

円を、一番下の特別支援学校費につきましては、

１枚おめくりいただきまして、468ページになり

ますが、上から２番目の（事項）職員費に80億580

万6,000円を、（事項）旅費に5,389万6,000円を

計上しております。

教職員課は以上でございます。

○恵利生涯学習課長 生涯学習課関係の予算に

ついて御説明をいたします。

歳出予算説明資料の生涯学習課インデックス

のところをお開きください。ページは469ページ

でございます。

一般会計予算で５億4,379万6,000円を計上し

ております。

主なものにつきまして御説明をいたします。

ページをおめくりください。471ページでござ

います。

まず、中ほどの（事項）成人青少年教育費

に9,726万5,000円を計上しております。

その下の説明の欄にあります、５、新規事業

「みんなで育てるみやざきっ子推進事業」、説明

の６、新規事業「「日本一の読書県」を目指した

総合推進事業」につきましては、後ほど委員会

資料にて御説明をいたします。

次に、１つ下の段、（事項）家庭用教育振興費

に175万8,000円を計上しております。

これは、説明の１、新規事業「みやざき家庭
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教育サポートプログラム普及事業」におきまし

て、家庭教育支援の機運を醸成するとともに、

みやざき家庭教育サポートプログラムの普及に

より、家庭教育を支える人財の養成を行うこと

で、子供が伸びやかに育つ環境の整備を進める

ものであります。

続きまして、次のページ、472ページをお開き

ください。

上から４段目、（事項）図書館費に7,540万4,000

円を計上しております。

これは、県立図書館の光熱水費や設備の保守

管理委託費など、維持管理に要する経費でござ

います。

続きまして、２つ下の段、（事項）奉仕活動推

進費に１億487万3,000円を計上しております。

主なものとしまして、その下の説明の１、「県

民の読書を支える図書館づくり事業」につきま

して、4,184万9,000円を計上しております。

これは、県立図書館の利便性を向上し、知の

拠点としての蔵書を充実させることで、全県的

な読書環境の向上を図るものでございます。

また、説明の２、奉仕活動費につきまし

て、5,739万5,000円を計上しております。

これは、主に、図書の貸し出し、返却、整理

など、館内サービス等に要するコンピューター

システムの保守・リース代や、図書館カウンタ

ースタッフ等の人件費などであります。

次に、説明８、改善事業「未来へつなぐみや

ざきの神話・民話継承人財育成事業」につきま

して104万円を計上しております。

これは、地域に伝わる神話・民話などの継承

活動の担い手となる語り部を養成し、その活動

を支援することで、みやざき学・地元学として

の神話・民話の普及・啓発を図り、その継承に

資するものであります。

次のページをごらんください。

上から３段目、（事項）美術館費に１億6,486

万5,000円を計上しております。これは、県立美

術館の光熱水費や設備の保守管理委託費など、

維持管理に要する経費であります。

続きまして、２つ下の段、（事項）美術館普及

活動事業費に7,359万1,000円を計上しておりま

す。主なものとしましては、その下の説明の３、

特別展費につきまして、3,162万5,000円を計上

しております。これは、県民の皆様に、質の高

い、多様な芸術作品に親しんでいただくことを

目的として開催するものでありまして、平成28

年度は３回の特別展を計画しております。

次に、説明９、新規事業「旅する美術館・み

んなでアート（タビビ）事業」につきまして、247

万8,000円を計上しております。これは、中山間

地域の公的施設におきまして、県立美術館所蔵

の国内外の名品及び各地域ゆかりの作品の展示

や創作活動を行いまして、地域文化の活性化に

寄与するものでございます。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

次に、新規・改善事業につきまして説明いた

します。

常任委員会資料の11ページをお開きください。

新規事業、「みんなで育てるみやざきっ子推進

事業」でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、地域社

会や家庭における教育力の低下の懸念の声があ

る中で、学校、地域、家庭が相互に連携し、地

域全体で子供を育てる必要性が一層高まってお

ります。

そこで、学校を核として地域力強化のための

体制整備、それらの取り組みを担う人財の育成

を一体的に行うことで、県民全体で子育てを支
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援する地域づくりを目指すものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）は、これ

まで実施してきました学校支援地域本部・放課

後子ども教室に加え、土曜日の教育支援体制等

構築事業を導入しまして、地域全体で学びを支

援する体制整備を平日から週末等まで拡充いた

します。

（２）は、子どもの学びの支援を円滑に行う

ための人財を育成するものです。学校と地域、

企業等との連携を強化するために、アシスト企

業連絡会や県民総ぐるみ教育推進研修会、コー

ディネーター等研修会を実施します。

また、地域の教育力を向上させるために、県

教育委員会教育長の表彰や実践研究交流会等を

実施します。

３の事業費でありますが、5,441万8,000円を

計上しております。

４の事業期間につきましては、平成28年度か

ら平成30年度までの３カ年であります。

５の事業効果でありますが、子供の学びを支

援する体制を整備することで、地域一体となっ

て子供を健やかに育てることができるとともに、

県民の生きがいづくりにもつながることができ

るものであります。また、教育支援を行う地域

人財の育成を図ることで、地域の教育力の向上

につながるものであります。

次のページ、12ページをお願いいたします。

新規事業「「日本一の読書県」を目指した総合

推進事業」でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、読書は、

知識を得たり、心を耕したり、社会を生き抜く

力を養ったりする上で大変重要であり、本事業

は、子供から大人まで生涯にわたって読書に親

しむ環境づくりを推進するものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）は、本や

読書の魅力をさらに深めていくために、ブック

フェアの開催や、県民からアイデアを募り、県

民の皆様が実施主体となる提案型モデル事業を

実施するものであります。

（２）は、学校や地域での読書活動の充実を

図るためには、その推進役となる方々の専門性

を高めることが必要ですので、各学校の図書担

当職員や、公立図書館職員の研修を充実してま

いります。

（３）は、県民が気軽に図書館の本を利用で

きるよう、新たな図書流通システムを導入する

ものであります。

隣のページの上の図の右下にあります四角囲

みをごらんください。

新しい図書流通システムでは、利用者のニー

ズに素早く対応するため、本の発送を毎日行う

ことにより、利用者に届くまで、最長10日ほど

かかっていたものが、依頼日の２日後には最寄

りの図書館に届くことになります。また、宅配

サービスも実施します。

次に、下の図をごらんください。

図書館未設置自治体等へのサービスのさらな

る充実を図るために、長年にわたり実施してお

りました移動図書館車「やまびこ」による配送

から、民間業者を利用した新しい配送方法へと

見直しを行うものです。

年３回、１カ所１回当たり500冊程度の本を、

公民館図書室や僻地の学校等に送付します。４

カ月間は、学校等が自由に本を活用することが

でき、４カ月たつと、新たな500冊の本と入れか

えを行いますので、年間1,500冊の本が学校等に

配送されることになります。

この方法により、これまで年３回の巡回で、

児童生徒１人当たり１回に３冊程度しか借りる

ことはできず、運ぶ時間も限られていたものが、
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じっくりと本を選び、多くの本に触れることが

可能となります。また、これまで以上に県立図

書館職員が市町村図書室などへ専門的な支援を

行うこととなります。

３の事業費でありますが、3,295万5,000円を

計上しております。

４の事業期間につきましては、平成28年度で

あります。

５の事業効果でありますが、県民の読書に親

しむ機運の醸成が図られ、学校や地域における

読書活動の充実が図られる、さらに、県立図書

館の本が利用しやすい環境が整備されることに

より、県民の読書活動の推進が図られるといっ

た効果があると考えております。

生涯学習課関係の説明は以上でございます。

○重松委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。質疑はございませんか。

○図師委員 まずは、この説明資料の中に関す

ることなんですが、例えば461ページの特別支援

教室の振興に要する経費の中で、12番、スポー

ツを通じた心のバリアフリー推進事業とあるん

ですが、事業内容はほぼ固まってるんでしょう

けれども、実は私は昨年、障がい者スポーツ指

導員の免許を取りまして、そのときに特別支援

学校の先生たちがいっぱい取りに来られてたん

です。今、始まったことじゃなくて、多分、特

別支援学校の先生たちは意識的に能動的にその

資格を取られてるんだろうと思うんですが、御

存じのとおり３日間ほぼ缶詰で、週末を使った

講習会です。

私たちは自腹でいいんですが、先生たちはで

きれば受講料の一部負担とか、そこに通うため

の交通費とか、この議案書の中で言うと、その

次の教職員課にもあったんですが、468ページの

特別支援学校職員の旅費とかいうのがあるんで

すが、こういうものにそこまで拡大して何か支

えてやると、さらに先生方も負担が軽減できる

し、何よりも、一般質問でもお話しましたが、

障がい者スポーツの醸成が全く県はおくれてま

して、12ある競技種目のうち、団体競技は特に

５種目はまだチームすらできていないという状

況で、これをつくっていくためには、もちろん

特別支援学校の先生たちが中核になっていくの

は間違いありませんので、ぜひそのあたり手助

けしてやるといいがなと思うんですが、既にさ

れてる内容もあるかもしれませんが。

そのあたりいかがでしょうか。

○坂元特別支援教育室長 私も特別支援学校の

先生方が、いわゆる３日間、指導者の研修の初

級だったか、それを受けてる状況をよく把握し

ております。

本来ならばといいましょうか、余裕があれば、

そういう助成というのも考えなければならない

と思ってますが、ちょっと今の時点では、そこ

まで予算化ができていない状況であります。

ただ、この心のバリアフリー推進事業、非常

に好評でございまして、昨年度、単年度で国の

予算を取りまして、ことしもまた手を挙げてい

るところなんですが、ちなみに実績のほうを御

報告いたしますと、特別支援学校と高等学校、

全部で10回やったんですけれど、32校で特別支

援学校の高等部の子供たち、生徒と高等学校の

生徒1,459名が参加しました。

その中で、特にパラリンピア、特にメダリス

トの方も４名来ていただきまして、そういう方

と体験談を話し、その後で交流もする。あくま

でも競技力向上というよりも、共生社会の人づ

くりということでありましたので、そういう意

味では非常にいい成果があらわれてきているな

と思っております。
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今後は、議員御指摘のとこあたりも研究させ

ていただければありがたいなと思っています。

○図師委員 実は、私は、先日もパラリンピッ

クの選手発掘のためのデモンストレーション、

何競技かやられてましたよね。せいりゅうのほ

うでボッチャがありましたのでそこにも行って

きたので、やっぱりそこにも先生方が本当、ボ

ランティアでどんどん入られていると。

ただ、残念ながら当事者というか、障がい者

の方々がやはり呼びかけが少なかったのか、10

人程度しか来られてなかったんですよ。もっと

もっと、ボッチャは特に最重症の障がい者でも

できるスポーツですので、大いに呼びかけていっ

てもらうためにも、やはり先生たちが核になっ

てほしいですし、今度は教職員課のさっきの続

きなんですが、この交通費、旅費の規程で、そ

ういう講習会とか行くのに、支給っていうのは

完全に無理なんですか。

○西田教職員課長 今おっしゃった部分で、中

身によって違うんですが、教育活動目的で校長

が認める場合は、それで旅費として認めるとい

うような形になっております。

○図師委員 教育長いかがですか、そこらあた

り、校長先生は。

○飛田教育長 本当に大事に頑張っていただい

ているっていうのは、私も実感してまして、実

は東京であった全国障害者スポーツ大会、私も

自費で行って、会場で応援をした。なぜ行った

かというと、特別支援学校の先生たちが本当に

一緒にやっていただいておる。それから、教育

長として考えたときは、服務の整理なんかもや

れるところはやろうと。お金が伴うところは一

気にはやれないけれど、やっぱりそういう意識

はしていきたい。一方では国体の強化とのこと

もありますし、ただ、本当に一生懸命やってい

ただいている方々にどうやれるかということは

模索すべきだと思いますし、今もやっていると

ころです。

ただ、すぐ予算化ができるかとか、どこまで

拡大できるかっていうことは、なかなか答えに

くいところもありますが、そういう問題意識は

持ち続けておりますし、これからも持っていく

べきだと思っています。

○図師委員 最後にしますが、特別支援学校の

先生に限らずでしょうが、特に私と一緒に講習

会を受けた先生方はすごく問題意識のレベルも

高くて、僕たちはずっと特別支援学校の教諭を

続けますと、もう普通学校に回るつもりはあり

ません。それがかなうかどうか別にして、そう

いう気持ちの強い先生方がたくさんいらっしゃ

いましたので、であればなおのこと、その障が

い者スポーツの育成も兼ねて、ぜひ専門的な技

能を身につけてほしいなと。審判のその能力も

含めて、ぜひ何らかの形で支援策をまた拡大で

きれば、この予算の中でもはめ込んでいってほ

しいなと思いました。

あともう一つ。もう一点は、この新規事業、

委員会資料の11ページですが、みんなで育てる

みやざきっ子推進事業、これすばらしいと思う

んですけれども、やはり問題となるのはこの事

業を支える人財育成っていうところで、既にそ

の人財もある程度ターゲットを絞ってお声かけ

されていくんだろうなと思うんですが、私が思っ

たのは、今活動が頭打ちになっています総合型

地域スポーツクラブの方々、このスタッフの方

々も、名前は総合型のスポーツクラブですけれ

ども、その活動内容は文科系の、もしくは教育

指導というところもできるような大綱になって

ますので、この事業を回す上での一つの人財確

保の策として、その総合型地域スポーツクラブ
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にも参加をどんどん促されたらどうかと思うん

ですが、いかがでしょうか。

○恵利生涯学習課長 ありがとうございます。

子どもの学びの支援を円滑にするための人財

育成ということで、さまざまなここに書かれて

おりますような企業さんだとか、地域の団体さ

んに広くお声かけをしながら、その学びの支援

をしていただいております。

先ほども横の連携というお話を、一つアイデ

アとしていただきましたので、そういうスポー

ツと団体との連携もまた検討の一つに考えてい

きたいと考えております。

○図師委員 ありがとうございます。ぜひよろ

しくお願いいたします。

○中野委員 466ページ、これは先生の退職手当

かなと。大体、１人幾らくらいで積算されてい

るんですか。

○西田教職員課長 定年退職が2,300万くらい、

１人が大体そういう金額です。

○中野委員 勤務は40年ぐらいですか。

○西田教職員課長 22歳でして、60で定年です

ので、勤続38年くらいですか。

○中野委員 467ページ、これはどうなってるん

ですかね。

高校、教職員の人件費でこの10分の10とか、

３分の１とか、これどう見ればいいですかね。

○西田教職員課長 義務教育の小中学校と特別

支援の小学・中学部は、義務教育費の国庫負担

金が３分の１出ます。そういう形で県立の高校

は、全部県費ですけれども、一般財源ですけれ

ども、あとの義務教育には３分の１の国庫負担

金が出るという形で、このような数字になって

おります。

○中野委員 10分の10とは何ですか。

○西田教職員課長 10分の10というのは、高等

学校の公立学校授業不料徴収交付金のことです。

それが10分の10という形になっています。

これが授業料に反映してくるという形になっ

ております。

○中野委員 ちょっとあわせて聞きたいんだけ

れど、高校生の授業料っていうのは、今。

○西田教職員課長 以前、高校の授業無償化が

ありました。そのときには、国庫支出金が入っ

てくるんですけれども、現在は、それが段階的

に解消されまして910万以上の人からは授業料を

徴収するようになったと。それで、状況として

その分のお金を県立学校の人件費に入れていい

ということで入ってるということになります。

○中野委員 それでちょっとクレームだけれ

ど、472ページ、この奉仕活動費、何で奉仕活動

にこんな金が要るのかなと思ったら、この中身

は管理費ですよね。リース料とか、何でそんな

に表記するんですか。見てもわからん。

○福田県立図書館長 委員がおっしゃるように、

奉仕活動というのは、ボランティア的な意味合

いに聞こえるかもしれませんけれども、幾分、

業界用語的なところがありまして、図書を貸し

出す者を奉仕相談員とか、奉仕活動という言い

方をしておりまして、英語で言うとライブラリ

ーサービスということを図書館奉仕という訳を

してやってるようなところがありまして、従来

からこの形が図書館の業界では、奉仕活動ある

いは奉仕相談員という言葉を使っております。

○中野委員 要は、ボランティアじゃないとい

うことか。

○福田県立図書館長 ボランティアではなくて、

カウンターで本の貸し出しをしている非常勤職

員が、奉仕相談員さんといいますので、ちゃん

と報酬を払って働いてもらっています。

○中野委員 パソコン代とか、そんなのが入っ
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てるんだろう。

○福田県立図書館長 事項名として、奉仕活動

費というふうになってるんですけれど、中身は、

今言いました非常勤の職員の報酬であるとか、

図書館自体の本の管理、貸し出しを管理してい

るコンピューターシステム、これも奉仕活動費

という事項の中に入っております。

○中野委員 こういうものは、そういう専門用

語は、何回説明聞いてもようわからんけれど、

もうちょっとわかりやすく表記したほうがいい

んじゃないですか。これ1,700万円。我々奉仕と

いうのは、ボランティアしか頭にないもんで。

それともう一つ。最後に、この日本一の読書

県、聞こえは大きいけれど、今は新聞を見ない

人がふえてるので、こう見て誰がやるんだろう

かなというような感じですよ。若い者はもうス

マホばっかり見ていて。私は小学校のころ一つ

覚えてるのは、学校の授業が終わる前に受け持

ちの先生が「里見八犬伝」を10分から15分くら

い読んでくれてたんです。それが楽しみで。やっ

ぱり私は、宅配便とかいろいろあるけれど、ま

ず教育委員会としての学校の小学校、中学校の

図書冊数が大事で、私は子供にそういう読書を

する習慣というのかな、ただそこら辺はどうで

すか。小学校、中学校の読書量とか、そんな現

状としてはよそと比べてどうなんでしょう。ま

ずそこ辺から充実させるべきだと常々思ってる

し、知事が日本一の読書県と言うたびに、県立

図書館の話かなと思ったりするわけだけれど。

その必要性はどうですか。

○永山学校支援監 児童生徒１カ月当たりの読

書冊数ということで、調査によりますと、小学

校の場合が、本県が14.9冊、全国が11.2冊とい

うことで、小学校はちょっと上回っている状況

にあります。

それから、中学校については、本県が4.1冊、

全国が４冊ということで、平均程度という、調

査の21年度の状況には出ているところでありま

す。

○中野委員 そうかなと思うし、今も小学校、

中学校で、朝の読書会とかなんとか、そこ辺は

どうなんですか。やっぱりやってるんですか。

○永山学校支援監 朝の読書ということで、小

学校のほうで98.7％の学校が取り組んでいる。

中学校では87.9％の学校が、学校や学年で一斉

の活動の中で取り組んでいるという回答はして

あるところです。

○中野委員 わかりました。

○井本委員 十何冊も読んでるというのが、フィ

ンランドが一番本を読んでるといって、二十何

冊とかなんとかって言ってたから、結構読んで

るなって感心したんですけれどね。

本は、書いた人の持ってる知識を収集するの

が一番手っ取り早いというか、金もかからんし、

私は本を読むということは大切だなと常々思っ

てるんですけれど、それで私が本を読み出した

一つのきっかけは、速読術を10年ぐらい前かな

やったんだけれど、これは非常によかったなと

自分では思ってるんですよね。

この中で、講演会をやるって書いてあるじゃ

ないですか、講演会の開催の中にひとつ速読術

を紹介するというか、そういうのをひとつやっ

てほしいなというのが、これは私の経験的なこ

とであるんですけれど、私も今、本を年間二、

三百冊、買ってるだけで読んでないんですけれ

どね。

速読というのは、そもそも本をあんまり読ま

ないというのが基本で、中身を理解するという

のが速読なんですよ。全部、端から端まで読ん

でたら、これはもう幾らでも時間かかります。
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ところが、この本が何を意味するかということ

を早く理解するというのが速読の基本なんです。

その辺を私が言うんじゃなくて、もっと速読

の大家に言ってもらうと、もっと本に対して関

心が生まれるんじゃないかなという気がしてお

ります。

私からの要請であります。

○恵利生涯学習課長 井本委員の読書に対する

熱意を非常に感じました。

さまざまな本を小さいときから読まれた、そ

ういう経験、または身近に読書を経験される経

験、そんなのをたくさん味わわせると、県民の

手元に本がいつもある、そして生まれてから亡

くなるまで読書に親しむ、そういうあらゆる事

業を推進していきたいと思っております。

○井本委員 私も、県立図書館に何回か行った

ことがあるんですけれども、いいんですよね、

サービスもいいし、非常にぱっぱっとやってく

ださるし、立派なんだけれど、このごろ図書館

とくっついた喫茶店みたいなところがあるで

しょう。あの気持ちは私はわかるんですよね。

あそこでじっと静かに、みんな静かにやっと

るのはいいんだけれど、ちょっと何か窮屈って

いうか、リラックスする部屋が隣にでもあって、

ちょっとお茶でも飲めるとこがあって、コーヒ

ーでも飲めるようなところがあったら、確かに

いいだろうなという感じがするんですよね。

そういうとこがはやってるというのは、一つ

の傾向かもしれんなという気がしたもんですか

ら、もし改良の余地があるんなら、やるなら部

屋は別にせにゃいかんと思う。あそこの中でざ

わざわ、コーヒーなんか飲まれると困るから、

違う隣の部屋くらいで、コーヒーを飲みながら

ちょっと友達と行ってしゃべれるぐらいの、そ

ういうことがあってもいいかもしれない。それ

がより読書に親しむことになるわね。そういう

流れがあるから、そういうものがいいんじゃな

いのかなと、これも全く個人的な見解です。

○福田県立図書館長 最近、特に市立とか、そ

ういった市・町立の図書館ではそういう形態が

多く見られます。

県立図書館の26年度に利用者の方にそのよう

なテーマについてもアンケートをしたことがご

ざいます。たしか、半分以上の方がそういうの

もあっていいなという意見がありました。

一方で、多くの方々は、そういう図書館自体

がざわざわするような要素は持ち込んでほしく

ないという意見も間違いなくありましたので、

そこは専門家の方を含めて、いろいろメリット、

デメリットありますので、慎重に検討、判断し

ていくことが必要かと思っております。

○中野委員 今、図書館で年間利用者、延べじゃ

ない、１人10回借りてもいい、１人で換算した

場合、どれくらい利用者があるか教えてくださ

い。

○福田県立図書館長 済みません。今、委員が

言われた数字は延べの数字でしか持っておりま

せん。延べで入館者数が48万人という数字は持っ

ておりますけれども、それが実質、１人の人が

何度も入れば、それを延べでカウントしますの

で、その数字しか、持っておりません。

○中野委員 既に利用する人はしょっちゅう利

用するだろうと思うけれど、私なんか一回も行っ

たことはないわけですから。

そこ辺もちょっと分析したほうがいいんじゃ

ないかなと思います。

それで日本一というのか、やっぱり数を、同

じ人が何回でもいいけど、できたら、そこ辺ま

で。

○福田県立図書館長 おっしゃるとおり、延べ
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の数字じゃなくて、実数をというのをどのよう

につかまえられるか、ちょっと検討してみます。

それとあと、日本一読書県は、図書館の利用

者はもちろんですけれども、県全体として、ど

のように本が利用されていくかということだと

思いますので、そういう理解をしながら。

直接、委員の質問のお答えになるかどうかわ

かりませんけれども、図書利用カードの登録者、

つまり本を借りる権利を持ってる人は４万数千

人おりますので、その方たちが持っていて絶対

借りてるかどうかはわからないんですけれど、

直接のお答えにはなりませんけれど、登録数と

してはそういう数字がございます。

○緒嶋委員 このキャリアアップの自立支援事

業ですけれども、これは問題は就職率の向上と

自立を図るということで、実際、この支援学校

の高等部の生徒さんたちの就職状況というのは

どうなってるわけですか。

○坂元特別支援教育室長 平成19年度からこの

カウントといいましょうか、就職率を取り始め

たんですが、ちなみに平成19年度は、全卒業生

のうちの16.1％が一般就職、就職をするという

状況でした。

そして、昨年度、平成26年度は27％になりま

したので、約11％向上したというような状況が

あります。

○緒嶋委員 そうすると、それ以外の人は実際

どういう形でおられるわけですか。

○坂元特別支援教育室長 高等部の子供たちが、

大体ざっと600名ぐらいですが、やはりその半分

は重度の子供さんであります。

重度の子供さんは、一般就労ができませんの

で、例えば福祉作業所のほうに行かれたりとか、

場合によっては、より重度の子供さんは病院の

ほうに入院されたり、もしくは自宅へ行かれた

りということがありますので、その半分程度、

約300人ぐらいの方、その中の大体年間卒業生

が150人から170人いますから、そのうちの40人

前後ぐらいが一般就労ができるというような形

になっております。その状況であります。

○緒嶋委員 本当にいろいろ障がいがある人は、

本人も家庭も大変なわけですけれど、そういう

重度の人は、やはり施設に入らざるを得ないわ

けで、自立できる人あるいは就職できる人はい

いほうです。

それがこの事業の中で、就職とか、自立を伸

ばすというのは、一つの目標を持っておられる

わけですか。

○坂元特別支援教育室長 26年の就職率が27％

という言い方をしましたけれども、実は直接一

般事業所、会社等に勤めるのではなくて、一旦

職業訓練校等に行く子供さんも約27～8％います

ので、もしその子供さんたちが高等部の作業学

習である程度きちんとスキルを身につければ、

そのまま一般就労も可能と思いますので、数値

的な理論的な数字で言いますと、50％ぐらいを

目指すような気持ちで頑張りたいなと思ってま

す。

○緒嶋委員 ぜひ頑張っていただきたいと思っ

ています。

それと、みんなで育てるみやざきっ子推進事

業、これは、事業主体は市町村が行うというこ

とであれば、この予算が5,441万8,000円ですが、

この予算で市町村の数はどのくらいできるわけ

ですか。

○恵利生涯学習課長 今、委員のおっしゃった

事業の中で、市町村がやっていただく事業が３

つございまして、学校支援地域本部事業が14市

町村でございます。放課後子ども教室が、これ

も14市町村、そして、土曜日の教育支援体制等
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構築事業という事業がございまして、これは３

町ということで、今、希望が上がってきており

ます。

○緒嶋委員 市町村の数は14。14は重なってお

るわけじゃないですか、別々でしょうか。

○恵利生涯学習課長 全く重なっているわけで

はありませんけれども、一部重なっている市町

村がございます。

○緒嶋委員 学童保育というのがあるわけです

よね。これとの絡みはどうなんですか。

○恵利生涯学習課長 これは、社会福祉、こど

も政策課、別の部局のほうの担当になっており

まして、放課後子ども教室とは別の事業になっ

ております。

○緒嶋委員 学童保育は、保育園・保育所なん

かがやってるわけですね。

体系というか、それが全然違うわけですね。

○恵利生涯学習課長 市町村に委託はしており

ますが、校舎の空き教室だとか、または公民館

の一部だとか、今、委員がおっしゃったような

児童クラブ等とは違ってまして、放課後児童ク

ラブのほうが少し日にちが短かったり、そして

費用が、最低限でも材料費だとか、そういう部

分で済んでおります。

○緒嶋委員 これは事業主体は市町村でありま

すけれど、市町村の負担はないわけですか。

○恵利生涯学習課長 ３分の１を負担していた

だくことになります。

○緒嶋委員 わかりました。

その日本一の読書県という、日本一というの

が出てきた理由は何ですか。

○恵利生涯学習課長 県の総合計画の基本目標

の中に、未来を築く新しい「ゆたかさ」という

部分がございまして、この中に豊かさを経済的

な豊かさだけでなく、心の豊かさを考えていく

というものもございます。

その一つとして、読書で心の豊かさを育む一

つの手立てとして、掲げていくということで、

知事の御発言でもありましたけれども、日本一

の姿というものを目指していくということでご

ざいます。

○緒嶋委員 何が達成されたら日本一になるわ

けですか。

○恵利生涯学習課長 具体的な数値というより

も、子供から大人まで読書をしていく、または

県民の近くに本があるという体制を整えていく

ことではありますが、一つの指標として県の総

合計画や教育振興基本計画の中に読書が好きだ

という子供を80％目指していこうという指標は

一つございます。

ただし、これだけを目指していくものではな

く、市町村への本の配送だとか、そういう環境

整備も目指していこうと、いろんな部分で目指

していこうというところがございます。

○緒嶋委員 何が達成されたら日本一というの

はわからんわけですね。

それでは何が80％。１冊読んだ人も10冊を読

んだ人もおるんだけど、80％というのはその人

数ですか。

○恵利生涯学習課長 子供の時代にやはり読書

に親しむ、読書が大好きだという子供を育てて

いくことが、これからの読書日本一を目指す大

事なもので、一つの大事なところでございます

ので、一つの指標として子供の部分で、読書が

大好きだという子供を80％を目指していくとい

うことで。

○緒嶋委員 それなら、子供の読書日本一にし

たほうがわかるんじゃないですか。

○恵利生涯学習課長 あくまでも、一つの指標

ということで、それを大きく掲げるわけではな
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いんですが、達成していきたいと。県の県民意

識調査等がございますけれども、その中で今後、

県民意識調査の中で大人の読書時間はどうだろ

うかとかいう状況等をまた調査していきたいな

と考えております。

○緒嶋委員 それと、町村でもまだ図書館がな

いところがかなりあるわけですか。

○福田県立図書館長 現在、８町村に図書館、

いわゆる図書館法で定められた図書館がないと

ころがあります。

ただ、そこには公民館図書室がありますので、

本が置いてある拠点がないということではない

んですけれども、蔵書数とか、その辺がやっぱ

り弱くなってるということでございます。

○緒嶋委員 そういうところも含めて、市町村

との連携をとらないと、県だけが日本一読書県

といっても、そういう市町村との連携というか、

行政同士の連携がないと、県だけが叫んでると

いうような感じ、図書館もない市町村がそれだ

けあって、読書日本一いうのはいかがなものか。

ほかの県でも、まだ図書館のない県があるのか、

恐らく宮崎県が逆に言えば、日本一図書館が少

ない県と言われることにもなるんじゃないかと

思ってるけれど、そこ辺はどうですか。

○福田県立図書館長 後段のほうの御質問でい

けば、そういうことはありません。宮崎県が一

番図書館が少ないという県ではないと思います。

あと、今回、日本一読書を全県的に市町村立

の図書館なり、図書室と連携しなくてはいけな

いという部分は、まさにおっしゃるとおりで、

今回お願いしております新規事業でもそのやま

びこ移動図書館は、市にかわってもっとたくさ

んの本を、もっとじっくり時間をかけて読んで

いく、子供たちが読んでいただけるように、学

校にも送りますし、あわせて、市町村立の公民

館図書室にも同じように充実させて送るように

していますので、そういう意味では、日本一読

書県に向けた環境整備がこの事業で進められる

のではないかと考えております。

○緒嶋委員 私は、反対するわけじゃないので、

本当に形にならなければ、口先だけで日本一と

言ったって、意味がないじゃないかという思い

があるわけですね。だから、そういうことが本

当に日本一、誰が見ても日本一になったなとい

うようなものが出てこないことには、それは何

でも知事が甲子園優勝と言いながらも、優勝で

きなければそれは口で言うだけということにな

るわけだから。そういうことにならんように、

やはり本当に日本一だなと思うような読書県に

なってほしいという願望があるから、そういう

ことを含めながら努力してほしいということで

あります。

それで、今度の図書館の新図書流通システム、

これはなかなかアイデアとしては、おもしろい

と思うんですけれど、これはほかの県もこうい

う形で何かシステムを組んでいる県はあるわけ

ですか。

○福田県立図書館長 各県図書館はこういうふ

うに市町村物流を行っておりますけれど、今回、

私どもの県がこの事業を出しましたのは、一つ

の先進県の例として、鳥取県の図書館が、やは

り毎日発送を行っておりまして、このスピード

アップが結果的に読書の量もふやしていったと

いうことで成果を上げているようですので、そ

れに倣って、全国トップクラスの毎日発送とい

うシステムを導入させていただきたいというこ

とで、お願いをしております。

○緒嶋委員 次に、471ページ、家庭教育振興費、

今、家庭教育というのは学校教育と並び、大変

重要、これ振興費がわずか175万8,000円、これ
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は振興費という名前がつくこと自体がちょっと

おかしいんじゃないかと思うけれど、これは、

安くて効率を上げるということでいいのかもし

れんけれど、この内容は何ですか、これはもう

ちょっと詳しく。

○恵利生涯学習課長 家庭教育振興費でござい

ますけれども、これは実は２年前から事業を別

にやっておりました家庭教育のサポートプログ

ラムというプログラムがありまして、家庭教育

にかかわる保護者、または中高生、そして地域

の方々、高齢者、こういう方々向けの二重のプ

ログラムを抱えております、サポートプログラ

ムというプログラムを用意しまして、このプラ

グラムをもとに200名を超えるトレーナーという

方がいらっしゃいます。これを啓発する、先生

みたいなものでございますが、そのトレーナー

が、そのプログラムを各地域の学校におきまし

てはＰＴＡの活動だったり、そして高齢者学級

だったり、そして実は先日は延岡市の消防署の

方々に行って、そういう子育てについての研究

会というんでしょうか、講演というんでしょう

か、そういうことを実施したりもしております。

または、この事業の中でそういうサポートプ

ログラムをより啓発していきたいということで、

リーフレットを作成したり、またＤＶＤを県内

各地に広げていきたいということで考えている

ところでございます。

○緒嶋委員 予算額がこれくらいで、そういう

ことが本当にできるのかなって、金額がちょっ

と丸が１つ少ないんじゃないかなと思ったもん

ですから。今の予算でそれくらいのことはでき

るわけですね。

○恵利生涯学習課長 少ない予算でございます

が、有意義に使わせていただいて、今ある人財

を、育っている人財に各地域で活躍していただ

いて家庭教育の支援の充実に努めていただきた

いというようなことも考えております。

○緒嶋委員 期待しております。

それと、美術館で今度、伊東マンショの美術

展があると思うんですが、これはその特別展の

中に入っておるわけですか。

○川越県立美術館副館長 特別展そのものの３

つの中には入っておりませんけれども、特別展

と同じような取り扱いで実施をするということ

で考えております。

○緒嶋委員 入ってないという理由は何ですか。

○川越県立美術館副館長 美術館が計画したも

のではなくて、文化文教課が計画をして、そし

てうちの会場を活用してするということになっ

ております。

○緒嶋委員 これは、知事までがローマまで行

かれたんですけれど、宮崎だけかと思ったら、

東京であり、長崎であり、宮崎が最後になって

おるわけですね。知事は行かなくてもよかった

んじゃないかなと思ったりもしたんですけれど

も、知事が行かなければ、マンショは帰ってこ

なかったんですか。

○川越県立美術館副館長 そこのところは

ちょっとわからないんですけれども、ただ、知

事の熱意があったことは間違いないと思います

し、また西都市の皆様方とか、ちゃんと熱い思

いがあったために実現したのではないかと考え

ております。

○緒嶋委員 できれば宮崎県で最初にやってほ

しかったなという願望を含めて、ありがたいこ

とでありますけれども、これはまた宮崎のほう

でもやっぱり盛り上げて、伊東マンショはどう

いうすばらしいものかというのは、みんなに見

てもらうためのＰＲもかねてやらないといかん

のじゃないかなと思います。
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それと、その美術品の購入の基金を今度は使

い切るというか、財政が補塡するという制度が

変わったもんですから、ことしあたり何か、な

かなかタイミングというのは難しいし、それが

どういうルートで入るかというのはなかなか我

々にもわからんところがあるんですけれど、何

かにこだわってとか、何かいいものがあったら

というような、そういう思いというのは何かあ

るわけですか、この基金の活用で。

○川越県立美術館副館長 基金条例を改正して

いただきまして、道が開けたということで、今、

画廊関係とか、情報収集をしているところでご

ざいます。

本来でしたら、例えばシュルレアリスムとか、

うちの特色であるんですけれども、海外作品等

がちょっと高騰しておりまして、投機の対象に

なってるっていうところもありまして、まず国

内作品かなと考えているところで、国内作品関

係の情報とかも入ってきてるんですが、実物の

確認もうちの職員がしたりしているところです

が、まだ購入関係の候補を絞るところまでいっ

てないところでございます。

情報はまた収集していきたいと思います。

○緒嶋委員 そのタイミングは、なかなか難し

いと思うんですけれど、いつも目を光らせてお

るというか、収集するという思いを持っていな

ければ、今までの10年間も休眠状態の中では、

その美術のいいものが手に入らんわけですので、

そういう点では今後ともできるだけ早くいいも

のを１つぐらいは、ぜひ収集していただきたい

ということを要望しておきたいと思います。

○中野委員 小中学校の読書活動の周知ってい

うのかな、読書冊数が平均以上ってありました

けれども。

○永山学校支援監 先ほど説明した、１カ月単

位の読書冊数につきましては、１カ月の読書冊

数での調査というのがありまして、それでは、

中学生は平均で、4.1冊が本県で、全国が４冊と

いうことになってます。小学校が、本県の平均

が14.9冊、全国が11.2冊という状況です。

○中野委員 それで学力テストにこだわるけれ

ど、読書っていうのはいいけど、あの中で学力

テストで平均以上は国語Ａだけだったですよね。

あとはだめだったですよね。これ何か関連あり

ますかね、学力と。

○永山学校支援監 読書と学力とその相関につ

いては、相関はないかもしれない。ただし、やっ

ぱり読書を推進して読んでいる、取り組んでい

るところの実際の正答率を見てみると、高い傾

向があると分析はされております。

○中野委員 傾向があるというのは、相関があ

るということじゃない。

○永山学校支援監 イコール読書をすれば学力

が上がるということではないということです。

○日高副委員長 465ページ、教職員人事管理制

度について、いろいろ教職員のコンプライアン

ス管理っていうのはどうされてます。

○西田教職員課長 この教職員人事費の中にあ

りまして、実は、「やる気、元気！自ら学び続け

る教職員のキャリア形成推進事業」の中に、そ

ういうコンプライアンス関係の講演会というよ

うな費用が入っております。

○日高副委員長 高校の教員で部活動を持って

る教員がいますよね。そしたら土日もなかった

り、夜も７時～９時まで、これって給料とか、

基本給があっていろいろありますよね。どうい

う数になってますか。

○西田教職員課長 基本的に、教員に時間外は

ありませんが、土日なんかに３時間以上する

と3,000円の手当がつくという形。３時間を超え
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ると、3,000円です。

○日高副委員長 わかりました。

○重松委員長 ほか、ございませんか。

それでは、以上で特別支援教育室、教職員課、

生涯学習課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時55分休憩

午後３時３分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

スポーツ振興課、文化財課、人権同和教育室

の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

○古木スポーツ振興課長 スポーツ振興課関係

について御説明いたします。

歳出予算説明資料、スポーツ振興課のインデッ

クスのところ、475ページをお開きください。

一般会計で９億9,410万4,000円をお願いして

おります。

以下、主なものにつきまして事項別に御説明

いたします。

477ページをお開きください。

一番下の段にあります、（事項）スポーツ施設

管理費でございます。２億9,891万2,000円を計

上しております。

次の478ページをお開きください。

主なものといたしましては、説明欄の１、施

設管理運営費、指定管理者でありますが、これ

は、県総合運動公園有料施設や県体育館、県ラ

イフル射撃場の管理運営を指定管理者へ委託す

るための経費でございます。

次に、中ほどにあります（事項）保健管理指

導費でございます。4,501万3,000円を計上して

おります。

主なものといたしましては、説明欄の２、県

立学校児童生徒保健管理指導でありますが、こ

れは、県立学校に在学する児童生徒の各種健康

診断や心臓検診などに要する経費でございます。

続きまして、その下にあります（事項）学校

安全推進費でございます。１億4,502万円を計上

しております。

説明欄の１、日本スポーツ振興センター共済

事業でありますが、これは、学校管理下での児

童生徒の負傷や疾病に対する医療費等の給付な

どに要する経費でございます。

続きまして、479ページをごらんください。

上から２番目の段にございます、（事項）体育

大会費でございます。１億9,804万1,000円を計

上しております。

主なものといたしましては、説明欄の１、国

民体育大会経費でありますが、これは、主に国

民体育大会及び九州ブロック大会へ県選手団を

派遣するために要する経費でございます。

また、同じ欄の４、国民体育大会九州ブロッ

ク大会開催整備事業でありますが、これは、こ

とし本県で開催されます国民体育大会九州ブ

ロック大会の運営費等に要する経費でございま

す。

次に、その下にあります（事項）体育振興助

成費でございます。4,551万1,000円を計上して

おります。

説明欄の１、体育振興助成費でありますが、

これは公益財団法人宮崎県体育協会や宮崎県高

等学校体育連盟などの各種団体への助成や、各

種大会の開催及び選手派遣に対する助成に要す

る経費でございます。

次に、その下にあります（事項）競技力向上

推進事業でございます。１億4,781万7,000円を

計上しております。

主なものといたしましては、説明欄の１、選
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手強化でありますが、これは競技力の向上を図

るための、強化合宿等に対する支援や指導者の

養成などに要する経費でございます。

続きまして、480ページをお開きください。

上から２番目の段にあります、（事項）宮崎県

スポーツ推進基金でございます。2,759万円を計

上しております。

主なものといたしましては、説明欄の２、ス

ポーツ推進事業でありますが、（１）生涯スポー

ツ推進のための、ア、“1130”県民運動ライフス

ポーツ推進事業や、（２）競技力向上のための、

ア、国体選手育成強化事業などに要する経費で

ございます。

続きまして、主な新規事業、改善事業につい

て御説明いたします。

恐れ入りますが、常任委員会資料をお願いい

たします。資料の14ページをお開きください。

新規事業「国体準備スタートアップ事業」で

ございます。

１の事業目的・背景でございますが、２巡目

国体の着実かつ円滑な準備を進めるため、県、

市町村、競技団体等からなる県準備委員会の設

置準備や、県有主要体育施設の整備等に関する

調査研究を行うものでございます。

２の事業の内容でございますが、（１）県準備

委員会の設置準備につきましては、副知事をトッ

プとする庁内検討会議を開催するとともに、組

織体制等の検討や、市町村や競技団体等との調

整を図りながら、県準備委員会の設置に向けた

準備を行います。

また、（２）施設整備に係る調査研究では、県

有主要体育施設の整備に関する施設の機能、整

備環境、スケジュール等の調査研究をコンサル

タントに委託して実施いたします。

３の事業費でございますが、1,897万4,000円

を計上しており、４の事業期間につきましては、

平成28年度の単年度事業としております。

５の事業効果でございますが、県準備委員会

の設置準備や、県有体育施設の整備等に関する

調査研究を行うことにより、２巡目国体の着実

かつ円滑な準備を進めることができると考えて

おります。

続きまして、資料の15ページをごらんくださ

い。

改善事業「宮崎から世界へ挑戦！ワールドア

スリート発掘・育成プロジェクト」でございま

す。

１の事業目的・背景でございますが、全国大

会や国際大会で活躍できるジュニア選手の発掘

・育成を行うことで、将来、本県が日本のリー

ダーとして、スポーツ界を牽引できる人材の育

成を図るとともに、本県出身者のオリンピック

競技大会などの国際大会におけるメダル獲得や、

２巡目国体における天皇杯獲得を目指すもので

あります。

２の事業の内容でございますが、（１）事業推

進体制の設置では、募集や発掘、育成プログラ

ムの作成など、事業全般を総括する専任マネジャ

ーの配置を行います。

（２）募集では、発掘ＰＲのために対象とな

る県内小学校４年生と６年生全員へのリーフ

レット配布や、大型商業施設などにおいて活動

状況の展示を行います。

（３）発掘・オーディション開催では、30メ

ートル走や反復横跳びなどの測定や個人面談等

を行い、体力・運動能力が特にすぐれ、高い志

を持つ子供を選考することにしております。

（４）育成では、身体能力を高めることはも

とより、トップアスリートに必要なコミュニケ

ーションスキルの向上や、発掘した子供の可能
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性が生かせる競技を探るプログラムなどを実施

し、子供たちの成長を支援していく体制づくり

を進めてまいります。

３の事業費でございますが、1,801万1,000円

を計上しており、４の事業期間につきましては、

平成28年度から30年度までの３カ年としており

ます。

５の事業効果でございますが、子供たちのス

ポーツに対する興味・関心を高め、体力・運動

能力の向上を図るとともに、本県出身者のオリ

ンピック競技大会などの国際大会におけるメダ

ル獲得が期待できると考えております。

続きまして、資料の16ページをごらんくださ

い。

新規事業「めざせ全国制覇！甲子園優勝サポ

ート事業」でございます。

１の事業目的・背景でございますが、県民の

悲願となっております本県初の甲子園優勝に向

け、選手の育成・強化や指導者の養成を充実さ

せ、本県代表校の支援を強化していくものであ

ります。

２の事業の内容でございますが、（１）チーム

サポート強化事業では、メンタルコーチやトレ

ーナー等を活用し、試合の重圧に負けないメン

タル面の強化や、選手のけが防止に必要なトレ

ーニング方法等の実践など、総合的なサポート

を行います。

（２）エース＆スラッガー育成事業では、甲

子園で勝つために必要なチームの柱である中心

投手、中軸打者の育成を行います。

（３）指導者養成支援事業では、指導者の資

質向上のために、全国優勝校監督等の講演会を

行います。

また、各学校の監督・部長はもとより、広く

県民に参加を呼びかけ、県全体として甲子園優

勝へ向けての機運を高めます。

（４）県中学生選抜チーム支援事業では、県

下全域から中学生のすぐれた選手を集め、選抜

チームを編成し、強化合宿や他県との合同練習、

さらには全国大会への出場を通して、将来、高

校球児として活躍する中学生選手の育成を行い

ます。

３の事業費でございますが、396万6,000円を

計上しており、４の事業期間につきましては、

平成28年度の単年度事業としております。

５の事業効果でございますが、甲子園優勝を

目指した取り組みにより、本県の競技成績の向

上が期待できるとともに、甲子園優勝が達成さ

れれば、県民に大きな感動や活力、勇気や夢を

与えることができると考えております。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明申し上げます。

資料のほうがかわりまして、決算特別委員会

の指摘要望事項に係る対応状況と表紙に書かれ

てあります資料の11ページをお願いいたします。

下のほうの四角囲み17番でございます。

「選手の育成・強化について、知事の政策提

案で掲げられている「甲子園での優勝」等の目

標が達成できるよう、目標に見合った事業展開

を行うこと」との指摘要望事項に係る対応状況

についてであります。

選手の育成・強化につきましては、各関係団

体と連携を図りながら、少年の競技力強化とし

て、競技力強化推進校等に指定されている学校

に、遠征や合宿費の支援や、成年の競技力強化

として、有望選手を県内企業等に紹介し、就職

による県内への定着等に取り組んでいるところ

であります。

さらに、本年度からは、小学生段階からの有

望選手を発掘するためのオーディションを開催
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し、平成28年度当初予算案においては、その発

掘した選手の育成を図るための予算を計上して

いるところであります。

また、甲子園での優勝実現に向けた取り組み

につきましても、先ほど、平成28年度当初予算

の新規事業で御説明いたしましたとおり、選手

が甲子園の大舞台でも最大限の力を発揮できる

ように、メンタルコーチ等の専門スタッフを活

用したさまざまなサポートや、チームの柱であ

る選手を育成するための予算を計上していると

ころであります。

スポーツ振興課につきましては、以上でござ

います。

○大西文化財課長 文化財課の当初予算につき

まして御説明いたします。

歳出予算説明資料、文化財課のインデックス

のところ、481ページをお開きください。

平成28年度の当初予算額といたしまして、７

億1,925万8,000円をお願いしております。

以下、その主なものにつきまして御説明いた

します。

483ページをお開きください。

上から６段目の（事項）文化財保護顕彰費

に7,460万円を計上しております。

その主なものといたしましては、その下の説

明の欄の９、「西都原古墳群調査整備活性化事業」

の2,316万3,000円であります。

この事業は、西都原古墳群内の古墳の発掘調

査や復元工事、また、陵墓参考地周辺の調査な

どを行い、古墳群の魅力アップを図っていくも

のであります。

次に、同じ説明の欄の12、改善事業「めざそ

う神楽の世界無形文化遺産！みやざきの民俗芸

能活性化事業」でありますが、これにつきまし

ては、後ほど委員会資料で御説明いたします。

続きまして、次のページの484ページをお開き

ください。

上から３段目の（事項）埋蔵文化財保護対策

費に２億7,391万8,000円を計上しております。

主なものでありますが、説明の欄の４、埋蔵

文化財発掘調査の２億4,556万円であります。

この事業は、都城道路や高千穂日之影道路、

また国富スマートインターなどの建設に伴い、

国土交通省及び西日本高速道路株式会社などか

ら委託を受けて、発掘調査や報告書の作成を行

うものでございます。

続きまして、その下の（事項）埋蔵文化財セ

ンター費に2,819万1,000円を計上しております。

主なものといたしましては、説明の欄の１、

管理運営費でありますが、これは、埋蔵文化財

センターの光熱水費や設備の保守管理委託費な

ど、維持管理に要する経費でございます。

次に、同じページの下から２段目の（事項）

博物館費に１億3,052万9,000円を計上しており

ます。

主なものといたしましては、説明の欄の２、

管理運営費でありますが、これは、総合博物館

の光熱水費や設備の保守管理委託費など、維持

管理に要する経費及び展示解説員の報酬等でご

ざいます。

また、次のページ、485ページの一番上の説明

の欄の４、新規事業「博物館設備充実事業」

に、450万2,000円を計上しております。

これは、総合博物館及び西都原考古博物館の

設備などが老朽化したことにより、更新等を行

うものであります。

まず、総合博物館におきましては、展示施設

の音響機器の更新などを行いたいと考えており

ます。

また、西都原考古博物館におきましては、西
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都原古墳群などを映像で紹介するための、大型

プロジェクターのリース及び非常時の補助電源

蓄電池の更新をお願いするものであります。

これにより、来館者に安全で上質な鑑賞環境

を提供できるものと考えております。

次に、その下の（事項）博物館教育普及費

に1,542万9,000円を計上しております。

主なものといたしましては、説明の欄の１、

特別展費でありますが、これは県民の皆様に自

然への理解や歴史への関心を深めていただくこ

とを目的としまして、開催するものであります。

なお、平成28年度は、ふしぎ生物ワンダーワ

ールドなど、４回の特別展を計画しております。

続きまして、その下の段の（事項）博物館資

料整備費でありますが、3,848万5,000円を計上

しております。

主な事業といたしましては、説明の欄の４、

「民家園文化財再生・伝世事業」であります

が、3,354万5,000円を計上しております。

この事業は、総合博物館にございます江戸時

代に建てられた民家４棟のうち、２棟につきま

しては、先般、委員長にもお越しいただき、完

成披露を行ったところでありますが、残りの２

棟につきまして、カヤぶき屋根のふきかえなど

の改修工事を行うものであります。

次に、その下の（事項）考古博物館費に、１

億971万1,000円を計上しております。

主なものといたしましては、説明の欄の１、

管理運営費でありますが、これは考古博物館の

光熱水費や設備の保守管理委託費などの維持管

理に要する経費でございます。

次に、資料がかわりますが、債務負担行為に

ついてでございます。

平成28年２月定例県議会提出議案をお願いい

たします。12ページをお願いいたします。

下から５行目、文化財課のところをごらんく

ださい。

「民家園文化財再生・伝世事業」であります。

これは、先ほど御説明させていただきました

が、県総合博物館民家園にございます、民家の

改修工事費用に係る債務負担行為を設定するも

のであります。

債務負担行為の限度額は、一番右側にお示し

しておりますが、3,805万6,000円でありまして、

期間は、平成28年度から29年度までの２年間を

お願いするものであります。

次に、文教警察企業常任委員会資料をお願い

いたします。17ページをお開きください。

改善事業「めざそう神楽の世界無形文化遺産！

みやざきの民族芸能活性化事業」でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、現在、

みやざきの神楽のユネスコ無形文化遺産への登

録を目指した取り組みを行っております。

登録されるためには、これまで以上に県民の

機運の醸成や、県外へのアピールが必要となっ

てきているところでございます。

そのため、これまで行ってきております調査

研究や、映像記録の作成に加えまして、みやざ

きの神楽を紹介したガイドブックの作成を行い

ますとともに、県外の国指定神楽保存団体との

連携を図ってまいりたいと考えております。

あわせまして、県民の民俗芸能につきまして

も、保存・継承を図っていくものでございます。

２の事業の内容でありますが、（１）「めざそ

う世界無形文化遺産！みやざきの神楽魅力発信

事業」につきましては、①でありますが、県内

外の有識者で構成いたします、神楽魅力発信委

員会による調査・研究を進め、引き続き基礎資

料の蓄積を行ってまいります。

②でありますが、みやざきの神楽をわかりや
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すく紹介したガイドブックを作成したいと考え

ております。

実は、現在、みやざきの神楽全体を紹介した

書物はございますが、非常に専門性が高くなか

なか読みにくい部分がございます。

そこで、読みやすいガイドブックを作成する

ことで、本県の神楽の理解促進・情報発信を図

りたいと考えております。

③でありますが、県外の神楽団体との連携を

進めまして、具体的には、九州の国指定神楽の

保存団体からなる協議会を設立し、ユネスコ無

形文化遺産の登録に向けた取り組みを、協力し

て行っていきたいと思っております。

（２）「文化財伝承活動支援事業」といたしま

しては、①でありますが、民俗芸能保存団体な

どへの、衣装や太鼓などの用具整備等につきま

して支援を行いますとともに、②にありますよ

うに、文化財愛護少年団の交流活動への支援や、

このたび改修しました博物館の民家園を活用し

た、民俗文化体験事業などを実施いたしまして、

ふるさと宮崎への愛着や誇りを育むものでござ

います。

３の事業費につきましては、1,152万5,000円

を計上しております。

４の事業期間は、平成28年度から平成32年度

までの５年間を計画しております。

５の事業効果につきましては、ガイドブック

を作成いたしますことで、神楽の価値が再認識

されるとともに、県民の意識の醸成が図られる

ものと考えております。

また、九州管内の保存団体が連携して、国内

外に神楽の魅力をアピールすることで、ユネス

コ無形文化遺産の登録に向けた体制の構築が図

られるものと考えております。

さらに、民俗芸能の学びや体験事業を通しま

して、郷土の民俗文化への理解が深まり、ふる

さと宮崎への愛着や誇りを育むことと考えてお

るところでございます。

説明は以上でございます。

○黒木人権同和教育室長 人権同和教育室につ

いて御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育室のイン

デックスのところ、487ページをお開きください。

一般会計で924万4,000円を計上しております。

以下、事項別に御説明いたします。

489ページをお開きください。

上から５段目にあります（事項）人権教育総

合企画費に737万8,000円を計上しております。

主なものとしまして、説明の欄、１の（１）

「人権啓発資料作成事業」でありますが、これ

は、児童生徒と保護者等と人権についてともに

話し合うための資料、ファミリーふれあいを作

成するものでありまして、学校や家庭での活用

を図っているところでございます。

次の（２）改善事業「中学生の人間関係づく

り「コミュニケーション能力」育成事業」であ

りますが、これは中学生にピア・サポート活動

に関する知識や技能を身につけさせることでコ

ミュニケーション能力を育成し、仲間とともに

支え合う人権感覚を持った人づくりを目指すと

ともに、一人一人が大切にされる学校風土の醸

成を図る事業であります。

ピアとは仲間という意味でありまして、ピア

・サポート活動とは、生徒が互いに思いやり、

助け合い、支え合う人間関係を育むために行う

活動のことでございます。

次に、（事項）人権教育連絡調整費に186万6,000

円を計上しております。

これは、人権教育の円滑な推進を図るために、

市町村教育委員会や人権教育関係団体との連絡
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調整、人権教育の状況等の調査指導に要する経

費であります。

以上でございます。

○重松委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。質疑はございませんか。

○中野委員 埋蔵文化財、今、国富でやってる

分だけれど、県から委託を受けて、今やってま

すよね。今やってるのは、県が直接人を雇って

やっとるわけか、それともまた再委託をしてやっ

ておるわけか。

○大西文化財課長 発掘調査は県が直接やって

おります。

○中野委員 参考に、たしか五、六十人も来て

毎日やっとるけれど、どうやって集めるんです

か。

○大西文化財課長 まず、いわゆる正職員とい

うものは、２名とか４名とか、そのくらいだと

思います。あとは現地での作業員の方をお願い

するという、今、そういう流れでやっておりま

す。

ただ、いきなり、全く初めての方っていうの

はなかなか難しいところでございます。

ただ、幸いなことに東九州道を通した関係で、

各地域に結構以前やってらっしゃった方という

のがいらっしゃって、その方たちにまた来てい

ただいてるという状況でございます。

○中野委員 参考に、日当幾らですか。

○大西文化財課長 発掘作業が6,040円でお願い

しています。

○井本委員 神楽のガイドブックを作成すると

いうんでね。延岡も神楽の大会みたいなものを

やってるんだな。私も見に行くと、その内容が

多分、題名は書いてあるんだけれど、我々素人

では何を舞ってるかわからんわけよ。だから、

あそこにモニターのでかいのでもつけて、今こ

れこういうことで舞ってますよというのを書い

たらどうだって私は総務の責任者みたいな人に

言ったのよ。

そしたら本人が、いや、我々もわかりません

わっていうようなことで、それじゃあ、いかん

のじゃないかということで、やっぱり見てる連

中は、そりゃよっぽど関心の強い人は、おもし

ろいのかもしれんけれど、我々はしばらくいる

と飽きるんよ。だから、そこはモニターか何か

で今何を舞ってますよというようなことを見る、

ガイドできるようなものができたら、もっとほ

かの人たちも関心ができる。ましてやまたこれ

を無形文化財、ユネスコの世界遺産かなんかに

というんだろう。

ユネスコにもっとアピールするためにも、そ

ういうものを具体的にやらんと、アピール力が

足らないんじゃないかなという気がするんだけ

れど、どう思うかな。

○大西文化財課長 確かに私たちの調査でたび

たびお邪魔してるんですけれども、なかなか番

付によって内容等がよく理解できない場合も正

直あります。

ただ、神楽のそれぞれの保存団体では、それ

ぞれの保存団体というか、例えば高千穂の夜神

楽とか、椎葉とか、それぞれでは結構パンフレッ

トは出てるんです。だから、何番はこういうも

んですよ、何番はこういうもんですよってわか

るんですけれど、宮崎全体でわかりやすいのが

なかったもんですから、今回、ぜひこのガイド

ブックをつくらせていただきたいなっていうの

はございました。

委員がおっしゃったモニターという話ですけ

れども、もともとが神事でございますので、そ

の神事のときにそういうのをするっていうのは、

また多分保存団体なり、そちらの神主さんって



- 106 -

平成28年３月９日(水)

いうか、その方々が、何かお考えがあるんじゃ

ないかと思っております。

○井本委員 それやっているわけだから、神事

ではないわね、一つのデモンストレーションだ

わね。組織的に考えるんじゃなくて、前向きに

よ。でないと私はあれはすたれてしまうんじゃ

ないかという気がしてしようがない。

みんなにもっとわかるようにしてほしいとい

う、私はこれしばらく見てたら飽きるもんね。

１時間でも、もう帰ろうかなというね。

多分みんなそうじゃないですか。もうちょっ

と関心ができるように、興味が湧くような。考

えるつもりがないならしようがありません。

○中野委員 15ページのワールドアスリート。

これは実際問題として、この県内小学４年生、

６年生に、リーフレットを配布して、パンフで

募集して、この種目は何種目くらい考えてる。

○古木スポーツ振興課長 子供たちのほうは、

発掘につきましては、４年生、６年生を３月末

で20名ずつの発掘を考えておりますが、競技に

つきましては、本県のプロジェクトにつきまし

ては、中学３年生までを見通しまして、種目を、

適性を見きわめていきながら絞っていくという

ことを考えておりますので、小学校の段階で４

年生、６年生ですが、まずは20競技ぐらいを体

験をさせながら、その中から中学３年生ぐらい

になるに向けて、少しずつ競技を適性のある競

技に絞っていって、１つの競技に絞っていくと。

中には小学校の４年生、６年生の時点で、も

う１つの競技に絞って取り組んでる子供たちも

おりますので、そういった子供たちについては、

ほかの競技も体験させますけれども、やはりそ

れをやりたいということであれば、そこを尊重

していくと。あくまでも最終的には子供たちの

意欲と、やる気とやりたいという気持ちと、そ

の適性とをうまくマッチングさせていくという

ことになろうかと思います。

○中野委員 県内からってなると、県内何カ所

でもやるわけにはいかんでしょうから、宮崎市

とか、県内高千穂辺からとか、それとも今、サッ

カーとか、ソフトボール、野球なんかは、リト

ルリーグでやってますから、じゃあ発掘してし

よういうことだったら、現実的にどこを中心に

やるわけですか。

○古木スポーツ振興課長 ここの育成のところ

に書いておりますけれども、能力開発・育成プ

ログラムというのを実施していくことになるん

ですけれども、現実問題、月に２回程度を考え

ております。

それ以外に、長期休業中がございますので、

そういったところで合宿等を行っていくという

ようなところでございまして、場所につきまし

ては、宮崎市内がどうしても中心になることも

ありますけれども、例えば競技の体験をさせま

すので、ボートを体験させるとなると新富のほ

うで行ったりとか、馬術をやるとなると綾であ

るとか、場所は県内いろいろな場所も考慮しな

がら、県下一円から来られますので、ただ、こ

の育成に当たりましては、親御さんの面接もさ

せていただいて、そういったことにも協力をい

ただけるようにお願い申してるところでござい

ます。

○中野委員 オリンピックに出てる選手はもう

家庭そのものというか、そういう話かなと思っ

て。

○井本委員 関連で、やっぱり馬じゃないけれ

ど、名伯楽はいないと、これは名馬であるかど

うかというのは、なかなか普通の人間が見ても

わからんわけ。皆さん方の中でそういうものを

見る目がある人がおるということですか。
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○古木スポーツ振興課長 実は、先般の日曜日

に２次オーディションをさせていただきまし

て、109名参加でありましたけれど、これを最終

選考で40名、20名、20名に絞っていくというこ

とですが、これまでいろいろな先進県の、例え

ば福岡県あたりが10年来やっておりますが、そ

ういったところのデータ等もありますので、そ

の測定した数値はもちろんですけれど、あるい

は本県はメディカルといいまして、ドクターと

アスレチックトレーナーのほうにも体のほうの

ゆがみがないかとか、そういったところも点検

もしていただいたり、あるいは競技団体からも

専門家の方に５競技ほど来ていただいて、これ

は県のトップの方ですけれど、その方に見てい

ただいていい選手はこっちへおいでいただいて、

そういったものも参考に取り入れながら、今後

は育成プログラムの中では、中央のほうと連携

いたしまして、特にコーディネーショントレー

ニング等を行う場合には、やはり一流の指導者

に指導をしてもらわないと、そんなに選手は育

ちませんので、ＪＳＣ、日本スポーツ振興セン

ターのほうと連携をとりまして、例えば今調整

してるのは、ドイツの方で、冬季のオリンピッ

クあたりに非常に携わっているような方に来て

いただけるように今調整をしておりまして。そ

ういったトップの方とかオリンピックに出場し

た選手等の認定式のほうには、実は井上康生選

手のＤＶＤでメッセージも今いただいて準備を

してたり。

そういった工夫等もしながら、いろいろなと

ころと連携しながら、お力をいただきながらやっ

ていきたいと考えております。

○日高副委員長 関連もよくある話ですが、田

舎のほうに輝く選手がいたり、実をいうと高千

穂の６年生ですけれど、言われてるんですよね。

野球がしたい、すごくいい子なんですよ。

高千穂を離れて延岡に転勤して、そこに入っ

たほうが君のためになるよとアドバイスはした

んですよ。親が思い切るかどうかだよって話を

して、結局そういった隠れた子がそれぞれの競

技でいるんですわ。

こういう形でやってる、福岡県がやってると

ころでやられてる、教育委員会がやるんであれ

ば、こういう形しか正直いってないのかなって

いう気はしておるんですけれど、しかし、これ

を選ぶ過程、例えば30メートル走、反復横跳び

という話であるんですけれど、瞬発力系ですね。

競技によっては、やっぱりパワー、力系とか、

それぞれの競技種目によってあると思うんです。

足が１秒でも0.何秒でも早いほうが一番上っ

ていうわけでもない部分も正直あります。短距

離を育てるとか、のみに絞るとか、なかなかス

ポーツの世界って難しい。

井本先生が言ったように、センス、素質です

ね。ここは、やっぱり必要なんですよね。将来

的にこうだなっていう部分については、やっぱ

り小学校では見えない部分もあったり、それぞ

れ成長過程もあるんで、結構難しいんですが、

そういったところもちょっと含めて、今後スポ

ーツ少年団とかもあると思うんですよね。その

中で、そういうとこと連携とか考えてないのか、

意見を伺いたいと思います。

○古木スポーツ振興課長 最後、少年団との連

携ということもございましたが、実はまだ今回

第１回目でございますけれども、今、委員がおっ

しゃったように野球ですばらしい選手がいると

いうお話もありましたが、それぞれの競技でも

少年団で今やられてるすばらしい選手がおりま

すが、じゃあその子供たちが今回のオーディショ

ンに全て参加しているのかというと、実はそう
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ではない部分もありまして、今後、そういった

啓発をしながら、そういった競技団体、あるい

は少年団との連携も図りながら、一緒に育てて

いきましょうというような連携をさらに図って

いきながら、一緒にみんなで育てていこうとい

うような取り組みにしていきたいなと思ってお

ります。

○日高副委員長 そういった動きにしていけた

ら、県北とか、県南とか、それぞれにいるんで

すね。今、都城にいいピッチャーがおるんです

よ。だけれど、宮崎までっていうとなかなか難

しい。

そういう、発掘はその辺じゃないかな。

○古木スポーツ振興課長 実は、ことし第１回

目を宮崎でやりました。そうすると、例えば延

岡の土曜授業の問題とかも絡んだりしまして、

来年はそういった課題も踏まえて、来年度のオ

ーディションにつきましては、県北、県南、県

央３カ所で、また日にちもずらしますと、例え

ば県央で参加できなかった子が県北で参加でき

るとかいうようなことも考えられますので、で

きるだけそういったところが参加がしやすいよ

うな形というものをまた工夫を考えております

ので、改善をしていきたいと考えております。

○中野委員 一つ、このめざせ全国制覇、指導

者を養成するのなんて、１回、２回指導したか

らって、指導者なんてのはそんなに身につくも

んじゃないよね。

課長はスポーツ何かやっとったんですか。

○古木スポーツ振興課長 私は、サッカーをやっ

ておりました。

○中野委員 みんな野球でもそうなんよ、リト

ルリーグで頑張っとって、中学校に行ったら指

導者がいないというのが、みんなそういう意見

なんよ、逆に、指導者も。

学校にもいないのに、指導者を指導した、そ

んな余裕なんてない、それよりか副委員長みた

いな経験者がいっぱい、うちの辺でもおるよ、

巨人にいてやめたり。やっぱりそういう人を採

用するか、日々雇用かなにかしたほうがよっぽ

どいいよ。野球連盟、高野連なんか、言葉じゃ

いろいろ言う人がおるけれど、実力のある人が

そんなにおらん。

○古木スポーツ振興課長 今、御指摘がありま

したように、この事業につきましては、指導者

の養成事業、講演会というのは１回でございま

すけれども、実はことしもこれは実践しまして、

横浜高校の渡辺監督に来ていただいて、県と高

野連で一緒にさせていただきました。

次年度以降もこれを一つやりたいと思います

が、これの狙いは、一つは高校の先生方、指導

者の方に火をつけたいということと、県民の方

にも参加をいただいて、県民の方にもそういう

機運を高めていただこうというのが狙いでござ

いまして、実は今ございましたように、高野連

のほうも別にそれぞれ高野連の中で指導者講習

会、あるいは甲子園塾等に派遣をしたり、高野

連さんのほうもそういう努力をされてますので、

県の取り組みとダブらないような形で計画をさ

せていただいてます。

今回のこの指導者養成支援事業というのは、

その中の一つということになろうかと思います。

○中野委員 課長が燃えているのはわかるけれ

ど、そんな指導者なんて１日１回やったからっ

て、名将になる話は今まで聞いたことがないし、

そんなのは持って生まれた才能ですよ。

○日高副委員長 もしできれば、１カ月なら１

カ月、大会がないようなときに、どっかの高校

か大学に指導者の監督を派遣をするとか。例え

ば、名古屋商科大学行ってる中村監督が、これ
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はもう甲子園で53勝して、優勝４回、ＰＬ学園

ですね。行けば行きますよっていうんですよ、

仮に言えばですね。私のところで高校野球しと

るイノマタっていう監督が、池田高校に１カ月、

２カ月行ったんです。１カ月ずっと自腹で行っ

たのかな。

そういったことをして、あのときはたまたま

甲子園に行けたみたいですけれど、そういった

成果もあったから行けたというのもあるんです

よ。そういう希望があれば、高野連も率先して

そこまでやってもらわないと、予算がついたは

いいが、後は知らんというようなことでは、こ

れは本末転倒ですからね。

高野連とその辺もちょっとやって、逆に入り

込んでいくような形も必要かなと。

○古木スポーツ振興課長 今の件でございます

が、実は高野連のほうもそういう強い学校等へ

の派遣については、やられてるということもお

聞きしてますので、期間とか、具体的にどういっ

たところにというのはお伺いしていませんが、

今の御意見もいただきながら、また高野連と一

緒に取り組みがダブらないように、お互いに効

果が出るような形でやっていきたいと思います。

○井本委員 本気でやるなら、396万はないだろ

う、幾らなんでも。単におざなりだな。みんな

から言われるからしようがない、こんな形だけ

つくっておきますよと。396万ぐらいで、甲子園

制覇というのは、本気かなという感じがするん

だけれど、あなた、どうですか。

○古木スポーツ振興課長 御指摘のとおりであ

りまして、これで、満足はしておりませんけれ

ども、限られた中でまずは効果的に使わせてい

ただいて、頑張っていきたいと考えております。

○日高副委員長 事業期間も１年って、また来

年になったらもめるのかなって、予想ですよね。

来年はもっとたくさんつけるといいますか、そ

ういうのだったらまだ問題はないけど。いろん

な形で連携をとっていかないといけない、近々

連携をとっていきましょう。

○緒嶋委員 めざせ全国制覇だから、全国制覇

するまでは、この予算はつけるということね。

○古木スポーツ振興課長 優勝するまでつくか

どうかというのはこの場では申し上げられませ

んが、優勝するまでやるぐらいの気持ちで頑張っ

ていきたいと思います。

○緒嶋委員 やるぐらいの気持ちじゃいかんわ。

やるまで、目指せだから。目指すところ、目的

まで達成しなければ目指したことにはならんわ

け。去年の予算かな、名称が変わったようなと

きがあったですね。甲子園を目指せか何か、そ

ういうことのないように、１年１年の単年度予

算でもいいけれど、結果として目指して、継続

してやるということが一番重要だと思います。

何のために全国制覇という名前をつけたのか、

やはりみんなの期待というか願いでもあるわけ

ですね。知事がまたそれを言ったわけだから、

この知事がおる間は目指さないといかんし、そ

の途中で目指して、制覇すればそれはそれでい

いでしょうけれど、それまでは知事がまた来年

は倍ぐらいつけるくらいの知事じゃないと、ま

た目指しておることにはならんと思いますので、

ぜひ頑張ってください。

○中野委員 甲子園を目指すというんだったら、

コーチとか、高等学校で優勝したのが行くわけ。

今の公立でばらばら、そんなところで幾ら研修

したからって、よその県なんか全国から集めて

るのにね。教育長、推薦入学制度ができたとき

に、スポーツがしたい人はスポーツで入学でき

て、そういう推薦制度になるかなって楽しみに

していたら、何かわけのわからん二次試験みた
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いな推薦制度になってるわけですよ。

推薦制度を使ってから、Ａ高校は野球とか、

Ｂ高校はサッカー、マラソン、そういう推薦な

んとか方法というか、学校ごとに集めるという

か、そんなことしない限り、ばらばらこんなこ

としたってＡ校に優秀なのが２人しかいない、

県内集めれば行けるかもわからん。こんなこと

していて、本当に行けるとかなと思って。

推薦の、もとからのやり直しを。

○飛田教育長 競技力向上で、宮崎県の高校生

の人数っていうのは限られているわけですから、

たくさんの学校でやったら、なかなか全国で通

用しないというのはそのとおりだと思います。

だから、スポーツ推薦制度を取り上げて、バ

レーボールだったらここ、駅伝だったらここっ

ていうような指定をしてるんですね。たまたま

今のところ、野球はできてないというだけであっ

て、それぞれの競技でそういう取り組みをやっ

ております。

○中野委員 何で野球は指定しないの。

○古木スポーツ振興課長 基本的に、競技力強

化推進校というのを指定しておりまして、その

学校について今教育長が申し上げましたように、

スポーツ推薦というのがあるんですけれど、こ

の基準がありまして、一応３年間ぐらいをこれ

までの実績と見て、３年間継続して県で優勝す

るとか、そういう基準をもとに指定校を定めて

いる関係で、実は野球については毎年夏の大会

等が優勝校が変わっておりまして、この学校を

例えば県立高校で指定するというのがなかなか

現在の状況で難しい状況もございます。

○中野委員 だからこんなの根本的に直さない

と、本当無駄金になるよ。

全国いろんな各県、外国から来てたりする中

で、何かもうちょっと根本から考えんと、私は

無理だと思うな。だからって否決するわけにい

かんけれど。

○日高副委員長 ことし日南学園が久々に選抜

に出る。金川君は２回出てまだ１勝もしてない。

教育長も任期がまだ３月31日まであるから、

いいですね、甲子園まで行って、しっかり頑張

れと、はっぱかけてもらいたいですよ。よろし

いでしょうか。

○飛田教育長 議会業務がなかったり、いろん

な都合がなければ、スケジュール調整して、ぜ

ひ行きたいという思いは持っております。

○緒嶋委員 文化財保護顕彰、県指定の文化財

に、市町村から要請があると思うんですね。そ

の時間がかかるというか、その文化財を本当に

学問的に審査する学術員、そういう人たちの体

制というのは整っているわけですか。

そういう人たちの人件費を含めて、予算を組

んであるんですか。

○大西文化財課長 まず、流れから申しますと、

教育委員会でこの文化財を指定してもいいかと

いう諮問をまずいたします。その諮問先が、文

化財保護審議会でございます。483ページの文化

財保護顕彰費、１番のところです。ここに、い

わゆる県内でそれぞれの分野でトップクラスの

方々に委嘱して、具体的に14名今委嘱しており

ます。その方々にこういう諮問がありましたけ

れども、いかがでしょうかという投げかけをし

まして、大体、年に２回開くんですけれど、例

えば７月に開いたときに諮問して、次、１月か

２月に開いたときに答申をいただくと。その答

申をいただいて、県の教育委員会に報告しまし

て、教育委員会で認めますと、流れ的にはそう

いうことで、文化財保護審議会で御審議いただ

いているという状況でございます。

○緒嶋委員 市町村から文化財にお願いしたい
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ということで要請が来ている件数はどれくらい

あるんですか。

○大西文化財課長 流れとしては、その市町村

から申請があって、それを全て審査するわけで

はございません。ある程度、これはどうかって

いうのを市町村から上げてもらうような状況で

す。

そしてその予備調査をします。その予備調査

が、一昨年ですが、30件ほど上がってきてます。

その中から、文化財保護審議会に一覧表を見て

もらって、この中でこういうのはすばらしいん

じゃないかとか、県で非常に貴重性があるんじゃ

ないかとかいう御判断をいただいて、そこから

動き出すような形になります。

○緒嶋委員 市町村にすれば結果は別にして形

式的に対象になるかならんかというのは、タイ

ムラグというか、かなりスピード性というか、

それが遅いんじゃないかと思ってるんですが、

そこ辺は大体申請が来たものを、審議会にかけ

るかかけんかという判断はどのくらいかかるん

ですか。市町村から上がってきたものが。

○大西文化財課長 大体、２年に１遍ほど、市

町村から予備調査を上げていただく。いわゆる

候補を上げていただきます。それを審議会に見

ていただいて、その中から調査に入るっていう

ような形になります。具体的に、例えば日向で

今ウミガメの指定地を考えてる。検討してる段

階なんですけれど、なかなか実際に文化財指定

となりますと、例えば地籍を確定したりとか、

地権者の同意を得たりとか、所有者の同意を得

たりする、実際かなり煩雑な業務が入ってまい

ります。それプラス、その学術的な証明といい

ましょうか、その報告書を作成する必要がござ

いますので、どうしても半年とかそのくらいの

諮問を受けてからある程度の期間は必要になり

ます。

○重松委員長 予定の時間16時になりましたの

で、延長してこの議案を全部済ませたいので、

延長よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○重松委員長 執行部の皆さん、よろしいでしょ

うか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○緒嶋委員 市町村にここまでやってるが、結

論が出るようなものはその承認が得られなけれ

ばだめということになるわけでしょう。そのあ

たりがどこに行っても、申請した後、何も音沙

汰がないというような意見を聞くわけですよね。

それで、それぞれ人は期待して待ってるわけ。

それに答えとか、今、こういうことやっており

ます、調査しておりますとか、そういう情報を

流すことによって、だめだったかというならそ

れでも仕方ない。そのあたりが、その審査会が

年に２回というのがそれでいいのかという問題

もあるわけです。

これ予算的には35万、１年に２回だけど、今

はこういう歴史のあるものなんかもですが、希

少なものは残したいというのがあるわけです。

それも一つの県の文化財になったということ、

誇りにもなるわけですね。だから、私は学術的

に意味のないものは、それは仕方ないけれど、

期待しているもので指定したからって県が余り

金を出すわけでもないわけです。それは、ある

意味、地域で守ってくださいというお願いする

ものですから、そのあたりのことをもうちょっ

と、スピーディーに進めるものが今はない。行

政が後手後手、スピード感がないというのが一

番欠点である。そのあたりの考え方は、何か前

向きに努力することが大事。この世界農業遺産

なんか、３年間で世界農業遺産になったんです
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ね。

次も言いますが、めざそう神話の世界文化遺

産、これは重ねて聞きますが、目標は何年度に

世界文化遺産にしようという思いがあるわけで

すか。

○大西文化財課長 私どもとしてはできるだけ

早く頑張りたいという気持ちは持っております。

実際には非常にハードルが高いというのも実感

しております。それから、今までは、この世界

無形文化遺産は、国の重要無形民俗文化財に指

定されているものがなってたんです。ところが、

国のほうの方針といいましょうか、例えば和食

がなりましたですよね。和食は重要無形民俗文

化財でもなんでもないんですけれど、やはり内

閣のほうからそういう押し込みというか、要望

があって、それが先になったということでござ

います。

そういうのと競争になるわけですけれど、そ

の中で神楽は、日本は次は神楽だよっていうふ

うになりたいなということで、今回例えば宮崎

県だけがアピールするんじゃなくて、九州みん

なでアピールしようよとか、有識者の方により

訴えていこうとかいうことで、今回事業を組ま

せていただいているところでございます。

○緒嶋委員 前に戻りますけど、この文化財の

指定については、もうちょっとスピーディーに

考えてやる気があるのかどうか、文化財の指定

をやろうって、文化財課はそういう思いを持っ

て取り組まないといかんが、だめですだめですっ

ていう感じじゃないのか。そこ辺の心構えは、

どうでしょうか。

○大西文化財課長 文化財の掘り起こしは非常

に私も大切だと思ってます。その指定をするこ

とによって、所有者の方、その地域の方々のや

る気なり、保護をする、これをまたつないでい

こうという気持ちを、意欲を高める、すごいす

ばらしい手段だと思ってます。

委員がおっしゃったのは、うちの課内でも検

討してるんですけれども、今までは市町村から

一覧表を上げてもらって、正直、後は任せなさ

いというような感じだったんですけれど、それ

じゃあやっぱりいけないということで、今後は

そういうのはやはり改めていきましょうという

話をうちの内部でしているところです。

それから、ことしも件数にして新たに５件ほ

ど新規を指定したところです。できるだけ多く、

こちらも積極的に関与して掘り起こしを図って

いきたいという気持ちは、本当に持ってるとこ

ろでございます。

○緒嶋委員 ぜひ、そういう気持ちでやらんと、

今までそういうスピード感っていうのかな、取

り組みの心構えというのが、欠落してたんじゃ

ないか。そういう期待感を持って、今、それこ

そ全てが世界なんとか遺産という感じが、産業

遺産なんかも出てきておるわけだから、そうい

うものの中で、やっぱり地域がプライドを持つ

わけですね。こういうものがあるという、それ

がやはりその地域のよさにもなるわけです。誇

りにもなる。

それには、やはり県が後ろから押してやると

いう心構えを持って取り組むと、スピード感が

大分違ってくる、そこら辺が私は欠落しとるん

じゃないかということだから、自分の仕事に誇

りを持って、全力を尽くして頑張るという心構

えを職員が持たんことには、地域がよくならん、

宮崎県がよくならん、私はそう思うわけです。

皆さんが、それぞれ自分の職責を全うする、

前に進むというような自覚を持って頑張って

いってほしいと思うし、宮崎県のおくれは、職

員のおくれでもあると、そういう思いでみんな
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頑張ってほしいということがあるので、特別文

化財は歴史のあるものでありますので、それを

保存するというのは、今、我々に課せられた大

きな責務でもあるということを思いながら、頑

張ってほしいと思います。

○重松委員長 暫時休憩します。

午後４時７分休憩

午後４時７分再開

○重松委員長 委員会を再開します。

○緒嶋委員 カモシカの調査です。これは具体

的にどのようにやられるわけですか。

○大西文化財課長 カモシカの調査は、特別調

査と通常調査というのがございます。特別調査

は七、八年に１回、その間は通常調査というの

をやっております。

今回は、通常調査でございます。

具体的な内容といいますのは、38名の調査員

の方にお願いしまして、ふん塊、いわゆるふん

の跡ですね。カモシカの生息状況とか、目撃情

報などを頼りにそういうふん塊調査とか、生息

調査をやって、特別調査のときにこのあたりを

調査すると、より正確な調査ができるんじゃな

いかとかいうような予備調査をやってるところ

でございます。

○緒嶋委員 これは貴重な調査ではあるわけで

すが、なかなかその実態というのは難しいが、

カモシカの調査で、実績としてどれぐらいカモ

シカがおるということは、わかっているんです

か。

○大西文化財課長 前回の特別調査のときに、

大体、九州管内で500頭から800頭ぐらい、多く

見積もっても800頭ぐらいだろうと、あくまでも

推測なんですけれど、出ております。

ただ、心配なことは、今までは山岳地の高い

部分、高地にいたんですけれども、鹿との勢力

争いですか、それの関係でカモシカのほうが拡

散しておりまして、そうすると結局種の保存の

ときに、いわゆるペアリングできないとか、そ

ういう問題が今起こってます。

現実に、延岡商業高校の裏あたりにも目撃が

あったとか、結局かなりいわゆる平野部でしょ

うか、下のほうにおりてきてる状況がございま

すので、非常に心配はしてるところでございま

す。

○緒嶋委員 これはぜひ調査を続けてほしいと

思います。

それから、博物館資料整備費のこの民家園で

すが、２棟ですかね、２棟計画されておるとい

うことは、私も数年前にかなり傷んでおるのを

見て、これは何とかしないといけないと思って、

まだ行っていませんけれども、新聞にも載って

おりましたが、すばらしく整備されてよかった

なと思うんですけれども、この3,300万余で２棟

分の整備が終わるわけですか。

○大西文化財課長 債務負担もお願いしており

まして、合わせて7,000万円になる予定でござい

ます。

○緒嶋委員 委員長に言って、みんな機会をつ

くって、見るのがいいのかなと思っておるとこ

ろでございます。

○重松委員長 ほか、御質問ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、この課の審議は終了

したいと思います。

また、総括質疑と、それから報告事項がまだ

残っておりますので、この件はまた、あすの10

時から、再開したいと思っております。きょう

はこれで終了したいと思います。

午後４時11分散会
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午前９時57分再開

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野  明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
川井田 和 人

（教育政策担当）

教 育 次 長
川 﨑 辰 巳

（教育振興担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 永 山 良 宣

特別支援教育室長 坂 元 厳

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 恵 利 修 二

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

県 立 図 書 館 長 福 田 裕 幸

県立美術館副館長 川 越 雅 彦

総 合 博 物 館 長 冨 髙 敏 明

県 立 西 都 原
入 倉 俊 一

考 古 博 物 館 長

埋 蔵 文 化 財
岩 切 隆 志

セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 委員会を再開いたします。

各課室長の説明及び質疑が全て終了しました

ので、総括質疑に入らせていただきます。

教育委員会の当初予算関連議案等全般につき

まして質疑はございませんか。

○中野委員 全体の1,000億何がしかの予算で国

庫補助がどれぐらいあったかな。

○重松委員長 総務課長、時間がまだかかりま

すね。

○緒嶋委員 教育は、学校教育を中心に考えた

場合、先生がどういうふうに努力するかという

ことであるが、ことしの人事異動の基本方針っ

ていうのはどういうふうになってるんですか。

○西田教職員課長 基本方針についてですけれ

ども、学校の活性化を図り、本県の教育水準の

維持向上を図るために適正な配置を目指すとい

うことが一番中心にあります。

その中で、大きく４つあるんですけれども、

一つは、教職員の公正を期すための年齢とか免

許等の考慮をして異動を行うということ、僻地

教育の振興を図るために、僻地等学校と平地校

との教職員の転入を積極的に行うということと、

視野の拡大のために固定化を避けるということ、

そして、優秀な人材、管理職等の人材等につい

ては広く人材を求めること、この４つの方針に

平成28年３月10日(木)
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基づいて人事異動を進めております。

○緒嶋委員 基本的には、毎年大きくは変わら

ないだろうと思うんですよね。その中で、やは

り先生の立場から言えば、僻地なんかに行きた

いと思う先生は、なかなか少ないんじゃないか

と思いますけれども、僻地というか、中山間地

といってもいいわけですが、そういうところに

異動を希望する者というのはどうですか。自分

から積極的に行って、その地域の教育の学力向

上とかに頑張ろうというような意欲ある、使命

感のある先生というのはどうなんですか。人事

異動でやはり足りない、人事がやりにくいと思

うんです。希望をしない人を配置するというの

は、ある程度抵抗もあるんじゃないかなという

気もしますので。そのあたりはどのように対応

されておるのか。

○西田教職員課長 おっしゃるように、僻地の

場合に、我々としては積極的に推進するという

ことで、希望も結構ありまして、教科では必要

とする人数よりもオーバーするところもありま

すが、中には少ないところもあります。そうい

う場合は、我々のほうから声をかけるなどしな

がら、やはり協力してほしいということでしっ

かり埋めていくような予定でやっておるところ

です。

○緒嶋委員 特に、僻地で見れば、先生をいい

先生、悪い先生と区別することはできませんけ

れども、学校の全体的な平均年齢とかを見た場

合に、僻地は新採というか、そういうような若

い先生が多い。若い先生が悪いというわけじゃ

ないけれども、やはり教育は経験というのが、

大きな指導力というか、それは必要だと思って

るんです。そうなれば、そういう年齢構成のバ

ランスというのを十分考えた配置というのが当

然必要だと思うんです。そのあたりを見た場合

に、学校の平均年齢は全県下、学校の規模にも

よりますけれども、大体そのあたりは十分考え

た先生の配置というか、教員の配置をされとる

わけですか。

○西田教職員課長 全体の今の教職員の平均が

四十六、七歳ぐらいになります。若干、中山間

地で若いところもありますが、我々としては、

その中でも年齢の状況を考慮しながら配置に努

めているところです。

○緒嶋委員 例えばそういう46というのは、全

体を見れば年齢が46になるとか、皆、まあ、平

均でありますが、その差がかなりあるんじゃな

いかなという気がするんですけれど、今のこと

から言えば、それは余りないということですか。

○西田教職員課長 差は余りないということな

んですけれど、学校種によっては若干開きがあ

るところがあるというような状況です。

○緒嶋委員 やはり家庭があって、家が宮崎に

あれば、単身で高千穂とか五ヶ瀬とかそういう

とこに転勤するというか、異動するというのは、

実際はほんと大変だろうと思うんです。

しかし、先生になったという使命感を持って

頑張っておられるわけですから、やっぱり子供

のためというか、将来の日本の国のためと思っ

てもいいし、宮崎のためと思ってもいいわけで

すが、そういう使命感であれば、そこはある程

度家庭を犠牲にするという、言葉は悪いのかも

しれませんが、家庭も気にはなるけれど、自分

は自分の天職であるというような気持ちで異動

していただきたいわけです。でないと、それで

なくても宮崎市は塾があるし、教育環境もいろ

いろなものでも恵まれとるわけですよね。とこ

ろが、僻地に行くほど教育環境というのは厳し

いわけですので、できるだけ、どこも公平公正

というか、そういう中で人事が行われなければ
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私はならないと思います。やはり組合もありま

すので、いろいろ組合からの要望もあるだろう

と思うけれども、公平公正の中で宮崎県全体の

子供の将来のために、異動で明確に不公平感が

ないようにしたいと思いますけれども、今のと

ころ、そういう懸念はないということでいいわ

けですね。

○西田教職員課長 今おっしゃったように、我

々も基本方針の第２番目に、僻地教育の振興と

いうのを掲げてまして、そういう面では、今の

ところふぐあいは出てきていないと考えており

ます。

○緒嶋委員 それから、異動して、先生がそれ

ぞれ市町村に行かれるわけですが、そのときに、

残念ながら、今年度もいろいろ先生方の不祥事

件がありました。その中で、私は、それぞれの

市町村の教育委員会が先生の管理監督というか、

それは第一義的には市町村の教育委員会が責任

を持つべきだと思うんですけれど、テレビなん

かでは、県の教育委員会のほうが申しわけあり

ませんと言う前に、市町村の教育委員会にその

管理の中で、マスコミに対する配慮というのは

市町村の教育委員会がやるべきだと思うんです。

異動は県がやっても。そこに行ったら、市町村

の教育委員会の管理下にあるわけですから。そ

この管理監督がうまくいかなくて、そういうい

ろいろなことが起こった場合、県教委が最初に

出ることはどうかなと思うんです。仕組み的に

は、県教委がいろいろ断りを言って、申しわけ

ないと言わないといけないのかどうか。私は今

度の広島の中学３年生の事件は、あってはいか

んと思います。これは、また後で教育長に聞き

たいと思いますが、そういうことを考えた場合、

そういういろいろな不祥事が起きた場合の対応

の仕方というのは、今のままでいいのかなと思

うんですけれど、このあたりはどんなもんです

か。

○西田教職員課長 服務監督権者、第一義的責

任は、やはりおっしゃるように市町村教育委員

会にあります。懲戒権、処分については任命権

者ということで、公表の段階になりますと任免

権者がすることになりますが、実は、平成24年

度のコンプライアンス推進協議会の席において、

市町村教育委員会の教育長方もその責任を感じ

ておりまして、一昨年度あたりから、市町村の

教育委員会も、停職６月、免職の事案について

は、同席して謝罪、また会見をするというよう

に変わってきております。今はそのような状況

です。

○緒嶋委員 わかりました。やっぱりそれじゃ

ないと、何か全てが県教委が悪い、悪いという

と言葉が悪いですが、何か指導が足らなかった

というふうにマスコミで写りやすいとですよね。

だけれど、私は、ある意味では、市町村の教育

委員会の教育においての責任というか、それを

明確にしたほうが、県教委との関係も逆に言え

ばお互い緊張感が出てくるんじゃないかな。そ

ういう意味では、人事異動は県がやるにしても、

あとの服務を含めたものについては市町村の教

育委員会の責任だということを、やはり明確に。

そういう点では、服務についてまで県のほうが

いろいろ言うんじゃないかなという気がしてお

りましたので気になったんですけれども。そう

いうことは、今はもう改善というか、変わって

きておるということでいいわけですね。

それと、いつも教育長が、いじめとかあって

はいかんと、いじめの表面に出てくる数が少な

いのがいいんじゃないんだということをいつも

言われる。私は、そのとおりだと思います。特

に、今度の広島のことは、学校が子供をいじめ
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たようなもんです。子供が子供をいじめたのと

違うわけです。これは宮崎の教育行政とは違い

ますけれども、こういうことが起こるというの

は、やはりどこか仕組み、組織的に問題がある

からあのようなことが起こったと思うんです。

それはもう、命まで絶たないといかんと。それ

も指導が明確であり、中学１年生の誤記といい

ますか、間違った記述が残っておったのがもと

で進路まで絶たれ、自分の命まで絶たれるとい

うようなことが、これは絶対あってはいかんこ

とですよね。こういうことが起こってはいかん

し、やはり宮崎県でも起こらんと言えるかとい

うと、またそれもはっきり言えんだろうと思う

んです。そうなれば、やはり緊張感を持って教

育行政、子供を育てるというのはどういうこと

かというのは、先生が一番知っとるわけですか

ら。ああいうことが宮崎県では起こる仕組みが

あっちゃいかんわけですが、教育長、このあた

りは宮崎には絶対ないと言い切れるかどうか、

教育長の考えを伺わせ願いたいと思います。

○飛田教育長 ほんとに新聞記事を読んで、委

員がおっしゃるとおり、何かいたたまれない気

持ちになります。

非常に難しいと思ってます。校長を初め、生

徒指導主事会とかいろんな会で指導を私もずっ

としてきましたが、基本的な考え方として一番

大事にしないといかんのは、例えば子供は間違

うもんだとか、悪いことをするもんだと。それ

は大人でもそうですけれど。それをまた、言う

ならば、心の中に悪魔も住んでいれば、善人も

住んでいて、その間で揺れてるわけです。そこ

をどうやって社会に貢献するようにしていくか。

技術的なテクニカルなことを言えば、調査書を

どうするかということについては、現実には、

今はもう開示をする時代であります。ですから、

開示をしたときに、開示して記載事実が間違っ

てたときは訴訟にもなる時代ですので、かなり

学校現場は慎重に対応するようにしてまして、

例えば高等学校あたりは、全てを見せてるかど

うかはわかりませんけれど、ほとんど生徒に一

回数字的なところは確認をさせておるというの

が現状であります。

それからもう一つは、基本的な考え方で、何

か問題を起こした子供とか悪い子供がおったら、

それを学校の教師が面倒くさい存在だと思った

ら絶対間違いで、そこを現場にどう伝えるかと

いうのは、実は非常にやっぱり難しいと思って

ます。例えば私も、生徒指導主事をしたり校長

をしていたときの経験でいうと、親を呼ばない

といけない場面があるわけです。親を呼んで、

親に説明をしないといかん。例えば、謹慎で10

日間ぐらい学校に来るなというときに、よく考

えて、職員に言っていたことは、幾ら親が厳し

い顔をしてきても、親が帰るときには、学校に

来てよかったと思うようなストーリーを描いて

子供の指導をするときは呼べという話をしてた

んですが、例えば謹慎の申し渡しをするときは、

子供を指導した後、子供には非常に厳しいこと

を言いますが、親御さんに残っていただいて、

親御さんに、一つの試練だって、子供は間違う

もんだから、ここで、あの子が社会に出たとき

にああいうわがままなことをしたら通用しない

から、親と学校が一緒になって立て直すときで

すよというような話をしましたけれど。

やっぱり学校が面倒くさい─新聞報道で読

んだ限りですからわかりませんが、もうちょっ

と指導の仕方があったんじゃないかと思うんで

すが、そういうとこを面倒くさいとか、子供の

一生がかかっているという意識を浸透させる努

力をこれからも続けていかないといけないと思
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うし、基本的な根底にあるのは、この前、本会

議場でも答弁させていただいたんですが、15歳

の子供が50代ぐらいになったときに、会っても

恥ずかしくないような指導をできるような教師

たちにしていきたいと思いながら仕事をさせて

いただいているところです。

○緒嶋委員 やはり今、人権というか、そうい

うものが一番尊重されなくてはいかん時代でも

あります。また、そういう中で、世の中のいろ

いろな組織が政治で動くわけです。その中で、18

歳の選挙権が、今度の参議院選挙からそういう

ことになるだろうと思うんですけれども、そう

いう場合に、主権者教育というのが重要なわけ

でありますが、当面、ことしの６月か７月に選

挙がある参議院選挙について、今の３年生は、

卒業したらすぐ選挙ということになるわけです

が、やはり学校の中では、高校生、中学卒業し

て就職する人もおりますけれども、大体が高校

に進学するわけですので、主権者教育をいかに

高校のときにやるかと。また、投票率が高くな

るということは、主権を自分が行使するわけで

すよね。そういうことを含めた場合には、高校

の中の主権者教育というのが大変重要になって

くるわけで、今、そういう副読本というのが文

科省から、もう、来ておるのかもしれませんが、

今後の主権者教育を、教育委員会としては今度

の予算の中でどのあたりで配慮されておるのか、

そのあたりはどうですか。

○川越学校政策課長 18歳以上に選挙権が引き

下げられたということで、高校は、もう宮崎県

は他県に先んじて早いうちに、主権者教育に対

する取り組みを教育委員会また選挙管理委員会

とタイアップしてやってるんですけれども、今

回の予算の中に反映しているところはございま

せんけれども、学校の中では、そもそも地歴・

公民の中の公民という教科の中で政治のあり方、

社会の問題のあり方等に興味関心を持たせると

いう授業はしておりますけれども、今回18歳に

なったということで、各学校に主権者教育推進

リーダーというのを配置するように申し上げて

るところです。

それと、主権者教育委員会というのを各学校

で設置をしまして、年間計画、それから取り組

みについて、そこでしっかりと話し合って学校

で取り組むということで、現在、そのことをき

ちっと申し渡してやらせてるところですけれど

も、現段階は、模擬選挙とか、それから模擬投

票等の取り組みを各学校少しずつやっていると

ころがありますが、積極的に参加をさせるよう

な、またしっかりと取り組ませるような形をとっ

ているところです。

○緒嶋委員 特に主権者教育の場合は、先生は

ものすごく難しいと思うんです。自分の主張を

言ってもいけないわけだし、主権者教育という

のはどういうことだという、その配慮もしなきゃ

いかんし、また十人十色の子供がおるわけで、

その先生の言われたことをどう判断するかとい

うのも、これは難しいと思うんです。

それから、いろいろな考え方があるよという

ことを教えながら、自分の考えも言いながらと

いうか、そういうことじゃないと、中途半端な

ことを言ってもいかんだろうし。何をもって主

権者教育という理念かというのが難しいんじゃ

ないかと思うんですが、そのあたりはどう考え

ておられるでしょう。

○川越学校政策課長 議員がおっしゃるとおり

でございまして、政治的な中立をいかに保ちな

がら主権者教育をするかという点になるんです

けれども、中立を要求すればするほど、今、議

員がおっしゃったように、先生方が、また生徒
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も含めて、政治の参加また政治に対する関心に

対して後ろ向きにならないように、やはり政治

的な教養という部分をしっかりと中立を大事に

しながら取り組ませるということの指示とか、

それから考え方については、各学校のほうに指

示をまだやってるとこです。

○緒嶋委員 今度初めての選挙年齢の引き下げ

ということであるので、まだ皆が、我々も含め

て、そういうものの体験がないままに、すぐに

今度投票権の行使だということになります。こ

れはなかなか時間的なものを含めて十分な制度

というか、人間的にはまだ発達段階にある高校

生がその中で判断をして、自分はどういう方向

で投票するかというのは、将来にわたって重要

な影響が出るので、私はこのことは、学校でい

ろいろと少しずつ主権者教育が変わるのは仕方

がないことだと思うんです。それを、一般国民

というか、我々県民から見て、何かあの学校は

偏ってるんじゃないかというような形の意見が

出るようでもまたいかんわけですよね。だから、

そこ辺を十分配慮しながらそういう教育をする、

誰が学校の中で責任者になるかという、その選

択も大変重要だと思うんです。そういうことに

配慮しながら、私はやはりこれを充実させると

いうのが、日本の将来のためにも大変重要なこ

とだと思いますけれども。何がいいということ

は、私たちもまだなかなかわかりませんが、そ

ういうものに十分配慮しながら、選挙の投票率

が低いというのは、学校での教育を含め、我々

親としての立場の教育も含め、国民全体の責任

であるわけでありますけれども、こういう制度

ができた以上は、高校生で投票する人が今後は

出てくるわけですよね。今度は18になれば、今

の２年生も18になる人はおるわけだから、在校

生も投票するということになるわけですよね。

そういうことを考えた場合には、ぜひ今後の試

行錯誤はあると思いますけれども、間違いのな

いといっても抽象的になりますけれども、努力

してほしいと要望しときます。

○井本委員 主権者教育はどんな教育をやって

るのかなと、私もちょっと気になるんです。と

いうのは、今度の場合は、18歳以上に投票権を

認めると言いながら、権利として投票権を認め

るんだけれど、義務や責任が生じるんだという

こと、その辺がほんとにわかってるのか。私は、

この制度はちょっと片手落ちだなと、実際、今

でも思ってるんだけれど、やっぱりそれだけの

権利を執行させるなら、義務が本来つきまとう

のは当たり前ですよというところが抜けてし

まっている法律だなと、私は思ってるんです。

今でも、民法的にもまだ未成年というのは、

これはどうしたって権利主体になれないんです。

親の承諾がないと本当は法律行為ができない。

これは法律でそうなってるんです。そしてまた、

刑法的にも責任を問われないということになっ

てるでしょう。それなのに、こういう投票権だ

け認めるということはどういうことかという、

これは不思議な法律になってるんです。私に言

わせれば、片手落ちだ。その辺で、投票すると

いうことは、ほんとにこれは国の行く末を決め、

みんなのいろんなものを決めていく大切なもの

だと、そのために責任を負わないといかんのだ

ということを、その辺もぴしっと。本来的に、

私はこの法律は片手落ちだと思ってるんです。

私はです。皆さんはどう思ってるか。だから、

その辺をやっぱり責任が伴うものなんですよと

いうことをぴしっと教えてるのかなと。当然、

教えてるんでしょうね。どうでしょうか。

○飛田教育長 担当課長が、細かなことはまた

私のフォローをしてくれるかもしれませんが、
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学校政策課を中心に、それから特別支援室、直

接指導をやってる２つの課室を中心に議論して

きたんですが、選挙の制度自体の学習は小学校

から高校までやってるわけです。だから、形と

してはちゃんと全部やってた。それは、今まで

も一緒なんです。

ところが、いわゆる昭和40年代にいろんな大

学紛争、それから高校紛争で、ある程度深入り

しないようにということで文科省の通知があっ

て、今みたいな形になってる。そうなったとき

に、仕組みは知ってるけれど、自分とは乖離し

たものになっていたんじゃないだろうかと思い

ます。ですから、非常に難しいと思うんですが、

やっぱりこれを前向きに、20歳であろうと19で

あろうと18であろうと、自分の郷土の動きある

いは国の動き、世界の動きにちゃんと関心を持

つということは大事で、そこにかかわらせるこ

とは非常に大切です。だから、これで後退させ

てはいかんということを思います。

議員がおっしゃるように、例えば少年法の問

題だとかいろんなことはありますし、同じ19歳

でも大学生は納税をしてないけれど、働いてる

人は納税してる。あるいは同じ高校３年生でも、

選挙に行く子供がおれば、同じクラスに行かな

い子供もおる。だから、いろんな制度的なとこ

ろでは非常にやりづらいというか、配慮しない

といけないことがあるのは事実ですが、本県で

大きく考えたことは２つです。

一つは、これをチャンスを考えようと、前向

きに考えようと。若者の政治離れ、投票離れと

いうのをここで何とか変えるきっかけにしたい。

それが一つと、もう一つは、個人の先生に責

任を持たせるのは責任が重過ぎるんじゃないだ

ろうか。今まではどうしても、生徒会の担当が

自治活動をやるとか、あるいは公民の先生が政

治の仕組みを教える。そうではなくて、学校の

中心メンバーでそれをどうやっていくか。学校

行事もあるだろうし、いろんなところでやって

いくような仕組みにしようということで、全国

では例が多分ないと思うんです。私が文科省に

問い合わせたときはなかったんですけれど、主

権者教育推進委員会というのを学校の運営委員

のメンバー、いわゆる学年主任だとか生徒指導

主事とかそういう重立つメンバーを、できたら

メンバーにしなさいという指示をしました。そ

の中で、教務主任とか生徒指導主事とか、全体

の旗振り、リーダーをする立場を主権者教育推

進リーダーにしなさい。組織立って、一個人で

やるんじゃなくて、そういう機会を捉えてやる

ようにしようということを学校現場にやらせた

とこです。

今、実際に指導計画をつくらせておりますが、

その中では、今まではいわゆる仕組みしかやら

なかったのを、例えば模擬投票。きのうの新聞

でも、ある県立高校が、ちょうど高校入試でほ

かの生徒は行かないので、町議会を傍聴に行っ

てるという記事を取り上げていただいてありが

たかったんですが、そういうことをやったり、

実際に学校の投票の仕方を変えたり、あるいは

あることをめぐって議論をする。中立は保たな

いといけないということもあるんですが、議論

をするとか、具体的な今までよりか踏み込んだ

形での指導計画をつくっておりまして、実際に

その研修も何度もやりました。私自身も２回、

今みたいな話の理念的なとこは校長たちに話を

させていただいたところです。

現場が萎縮することがないように、現場がい

い形で捉えて、ここは自分たちもはまってやら

ないといけないというように学校現場をサポー

トしていきたいと思いますし、何かあったらす
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ぐ学校政策課や特別支援室が対応するから、何

でもあったら問い合わせしてくれということも

現場に指導しているところです。だから、前向

きに捉えてやらせていきたいと考えているとこ

ろです。

○井本委員 責任ということは教えてるのかね。

極端な話を言うと、18歳の人以外は全部病気に

なって倒れてしまったと、18歳の人しか投票す

る人がいなかったっていう。まあ、極端な話だ

けれど。そしたら、18歳の人たちが投票して国

の行く末を決めるというようなことも、まあ、

極端な話じゃけれども。そしたら、それだけ責

任を持たないといかんわけ。18歳の人が、ほん

とにね。それだけ真剣に、単に権利としてじゃ

なくて、責任も感じて投票してるのかという話

なんです。そういうことは教えてるんでしょう

ねという。どうなんでしょう。

○川越学校政策課長 先ほど教育長もおっしゃ

いましたけれども、覚悟を持ってするっていう

ことが、与えられたチャンスだろうと思ってい

ます。ですので、これをいい機会として、社会

に関心を持ち、いい社会をつくっていくチャン

スが与えられたということで、前向きにしっか

りと教えていっていると考えております。

○中野委員 まず、私は、この教育委員会の組

織というのは、ほんと県内１万人の先生がおっ

て、これを統治、ガバナンスというのかな、ほ

んとこれは大変だな。そこにまた、法的と現実

的にちょっと違うような市町村教育委員会がい

て、そこにまた校長先生がおる。県は、給料払っ

て人事権を持ってると。かなり私は強いなと思

う。校長先生の責務というのが、これが一番大

きいのじゃないかなと思うんです。今回は何も

校長先生の話は出てこなかったけれど、やっぱ

り校長。いろいろ試験とかはあるみたいですけ

れど、校長の責務というのは、これは何か明確

にしっかりしてるんですか。俗に言うと、事務

分掌みたいなのがみんなあるけれど、校長の役

割と責務という。

○西田教職員課長 法的には、所属職員を監督

するというようなことで示されております。

○中野委員 それしかないわけでしょう。

○西田教職員課長 それが主体であって、特に

法的なものとしては、そこに役割として明記し

ているものだけです。

○中野委員 職員を何だったっけ。

○西田教職員課長 正確に言いますと、校長は

校務をつかさどり、所属職員を監督するという

ことです。

○中野委員 それをもって、やる気のある人は

いろいろやれると思うし、定年まであと１年だ

からといって、ただ職員任せの校長先生もおら

れるだろうし。そこのとこを、学力の問題にし

ても、校長とかそこ辺がしっかり自覚するよう

な仕組み。そのためには、幾ら教育長が訓話し

ても、頭振る人もおるじゃろうし、なるほどと

思う人もおるし、そこをどう校長にしっかり前

向きに課題に取り組ませるかと。ここでいろい

ろ議論しても、私はもうなかなかやなと思った。

ぜひ、校長、もうちょっとしっかり。いじめの

問題もあるし、暴力の問題もあるじゃないです

か。そういうことを含めて。

それと、関連して、今いろいろ中を見ると、

リーダー育成とかリーダーというのがおるわけ

でしょう。このリーダーというのはだれが選ぶ

わけですか。

○川越学校政策課長 学校政策課の中の新規事

業で「リーダー」としているところでは、次世

代アグリリーダーの育成と言っております。

○西田教職員課長 学校の中核的なリーダーと
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いうことになると、主任級があります。例えば、

教務主任とか保健主事とか、そういうような形

になっております。

○中野委員 それだったら、教務主任とかはっ

きり書いたらいいじゃないですか。私は、今言

うところの、学校に行くと教務主任とか、校長

の下にあるじゃないですか。その下の人のまた

リーダーを教育委員会が選ぶのか。それによっ

ても、教育委員会がリーダーを選んでも、こう

いうやり方、学校が全然意識しなきゃ何にもな

らないですよ。では、教務主任の役割は何かと

か、新しくリーダーとかスーパーティーチャー

とか。組織に、またそういうのを入れ込むから、

現場というのは納得しない部分が私は出てくる

んじゃないかなと、かなりそれを感じるんです。

校長の責務というのをしっかり明確にやるべ

きだと。何かあったら校長が出てきて言うぐら

いで。だって、今、私も、町の教育委員会を見

てても、教育長が１人で学校の校長先生に会っ

て、何とか日々雇用じゃないけれど、何という

の、そんな先生が何人かおるけれど、そういう

先生が学校に行ってどれぐらい物が言える。も

う、それは、皆目、私は言えんと思うんです、

逆に。もう少しそこ辺の実態を踏まえて、しっ

かり頑張ってもらいたいなと思います。

もう一つ。特別支援学校に行くと、同じ人間

に生まれて、何でこんな難病にかからないとい

かんのかなと思ったり。

この特別支援学校の校長先生とか職員、これ

は例えば配置するときには、希望する先生って

おられるもんですか。

○西田教職員課長 試験はします。校長任用試

験ですけれども、そのときに、大体特別支援教

育をずっとやっていた方々が受けられて、最終

的に、我々としてもそこの障がい種に応じた人

材を選ぶというような形になってます。

○中野委員 いやいや、私は、試験する場合に、

希望者がおられるかということを聞いてます。

○坂元特別支援教育室長 委員が、今、御指摘

のとおり、特別支援教育は非常に大事な教育で、

障がいの子供さんたちに対する専門的な知識、

技能を持った教員がなるべきだというふうに考

えております。そういう中で、やはり希望され

る校長先生方、そして免許を持ってる校長先生

方……。職員に対しては、免許が要ります。特

別支援学校の免許を所持している者が、特に新

採においては、平成17年以降から免許保有者が

受験の対象になりますので、専門の免許を持っ

た教員が特別支援学校の教員になるというよう

なシステムです。

○中野委員 そういう先生というのは、まだ行

く前に、自分で希望して取るわけですか。

○坂元特別支援教育室長 はい、そうです。

○中野委員 校長先生は。

○西田教職員課長 ほぼ免許を持った先生方が

なる場合が多いんですが、中には高校の普通科

を経験された方が校長になる場合もあります。

○中野委員 私が聞きたいのは、校長先生はそ

ういう施設を希望してなられる人が多いか、今

の校長先生はみんな希望してなられる人か、そ

んなことを聞いてるんです。

○坂元特別支援教育室長 13校11の校長であり

ますが、全て希望して学校長になっております。

○中野委員 施設というのは特別だから、そこ

でやりがいを感じるような先生の配置が必要か

なとつくづく思うんです。逆に、教職員採用で、

いろいろ関係があって、そういうところで非常

勤で働きたいという人もいるだろうし、そうい

う別枠の逆に採用、そういうのも私はこれから

とっていいかなと思うんです。
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○西田教職員課長 今、おっしゃったとおりで、

大切なものでありますので、今、特別支援学校

の区分をちゃんとつくって、別にやってるとこ

ろです。

○井本委員 教職員免許の議案もあったんだけ

れど、教職員免許が、今、更新制になってます

けれど、ないほうが、よりたくさんの人を、よ

りいい人材を求められるんじゃないかとこのご

ろ言われる人がおるんです。例えば、世の中に

出てみて、そしていろんな社会のことを勉強し

た後に、ああ、これは、先生になりたいなと思っ

たときに、教職員までの教職課程を受けてない

からなれない。ところが、情熱はあると。そう

いう人たちを取り込むために、逆に免許がない

ほうがいい人材が集まるんじゃないかという説

がこのごろあるんだよね。それについてはどう

思いますか。

○西田教職員課長 今おっしゃられるように、

免許というのはある一定の知識、技能を持った

という部分で大切な部分ではあるんですが、確

かに言われたように、社会人から、専門的知識

が豊富な教員に向いている方がいらっしゃると

思います。その場合は、特別免許状という制度

がありまして、そういう形で県が認めるという

ことができまして、何人かそういう形で入って

います。

○緒嶋委員 今度は、教育委員会の教育長の制

度が変わるわけですが、教育委員会の組織をそ

のことで変えるというか、改編するというか、

そういうことの必要性というのは感じていられ

ないわけですか。

○大西総務課長 緒嶋委員の御指摘は、恐らく

新教育長、これがまたこれまで以上に教育長の

職責が増すということで、事務局体制をやはり

強化すべしという多分御意見だろうと思うんで

すけれども、私どもとしましても、そのことは

十分踏まえながら研究していかないといけない

なと感じております。

直ちに来年度から、何か組織がそのことを踏

まえて改正をするということは今のところござ

いませんけれども、来年度以降、新教育長体制

になりまして、いろんな事務の執行状況を含め

て、そのあたりはよく研究していきたいと考え

ております。

○緒嶋委員 新たな教育長がどういう方針で臨

まれるかということもあるし、また、知事の意

向も、今度は今まで以上に反映されるわけです

ね。そうなった場合に、ある意味では年度途中

からでもそのほうがいいということが明確に出

てくれば、その時期は29年度からということで

はなくて、途中からでも変えるべきとこは変え

て、全体的に組織としての仕事がやりやすい組

織をつくるのは当然だと思うんです。だから、

そこ辺を含めながら検討されたほうがいいん

じゃないかなと思うんですけれど、総務課長、

どうですか。

○大西総務課長 私どもとしても、そのような

趣旨から、深く研究をしていかないといけない

と思っておりますし、緒嶋委員から御指摘を受

けて、実は全国の状況も少し見てみましたが、

やはりそれぞれの自治体でそれぞれの事情に応

じて工夫をされておりました。職制を含めてい

ろいろと違いはあるんですけれども、やはり事

務局の体制がしっかりしないと教育全般に影響

が大きいですから、そうなったらしっかり考え

ていきたいと思っております。

○緒嶋委員 特に、農政は、ＴＰＰの動きを踏

まえながらも、今度の４月からもう変えていく。

ＴＰＰはまだ国会で審議されておる、今からス

タートされるわけですけれど、それを見越して、
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農政のほうは機構改革をやったわけですよね。

そういう意味では、いいものは早く取り入れた

がいいわけでありますし、全体がうまく機能す

るようにならんと、組織はそれこそ機能してい

ないということにもなるわけですので、ぜひ検

討していただきたいということを強く要望して

おきます。

○井本委員 私は、そもそも戦後、教育委員会

が、これが独立した組織として、最初、公選制

やったですもんね。これが結局公選制じゃなく

なったんだけれども、なぜこれをいわゆる行政

と独立させたかというと、教育が結局偏ってし

まったと、これの反省の上に教育委員会を独立

させたと思うんです。そして、自主運営みたい

なことをさせている。だけれど、それがどうも

うまくいかないと、行政ともう少し密着しとか

ないといかん。例えば、この前のいじめの問題

が起きたときなんか、特にそうなったわけです。

それで、結局、もうちょっと行政と密着させよ

うというのが今度のもっと大きな動きだと私は

思うんです。

ただ、あんまり行政と密着すると、学問とい

うのは、できるだけこの世の中から独立してお

かないといかんという使命はあると思うんです

よ、本来。行政が全て正しいわけじゃないし、

むしろ行政を客観的に静かに見る、そういう、

特に、大学なんかは、学問の自由とか学の独立

ということを言われてるから、それはもう大学

は大学でいいんだけれど。

だけれど、やっぱりそれと同じように、高校、

中学校も、学問としてのある程度一定の自由と

いうのは担保されにゃいかんと私は思うんです。

その辺のことが、今後、果たして行政が全部引っ

張っていっていいのかなと、私なんかはある意

味ちょっと危惧しとるんです、はっきり言って。

だけれど、その辺のことは、戦争やらやって、

あの反省の上に立ってからこそこういうのが生

まれてきてるんだろうなということを思ってる

ことは思ってる。

だから、どう見ても、メリット、デメリット

というのが、私はあると思う。その辺のことを

どうしたらいいかということは私もよくわから

んのだけれども、何かそのことについて考えは

ありますか。

○飛田教育長 おっしゃることは、本当に共感

しながら聞かせていただいたんですが、中教審

のある時の答申で、制度変更をしたら、制度変

更が半分、人が半分だという答申の談話があっ

たことがありますが、まさに誰がやるか、どう

やっていくかというときに、どういう思いでやっ

ていくかということは一つ大事だと思います。

それから、もう一つは、例えば政治とか行政っ

ていうのは、今と未来とを考えたとき、どちら

かというと今を大事にしながら未来を見ていく

という構造をとらざるを得ない面が多いかなと。

まあ、どっちも大事だということはあるんです

が。教育の場合は、どちらかというと、今の問

題にも対処しながら、子供たちの将来、日本の

将来、宮崎の将来、それを俯瞰しながらする仕

事だと、そういう視点は、制度がどうであれ、

忘れてはいけないなということは強く思います。

だから、おっしゃったとおり、どの制度だっ

ていい面と悪い面とはありますが、何を大事に

しないといけないかとか、あるいはもう一つは、

さっきから校長が大事だとか現場の教職員が大

事だっていう話が議論になってますけれど、そ

こあたりを本気で心意気を感じてやるようなこ

とをするというような、そういう視点をきちっ

と持っていくことがどんな制度設計でも大事だ

と思います。
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○大西総務課長 冒頭に中野委員から御質問の

ございました、平成28年度当初予算の中の国庫

支出金の額でございますけれども、よろしいで

しょうか。198億7,729万9,000円でございます。

義務教育関係の国庫負担金が大半でございま

して、教職員課の財源の国庫支出金がおおむ

ね170億弱でございますので、今申し上げた198

億のうちの170億弱ぐらいが人件費相当で、国庫

支出金が入ってるということでございます。

全て国庫支出金を足し上げた額が、今の198億

でございます。

あとは、基本的には県費になりますが、使用

料、手数料ですとか財産収入ですとか、他部局

でやってるような、そういったものが少しござ

いますけれども、基本的に県費ということにな

ります。

○重松委員長 議案について、ほかに御質問は

ございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、議案については以上

で終わりたいと思います。

次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

○永山学校支援監 文教警察企業常任委員会資

料を御準備ください。

18ページをお開きください。

検定申請中の教科用図書の閲覧に関する調査

報告について説明いたします。

Ⅰ、文部科学省から提供された情報は、閲覧

させた教科書会社名や教科名、閲覧期日、閲覧

の対価として支払われた金品等の金額、閲覧該

当者の閲覧当時の所属や職位、氏名であります。

次に、本県における調査の状況についてであ

ります。

１の調査実施期間は、２月７日から３月２日。

２の調査対象人員は36名で、調査終了人員35

名であります。対象人員36名の中の１名につき

ましては、閲覧当時既に退職していた教員であっ

たため、文部科学省の指示により、聞き取り調

査の対象外といたしております。

３の調査方法につきましては、該当者及び教

科書会社に対して、県教育委員会が聞き取りを

行いました。

４の調査項目につきましては、国に報告すべ

き事項に県独自の調査項目を加えた計12項目で

あります。

19ページをごらんください。

Ⅲの調査結果を説明いたします。調査結果概

要につきましては１のとおりでありますが、そ

れらの詳細につきましては、２の調査項目ごと

の結果一覧により説明いたします。

２の表の一番上の欄をごらんください。

今回閲覧させた発行者は、左のほうから、光

村図書出版、教育出版、日本文教出版、東京書

籍の４社であります。

１の欄に、閲覧教科及び閲覧時期について示

しているところであります。

その下の段の、２の閲覧時の職位につきまし

ては、そこに書いてあるとおりの職位が示して

あるところであります。

３の閲覧をしたかどうかにつきましては、全

員が閲覧したと回答しております。

４の教科書会社からどのような案内があった

かにつきましては、そこにありますように、「教

育フォーラムへ参加してほしい」や「教師用指

導書についての意見が欲しい」などの案内があ

り、検定申請中の教科書を閲覧することを事前

に知らされているケースはありませんでした。

５の閲覧場所につきましては、東京や宮崎市

内、大阪や福岡であります。
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20ページをごらんください。

６の金品等対価の授受につきましては、光村

図書は13名全員が２万円を受領したと回答、教

育出版は８名が受領したと回答し、そのうち２

名は、金額が5,000円だったかどうかについては

正確な記憶がないと回答しております。また、

受領してないと回答した者が２名であります。

その横の日本文教出版は７名が受領したと回答

し、そのうち１名は、その金額が１万円だった

かどうか正確な記憶がないと回答しております。

一番右の東京書籍は４名が１万円を受領し、不

明の１名は、謝金を受領したかどうか正確な記

憶がないと回答しております。

なお、光村図書、教育出版から対価を受領し

た者のうち、各１名は、ことしになって受け取っ

た金額を全額返金しております。

続きまして、中段の７、金品等を受け取るこ

とを知っていたかにつきましては、全員が事前

にそのような対価が与えられることを知らずに

参加したとの回答でございました。

８の交通費や宿泊費につきましては、光村図

書からは、全員に航空券及び都内交通費等5,000

円が支給されており、うち１名は、都内交通費

をことしになって全額返金したと回答しており

ます。また、宿泊費については、13名全員分を

会社が負担しております。一番右の欄の東京書

籍は全員に航空券が支給されており、そのうち

の１名については、宿泊費を会社が負担してお

ります。

21ページをごらんください。

９の食事の提供につきましては、光村図書及

び教育出版が軽食や弁当を、費用は会社負担に

より提供しております。

10の懇親会の実施及び参加等につきましては、

教育出版を除く３つの会社が、費用は会社負担

により実施しております。

11の閲覧教科書が有利となる働きかけにつき

ましては、県の専門調査員や専門委員を務めた11

名に対して聞き取りを行い、全員が、閲覧した

教科書が有利となる働きかけをしなかったと回

答しております。

次に、３の採択結果への影響についてであり

ます。

（１）にありますように、地区ごとの教科用

図書の採択を決定するのは、県内６地区の採択

地区協議会の委員であり、今回の調査対象者で

委員となっている者はおりません。

ただし、（２）にありますように、該当者の中

には、教科書の特徴を整理した資料を作成する

県の専門調査員や各地区の専門委員を務めた者

が11名おりました。

なお、専門調査員や専門委員は、県教科用図

書選定審議会の規則や採択地区協議会の規約に

より、採択に関与することはできません。

22ページをお開きください。

（３）になりますが、先ほど説明いたしまし

たとおり、11名の者からは、閲覧した教科書が

有利となる働きかけなどについては、全員が働

きかけをしてないとの回答がありました。

（４）では、専門調査員、専門委員を務めた

該当者が在籍する採択地区において、教科用図

書の採択が変更された例は２例ありました。

このような実態を踏まえ、この11名が在籍す

る全ての採択地区において、調査研究資料の内

容や表現を精査いたしました。その結果、その

他の教科用図書より有利となる記述は認められ

ず、採択への影響はないと判断したところであ

ります。

Ⅳの再発防止に向けた県教育委員会の対応に

つきましては、１にありますように、全ての市
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町村教育長に対しまして、再発防止に向けた教

職員への指導の徹底を依頼いたしますとともに、

２の「教科書採択における公平性・透明性の確

保について」を配付しまして、23ページに示し

ております具体的なチェック項目により、教職

員及び学校関係者への指導の再度の徹底をする

ようにしたところでございます。

今後とも、公正・公平な教科書採択について

周知を継続的に行いながら、市町村教育委員会

等へ指導・助言に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

説明は以上であります。

○重松委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終了しました。

質疑はございませんか。

○図師委員 まず、この教科書採択に当たって、

採択された場合、業者にはどれぐらいの教科書

代が支払われるんですか。概算でいいです。

○永山学校支援監 少々お待ちください。調べ

ます。

○図師委員 細かな数字はいいです。概算でい

いですので、わかったら教えてください。

要は、業者は、そこでメリット、利益を得る

ことと、この教科書採択に関しての金品を渡す

ことでのバランスで、渡してもメリットが出る

というような判断でこういうことをやってきた

んだと思うんですが、まずお聞きしたいのは、

全てこの調査によって、閲覧した数ですけれど

も、見事に全員が閲覧されてると。この閲覧し

た方々の中には、重複して閲覧してる人、重複

して参加してる人がいなかったですか。どうで

しょう。

○永山学校支援監 重複して参加している者は

おりませんでした。

○図師委員 わかりました。

特に光村図書、ここは甚だしくて、２万円、

さらに航空券、都内交通費、宿泊費、昼飯代、

夜の懇親会代、多分これはアルコールも出てる

と思うんですが、大体１人につき10万円ぐらい

にもなってるんではないかとも推測されますけ

れども、こういうことが行われていたというこ

とで、その後、専門調査員とか専門委員に関し

て、何らその採択に関しての働きかけをしてい

ないということにはなっておりますが、これは

何をもって働きかけをしてないと判断をされた

のか。

○永山学校支援監 まず一つは、本人の聞き取

りがあったということを報告します。

そして、２点目につきましては、この専門調

査員というのは、22ページの図をちょっと見て

いただくとわかると思うんですが、例えば市町

村の６地区の右のほうを見ていただきますと、

この専門委員については、各地区の特色や児童

生徒の実態等を考慮した調査研究資料を作成す

るということが役割になっておりまして、実際

の採択には関与できなくなっております。です

から、資料を提出するということでありますの

で、その資料を全て取り寄せまして、その記述、

内容であるとか、その分量であるとか、特にそ

この教科書会社だけすぐれた表記はないかとか

いう視点で、全て精査をさせていただきました。

その結果、その他の教科書の研究資料と同じよ

うな形で、特段そこのところが優位になる働き

かけがあるという記述は見られませんでしたの

で、そう判断させていただきました。

○図師委員 まず、何をもって働きかけをして

いないかということなんですが、閲覧をされた

方がつくられた報告書もあるんですけれども、

まず、学識経験者等で構成される県教科用図書

選定審議会委員がいらっしゃいますよね。これ
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らの方々に一切接触してないという、何か裏は

とれたんでしょうか。

○永山学校支援監 教科書会社が接触していな

いということですか。

○図師委員 閲覧した先生がです。

○永山学校支援監 県の専門調査員と採択の関

係については、全く別の人間が行っております

ので、そういうことに関しては関与はしてない

ということです。

○図師委員 かみ合わないということは、多分

そこまで調査されてないということで判断しま

すが。

では次に行きますけれども、報告書の内容が

特定の偏った表現がなかったとか、内容につい

ては公平性を保っていたということの判断は、

県の教育委員会の方がされたんですか。

○永山学校支援監 県の事務局職員がチームで

全部精査をしたところでございます。

それと、先ほどの審議会に関与する委員への

働きかけはなかったかということに関しては、

現段階ではなかったと思っております。

○図師委員 調査をされたのが県教育委員とい

うことですから、事務員も含めて、この調査書、

報告書は見られたということなんですが、やは

り、身内同士の調査ではだめで、第三者とか外

部がそういう調査をする。せめて、報告書とい

うのは文書で残ってるわけですから、そういう

ものは、より客観的な判断をされるべきだった

と思いますけれども、いかがですか。

○永山学校支援監 御意見については十分わか

るところでありますが、現段階、委員の中で、

事務局職員の中で精査した段階での判断という

ことで、今回については報告をさせていただい

たところであります。

○図師委員 22ページの（４）に関しては、教

科書が変わってしまった例が２例あるというこ

となんですけれども、これに関しては、さらに

業者からの成功報酬みたいなものが支払われて

るような形跡はないんですか。

○永山学校支援監 そういう事例はございませ

ん。

○図師委員 最後のチェック表なんですけれど

も、ここにありますとおり、このチェック表を

もとにして再確認をしてくださいということで、

各学校にこのチェック表が配られてるんですが、

このチェック表は以前から存在してなかったん

ですか。

○永山学校支援監 このチェック表につきまし

ては、今回のいろんな聞き取りの中で、特に再

度意識を啓発する必要があるということで、

チェック表については作成したところですけれ

ども、県の通知とか、そういうところにつきま

しては、毎年、意識の通知については出してい

たところではあります。

○図師委員 チェック表の４番に、発行者が採

択期間中に云々とありまして、発行者が主催す

る講習会とか研修会には原則として参加しない、

関与しないとあるんですが、いわゆるこういう

ことが徹底されてなかったということなんです

か。

○永山学校支援監 今、議員がお示しした４番

の採択期間中というところについての講習会を

主催してるというとこですけれども、今回の案

件につきましては、その前年度に開催されてい

る教科用の申請図書ということに関してのもの

であったということで、１も含めた中で、再度

そういう意識を喚起をするというところで、今

回、再発防止で出させていただいたところであ

ります。

○図師委員 最後にしますが、これはいわゆる
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モラルの問題なのか、何らか違法性があるのか。

それもまた、中にはお金、もらった金品を返さ

れてる方もいらっしゃいますけれども、指導す

る立場として、どうしなさいというところまで

県教委からは指導できなかったのか、そのあた

りを教えてください。

○永山学校支援監 今回の調査の報告につきま

しては、まず、国のほうから、この件について、

聞き取り調査をしっかり行った上で報告すると

いうところのもので来ておりますので、実際に

やったかどうかの確認であるとかについて行っ

たところであります。ですから、それぞれの項

目について聞き取りをしっかりと行っていきな

がら、県教育委員会としては、どういうことで

こういう事態が生じたのかというところも含め

て聞き取り調査は行ったところです。

特に、４番のところにありますように、今回

の大きな発端となっておりますのは、２の４に

ありますように、教科書会社からの案内のあり

方というところで、事前にそういうものを見せ

るとか、そういうことではなくて、あくまで教

育フォーラムに参加してくださいであるとか、

そういう参加のあり方で教科書会社のほうから

案内されたということが発端になっていると思

いますし、今回のいろんな禁止事項に関しまし

ては、文部科学省のほうから、検定申請中の図

書については外部に閲覧させてはいけないとい

うことを、教科書会社の発行者に対して国が言っ

ているものでありますから、今回の事案につい

ては、調査と同時にそういうところをしっかり

と精査していきながら、今後の再発がないよう

な形での意識で経過を調査したところでござい

ます。

○図師委員 国が発行会社には事前閲覧はさせ

ないようにという指導をしているにもかかわら

ず、それをした業者、そこに関与した先生方が

いらっしゃるということで、もしかしたら、国

から業者に対して何らかの行政指導なり違法性

というものが出てきた場合には、やはり関連し

た先生方にも影響してくるということでしょう

か。

○永山学校支援監 今、おっしゃったように、

関係はしてくるということだと思います。地方

公務員法とか文部科学省の規則、あと倫理規定

等と照らし合せて、そういう部分で我々として

も検討していかないといけないなと思います。

○図師委員 要は、国のまた今後の回答待ちと

いうか、この調査報告を受けて、また国から指

示が来るでしょうから、そこ待ちということで

しょうか。

○永山学校支援監 報告をした時点で、まだ国

が今回どのような対応をしていくのか、国のほ

うは、教科書会社から厳しく今回このようなこ

とがあったのはどうかというところで、各教科

書会社に対して全部出すようにという指示が来

ておりますので、実際、教科書会社が出した情

報と今回聞き取った情報が、当然、そこでまた

精査されて出てくると思っているところです。

○中野委員 この問題は、たまたま今回こうい

うのが出てきたが、私は長年されていた問題だ

と思うんです。この聞き取りもですけれど、働

きかけをしたか、してないかとか、こういう中

で、こんなのをしてますという人はいないです

よ。だから、要は、教科書は大きいですよ。大

体１学年、恐らく人口比で100前後、１学年120

万ぐらいおるんじゃないかな。小中学校、120万

の９倍したら、かなりになります。

それで問題は、やったかどうかというのでは

なくて、この結果がどうなるか。私は、去年分

析していたのをきのうの袋に忘れてきたんです
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よ。教育委員会に頼んで、宮崎で使われてる教

科書の種類とここの比率を見たんです。だから、

要は教科書を使ってもらいたい、使ってる数が

少ない会社がよく働きかけるとか、光村とかね。

今、あれで見たら、一番多く使われたのは東京

書籍ですよね、宮崎県は。

それで、この中で、要は一番接待度合いの濃

いやつ、濃度が濃い、それはどんなふうに分析

してますか。こんな表をつくって終わりじゃお

かしいんですよ。この表を使って何を解明する

かということを言うんだけれど、この中で一番

全体的に金額からして、接待、こういう事例が

多いというか、高いというか、どうなります。

○永山学校支援監 今回の事案で、20ページの

６番のところで見ますと、金品等につきまして

は光村図書が２万円、そして教育出版が5,000円、

日本文教出版会社が１万円、東京書籍が１万円

という状況になっておりますし、また交通費と

かそういうところでは、東京に呼んだりであっ

たりとか福岡に呼んだりであったりとかいうと

こで、また金品がプラスされてるところがあり

ます。

○中野委員 回数とか、中身をもうちょっとし

て、その結果、うちの教科書の使用量はどうなっ

てるかというのを考察させてみたりするとか。

そうなると、宮崎で一番多く使ってる会社名が。

だから、この結果を、何ぼやった、取った、

もろうたという話じゃなくて、この結果が宮崎

県の教科書の使用量とどう関係してるかという

のを最終的には見らんと意味がないですよ。

○永山学校支援監 今現在使用されてるパーセ

ンテージにつきましては。

○中野委員 もういいです。わかりました。

だから、要は、それでちょっと話は変わるけ

れど、秋田と比較した場合に、うちは全然使っ

てない会社があったんですよ、秋田県のやつで。

啓文社かな。

○永山学校支援監 啓林館。

○中野委員 ああ、啓林館。あそこは、秋田じゃ

３番目ぐらいの教科書使用量が入ってるよね。

話は変わるけれど、うちにはこれが全然ないん

だけど。それはどんなふうに見ますか。同じ教

科書選定をしとる中で、秋田が３番目に使って

る教科書会社が、宮崎県は全然入ってないんで

す。

○永山学校支援監 秋田県で多いのは、東京書

籍という状況で、教育芸術社がゼロになってお

ります。

○中野委員 啓林館というのが３番目か４番目

ぐらいになるわけよ、それを見たら。それは分

析したんですよ。

○永山学校支援監 秋田が使って本県で使って

ないのは、啓林館。本県が使っているのは啓林

館で、秋田は使っていません。

○中野委員 ああ、そう。逆じゃない。啓林館

は秋田が使っとって、うちが使ってないんじゃ

ないですか。

○永山学校支援監 いや、逆です。

○中野委員 逆か。

○永山学校支援監 はい。本県では、啓林館を

使っておりまして、秋田県のほうでは啓林館の

ほうは使っておりません。

○中野委員 逆、じゃあ、今回、啓林館はそう

いうことをやってないんですね。

○永山学校支援監 はい。本県ではござません。

○中野委員 要は、教育長、これは、文部科学

省がどういうこういう問題じゃないです。もう

宮崎県は一切図書出版社のこういう催しには出

ませんと、それを言い切ったらどうですか。も

うそれしかないでしょう。
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○飛田教育長 おっしゃるとおりだと思います。

実はこれ、教科書会社を文科省が指導してたの

を、だからうちが通知を出すけれど、そういう

重要認識をもって現場が見てたのかというと、

私はクエスチョンだと思ったんです。だから、

一切やるなってことで、今度、チェック表をつ

けた。そのチェック表のとこを見ていただきま

すと、全ての文言が「教科書会社は」「発行者は」

という通知なんです。発行者はするなと。だか

ら、現場はそれほど意識してなかった。当然、

この期間中じゃなかったら、教科書を見てもい

いわけだし、教科書会社と意見交換をしてもい

いわけです。文科大臣自体が、やっぱりいい教

科書をつくるためには意見交換をすることが大

事だと。だから、銭もらうなとか、そういう倫

理に反するようなことはしてはならんと、そう

いうことはちゃんと絶対周知しようということ

が、一番の今回改めてやったことでございまし

て、そこは、国の通知をそのままうちが流して

いても、現場はきちっとそこを受けとめてなかっ

た。それは、我々にも責任があるんじゃないか。

もうちょっときちっと周知する。おっしゃると

おりで、そこは絶対やるなということにしたか

ら、一人一人チェックさせるということでござ

います。

○中野委員 要は、いろいろ勉強会とかするの

はいいですよね。例えば、会社が、宮崎でする

のはいいですよね、逆に。例えば、東京とかで、

会社がこういう催しをする場合、教科書の自分

とこの会社の東京でする場合に、どういう教科

も、そういう勉強はせんといかんですよね。だ

から、その勉強の仕方で、例えば宮崎県内でやっ

てくれれば、極端な言い方をすると、200円の日

当で勉強に来てもいいわけです。要は、こうい

うのは東京でしかやらんのですか。

○永山学校支援監 20ページの、資料の中であ

りましたように、本県の市内での開催もありま

したけれども、今回の件は、勉強会について、

申請している段階においては、そういうことを

行ってはいけないということになっております

ので、検定を申請してる期間、そして次年度の

採択の期間中についてはそういうことを行って

はいけないのに、今回は教科書会社のほうがそ

ういうことを行ったということで、それ以外の

期間については、先生たちとかがいろんなとこ

ろで勉強するために、一生懸命に教材研究する

とこの研修会について禁止してるものではござ

いません。

○中野委員 教育長なんか辞めてもＯＢになる

と力が強いですよ。そういう人たちが行って、

いろいろこういう方法をやれば、また中身は一

緒ですから。直接県教育委員会調査研究会なん

かに属しとる人が行かなくても、第三者が行っ

て、口利き、そういうのがありますからね。か

なりこれはしっかりしてもらわんと。文部科学

省が選定したりするのは、そんなに違いはない

かもしれん。会社としてはかなりの売り上げ、

営業活動をしますから、今後もあるし、この前

もあったんだろうと思うから、そこら辺をしっ

かり明確に。通知も、国じゃなくて、宮崎県は

こうしますという取り扱い要領をしっかり出し

たらいいんじゃないですか。何も東京の指示待

ちじゃなくても。

○飛田教育長 宮崎としてそうしたいと思った

ので、今回、再確認で現場に徹底しようという

ことで、さっきのチェックをして、必ずそうい

うことのないようにという指導をしたところな

んです。

○中野委員 指導は何ですか。文書ですか。

○飛田教育長 文書です。一人一人配って、一
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人ずつチェックをしなさいと。

○中野委員 一人一人というのは。

○飛田教育長 教職員。

○中野委員 教員全体。

○飛田教育長 はい。

○中野委員 ぜひ、そういうことを含めて、校

長の責任でそこ辺を監視するとかしないと、文

書で１万人に出したって、校長が無頓着だった

らだめですよ。そこ辺も改めて校長に、そうい

うのがあったらちゃんとした責任とってもらい

ますよぐらい。私は、校長がしっかりやらんこ

とには、これはほんとに企業の影響力というの

はすごいから、ぜひ徹底してください。

○緒嶋委員 この人たちは、年休を取っていか

れたんですかね。出張命令はどうなってたです

か。

○永山学校支援監 基本的に休みの日であると

か、夜であるとか、そういう時間帯になってお

ります。

○永山学校支援監 先ほどの、教科書の金額で

すけれども、小学校については大体教科書の１

点の平均が377円、中学校が521円で、平均の教

科書の費用としては、小学校が大体3,346円、中

学校が4,830円となっておりますが、実際に教科

書会社にどんだけの金額が行ったかということ

については、私どものほうではわかっておりま

せん。

ただ、予算につきましては、大体400億ぐらい

のお金が使われているということになります。

国全体でです。

○田口委員 今出てるのは、教科書会社４社で

すが、対象になる採択の会社というのは何社ぐ

らいあるんですか。

○永山学校支援監 対象となる教科書会社につ

いては、大体21社でございます。

○田口委員 調べてみると、これは、教科書の

中でほぼ大手中の大手ですね。例えば東京書籍

なんていうのは、これは余り会社名は聞いたこ

とがないんですけれども、凸版印刷グループで

すよね。教育出版社が、これは大日本印刷系、

光村図書、これは前、業界３位だったみたいで

すけれど、今は業界２位になってるけれど。見

ていると、何か営業活動が非常にうまくいった

のかなと。

そういう意味では、東京まで呼んでやった成

果が出てるといっても過言ではないようなデー

タが出てますので、会社側としては、教育レベ

ルを上げるためにとかいうことはほんとは表向

きで、実際やってることは、もちろん会社です

から、利益を上げるのが第一ですので。

例えば、教育フォーラムとかいう出版社が主

催する、報酬が伴わないような勉強会みたいな

ものは、結構あるんですか。地域とかで、教科

書会社がやるものでも。

○永山学校支援監 教科書会社が主催してフォ

ーラムをやるということについて、今、こちら

の持ち合わせる情報では入ってきてない情報で

はあります。

○田口委員 もちろんこれは、案内は一応教育

フォーラムとかいろいろ出てますけれども、教

育出版社の名前で、教科書会社の名前で案内が

来てるんですよね。

○永山学校支援監 そういう状況になります。

○田口委員 そうなるとやっぱり意図が見え見

えで、のこのこと行ったというのは、やはり責

任は重たいなと思っております。

今後のチェック項目がいろいろ出ております

けれども、まず先生方は自分自身の判断でそう

いうものには行かないという、先生としてのモ

ラルが必要じゃないかなと思うんです。そうい
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う方向で、まず先生方のモラルを高めるような

認識を持っていただきたいと思いますので、今

後、そういう指導をよろしくお願いいたします。

○井本委員 さっき、図師さんが言った、どっ

か法律か何かに違反してるのか、モラルの違反

なのか。今のところ、モラル違反であるという

とこでいいわけですか。

○西田教職員課長 それぞれ市町村等、職員の

倫理規程とかがありまして、そういうときには

利害関係者からお金を受け取らないとあります

ので、モラルについては一定責任があるかなと

思ってます。

○井本委員 いや、法律には違反してないとい

うことなんですか。

○西田教職員課長 法律については、今、精査

しないといけない状況で、例えば営利企業等の

従事制限とかありますが、そういうとこにかか

るのか、かからないのかとか、今後、学校政策

課から出た資料をもとに、教職員課として、そ

こら辺をさらに精査して、また聞き取り等もさ

らに行わないといけない状況もあるかなと思っ

てます。

○井本委員 国としては、この辺はちょっとど

うも隙間があったなという認識があるだろうと

思うんです。その辺は、何か対策を打たないと

いかんという、そういう動きはあるんですか。

○飛田教育長 私は、文科大臣から直接、会議

で聞きましたけれど、国としての方針としては、

やっぱりいい教科書をつくることに現場の声と

か、使った子供たちの声を反映するような、そ

ういうシステムというのは大事だろうと。ただ、

モラルを疑われるとか、法に抵触するとか、企

業を挟むようなことはいかんだろうから、きちっ

と整理をしたいと言われておりますんで、ぜひ

そうしてほしいと願ってます。

○井本委員 そうですね。わかりました。

○重松委員長 暫時休憩します。

午前11時29分休憩

午前11時29分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

先ほどのその他報告、教科書検定については、

よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 では次は、請願の審査に移りま

す。

まず、新規請願第10号「公立高等学校授業料

不徴収制度の復活を求める請願」について、執

行部からの説明はございますか。

○田方財務福利課長 特にございません。

○重松委員長 質疑はございませんか。

○田口委員 今、高校授業料無償化ではなくて、

収入によって授業料を取るか取らないかという

のに変わりましたが、確かに910万が分岐点だと

思うんですが、県内で授業料を払っているのは

全体のうちの何人になってますか。

○田方財務福利課長 平成26年度から入ってお

りますので、１年生、２年生が、今、対象になっ

てますが、県内では、27年度の数値で申し上げ

ますけれども、まだ見込みでありますけれども、

対象者が１万5,444人で、認定人数が１万3,757

人、不認定、授業料をいただいているのが1,641

人ということで、大体10％から11％ぐらいの方

々から授業料を徴収してるということになりま

す。

○田口委員 その中で、授業料を免除してるの

と合わせていろいろ、就学援助というんですか。

それの対象になってる学生は、学校ごとにどれ

ぐらいいらっしゃいますか。

○田方財務福利課長 就学のための給付金とい
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うのを支給をしておりますが、生活保護世帯及

び非課税の世帯というのがありまして、金額が

生活保護世帯で３万2,300円、それから第１子の

いる家庭で３万7,400円、27年度ですけれども。23

歳未満の扶養されている兄弟のいる第２子が12

万9,700円、通信制が３万6,500円支給をしてる

わけですけれども、27年度の実績で申し上げま

すと、支給したのが3,120名、２億1,400万円ぐ

らいで、約20％ぐらいの方々に支給をしてると

いうことになります。

○重松委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 では次に、新規請願第11号「正

規教職員の増員を求める請願」について、執行

部からの説明はございますか。

○西田教職員課長 特にございません。

○重松委員長 質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは次に、新規請願第12号

「小・中・高の35人以下学級等の実現について

国に意見書の提出を求める請願」について、執

行部からの説明はございますか。

○西田教職員課長 特にございません。

○重松委員長 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 次に行きます。

次に、新規請願第13号「義務教育費国庫負担

制度の拡充・復元について、国に意見書の提出

を求める請願」について、執行部からの説明は

ございますか。

○西田教職員課長 特にございません。

○重松委員長 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは最後に、その他のその

他で何かございませんか。

○緒嶋委員 飛田教育長は、恐らく先生として、

もう三十七、八年ぐらいになられると思うんで

すけれども、宮崎県の教育の発展のために貢献

されたし、今度退任されるということは、私と

しては残念であります。

そういう中で、教育長としての宮崎県の教育

に対する思い、今後に期待するものというよう

な思いがあれば、ぜひ一言述べていただくと我

々も勉強になるかなと思いますので、よろしく

お願いします。

○飛田教育長 ほんとに、何か胸がいっぱいに

なってしまって。

さっきも申し上げましたけれど、教育という

のは、未来への投資だと思います。担任をして

いたとき、ほんとにだめな教師でした。家庭訪

問に行って、あるときから、これじゃいかんと

思ってやったことは、家庭訪問に行って、通知

表のもとになるような成績のデータを見るん

じゃなくて、あなたの、一番得意なものを何か

持ってこいとか、あるいは小学校のときに優勝

したメダルでもあったら持ってこいと言ったら、

いろんなことがありましたが、ある男の子がも

じもじしとるので、お母さんが「いいがあ、出

しない」って言ったら、当時、ものすごいロッ

クをがんがん弾いてくれたのもおりますし、そ

れこそ刃物をめぐって子供たちとやり合うよう

なことがありましたけれど。

やっぱり子供たちと向き合いながら我々は成

長するわけで、教育というのは、学校は何のた

めにあるかというのは、私は２つあると思うん

ですが、一つは、ともによき社会をつくらん。

子供たちを預かって、子供たちがどれだけ社会

貢献をできるかということを、力を一緒に保護

者、それから教師、地域とつくっていくのが学

校の仕事。その子供たちに伝えたいことという
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のは、ともによき世をつくらん。そのために学

校で何をするかといったら、自分で学び続ける

子供をつくれということだと思います。

いろんな思い出があるんですが、選挙権年齢

が18歳になってとっさに思い出したのが、ある

年、成人式のインタビューの場面をテレビで放

映してましたら、「あなたは政治に何を望みます

か」って成人式の会場から出てくる若者にイン

タビュアーがマイクを突きつけておったときに、

その若者が、ほとんどは、例えば雇用をふやし

てほしいとか、インフラの整備をしてほしいと

かそんなことを言ったら、ある若者は、「どうし

てそんなことを聞くんですか」と、「成人式の会

場を出る若者に、あなたは社会のために何をし

てくれるんですかって、なぜ聞かないんです

か」って、生放送でアナウンサーに言った子供

たちがおりましたが、そういう子供たちが社会

をつくってくれる。

言うならば、遠藤未希さんっていう、あの南

三陸町でずっと放送をして、みずから命を落と

して放送してくれた人は、多分、あれから、あ

した11日で、もうそれでもそういう名前は忘れ

る人は多いと思うんですが、やっぱり社会に何

か自分のおり場を見つけて社会に貢献するよう

な、そういう小さな名もなき英雄を育てられる

ような宮崎の教育であってほしいと思いますし、

スポーツ活動とか社会活動、文化、そんなもの

を通して、県民の皆さんにも、宮崎で子育てを

して宮崎で暮らしてよかった、そういうことが

教育行政でやっていけたらうれしいなと。これ

からも、きっと後輩たちがそういうことを必死

でやってくれると願っております。ありがとう

ございました。（拍手）

○緒嶋委員 教育長以外にも、それこそ定年を

迎えられる方がこの中にも何人かおられるかも

しれませんが、やっぱり今まで長い間、教育界

の発展のためにほんとに頑張られた皆さん方に

感謝申し上げたいと思いますし、今後も健康に

留意されながら、さらに教育、そのほかのそれ

ぞれのまた第２ステップがある、立場があると

思いますので、次のステージでまた頑張って、

宮崎県の教育、そのほか県政発展のために全力

を尽くしていただきますようお願いをして、ほ

んとに感謝申し上げたいと思います。ほんとに

ありがとうございました。（拍手）

○重松委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 ちょっと教えてください。今、学

校のテストを見ると、会社がつくったきれいな

印刷物ですよね。あれは、町ごとに選んどるん

ですか。それとも教科書と一緒で、何か統一し

て選んでるんですか。

○永山学校支援監 これにつきましては、各教

育委員会ごとに学校で使用する教材ということ

で申請していくという形になっております。

○中野委員 ぜひ、このテスト、これなんかも

学力テストとクロスしながら分析してください。

○永山学校支援監 今回の予算の中にも、そう

いうものも含めてプログラムを開発するという

観点でいくと思っております。

○中野委員 我々自民党３人は、来年も残りま

すから、ちゃんとお願いします。

○重松委員長 そのほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは以上をもって教育委員

会を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時40分休憩

午前11時52分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。
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採決についてでありますが、申し合わせによ

り委員会審査の最終日に行うこととなっており

ますので、11日に採決を行うこととし、再開時

間を13時00分としたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

暫時休憩します。

午前11時52分休憩

午前11時54分再開

○重松委員長 委員会を再開します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 以上で本日の委員会を終わりま

す。

午前11時54分散会
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午後１時０分再開

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野  明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 委員会を再開いたします。

採決に入ります前に、皆様に御協力をお願い

いたします。御承知のとおり、東日本大震災発

生から５年を迎えました。そこで、当委員会と

いたしましても、この震災で亡くなられた方、

多くの方々の御冥福を祈り、ただいまから黙祷

を捧げたいと存じます。皆様、御起立、そして

黙祷をお願いいたします。黙祷。

〔起立、黙祷〕

○重松委員長 お直りください。黙祷を終わり

ます。御着席ください。

暫時休憩をいたします。

午後１時１分休憩

午後１時１分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして、賛否も含め御意見をお願

いしたいと思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、ないようですので、

これから議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、一括して採決をいた

します。

議案第１号、第14号から第18号、第20号、第23

号、第36号及び第37号につきまして、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議なしと認めます。よって、

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

るべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

請願第10号「公立高等学校授業料不徴収制度

の復活を求める請願」の取り扱いはいかがいた

しましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、請願第10号について

は、採決との御意見がございますので、お諮り

いたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、請願第10号の賛否を

お諮りいたします。

請願第10号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○重松委員長 挙手少数。よって、請願第10号

平成28年３月11日(金)
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は不採択とすることに決定いたしました。

次に、請願第11号「正規教職員の増員を求め

る請願」の取り扱いはいかがいたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 請願第11号については、採決と

の御意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、請願第11号の賛否を

お諮りいたします。

請願第11号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○重松委員長 挙手少数。よって、請願第11号

は不採択とすることに決定いたしました。

まず、請願第12号「小・中・高の35人以下学

級等の実現について国に意見書の提出を求める

請願」の取り扱いはいかがいたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 請願第12号については採決との

意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、請願第12号の賛否を

お諮りいたします。

請願第12号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○重松委員長 挙手少数。よって、請願第12号

は不採択とすることに決定いたしました。

まず、請願第13号「義務教育費国庫負担制度

の拡充・復元について、国に意見書の提出を求

める請願」の取り扱いはいかがいたしましょう

か。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 請願第13号について、採決との

意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、請願第13号の賛否を

お諮りいたします。

請願第13号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○重松委員長 挙手少数。よって、請願第13号

は不採択とすることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査につきましては、引き続き閉会

中の継続調査といたしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子についてであります。

委員長報告の項目として、特に要望等はござい

ませんか。

暫時休憩します。

午後１時７分休憩

午後１時８分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○重松委員長 それでは、そのほか、何かござ

いませんか。

暫時休憩します。

午後１時９分休憩

午後１時９分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

総合博物館民家園の現地調査について、昨日

協議いただいた総合博物館の民家園の現地調査

についてですが、３月14日の14時30分からとい

うことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのようにいたしま

す。視察時間は30分程度を見込んでおります。14

時30分までにそれぞれ現地にお越しいただくよ

うお願いいたします。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時９分閉会


